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AWネットワーク・グループ全体会議

自由化、輪特枇-

女性の鴎な糊を賄して

1 1月9日から 12日、 3年に 1度のCA

Wネットワーク・グループ全体会議が、ネパ

ールの古都パクタプールのゲストハウスで開

催され、 11カ国22のグループから約40

人が参加した。日本からは、女の労働わくわ

く講座の高木澄子さん、おんな労働組合(関

西)の山野和子さん、アジア女子労働者交流

センターから広木道子の3名が参加。会議の

目的は、 97年までの3年間の活動を車絞首し、

98年から 2000年まで3カ年の活動計画

をつくること。各国報告を通してアジアの女

性労働者がどんな問題に直面しているかを全

体で共有した後、各小地域グループごとに過

去3年間の活動を振り返り、今後の計画につ

いて討議した。自由化、規制緩和、国際競争

の激化を伴って急速に進むグローバル化の下

で、女性労働者の状況は確かに悪化している。

その構造を学びながら、 CAWは具体的にど

う行動したらよいかを話し合った。なお広木

は、この会議をもってCAW運営委員として

の6年間の任期を終えた (8'"'-'1 0面)。

加インド女性との交流プログラム .. /.-./~/ ... 

草の担の女性的側新知る
1 0月18日一27日、インドからCIT

u (インド労信腕E合センター)のラジェスワ

リさんと、 WWF (働く女性のフォーラム)

のムスラクシュミさんの二人を招いて交流プ

ログラムが行われた。交流活動の後、 10月

25日には"インド社会を変える草の根の女

性たち"をテーマにシンポジウムを開催し、

40人を超える参加者とともに意見交換をし

た。なお、このプログラムは「立正佼成会一

食平和基金」の助成を受けたものであり、感

謝の意を表したい (2'""'-"6面参照)。
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<シンポジウム・インド女性を迎えて>

鱗瀞慌たたかう姐労腕

M.ラジェスワリ

(インド労働組合センター)

インドの憲法は、男女の平等を定めていま

すが、実際には多くの女性たちが経済的に自

立しておらず、社会的な差別の犠牲となり平

等を享受する位置にはおかれていません。し

かし、女性たちの間で新しい自覚が生まれつ

つあり、女性への差別の不当性に対してすべ

ての階層の女性たちが組織的に、時には自然

発生的に、抵抗を始めています。

新経済政策の女性への影響

199 1年にインド政府が打ち出した新経

済政策には、国営・公営部門から大幅に投資

をひきあげることが含まれています。この部

門では労働力の 11%を女性が担ってきまし

た。すでに国営6銀行の株の大部分が売り出

されています。死亡や退職で空いた職が補充

されずに、何千という仕事が失われています。

大量の自動化、コンビュータ化があちこちで

進められています。以前は産業ごとに同一レ

ベルの賃金が支払われていましたが、今は利

益の確保や損失を口実に各銀行ごとに賃金が

決められ、銀行間に賃金の差が出てきていま

す。このような撚兄のなかで新しい雇用が創

出される望みはありません。女性労働者にと

っては、とくに状況が厳しいのです。

政府のサービス部門でも採用は凍結されて

CITU ・ラジェスワリさん

います。看護婦の仕事は、全面的に女性によ

って担われている職業ですが、ある州では採

用が15%減らされました。仕事の量が増え

看護婦1人あたり 15人の患者と決められて

いるにもかかわらず、 40人もの患者をみな

ければならなくなっています。しかも、政府

はさらに看護婦の数を削ることを宣言してい

ます。他の部門でも状況は変わりません。

また、教育予算が削られ、大衆識字運動に

も影響が出てきています。さらに民間の教育

機関の自主性が認められたために、儲からな

い学校を閉鎖することにはずみがつき、多く

の女性教員が職を失うことになるでしょう。

保険産業は、女性に雇用機会が多い産業で

す。ここでもまた、採用が大幅に削減されて

います。しかも、国の経済状態を反映して一

般の人々が保険を解約し始めているので、保

険産業でも女性の雇用機会は非常に危ういも

のとなっています。

最丘発表された国家公務員のための賃金改

訂勧告は、国家公務員の職を段階的に35万

削減しようという提言です。この提言は、イ

ンド全国の何百万という国家公務員の抵抗と

反対にあい、政府はこの仕事の削減勧告を取

り下げる約束をせざるを得ませんでした。し
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かし、危機が去ったわけで、はありません。大

量の仕事が削減される時、その影響を被る女

性はかなりの数にのぼります。

一般的には、政府所有の公営部門の仕事に

は、賃金やその他の条件で男女差はありませ

ん。銀行、保険産業その他で働く女性には有

給の産前産後休暇が保障されています(1回

の出産につき 3ヵ月、最大 12ヵ月まで休暇

がとれる)。またその他の権利(流産、中絶

には最大6週間の休暇)が、労働組合の粘り

強いたたかいによって勝ち取られています。

夫が転勤になると妻も一緒に転勤できる制度

がこの部門では保障されています。

職場で女性が直面する最も深刻な問題は、

直接的あるいは間接的に、様々なセクシュア

ルハラスメントが行なわれていることです。

女性がいるにもかかわらず、同僚に狼裂で下

品な言葉を言ったり、女性をそのような言葉

でからかったりするのが典型的な例です。

晶丘のケースですが、 15年間勤務した7

人のスチュワーデスが昇格することになりま

した。ところが、パイロットたちがこれに反

対してストライキを行なったのです。理由は、

彼女たちが手手格すれば、給料がパイロットよ

り高くなるというものです。労働組合の介入

により、パイロットたちはたたかいをあきら

めましたが、この事件は、男性優位主義的考

え方が地位の高い男性たちのなかにも根強く

残っていることを示しています。

「自由化」政策と企業進出

組織化された部門でさえも、政府は弱い立

場にある労働者を搾取しようとしています。

雇用の必要性が増えインドの数カ所に輸出地

域と呼ばれる輸出指向型産業のための特別な

地域が設立されました。ここでは最初から労

働組合が事実上禁止されています。ここにあ

る多くの産業では、労働者は主として他の地

方から出てきた独身の女性たちで、総斉的搾

取、性的搾取にさらされています。

東南アジアの輸出加工区に雇用された女性

たちの労働条件の調査では、この加工区のな

かでの経済的、性的搾取のひどさが明らかに

されています。インドでも、今後予測される

この加工区の反労働者的状況が全国的に広が

ることが懸念されます。

インド政府が新経済政策を採用して以来、

毎年、何万人という労働者による全国的な抗

議のストライキや政府官庁前での大規模な座

り込みが行なわれてきました。このたたかい

にも多数の女性たちが参加しています。組織

化された部門でも、銀行や保険産業の従業員

が直接行動を繰り返しています。このような

たたかいは、労働者に多くの利益をもたらし

ています。全インド保険従業員協会が民営化

に反対して 1000万巨人上もの署名を集めた

おかげで、保険産業はまだ民営化に歯止めを

かけています。

鉛斉の自由化政策はインドや他のアジア諸

国に外国の企業が新たに進出してくる道を聞

きました。これは日本にも影響のあることで

す。インドの労働者は安い賃金、最悪の労働

条件で搾取されています。日本でも労働者は

仕事を失い、パートや契約労働者として働く

人が多いと聞きました。私たちの国の状況を

理解していただいて、皆さんが日本で労働運

動を強化していくことを期待します。
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草の根の女性的欄蹴をめざして

s.ムスラクシュミ

(働く女性のフォーラム)

統計によると、インドの労働力人口は2億

9400万人で、このうち全国レベルの労働

組合に組織されているのは、わずか2500

万から 3000万人です。圧倒的多数を占め

る2億6700万人の労働者はインフォーマ

ルセクターで働いており、その89%が女性

です。彼女たちはNUWW(全国女性労働者

組合)など2、3の団体が組織化の努力をし

ている以外はほとんど未組織の状態におかれ

ています。

インフォーマルセクターの女性たち

インフォーマルセクターの女性労働者が、

政府や雇用主から「発展のための勢力」とい

うよりむしろ「施しを与える対象」としか扱

われない状況を目のあたりにして、社会・政

治活動家であるジャヤ・アルナチャラムは、

1978年、無担保融資の活動を中心とする

WWF (働く女性のフォーラム)を設立しま

した。その後、 NUWWを発足させて、未組

織の女性を労働組合に組織し、現在15の異

なる文化に属し、 167の聯易で働く 45万

人の女性たちが組織されています。

NUWWはグループ毎の高慣を通して、貧

しい女性たちが鉛斉的に生活を続けることが

できるように支援を行っています。また労働

組合への組織化やト レーニングを通して女性

WWF・ムスラクシュミさん

労働者をエンパワーしてきました。女性労働

者が貧困や富蝕昔、夫との死別により犠牲にな

らないように運動をしています。これらの活

動は、次のような目的をもって行われていま

す。(1 )職種ごとに労働時且合を組織し、一

人ひとりの女性が組合のすべてのレベルで参

加できるような斬新な体制をつくる。最底辺

の草の根の人々のあいだに広がるような新し

い方法を展開する。(2 )インフォーマルセ

クターの女性に焦点をあてる。 (3)男女平

等をめざし、融資や健康トレーニング、エン

パワーメントなど女性たちがもっとも必要と

しているととに取り組む。

NUWWには、賃金労働者の女性たちと個

人で小さな商売をしている女性たちが加入し

ています。前者に対しては、たとえばヴ、エロ

ールの紙巻き煙草の労働者やバンガロールの

線香作り労働者、ダルマプリの織工たち、ア

ディラマパッティナムの女性漁師などのため

に、賃上げや労働者の保護措置を要求するな

ど、従来の労働組合の活動をしています。後

者に対しては、融資をすることにより来島織化

をすすめています。具体的には彼女たちの仕

事が続けられるように協同組合をつくる支援

をしています。この組織化の努力によって、
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小さな商売をする女性たちも労働者として認

められるようになってきました。

伝統的なアジアの文化の中では、女性たち

は家族のなかで従属的な立場に置かれており、

女性の収入は補助的なものと考えられていま

す。女性たちの労働は安価で流動的で使い捨

てです。 NUWWでは、女性たちが家の中で

家内労働を続けるよりも、外に出て賃金を稼

く司〉小さな商売を始めることを奨励していま

す。しかし現状では女性たち自身も、家事や

子供の世話など家のことをしながら経済活動

ができる家内労働を好む傾向があります。

生活向上に結びつく資金副讃

女性たちは土地や財産を持たないので、小

さな商売を始めるためには融資を必要としま

す。この融資が、彼女たちの経済活動を可能

にする絶対条件となっています。 NUWWは、

最初は国営銀行が貧しい女性たちを援助する

ための仲介役として出発しましたが、すぐに

この試みはうまくいかないことがわかりまし

た。女性たちの返済率が高くても、銀行の手

続きの複雑さと鏑子側の仕事の遅滞により、

貧しい女性たちは簡単に融資を受けることが

できませんでした。銀行は、女性労働者が借

金を返済できるのか、また自分たちの状況を

改善できるのかどうかに疑問をもっており、

文字の読み書きができない貧しい人々を援助

するのは困難だと考えていたからです。

このような状況のなかで、 NUWWは既存

の銭討す制度に対して疑問をもつようになり、

「女性のためのインド協同組合ネットワーク」

という融資協同組合を新しく設立しました。

これは 1980年代初期に2500人の会員

が一人20ルビーずつ出資して、 5万ルビー

の資金でスタートしました。現在は大きな運

、動に発展して、タミル・ナドゥ、アンドゥラ

・フ。ラテ、ッ シュ、カルナタカ州の3州に広が

っています。

貧しい女性たちに融資の仲介をした結果、

次のようなことが目に見えて改善されました。

(1)女性たちは子どもの教育に投資できる

ようになった。 (2 )今までの借金を返済で

きた。 (3 )仕事の規模を拡大できた。

多くの家族が、女性たちの収入により 1日

2回はちゃんと食事をとれるようになり、飢

えを克服できました。このように、この融資

協同組合ができたお陰で、女性たちの生活全

般の質が向上しました。

NUWWでは小口融資だ、けで、貧困が解決さ

れるとは考えていません。財政的援助は非常

に大切な要素ですが、その他のサービスと組

み合わされて効力を発揮します。妊娠・出産

をめぐるサービスや男女差別に対するたたか

い、住居や衛生、水、食料の安全確保などす

べてが必要な要素です。

世界銀行はその政策に貧困の撲滅を掲げて

いますが、その行動はそれに反するものとな

っています。平価の切り下げやさまざまな社

会開発部門やサービス部門への配当金の削減

はさらに貧しい人々を苦境に追い込んでいま

す。健全な貧困者向けの政策を実行すること

が、現在の改革の危機を乗り越える唯一の解

決策なのです。NUWWは、国の政策のなか

にインフォーマルセクターについての有効な

政策をきちんとも りこませるための活動につ

いても話し合っています。
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7・・インド女性との交流プログラム…・

こんな交流をしました

1 0月20白から 5日間の交流プログラム

ですが、日本とインドとは、政治・経済・文

化・宗教、その他社会生活の上でかなりの違

いがあります。お互いの国のことを知り合う

のがまず第一、とゆったり構えていたけど、

質問や意見がど、んど、ん飛ひ、交いました。

20日 交流プログラムの趣旨、訪問・交

流相手についての説明と、日本の女性労働に

ついてのオリエンテーション。日本の女性労

働者のたたかいの歴史をはじめて聞いた、と。

2 1日 フォーラムよこはま訪問。情報や

人の交流、男女の自立と共同参画、国際協力

・交流などの活動を推進するための機関と施

設を紹介。相談室では離婚の相談もあるとの

話に、 「離婚の原因は何か」と食い下がる。

インドでは"ダウリ(持参金)"に関するこ

とで大きな悲劇が数多く起こり、菌蝕旨も多い

とか。その後、パートスタッフも含めて結成

されたばかりの労働組合役員との交流も。

22日 栃木県鳥山の縫製工場見学と労働

組合役員との交流。デザインや裁断はすっか

りコンビュータイとされているけど、ミシンを

動かしているのはやはり女性が主流。組合役

員は全員女性。昼休み集会では皆が親しみを

込めて大歓迎。地元の和紙工場も見学し、 7

O代の女性たちがていねいに手作業している

姿にいたく感激した様子。

23日 所沢のひまわり保育園見学。親た

ちの運動で作られた保育園。保育内容にもポ

リシーがある。高齢者のためのデイサービス

もあり、地域に根ざした活動を肌で感じる。

日本の子どもや高齢者の状況とそれに関わる

女性の立場をめぐって、かなりの激論。家族

に縛られるインドの女性の状況も問題?

同日 JMIUいすず労組(電機)との交

流。工場閉鎖、解雇の攻撃を撤回させた女性

パワーが大きな刺激に。一つの企業の中に複

数の組合がある場合のたたかいの実践を聞い

た。パート労働者の車品織化の努力にも惜しげ

ない拍手を送っていた。

24日 ワーカーズ・コレクティブの見学

と交流。お弁当屋さん「とまと」、パン屋さ

ん「ラ・ママン」、クッキー屋さん「歩」を

見学し、資金、運営、営業など、ご苦労や工

夫のしどころを伺う。ワーカーズで働いてい

る女性たちの 100万円の税金の壁の問題は

納得がいかなかったようだ。

高齢者のためのデイサービスセンター訪問

ベジタリアンて、なに?

彼女たちの滞在中、一番大変だったのは毎

日の食事。二人ともチャキチャキのベジタリ

アン。とくに一人は玉ねぎもにんにくもダメ o

UてンとバターとミルクがあればOKよ。」

といっていた二人でしたが、そんな訳にもい

かず大分振り回されました。訪問先でもいろ

いろお心遣い頂き、ありがとうございました。
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…ーん 糊短信

樹:女性関育センター設立

韓国女性民友会と韓国女性労働者会協議会

はソウル市とプサン市にそれぞれ女性職業教

育訓練センターを開設する。この二つのセン

ターは女性たちにさまざまな職業教育を行う

ことを目的としている。たとえばコンビュー

ターや美容、絵画、英語のような、とくに事

務職や販売などのサービス業向けのコースが

ある。働いている母親のための保育施設も併

設されている。この訓練センターは、他の分

野で仕事を探したいと考えている人や、近年

最も失業率の高い高卒または短大卒の女性た

ちを対象にしている。

センター設立は、韓国の働く女性たちの状

況を改善し権利のためにたたかっている韓国

女性労働者会協議会の力強い新たな一歩とな

っている。挑戦しなければならないことは多

く資金はかぎられているが、この運動に賛同

するさまざまな地域に住む人々から協力や支

援を受けている。

資金づくりの一環として、これまでの革新

的な運動の中から生まれてきた画家たちによ

って描かれた、労働者をテーマにした印象的

な絵の展示即売会を行なった。そのなかには

たとえば、 1979年工場閉鎖に反対するた

たかいの中で、野党の事務所の建物の中で亡

くなった縫製労働者、キム・キヨンスクを描

いた絵などがあった。

CAWはごの職業教育センター設立をお祝

いします。良い働きを!

(CAWニュースレター ・1997年7月号)

香港:家事労備憾の蹴

産休、長期勤続手当、不当解雇などに関す

る5つの法改正により、香港の家事労働者は

わずかながら権利が認められることになった。

新しい法律によると、妊娠している被雇用

者は解雇から保護され、華版4週以上の場合

は無給で 10週間の産休をとることができる。

給料の3分の 2が支払われる有給の産休が認

められるのは、勤続40週以上が必要である。

改正前の法律では、勤続 12週以上ない場合

は解雇からの保護が適用されず、勤続26週

以上ないと産休をとることができなかった。

法律はまた、健康を保障するために妊婦を危

険な仕事からはずすことを規定している。

自由党のセリナ・チョウは、妊娠を理由と

する解雇からの保護から家事労働者を除外す

る決議を提出しようとしたが、失敗した。彼

女は「わずか4遇の勤続で家事労働者に妊娠

の保護を与えるのは、雇用主の家族にとって

は負担が大きすぎる」と主張したが、外国人

が多い家事労働者に対する差別だと批判され

た。労働組合活動家であるリー・チェクヤン

は「労働者に対して認められた母性保護を家

事労働者に対してだけ、どうして否定できる

のだろうか。」と語った。

文部・人力大臣ジョゼフ・ウォンは、これ

らの労働法規は不当な解雇に対する逃げ道を

塞ぐことになる 、と述べている。この法律改

正によって、妊娠や労働災害、病欠、労働組

合への加入を理由とした角帯喜は違法となった。

(CAWニュースレター ・1997年7月号)
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<CAWネパール会議から>

小さな試みを大きな力t

ネパールで関かれたCAW全体会議は、参

加者がこの会に何を期待しているかを表現す

ることから始まった。全員を一つ 10人くら

いのグループに分け、配られた模造紙に絵や

言葉でそれぞれの思いを表現する。 CAWを

大きな家や木にたとえ、アジアの女性労働者

の困難な状況、それを共有する仲間たち、情

報交換やネットワーク、そしてグローバル化

に立ち向かう国防車帯の輪などを思いのまま

描きこんでいく。そうしているうちに、いつ

のまにか参加者同士が打ち解けてくる。皆の

長旅の疲れと緊張をほぐして、楽しいオープ

ニングであった。

まず、各国の女性労働者の状況について報

告と交流をしたが、これも自主的に手をあげ

た順番で行う。質疑応答も活発で、自分の国

のことを知ってもらいたい、他の国の状況も

もっと知りたいという気持ちが溢れていた。

その中からいくつかの特徴を紹介したい。

スリランカは、 1970年代末から自由貿

易地域 (FT Z)をつくって外資導入を進め

てきたが、 90年を前後して「自由化」が強

まり、ますます多くの外国企業が入ってくる

ようになった。現在3つのFTZに8万60

00人の労働者が働きその9割は女性だ。海

外からの投資は 28カ国に及ぶが、件数でみ

ると韓国が第 l位、 2位は日本である。深夜

三交替労働と粗末な寄宿舎での暮らしがきつ

い。 95年には香港系の縫製工場で賃金遅配

と工場閉鎖 ・大量解雇の攻撃があり、 500

O人が影響を受けた。 FTZの中では労働組

合は事実上認められていないが、労働者の代

表が香港に行き、香港の労働団体の協力を受

けて本社交渉を続けた結果、会社の経営者が

代わり工場閉鎖を撤回。全員再雇用に成功し、

賃金・ボーナスも支払わせた。

タイは他の東南アジア諸国と同様、 NIE

Sめざして年平均10%を越える成長率を維

持してきた。けれど7月はじめのタイ ・パー

ツの暴落以来労働者の解雇が相次いでいる。

工業化の過程で工場で働く女性の数が急速に

増えたが、労働条件は悪く、多くの女性たち

が職業病に苦しんでいる。タイの女性たちは

今、多国籍企業、世界銀行や 1MF  (国際通

貨基金)などの国際機関、政府の政策など、

問題の背景は何かを学んでいる。工場火災で

多くの犠牲者が出たこともあり、労働者の安

全と健康に関する委員会を作って政府交渉を

行うなどの活動をしている。またさまざまな

地域、業種の女性たちが集まって女性労働者

ユニティをっくり、女性の働く権利や労働条

件の改善について共同行動を起こしている。

東アジア地域では女性の非lE規雇用化、不

安定化が最大の焦点であった。香港では工場

労働者の数が激減して、女性はサービス産業

に多くなった。中でも 30代半ばを過ぎると

家事サービスやビル掃除などが多くなる。ま

た、そのような仕事はフィリピンやスリラン

カなどの外国人労働者と競争関係になり、労

働条件が悪化していく傾向もある。海外出稼

ぎの送り出し園、受け入れ国双方の状況につ

いて、問題の共有が必要ではないか、と積極

的な提案もあり、夜、希望者が集まって2時

間ほどの交流会を持った。また香港では、中
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国への返還後の臨時評議会で、組合の交渉権

などの労働法改正を時期早尚として撤回する

動きが見られ、男女平等法の制定も進んでい

ない。日本や韓国では労働法制の全面的な規

制緩和が進められようとしている。

会議の後の文化交流で笑顔がこぼれる

1960年代に始まったアジア地域の外資

依存型工業化は、低賃金労働力としての女性

労働を最大限利用してきた。グローバル化が

深まる中で、資本は低賃金・高利潤を求めて

自由に世界を駆けめぐり、女性たちは互いに

競争させられている。その械室を広い視野で

とらえ、今の状況を少しでも変えるためにC

AWとして何ができるか。各国の状況に見合

ったさまざまな取り組みが紹介された。地域

をベースにした女性労働者の組織化(日本の

コミュニティユニオン、女性ユニオンなども

含まれる)、個別訪問による住民への働きか

け、保育所運動、協同組合運動、自営または

小集団による仕事づくり、労働組合の交渉力

の強化、職業訓練など、小さな経験で、あって

も互いに新しいアイディアに触れて刺激を受

け、元気づけられる。CAWはそういう力を

蓄積してきたが、今後はアジアの女性労働者

の声をもっと積極的に世界に発信していくこ

とが求められている。(広木道子)

=2000年までのCAW3カ年計画=

1998年から 2000年までの3年間、

CAWの共同行動として何をするか。東アジ

ア、東南アジア、南アジアの地域グループご

とに話し合いをし、後日の運営委員会で次の

ように決まった(要約)。

l、アジア全体の活動

1 )グローバル化に関するアジア地域会議

2000年9月・韓国

2) 1 L 0錨守 175号「パートタイム労

働条約」 、177号「家内労働条約」

の普及・批准キャンペーン活動

3)次回CAWネットワーク全体会議 (C

AW活動の総括と 3カ年の計画)

2000年2月・タイ

2、地域グループごとの活動

1)東アジア地域

.ワークショップ「アジア女性労働者の

不安定雇用への挑戦」

'1998年 12月・台湾

2)東南アジア地域

-ワークショ ップとキャンベーン「グロ

ーバル化と女性雇用のカジュアル化」

.1999年3月8日・マレーシア

3)南アジア地域

・ワークショップ「労働者組織への女性

の参加」

.1999年9月・パキスタン

3、各国の活動各グループや国ごとにCA

Wの援助を受けて行なう諸活動。交流セン

ターではCAW発行 rs1 LK&STEE 

LJの翻訳・出版を予定。
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勝てCAW会議に参加して

おんな労慣組合(関西)

山野和子

海外に出たことのない私にとって、今回の

ネパール行きは多くの事を学べ、いい体験に

なった。

ネパール国に対しては、マスコミからの知

識しかなく、遊牧民の生活のイメージを持っ

ている程度の薄いものだった。空港での「チ

ップ、チップ」攻撃に驚き、 CAW会議が行

われたバクタブールの周りの庶民の生活を見

聞きして、カルチャーショックを受け、現在

の日本での生活の在り方をつくづく考えさせ

られた。日本の何十年も前の生活レベル、生

活に精一杯で文化的生活からはほど遠い暮ら

し、家の手伝いに追われ学校へ行けない子ど

もたちが多いと聞く。けれど日本の子どもた

ちと比べると顔がイキイキと輝いていて、ま

さに「生きている」って感じ。識字率州民い

事をはじめ、ネパールの国が自国民の幸せの

ためにやるべきことは多くある。これから打

ち出される国の政策は注目されると思う。

CAW会議は4日間ギッシリのスケジュー

ルで、あった。各国報告は、 2日聞かけて行わ

れた。日本の企業がアジアの労働者に対して

行なった行為が世界から非難された、まさに

同じ事をアジアの他の国が今やっている。ま

た、日本での労信賭に対する攻撃一一労働法

改悪の動きもすぐに、韓国をはじめ近隣の国

に波及するだろう。このことは今までの歴史

が証明している。企業や政府の動きを先取り

し、労働者がたたかった体験、経験や情報の

交換は非常に重要だと思う。

3日目は、やっと会議場での缶詰状態から

解放され、工場見学をした。繊維工場とクッ

キー工場の二手にわかれた。私は繊維工場を

見たが、繊維から出るほこりと騒音に圧倒さ

れた。職場環境は非常に悪いと思ったが、現

地の人は「良い環境だ」と言っていた。

そこの組合 (GEFONT=ネパール全国

労働E合連盟に加盟)と交流する。組合とし

ての課題は多いが、日本の組合と比べて真面

目に取り組んでいる印象を持った。

山野和子さん(おと高木澄干さん(右)

4日目はCAWの今後について討論。私は

通訳を介して議命に加わっていたので、通訳

の言葉を聞き取るのが精一杯で、しかも討議

の流れも非常に速く、その上CAWについて

不勉強のまま参加したいきさつも手伝って、

会議に自分で考えて一緒に討議する事がとて

もで、き得なかった。申し訳なく思う。けど、

アジアの頑張っている多くの女性の顔が見れ

て彼女たちから元気をもらえたと思う。私た

ち、同じアジアの仲間として、共に助け合っ

ていけたらと思う、これからも。

おんな労働組合(関西)としてできる限り、

会議等に出て学んだり、アドバイスしたり、

されたりの関係を持ちたいと考えている。た

だ、言葉の壁のしんどさを痛いほど感じた。

なんとかならないものだろうか。
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く区司書事来召ブ千〉…ーー甲信也~/.-./~/..-./~/.. 一也叫信

オ・ジョンヒ著・波多野節子訳

『 金 色 の 鰹 の夢』

著者はこれまでに韓国の二大文学賞を受賞

しており、現代韓国を代表する女性作家と言

われている。本書には三つの作品が入ってい

るが、どれも語り口はとても静かである。

9歳の女の子の目を通し、朝鮮動乱後の港

町({コ11)の日常を描いた「中国人町Jは、

戦中生まれの私にとっては、私たちの国でも

かつて同じような日常があったことを想像さ

せ懐かしい想いを起こさせる。

8歳の男の子を主人公にした「不忘碑」は、

日本の朝鮮支配カ終わる頃から解放軍が入っ

てきた頃の、北朝鮮にある海領に住む網元一

家の日常と社会の動きを伝えている。日帝支

配、解放運動、阿片中毒などを含め、差別や

偏見に満ちた日々の暮らしが語られているが、

声を大きくして語っているところがどこにも

ない。

表題になっている「金色の鯉の夢」は、サ

ラリーマンの妻で45歳の「わたし」の心の

揺れを、壊されていく屋敷や祖母に聞いた昔

話を織りまぜながら語っている。

訳者のあとがきで「北に故郷があって戻る

ことのできない人たちを、韓国では失郷民と

よぶ。オ・ジョンヒという作家をあえて一言

で規定するなら『失郷民の子』と言うことが

できるように思われる」と述べているが、三

つの作品に感じる静かさもそんなところから

きているのだろうか。

(段々社発行・星雲社発売 2060円)

清水靖子著

『森と魚と激戦地』

「語られなかった太平洋の島々の住民の側

からの太平洋戦争。そして、その森と魚のお

話。」後者は日本が伐りつくし獲りつくして

いる太平洋の資源のことであり、前者と後者

はつながっている。戦後日本が過ちを自覚し、

島の人たちの声に耳を傾けていれば、後者の

事態は起きなかったはずだ。

海と森の豊かな自然の中で平和に暮らして

いた人々の生活が、何の断りもなく侵略して

きた日本軍により滅茶滅茶に破壊される。南

太平洋での戦いについてその激戦ぶり、戦い

の無謀さと悲惨さ、飢餓と玉砕など日本側か

らは多くのことが語られてきた。しかしそこ

に住み、理不尽で甚大な口では表せないほど

悲惨な被害を蒙った人々の声が聴かれたこと

があっただろうか。

著者は、南太平洋の環境保護運動活動に取

り組む修道女で、島の人たちと生活を共にす

る中で、あまりのむごさに家族にも話したこ

とがなかったという日本軍の加害の数々を語

る、既に年老いた語り部たちの言葉に耳を傾

け書き留めてきた。 r人間の記録として。ま

た私たちが同じ過ちの道をたどらないように、

同じ道に私たちを連れていこうとしている日

本の流れへの抵抗のために。 J

「新ガイドライン」という恐ろしいものが

すでに動き始めている今、著者同様この流れ

に抵抗する者の意志をさまざまな形で表して

いきたいと思う。(北斗出版 2730円)
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<事務局日誌>

9月3日 翻訳グループ学習会

9月5日'"'-'6日 女性労働問題研究会セミナ

ー講師(広木)

9月7日 労働分野の規制援和に関するシン

ポジウム(広木)

フィリピン研修ツアー写真交換会(山本ー

仁田・広木)

9月24日 翻訳グループ学習会

9月25日 9月定例事務局会議

9月29日 「アジアの仲間J69・70合

併号発送

1 0月4日 目立とすべての職場から男女差

別をなくす会総会パネラー(広木)

1 0月14日 pp研究所社会運動研究部会

(広木)

1 0月15日 翻訳グループ学習会

1 0月18日'"'-'27日 インドの女性との交

流プログラム

1 0月25日 シンポジウム「インド社会を

変える草の根の女性たち」開催

1 0月31日 1 0月定例事務局会議

1 1月3日 「戦争と女性への暴力」国際会

議公開シンポジウム(仁田)

1 1月5日""""18日 CAW全体会議ー CA

W運営委員会(ネパール・広木)

1 1月22日----30臼 DAGA主催多国籍

企業に関するアジア地域会議 (タイ ・塩沢)

1 1月23日 多国籍企業のモニターに関す

る第2回アジア国際シンポジウム東アジア

地域セミナー(広木)

1 1月26日 1 1月定例事務局会議

1 1月27日 目立男女差別裁判傍聴 (山本)

i古新しく CAWの書記局員になったイン j

i ド出身のドリーは、ただ今妊娠5カ月。!

香港のシャンシャンは、 2人の男の子;

の母。シンガポールのアグネスは、オ!

ランダに夫を残して単身赴任中。 3人 l

全員が既婚者というのは初めて。女性 i

の働き方はホントに変わった。 (H)

女韓国朝鮮人BC級戦犯国家補償裁判控 !

訴審を傍聴。提訴から 6年、 7人の原 1

告のうち今なんとか働嚢を維持して法 i

廷に立てる方は2人しかいない。時間;

がない。 70代も後半に入った彼らの ;

言い表わしようもない無念の胸中を想 !

うとやりきれない。聴く耳を!! (K) 

. ..事務局だより...

!大所沢は、ダイオキシン問題にゆれてい !

! ます。我が家のプラスチックゴミも気 1

をつけていても大量にたまります。ゴ i

ミから見える生活や社会、政台、関わ !

りだしたらおもしろくて深みにはまり!

そう。深刻な問題だけど、知恵を出し!

あって行動していく喜びも多々。 (y)i 

:大インドのゲストのお供でディズニーラ i
ンドを初訪問。 rどうして日本でアメ !

リカ文化なんか見せるの?もっと見る !

もの沢山あるはずだけど。 Jrあらも !

うテ、イズニーランドは日本文化よ。 J

帰る時間も忘れて楽しみました。 (N) I 

しーー一一一ーーーーーーー一一ー一一一一一一ー一一一ー一一一一一ー一一 ーー____J
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インドネシアの靴労働者

6000入がストライ キ

アジア各国の「経済危機」が、労働者の暮

らしを直撃しています。インドネシアの靴工

場で働く女性は、 「昨年4月の私の賃金は、

1日2.2米ドルだったのに、 9月には1.6

ドルの価値しかなくなってしまった。 jと言

っています。

インドネシアの工業地域タンゲランの靴工

場で、昨年 10月、会社の不当解雇撤回と人

事担当重役の退職を求めて、 6000人の労

働者のストライキが起こりました。この会社

は韓国資本で、それまでに 2000人主人上の

労働者を解雇したことを認めています。

4月には、同じタンゲランでナイキの朝tを

作っている工場の 1万人を超える労働者が、

改訂された最低賃金の支払いを怠る会社に抗

議して大規模なデモを行ないました。

インドネシアではごの他にも靴工場での労

働争議がたびたび、起きています。最低賃金以

下の賃金、賃金・時間外手当の未払い、強制

残業、生理休暇の取り上げ、トイレ時間の管

理、制服強要、労働災害、暴力や非人間的な

罰則・・・など、様々な問題が聞かれます。

靴工場の女性労働者がつぶやきました。

3000 WORKERS RETRENCHED 

6000 WORKERS PROTEST 

「マイケル・ジョ ーダンのナイキとの契約料

は年間2100万ドル。私の賃金はやっと5

94ドルよ。 J

80年代終わりまでナイキ、リーボック、

アデ、ィダスなど欧米ブランドのスポーツ・シ

ューズは、主に韓国や台湾の下請け企業で作

られてきました。 90年代以降東アジア企業

の海外進出が盛んになり、今ではインドネシ

アと中国が主要な生産地になっています。ナ

イキなどの企業は、自分の手を直接汚さずに

労働者を酷使し、消費者には独占的な価格で

高い靴を売って莫大な利益を得ているのです。

ヨーロッパ、 jヒアメリカ、オーストラリア

などでは、 95年秋から、 靴産業労働者の労

働条件改善を求めて、葉書による抗議や不買

運動、マスコミへのアピールなどの"ナイキ

キャンペーン"に取り組んでいます。
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D AGA-多国籍企業に関するアジア会議

急増する帽への進出

治費文化場警も齢

昨年 11月23日から 29日まで、タイの

チェンマイで、 DAG，d，の主催する多国籍企

業に関するアジアの国際会議が開かれた。

DAGAというのは、 CCA-URM(ア

ジアキリスト教協議会一都市農村宣教委員会)

の活動の一部で、アジアの民衆の活動グルー

プのために情報や資料の提供や調査活動をす

る部円である。アジア各国の経済発展に深い

関わりのある多国籍企業の問題は、 70年代

から度々とりあげられてきたが、今回は90

年代の実情について話しあい、21世紀へ向

けてどういうことをやっていくべきかの意見

を出しあうために関かれた。

参加要請を受けたのはセンタ一事務局長の

広木さんだが、彼女は前号で報告したCAVJ

のネパール会議があって参加できず、ごのテ

ーマにもろにとりくんでいる「進出企業問題

を考える会」は、同じ頃に同じようなテーマ

で、東アジアの国際集会を日本で開くので余

力はないということだった。アジアの現状を

知るよい機会なので、他にも会の趣旨にふさ

わしい参加者を探してみたが、結局行ける人

はなく、 「塩沢さんが行くしかない」とスタ

ッフにはつばをかけられた。

この種の会議に参加するのは働きざかりの

年代の人たちだ、から、スケジュールも午前、

午後、夜とぎっしりだし、女性労働者の問題

に焦点がしぼられている CAWの会議と違っ

て、経済学者などもきて話題は幅広い。芙語

での仕事を離れて久しい73歳の身としては

ためらわざえるをえない。その一方でたぶん

最後のチャンスだろうから行ってみたい気も

あり、 DAGAから歓迎するというファック

スと、 CAWからミヨコに出てほしいと電話

がくるにおよんでついに腹をくくった。

CCA関係の会議は、いつも質素なセミナ

ーハウスなどで関かれるので、暑がりの私は

冷房がないかもしれないというのも不安のひ

とつだった。ところがチェンマイ空港で迎え

てくれたスタ ッフに案内されたのは、設備の

整ったホテjしだった。後から聞いたのだが、

ホテルを会場に使えたのは、 パーツが大幅に

下落しているからで、タイ人は苦しんでし，¥る

が、外国人にとってホテル代がたいへん安い

という皮肉な現象だった。

90年代の日本企業のアジア進出

参加者は韓国、中国(香港)、タイ、 フィ

リピン、インドネシア、インド、日本からと

香港にあるアジア学生協会で働くネパール人

の青年、それに主催のDAGAスタ ッフと、

CCA-URMの主事の八幡さんという小規

模な会議だった。それに小グ)t，.~ーブ。の話し合

いが多かったので、案じていたよりは容易に

参加できた。

各国に予めテーマを設定されて発表を求め

られており、私の場合は90年代の日本企業

の海タ1進 出状況の統計資料と、それによって

アジアにどんな問題が起きているかの具体例

を話した。出発前に慌ただしく 調べたジェト

ロの最新の資料によれば、 アジア進出の特色
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は、開放経済下の中国に急ピッチでふえ、と

くに製造業で著しいことである。そのかげに、

韓国に進出していた企業が臨塁し、中国に工

場を移すさい、韓国の労働者になんの予告も

せず、日本の本社からのファックス l枚で全

員解雇を強行した伊jもある。これに対し怒り

にもえた若い女性ばかりの労組役員が、直接

交渉をするために来日して、はげしい闘争を

展開した事実について述べた。

また日本の労揮湛準法の女子の時間外労働

の制限と深夜業の禁止が、業種・職種を問わ

ず撤廃されてしまったことが、アジアの女性

労働者に及ぼす景簿の大きさについてもふれ

た。CAWを通じて、アジア各国の女性労働

者から「なんとか撤廃をF血としてJと求めら

れていたのに、それに応えられなかった理由

も述べた。つまり日本の労働運動の中枢が、

草の根の労働者から浮き上がって御同化して

いるごとや、僅かな議席しかない共産党しか

野党がなくなってしまい、自民党と沢山の名

をもっ自民党の親類で政治料ラわれている政

情についても、ふれざるをえなかった。

私の報告の後、韓国からの参加者が、韓国

女性労働者の来日闘争について、 「韓国人は

日本人が嫌いだったが、来日した人たちは支

援してくれた日本人と接して、日本人への見

方が変わったj と発言して下さった。

石油の値上げ阻止したフィリピン

ところで6日に及んだ会議の全容を述べる

紙幅はないので、報告された各国の現況を中

心に印象の強かった点にふれてみよう。

V統計で示した近年の日本企業の進出動向を

そのまま実証したのが、中国の報告だ、った。

香港でアジアの労働問題に関わっているA

NIRCの若い女性は、広い中国の地図とピデ

オによって、中国の工業化の現状を示した。

沿岸部に次々とつくられている工業都市の多

さに加えて、女性労働者の働く工場内部のビ

デオには、英語の字幕を付して、その労働条

件のレベルの低さを伝えた。

"10数年前、私がアジアを歩いていた頃と

ちっとも変わらないなぁと思ったのがインド

ネシアの賃金水準の低さだった。今回は首都

圏以外の地域の女性労働者についての話だが、

東南アジアで最低であるのみならず、業種に

よっては中国やインドより低く、総重業では

世界一低いといえるそうだ。

それだけに韓国、台湾からの企業進出が多

いが、多国籍企業の典型例として、スポーツ

シューズメーカーのアメリカ企業ナイキの製

品をつくる台湾企業が田舎町につくった工場

には、 7千人の労働者がいてその75%が女

性で、 60%が小与吋交卒だというから、 12 

歳の労働者もいることになる。

当時と違っているのは、労働運動が盛んに

なっていて、政府非公認の労働組合への弾圧

はすさまじいようである。インドネシアの言百

をきいていると、かつての韓国の状況を思い

出し、暗潅となる。 f私たちへの手紙やファ

ックスは官憲にチェックされるから、 Eメー

ルがいいよJといわれたが、パソコンに詳し

い人がいうにはそれだって安全とはいえない

そうである。

Vフィリピンでは石油の外資企業によって民

衆の生活がふり廻されてきた。石油価格の規

制緩和法による石油の値上げにより、諸物価
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が高くなって生活が苦しくなったとき行われ

た交通機関のストライキは、幅広く民衆の支

持を受けマニラをまひさせるほどであった。

この強い抵抗により、最高裁に石油価格規

制緩和法は憲法違反という判決と、石油価格

を値上げ前に戻すようにとの命令を出させる

に至った。この勝手lJは多国籍企業の支配を、

草の根の民衆のたたかいではね返したという

点で大きな意味があると述べられた。報告者

は、多国籍企業の問題にとりくんでいる IB 

ONという団体の活動家で、関連する謂査や

情報の収集、国内及びアジア全域に及ぶネッ

トワークづくりの重要性を強周した。

V韓国からは海外進出企業を送り出す側とし

ての報告で、 70年代に韓国に何度か行った

私としては時代の変化を感じさせられた。黒

板にグラフを示されてわかりやすかったが、

年次別に海外投資の増加を示す線が、 92年

頃からほとんど縦に近くなるほどである。進

出先はインドネシアがもっとも多く、中園、

ベトナムからラテンアメリカにも及び、製造

業が圧倒的に多い。韓国の民主化により労働

組合が強くなり賃金も上がったからだが、進

出しているのは韓国内での競争に生き残れな

い中小企業が多いそうである。

Vタイの参加者は女性牧師で、多国籍企業が

現地の女性に及ぼす問題として、ひたすら売

買春とそれに伴うエイズの問題の深刻さを語

った。会議のテーマにてらして意外な気もし

たが、彼女がセックスツアーと呼ぶ観光業が

盛んで、これも送りこむ側と受けとる側の旅

行業者のタイアップで行われるのだから、一

種の多国籍企業といえよう 。しかもその仕掛

人は先進国側で、とくに日本、ドイツ、オラ

ンダと名ざしされてしまった。用意されたビ

デオに次々とかわいい赤ちゃんが写し出され

るが、この子もHIV感染者ですという説明

がやりきれない。

Vアジア学生協会からの参加者は、本人はネ

パール人だが、開放経済下のベトナムの若者

について報告した。さまざまな側面から開放

経済がもたらしたマイナス面が指摘された。

外国企業の意向で、教育内容まで技掠渚養成

に重点がおかれ、人文や社会科学部門の学生

がへったり、若者は外国文化の影響を受けや

すいので、風俗営業に出入りしたりなどの傾

向もでているということだった。

* 
小グループ。の話しあいや雑談のなかで感じ

たのは、以前はひたすら多国籍企業で働く者

の労働条件が問題となっていたが、今回はそ

の製品を売り込まれることによる、アジアの

人々の消費文化の面も問題となっていること

だった。電気の通じてない村でバッテリーで

テレビを見たり、タマコ。ッチが普及してたり、

今までの暮らしなら不要だったお金がにいく

らでもいるというわけである。(塩沢美代子)
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韓国 ・男女雇用平等月間 V伊~/.-./....，，/.... / ... 酎 串

轍樹齢会古溝調査

モ・ユンスク(仁川女性労働者会)

毎年 10月は男女平等の月である。 KWW

AU (韓国女性労働者会協議会)は、女性労

働者の雇用問題が深刻さを増しているなか、

各地で女性労働者の労働環境や就業に関する

アンケート調査を実施した。

製造業労働者の鞍業者に対策を

馬山昌原女性労働者会は、電子産業の女性

労働者を中心に筋・骨格系寵号、実態調査を実

施した。器官腕障害については以前から症状

を訴える労働者が増えてきており、溶接工な

ど艶宣業はもちろん、最近では一般事務のV

DT作業者の間でも症状が訴えられるなど発

生頻度が高くなってきた。しかし、事務職労

働者の葺膏腕障害(とくにVDT症候群)の

問題だけが認識され、製造業労働者は当然視

される傾向があった。

調査をした 13の事業所のうち 11ヵ所は

電子会社であるが、 仕事は大部分が組立など

の単純反復作業である。 440枚のアンケー

ト用紙のうち 241枚が回収された。うち 2

1'"'-'25歳 60.2%、 26.--...30歳23%

と若い女性が主流を占めていた。

回答者の 76.6%が主として座って作業

をしている。腕を上下に動かして腕と腰に負

担を与える作業が59%、手首を横に振って

作業をする人は 39%あったが、 88.8% 

の人が指で物をつかむ作業をしていた。

筋・骨格系障害とは、 言、肩、肘、手、手

首、背中、腰などの痛み、うずき、こわばり、

ほてり、感覚マヒあるいは薄れなどの症状の

うち一つ以上カレ週間以上持続するか、また

は過去一年間、月に最低一度はある場合をい

うが、電子産業の女性労種渚たちは、大部分

がこれらの障害を持っていた。

障害の多い苛F庁を調べてみると腕 85.7

%、手・手首80.6%、下半身7O. 9%、

背中と腰69.2%、肘57%、首54.9%、

肩50.2%であった。

韓国では、このような職業土の筋・骨格系

疾患は個人の民宵であり非職業上のものと見

られてきた。多くの労働者が様々な症状を訴

えてきたが、疾患や病気の名前が特定されず

そのため研究や調査がまったくないように思

われる。労働組合の個別的な作業や個人的な

健診を通して筋・骨格系の障害が明らかにな

ってきたのであり、労働者は依然として自身

の億嘆権を法的に保障されていなし ¥0

韓国通信の電話交換手が集団で頚肩腕障害

を職業病として認めさせた後、"VDT取扱

い勤労者作業管理指針"カ主作られたが、これ

はコンビュータ端末機作業の場合に適用され

るものであり、製造業での筋・ 骨格系疾患に

対する対策にはなっていない。

筋・骨格系疾患に対する総合的な実態調査

と環境評価が至急なされるべきであり、作業

姿勢と作業工程に対するより徹底した人間工

学的な評価とその対策が必要である。

既婚女性の就業拡大のために

翁lJ女性労働者会く平等の電話>では、既

婚女性の就業実態を調査した。これは、企業
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が望む女性労働力と労働条件、そして鵬首女

性が就業するときの本人の条件と希望する仕

事の両方を調査し、既婚女性の就業拡大の方

策を求めていくためである。調査対象は20

代."，-，5 0代までの既婚女性378人。アンケ

ート方式による。

まず就業実態を見ると、 85.1 %が就学

前の子どもを保育機関に預けて働いており、

97.2%は子どもがIJ、学校を卒業する前に

就業を始めている。

未婚の時に就業した職種では事務職が43.

7%でもっとも高いが、現在はすービス職2

9.2%、生産職24.5%の順になっている。

希望職種では、生産職の分布は最低であるが

(8. 7 %)、 実際には4分の lの女性たち

がこれに就いている。

女性たちの就業の理由は、 「経済的自立能

力を育てるためJ36.0 %、 「経済的必要

からJ 38.6%であった。学歴に関係なく

全般的に「経済的自立能力を育てるため」が

高く表れているが、政治的・心理的自立の土

台となっている鐙斉的自立青VJを望む女性た

ちの増加は、持続的な就業を望む高い職業意

識を身につけた既婚女性たちが増えているこ

とを意味している。

勝旨女性の大部分は正規職で安定的な職場

を望んでいる。事務職または専門職の希望者

がB見職を、サービス職希望者が時間制(パ

ート)労働を望む傾向が強い。また生産職の

場合、正規職だと勤務時間が長く労働強度も

高いために時間制を選ぶ人が多いが、このよ

うな女性たちでも家事・育児と両立できれば

正規職への転換を希望している。

就業を望みながら現在職場を持たない理由

を尋ねた結果、回答者247名中 174名

(70.4%) が家事・育児と職場生活を両

立させるごとが困難と答えている。

次に、企業の立場から勝敗性労働力に対

する評価と選好度の調査結果を見てみよう。

第1に、既婚女性が一番に選ぶ事務管理職

は、業種を間わず一定程度の規模の安定した

企業では、女性は受け入れていない。

第2に、女性たちがあまり好まない単純生

産職では、鵬首女性を希望している。

第3に、専門職の分野では既婚女性たちが

経験がないという理由で採用していない。

ごの調査で明らかになったことは、第 1に

既婚女性の就業を妨げているもっとも大きな

要因は、育児と家事労働の負担である。この

ことは妊娠・出産で職場を離れた女性が、空

白期間を持つことによって不利な立場で再就

職をする事態となっている。

第2に、既婚女性が希望する仕事と企業が

既婚女性に任せようとする仕事が相当に異な

っていることである。職場と家庭を両立させ

るためには、母性保護制度の拡充や有給育児

休職の制度化、保育施設の設置拡大と企業の

育児支援サービスの多様化、時間制労働者保
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護の強化、家族介護休日展制導入など、の政策と

法案が必要である。

さらに、生産識に既婚女性が多く就業する

ようにするためには、女性就業者の 62.7

%が働いている 4人以下の事業所に、社会保

険、勤労基準法、男女雇用平等法を適用すべ

きであり、 ILOで採択された家内労働条約

を批准すべきである。

男女の雇用平等はどこまで進んでいるか

知刊女性労働者会は、雇用における男女平

等の実態を調べるため、光州地域の大企業に

働く女性労働者に対するアンケート調査を行

なった。回答者は製造業79名、金融・通信

・総合病院など事務職分野91名、新聞社・

放送局など言論社から 48名、計218名で

ある。人事制度を利用した間接的な雇用差別

実態を把握するために、労働組合を通して事

業体に対する調査も合わせて行なった。

募集・採用に関する差別について、"本人

の意志と関係なく、女性であるために入社で

きなかった経験があるか"との質問に、"あ

る"と答えたのは 14.2%であったが、"

学歴、経歴は同じでも、女性であるために男

性より低い職級または職位で募集・採用され

た経験があるか"との問いには、 35.6% 

が"ある"と答えている。

しかし、賃金差別に関しては生産職では"

ある"が 93.7%なのに対し、事務職では

41. 7%となっており、 職種による差がは

っきり出ている。

差額がどの程度であるかについては、 10 

万ウォン以下が 48.6%、11万ウォン以

上20万ウォン以下が 4O. 6%であった。

↑生別賃金格差の理由についての問いには、

性別号俸体系80.3%、職級の差異 14.5

%、労働力の差異 4.6%の回答を得た。

昇進差別について、"男子職員は正規職であ

る循環勤務により昇進の条件が与えられてお

り、女子職員の場合は本人の意志、に関係なく

定められた業務に継続勤務するようになって

いる場合がある"か質問したところ、 65.

0%が"そのとおり"と答えており、 2O. 

3%が"女子職員も循環華冴完を実施している

"と答え、"循環勤務の内容が男子職員と異

なっている"と回答した者は 14.7%であっ

た。これは、事実上昇進要件とされている循

環勤務の機会が女性たちには制限されている

というごとで、業干重別に見ると、製造業の生

産職では83.3%カ当盾環勤務がない。

これは、女性たちの職業意識にも否定的な

影響を及ぼしている。回答者の半分以上が現

在の職場を一生の職場だとは考えていないと

答え、その理由は低賃金37.8%、 昇進の

可能性が薄い 26.1%、結婚・妊娠・出産

・養育に対する会社の支援不足 18.5%と

なってし，¥る。

ιL上、光州地域の職場内性差別はかなり深

刻な実情である。平等実現のためには、女性

労働問題が男女共通の問題であることを再認

識し、女性たちが積極的に労組内意志決定に

参加できるように女性幹部の比率を高めるこ

と、そのために割当制を努告すべきである。

また、企業は男女雇用平等法を遵守し、政

府は行政監督を強化し、女性労働者の基本的

権利が保障され平等な労働環境をっくり出す

女性労働政策を樹立しなければならない。

(KWWAU i働く女性J97年9月)
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スリランカのカトナヤケ自由貿易地域 (F

T Z )にあるスカイ・スポーツ・ランカ社は、

パラグライダー、パラシュート、テント、馬

具などを生産'輸出するドイツ系企業。ごこ

でミシン工として働いてきたカルナワティさ

んが昨年lO月17日、ドイツ入社長から梱

包したパラシュートで暴行を受ける事件が起

き、その後彼女は、生産ミスと欠勤を理由に

解雇された。

カルナワティさんが、暴行の目撃者として

名前をあげた2人の女性の同僚も年次休暇を

とりあげられるなど、経営者側から嫌がらせ

を受けた。

この事件の前に、カjレナワティさんと数人

の労働者が8月の祝日 (AugustPoya Dayこ

の日に労働者は働かなくてもよいことになっ

ている)に欠勤したという理由で 1ヵ月分の

勤務手当が削られ、その後の2ヵ月間、賃金

から 1時間当たり 2ルピーが差しヲ!かれた。

ごれは、明らかに労働法違反の行為である。

カルナワティさんの給料は、残業手当と勤

務手当を合わせて月 66米ドル。勤務手当と

時間当たり 2)1.，.ピー減額された8月の収入は

わずか51米ドルだった。 66米ドルでさえ

自分一人がやっと食べてしt¥ける程度であり、

家族を支えるのは困難な状況である。

経営者は、工場内での労種猪協議会の結成

を妨害しようとしているが、これは政府の政

策にも、政府と投資企業が結んだ協定にも違

反するものである。

このように、 FTZの中での経営者や監督

による労働者に対する虐待は憂慮すべき状況

になっている。外国の投資家がこの国の労働

法に違反し、労働者の人権を侵害することを

ごのまま見逃すごとはできない。

パンダラナイケ首相への訴え

この事件はその後事態が悪化し、J5!Jの労働

者カ事前二?を受け、従業員全員がロックアウト

されている。労働者は皆立ち上がり、パンダ

ラナイケ首相宛てに次のような訴え(124

名の労働者のサイン入り)を送った。

「スカイ・スポーツ・ランカ社の従業員は

経営者による非人間的な嫌がらせと不当なロ

ックアウトに注目していただきたくごのよう

な訴えを書いています。

私たちの会社では、 1日の労働時間がはっ

きりと定められていません。トイレに行く時

間は 1週間で 30分と厳しく定められており、

病気の労働者の医務室さえありません。労働

者の具合が悪くなると、会社がパナドールや

ウィックスなどの薬を売りつけます。

トイレから遅れて戻ったり職場に飲料水を

持ち込んだ労種賭には警告書が出されます。

労働者はこのような非人間的な嫌がらせを受

けているだけでなく、経営者から暴行を受け
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るという事件もおきています。

先のカルナワティさんの事件に続き、昨年

1 2月からは全従業員の給料から無断で10 

Oルビーが差し引かれています。後にこれは

死亡共済を作るためのものだと知らされまし

たが、これに関して詳しい説明を求めた労働

者7人が 12月31日の仕事中にトランプを

していたというで、っちあげで、不当にも会社

の敷地から追い出されました。そのうちの一

人が次の日に工場に行くと、社長から暴行を

受け門の外に締め出されました。

この社長の非人間的で不当な暴行を目のあ

たりにした労働者は、今年1月5目、会社に

抗議をしました。翌日、労働者が工場に行く

と、問題が解決されるまで工場は閉鎖される

という通知が貼り出されており、私たち労働

者はロ ックアウトされてしまいました。

私たちはこの件に関して、政府の仲裁と支

援をお願いしたいと思います。私たちの要求

は次のとおりです。

-新ラを受けた2人の労働者とロ ックアウト

された全従業員を復職させること

-従業員への暴行を即時やめること

.労働時間を明確にすること

・トイレに行く時間の制限をなくすこと

-医務室、保健施設の設置と医療政策を確立

すること

-適切で合理的な懲戒上の手続きを確立する

こと

=ロ ックアウト中の給料を従業員全員に支払

うこと

・従業員を犠牲にしないような保障制度をつ

くること j 

(スリランカの女性センターからの訴え)

γ… 紗 1短信 一一… i 

; 台誇:公強制拙堤ゆU
台北市議会は公娼需!j廃止を決議した。その

ため、現在台北市で法的に認められている 1

28人の「売春婦Jは非合法となる。全国で

約300人のライセンスを持つ売春婦に対し

て、 10万人を越える女性たちが非合法で性

産業で働いているといわれており、キリスト

教関係者の間でもさまざまな意見が出ている。

台高神学校のチェン牧師は「ライセンスを

持つ売春婦は現代の『慰安婦』であり、政府

が手に職を持たない女性たちを社会福祉政策

で救ってこなかった結果である。公娼制は、

婚外で性的関係を持つことを法的に認めるこ

とになり、家庭崩壊を招いてきた。」と公娼

制廃止を支持している。

性的虐待の被害者を支援する「希望の園J

のチ園長は、 「性産業で働く女性は最も搾取

されているが、公娼制廃止では問題解決には

ならない。彼女たちに 2年間の猶予期間を与

え、公的な支援で職業訓練をして、借金の返

済ができるようにする必要がある。」という。

少数馬接出身の売春婦を支援する「レイン

ボープロジェクトJ代表のス牧師は廃止を支

持しながら、教会が経済的・精神的な援助を

していくべきだと語っている。

前掲の3人は共通して、売春で働く女性た

ちに対する社会の差別的態宣を変え、彼女た

ちカ納得する生計の道をみつけ、誇りを持て

るようになることの重要性を訴えている。

(台湾長老教会発行「台湾教会ニュースJ

7年 11・12月)

9 
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個人通信

「議議と女性の暮ら

池 亀 gp 女

1 5年ほど前、まだフリー・マーケットと

いう言葉が一般的でなかった頃、 「ガレージ

・セーjレ」と称して古着のリサイクルにたま

たま手を染めてしま った。以来、毎年2回の

ガレージセール¥毎月 l回山谷の労働者に古

着を持っていく。そして、 4"-'5年前から古

着のリフォームを始め、 2年前からファイパ

ーリサイクルに参加する。そんな中で古着に

からむいろいろな問題を感じ、疑問がふくれ

あがってきた。

パキスタンのカラチにあるスラムの中の学

校を"支援"したいということから、ファイ

バーリサイクルが始まったのだが、 • 91年

に初めてパキスタンを訪れ、カラチの古着の

バザール(はき古したブリーフや、ブラジャ

ーまで並んでいる。)を見て、日本でのあふ

れる古着との対比から、日本の暮らし・アジ

アの暮らしを改めて捉え直したいと思うよう

になった。とりわけ、女性が基本的には外で

働かないイスラム社会にあって、熱射病にな

りそうな炎末の下、綿花畑で働いていた女性

たちの姿が忘れられない。縮E栽培はアメリ

カ南部の黒人奴隷にみられるように、奴隷的

労働と結びついていることを思い知らされる。

古着に話を戻すと、今の日本ではどうして

こんなにたくさんの衣類やシーツなどの繊維

製品が「不要jとされるのだろうか。子ども

が大きくなった、中年になって太った、デザ、

インが古くさい・・・などなど。まだ十分に

着られる物でも、当人には不要とされフリー

マーケットや廃品回収に出されたり「燃える

ゴミ」となって家の中からでていく。片づい

たすき間にはまた新しい衣類が入っていく。

つまりは、忠活費の中で衣類は相対的に安

いし、質も量も選べるからなのだろう。たと

えば食事は、三食とも買ったり外食していて

はかなり高くつく。それもあって殆どの家で

は食事を作っている。しかし、すべての衣類

を買っても「高くつく Jとは思わない。逆に

f乍った方が高くつく し、時間ももったいない。

それでは、その安くなった理由は何だろう。

衣類の原料は、綿花・生糸・麻・羊毛・そし

て石油である。原料から糸へ、糸から布へ、

そして衣類へと加工されても転車している。そ

の流れの中に安さの秘密はあるだろう。例え

ばスーパーで 1000円の木綿のTシャツを

買ったとする。その 1000円のうち、スー

パーの取り分、メーカーの取り分・・・と考

えていくと、綿花畑で働いている女の人の取

り分はいったいいくら位になるのだろうか。

一方、不要とされた衣類の行方を考えてみ

る。集められた古着は業者で分けられ、ごく

一部は国内販売に戻るが、残りはウエス (工

場用の雑布)と反毛(細かい繊維に戻して軍

手などを作る)、そして海外輸出(主として

アジア向け)に3分の lずつ回されていると



「アジアの仲間」第 72号(1 9 9 8 ・2) 11 

いう。輸出先の代表的な国の一つにパキスタ

ンがある。キロ当たり古着{酪をみるとシン

ガポールやマレーシアの半分、つまり、安い

物がパキスタンにJ、ってくる。リサイクルと

いっても言葉通りに 「再び、戻ってくるjので

はなく、豊かな国から貧しい国へ一方的に流

れているともいえそうだ。

そして女性の働きや暮らし 。苦から衣類の

制作は主として女性が担ってきた。ごく初期

の段階では、草や木から繊維をと り糸にして、

布を織る 。律令国家では絹や上等の麻は租税

であり、献上物た、った。さらに交易品となり、

室町宮寺代以降、絹も綿も高品となってし1く。

そして明治以降の急速な近代化を支えたのは、

生糸の輸出であり、少し遅れて綿糸の輸出で

ある。この明治から大正期の女性労働者を描

いたのが「女工哀史」や「ああ野麦峠jであ

る。 '64年の東京オリンピックで「東洋の

魔女」と賞された女子バレーの選手の多くが

紡績会社に属していたが、この時期はまた、

金の卵と言われた中卒集団就職の若者たちが、

高毘或長を下さoさえしていた。

こうみてくると、 「繊維と女性の暮らしj

というとらえ方と同時に「繊住産業と女性労

働者jという視点が必要になる。繊維産業の

多くは日本からアジア各国に移り 、かつての

日本がそうであったように若い女性労働者が、

長時間、低賃金で働いている。そのおかげで、

私たちは500円や 1000円でTシャツを

買うことができる。アジアの女性労働者の現

状はどうなのだろうか。日本国内の織紘室業

もかつての勢いはなくなったとはいえ、絹や

木綿の生産はどうなっているのだろうか。

(交流センター会員)

く図書 紹介〉

松井やより編

『日本のお父さんに会いたい』

一一日比混血児はいま一一

日本人の父親とフィリピン人の母親のあい

だに生まれ、様々な事情で父親に見捨てられ

た子どもたちが、現在フィリピンには何万と

います。彼らは、経済的貧困や周囲の無理解

のなかでも、日本にいる父親を恋しく思い、

会いたがっています。

本著は、この日比混血児と言われる子供た

ちがどのような現実のなかで生きているのか、

かれらを取り巻く法律的問題や背景が述べら

れ最後にどのように角有夫していくのか簡潔に

提案されています。

子どもたちの親である個々のカップルの出

会いは多様だと思いますが、この問題の背景

に日本とフィリピンとの経済格差、日本人男

性の無責任さや日本社会の無理解など日本が

抱える「病気」が見えてきます。父親に見捨

てられても、 「お父さんを愛しているJr感
謝しているj、 「理解しているJと表現する

子供たちと、困難のなかでそのような素敵な

子供たちを育てた母親やその家族。彼らの声

に父親が、それぞれが抱えた事情のなかで最

大l時成実に応えてくれること、多くの日本人

が理解と愛情を示し、彼らをサポートしてく

れることを願ってやみません。

(岩波ブックレット 400円)

も徒歩dpp
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1 2月4白

木)

12月8日

木)

12月i3日

(広木)

<事務局日誌>

国際労働研究センター会議 (広

国際労働研究センター会議 (広

国際労働研究センター研究会

12月15日 交流センター運営委員会

12月17日 翻訳グループ学習会

12月19日 「アジアの仲間」 71号発行

交流センタ一事務局忘年会

12月24日 1 2月定例事務局会議

1 2月26日仕事納め

1月6日 仕事始め

1月21日 翻訳グループ学習会

1月24日 国際労働研究センター研究会

(塩沢・広木)

1月29日 1月定例事務局会議

1月30日 東京法律事務再官庁春シンポジウ

ム・パネラー(広木)

; スタッフ募集 ; 
;英語担当スタッフ山本恵子さんが3月 ; 

;に退職されることになりました。その j

jためパー トのスタッフを募集します。

;<内容>英語担当 r芙文ニュースJ

; 作成、翻訳、通訳など。 !

<条件>週3日位。 、

!詳細はセンターにお問い合わせ下さい ，1

TEL & F以 :03-3202-4993 

i大家族の都合で札幌に引っ越すことにな

( りました。研修ツアーや交流プログラ

: ムなどを通して、国内外の素敵な方々

; にたくさん出会うごとができました。

気が付いたら 11年間 !いろいろあり

i がとうございました。落ち着いたら札

( 幌で何か始めます。(山本恵子)

(女 「国際交流の仕事をしている。」と言

j うと、周囲の人は「エッ!じゃ英語ぺ

ラペラなんだ。」と驚いてくれる。ホ

ントはそれで苦労してるのにここまで

やってこられたのは、山本さんがしっ;

かり支えてくれたから。本当にありが;

j とう。スタッフー問、謝々。(H) 

;企 V 事務局だより V 企(

;大突然同級生が亡くなった。既に葬儀は i
l 終わっていたがお別れに行った。ご夫 1

i 君、大学生のお嬢さん共に初対面であ。

1 る。仲の良い父娘の姿に家族を大切に

; していた彼女が偲ばれる。妻の亡き後

! 初対面の者が十人も訪れたら、夫はど

う思うものだろう。 (K)

大インフルエンザが大暴れしています。

滅多に病気をしない娘が発熱し、四日 l

間添い寝をしてやっと回復しました。

たまには風却lぐらいひいた方がいし人と

i 思っているのですが、亡くなった子供

; がいると聞くと胸が痛みます。 川
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インドネシアのスポ_¥Jウェア工場で

6人の組合リーダーに停職処分

に事業を大きく拡大し、アディダスやカッパ

のブランド名のスポーツウェアを生産し、ア

メリカ、フランス、カナダに事由出している。

労働者は852人で、大半が女性である o

インドネシアの北ジャカルタにあるスポー

ツウェア製造、ヨタ・メガ社では、 6人の組

合リーダーが、地域の法定最低賃金に基づく

賃金の支払いとその方法をめぐって、ストラ

イキを指導したとの理由で会社から停職処分

を受け、激しい労使紛争が続いている。

6人は労働省や関係機関に要請書を送り、

4月15日にはヨタ・メガ社の400人の労

働者が人権委員会に訴えに行くなど、粘り強

くたたかっている。深刻な経済不況の続くイ

ンドネシアではこのような労使紛争カ精出し

ており、労働者の生活はきわめて困難な状況

にある。ヨタ・メガ社は、創立以来のこの 10年間

~--------------------------------------------------------------------------------------~ . . 
' 
-s 

' ' . 
' a 

交流センタ一・第12回アジア研修ツアー

南インドへの研修ツアーご案内
*訪問先 チェナイ (1日マドラス)、バンガロールなど

*日程 出発:1998年7月24日(金)成田発 10:30 

帰国 8月 1日(土)成田着 17:00 

*参加費 29万円

*募集人員 14名

*申し込み締切日 5月29日(金)定員になり次第、諦め切ります。

*主なプログラム ・輸出加工区などの工場見学と女性労働者との交流 ・インフ

ォーマル部門の女性たちとの交流 ・児童労働などNGO訪問

-インドの歴史と文化遺蹟の見学、等々

昨年のお荒プログラムで来日されたインドの女性たちは、自らの力で自分たちの未来を

切り開こうとする力に溢れていました。深い歴史を持ち、大きくて多様性に富むインドで、

今を生きる女性たちの姿に触れたいと思います。

4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・--・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・
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糊する失業、悪it'する労働条件
-IMF体制と韓国女恒労働者一

ソン・ヨンジュ(ソウル女性労働者会)

昨年 11月、突然の通貨危機にみまわれた

韓国は、 1MF (国際通貨基金)の構造調整

計画を受け入れ、新たな「経済改革Jに着手

した。乙れに対し多くの学者や労働運動家た

ちは、緊縮財政による恐慌の深まり、国際投

機資本の流入による国内資本市場の悪化、経

済的信託統治による国民経済の衰退、失業の

増加、低賃金と貧困の増大、物価と税金の上

昇による実質所得の減少、社会保障制度の後

退、民主主義の退歩、政治的・社会的不安の

加速化など否定的な見方をしている。

高い女性の失業働時

韓国銀行は、ソウルにおける 98年 1月の

不渡り件数は 1239件に達したと発表。さ

らに統計にのらない零細下請け会社を加える

と、その数は彪大なものになる。 1月末の失

業者数は70万人にのぼり、今年度には 15 

0万人の失業が見込まれている。 80年代末

の産業構造調整では、電子・電機、衣料、履

物のように伝統的に女性労働者の多い産業で

大量失業が発生したが、最近の失業は類重や

事難行の規模を越えて、広範囲にわたってい

る。とくに、昨年度の同じ期間に比べて、女

性の失業者増加率は男性の7倍にもなってい

る。また、 5人以下の事業所に働く女性労働

者が就業女性の6割を占めており、下請け零

細企業の廃業と不渡りによって多くの女性労

働者が街に放り出されている。

"九老工団にある紳士目機製のxx社は、

昨年12月突然不渡りを出し、 16 O~ 1 7 

0人の女性労働者が、退職金はおろか2カ月

半分の給与も受け取れず失業した。"

ソウル女性労働者会で行なっている"求人

・求職相談電話"には、昨年末から女性たち

の求職問い合わせが殺到している。失業女性

の増加と、夫の失業や賃金削減により働き口

を求める専業主婦の増加のためである。 2月

前半の求職件数は 147件で、 1月に比べて

大幅に増えているが、中でも 30代u上の女

性が61%、その63%が既婚者であった。

希望職種については"どんな仕事でも"と答

える人が 10%を占め、女性たちの切迫した

状況が伝わってくる。

相次ぐ不当解雇、性差B明確

合理的な基準も対策もなく不当に解雇され

る状況は、女性たちの雇用状況を悪化させて

いる。企業の部分閉鎖や統廃合、段階的な減

員計画による解雇が増え、名誉退職(早期退

職)や勧告辞職による解雇も広範囲に行なわ

れている。

"マサンxx社では、ある部署を外注に移

し、その業務を受け持っていた女性に、同社
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を退職して外注会社に行くように言った(会

社は同時に新規人員を募集していた)。ある

女性がとれを拒否すると、臨時職がしている

清掃の仕事をさせた上、この女性に解麗重知

書を送ってきた。"

'プサンムム金属では、経営悪化で減員を

するため、 55歳の既婚女性に勧告辞職を強

要した。

労働者に一括して辞表を提出させ、その中

から企業が選別して解雇することがある。こ

の過程で労組活動に積極的な組合員を解雇す

る事例も出てきており、経営悪化を理由に労

組活動を無力化する企業の意図が露骨に現わ

れている。

"インチョンの00家具は、全社員の一括

辞表提出を強要し、翌日個別に整理解雇を通

知した。会社はイ玉意的に選別解雇を行ない、

その上退職金も 3ヵ月後に4回にわたる分割

支給をすると通告した。解雇基準は不明確だ

が大部分が労組活動に積極的な人だった"。

"光州のママ電子は、朝会のときに「出産

休暇に入る人は再び会社に出てくる考えを持

つな。出社してもすでに仕事場はない。 Jと

公言し、出産休暇に入る女性たちに公然と退

社を強要した。"

日曜勤務をしないという理由で解雇された

り、急に出ていけと怒鳴られて解雇された女

性もいる。さらに‘事務専門職種に従事する

長期勤続の既婚女性たちが解雇順位 1位とな

っており、過去 10余年間に積み重ねてきた

雇用平等の成果と努力をだいなしにする危機

に直面している。

男性は生計の担い手であるが、女性はいつ

でも家庭に帰ることができるという根深い性

差別イデオロギーは、非B見職や臨時職の女

性労働者を失業と解雇の第1順位に追い立て

ている。

正規職は首切り、臨時職乃大量雇用

昨年 11月に統計庁が発表した雇用動向に

よれば、雇用契約が 1年u上である常用労働

者が1年間で4.8%減少している反面、契

約期間が1年未満の臨時職や 1ヵ月未満の日

雇い職は8%増加。臨時職がはじめて600

万人を突破し、全雇用者の45%を占めるよ

うになった。海外の大金融資本は労働市場の

柔軟化を求め、整理解雇と派遣制導入を執勘

に強要してきた。

'xx社では日雇い職女性 100名を解雇

し、派遣会社を通して数十名の在宅勤務女性

労働者を新規に採用した。"

"口口社では、既婚女性がしていた仕事を

派遣労働者に替え、既婚女性が失職した。"

"マサン地域のムム社では 15名の正規職

女性を個別に呼んで、人員が余るので日雇い

職になるか退職するように強要した。"

一方的な労働時間変更、労働条件改悪

経営が困難になると、労使聞の協議さえも

無視して一方的に労働条件を決定する会社が

あまりにも多い。

企業はこの機会を利用して、能力給導入や

手当カットなど、賃金体系の改悪を行なって

いる。企業の一方的な勤務時間変更と変形労

働時間制の導入、年俸制と能力主義人事制度

の導入、休暇強制使用と未使用の休暇に対す
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る手当取り上げなどがみられる。

"00社では賞与金を半分にする一方で、

整理解雇をほのめかしながら労働者に組合か

らの脱退を促していた。実際苦しい会社もあ

るが、時に乗じてむやみに賃金遅配や減員を

するところが多い。整理解雇の前段で、賃金

遅配、強制休暇使用、無給休業、賞与金半納

などを順に踏んでいる。"

"休業状態の工程の労働者は整理解雇の対

象とされ、生産の多い部署では残業や特別勤

務で労働強化となる。人員を削減する一方で

労働強化が進むという傾向がとくにマサン輸

出自由地域で現われている。"

この間政府は、低賃金の単純労働・昨持労

働力として女性を活用する政策を、女性労働

の基礎にしてきたが、今、 IMF体制下で女

性労働者の雇用の不安定状況はとくに加速化

している。整理角帯冨法の制定と派遣制導入は

1 0年余の問、労働者の拘束などあらゆる弾

圧とたたかってきた民主労組運動の勢力にと

って、思いもよらぬ程の危機である。

亡こ二コ

雇用安定確保運動の課題

私たちは80年代末、産業構造調整の過程

で女性労働者が広範囲に経験してきた失業と

不当解雇の苦しみを、いまだにはっきりと記

憶している。 IMF体制下の今、その当時の

雇用安定確保運動の成果と限界を踏まえて出

発しなければならない。

まず、経済をとのような状態にしてしまっ

た責任者を糾明すべきである。政府は、不当

に行なわれている整理解雇や女性に対する差

別的な解雇、不当労働行為をする企業主を処

罰し、不法な派遣業者と派遣労働に対して、

強力な措置を講ずるべきである。また、経済

危機の主犯である財閥の経営の透明性を確保

し、早期に改革を行なうべきである。

金泳三政権は、不実金高機関の構溜周整に

40兆ウォンを投入したが、失業対策にはか

ろうじて2500億ウォンを負担したにすぎ

ない。金大中対充領は公約どおり、政府と地

方自治体の雇用安定・失業対策、職業訓練、

再就職斡旋、仕事創出に対する総合的対策を

樹立すること、非正規労働者および従業員5

人以下の作業所に対しても同等の雇用対策と

社会保障を拡充し、臨時労働者にも労働法に

従った公平な処置を保障することを履行しな

ければならない。私たちは、 IMF体制を理

由に、母性保護と育児支援、労働現場の安全

のための環境改善の後退には断固反対する。

企業は、労働時間短縮、配置転換、教育訓

練などを通して、労働者の解雇を最大限回避

する努力をすべきである。時短は、雇用創出

効果もある。 96年の全産業平均労働時間は

週47. 3時間であったが、もし実働時間を

週40時間に短縮すれば、 200万人の雇用

創出効果を生み出すことができる。労働運動

の側では、非政見職および零細事業所の労働

者の組織化が大きな課題である。(韓国女性

労働者会協議会「働く女性J98年3月)
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パキスタンの自由倣鮫女性労働
一 請負い、臨時雇用の増大 一

シミー・グルザール(働く女性の会)

労働者としての権利持たない女性たち

パキスタンでは女性が教育や技術訓練を受

け、就職できるチャンスはたいへん少ない。

また健康や栄養の面でも、女性は不公平な立

場に置かれている。 15歳から 40歳の女性

は、同じ年代の男性に比べ75%も死亡率が

高い。

女性は農林漁業、製造業、鉱業、建設業、

れんが製造、社会的あるいは個人的サービス

業に従事している。女性たちは農村の経済活

動に参加しているにもかかわらず、賃金が支

払われず、経済的貢献が認められていない。

女性は主婦として分類され、労働力とは考え

られていないのである。ある調査によると、

女性労働力のわずか25.5%が賃金労働者で

あった。

男女を合わせた全雇用者の約50%が小規

模または零細企業であり、そこでは多くの女

性が働いている。しかし最低賃金の法律は彼

女たちを保護していない。インフォーマル・

セクターの労働者や請負い労働者、日雇い労

働者なども増加しているが、やはり何の権利

も認められていない。

労働法は 50人以上の労働者を雇用してい

る脚嘉にのみ適用され、また年間継続して 1

80日以下しか雇用されない労働者は対象に

ならない。雇用主は労働法の適用を避けるた

めに、工場を小さな単位に分割したり、労働

者を解雇するごとによって

労働組合をつくらせないよ

うにしている。

パキスタンでは社会的に

も文化的にも、女性に対す

る宗教上の束縛があるので、

女性は生活のすべての面でひどく差別され、

二流の市民として扱われている。女性たちが

直面しているさまざまなジェンダーによる差

別は女性の暮らしに大きな影響を与えている

にもかかわらず、主要な問題としては考えら

れていない。労働者の権利を守る唯一の拠り

所である労働組合でさえも、この問題は論じ

るようなことではないとしてとりあげない。

そのため労働組合は、 女性が組合に参加する

ことの重要性を真剣には考えていない。また、

病気休暇や産休、保育所、セクハラの防止や

交通手段などの女性労働者がかかえている問

題も、労働者の問題や要求としてはとりあげ

ない。

女性労働者に対するリストラの影響

パキスタンは現在、世界銀行や IMFの大

きな影響下にある。これらの国際経済機関の

指示により経済の自由化や構造調整政策がす

すめられている。輸出指向型の産業に対する

外国からの投資が奨励され、下請けの零細・

小企業の数が増加している。

一方、規模縮小やリストラの名のもとに銀

行や政府機関で解雇や希望退職が大規模に行

われており、失業の脅威は増え続けている。

パキスタンでは多国籍企業が下請け制度を

利用しているために、労働者、とくに女性労
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働者の雇用は不安定で厳しい状況に置かれて

いる。具体的には、臨時雇用のため雇用が不

安定で、下請け制度による出来高払いが増え

ている 。賃金が上がらないにもかかわらず労

働時間が増大し、産休も取れず、年金やボー

ナスも出ない。このような不安定雇用者には

労働組合をつくる権利が認められていないの

で団体交渉もできず、上司や経営者によるセ

クハラや暴行が横行している。また職場の労

働環境も悪い。

昨年度 (96年，"-'9 7年)、自由化やグロ

ーバル化のモデルが取り入れられ、最対見模

の製造部門の成長率は、マイナス 1.4%で

あった。パキスタン銀行ではルビーの為替レ

ートを 18. 5%切り下げたために、大変な

経済的難局に陥っており、景気の後退や落ち

込みの兆候があらわれている。

自由化や直接投資、下請け制度を通して、

多国籍企業は受け入れ国の経済を支配し、男

女労働者を搾取している。パキスタン政府は

1990年からの自由化政策で、この7年間

に84の公的機関を売却した。そのうち、依

然として操業している機関は22しかなく、

他の62の機関は現在閉鎖され、 100万人

もの労働者が職を失い生計の道を絶たれた

(出所:日刊新聞 [JangJ)。その上、

政府は若い人々のために新しい職をっくりだ

そうとはしていない。また、公務員を新たに

採用するととは禁止されている。

女性労働者に関する調査では、経済のグロ

ーパル化のもとでの自由化、民営化の結果と

して臨時やパート雇用が増えている。 199

0年以降、女性の工場労働者数が増大する一

方、他方では構造調整政策で労働者の樹IJが

削減され、女性労働者を出来高払いの請負い

労働者として、または臨時や季節労働者とし

て雇用するごとによって、雇用主は労働者の

基本的な権利を守らなくてもすむようになっ

た。

パキスタン政府は多数の公的部門を私的部

門に売り渡した。しかし労働者のたたかいに

よって、民営化を阻止できるととを示す成功

例もある。労働者の抵抗の結果、政府はパキ

スタン鉄道を民営化することがで、きなかった。

そのほかにも労働者の抗議やたゆまないたた

かいによって、政府は縮小イヒや切り捨て計画

を中止せざるを得ないでいる。

( r社会保障に関する国際会議」レポートより)

叫姻即Hノ 新刊のおしらせ酌圃r/..-.;ノ串畑町伊~/..-./... 

英文資料I日本の女性労働JNO. 21 

昨年の労働基準法の女子保護規定撤廃に続

き、現国会でも労働分野での「規需|民訴日Jの

流れを加速する労働法制の全面改訂が目論ま

れています。 21号はこの問題を中心にとり

あげています。

(1)雇用、労働時間、賃金制度の破壊につ

ながる労働基準法乱事案

(2)日米新ガイドラインに反対する 104

人の女性たちのアピール

(3) トピックス

*名護市の市民投票けと軍へリポー

トはいらない」

*介護保険法成立

(交流センター発行 400円)
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<雇用保障をめぐるアジア会議報告>

失業の職~，:どう対応でおか

香港からの問題提起

中国への返還から8ヵ月が経過した3月は

じめ、香港で「社会保障に関する国際円車会

議Jが開かれ、国際労働研究センターの勧め

で、私はこれに参加した。社会保障といって

も、 r 2 1世紀に向けての雇用政策ーアジア

・太平洋地域の展望」をテーマに、もっぱら

雇用問題が中心であった。

1980年代から 90年代にわたり、多く

の先進諸国では失業が最も深刻な社会問題と

なり、ヨーロッパ諸国の失業率は 10%を超

えるほどになった。そのととは、人的資源の

大きな損失であると同時に、社会サービスや

社会保障の費用の増大を招き、国の財政を圧

迫するものとなった。そして今、香港、台湾、

韓国、日本などアジア諸国でも失業率が上昇

し、同様の問題が生じてきている。そのよう

な中で、雇用のためのトレーニング、労働者

保護、仕事の創出など雇用政策はどうあるべ

きかをめぐって議論をしようというのがこの

会の目的で、あった。

参加してわかったことだが、この会にはも

う一つ特別に重要な意義があった。それは、

中国の市場経済化に伴う新たな労働関係の下

で、労働法や社会保障の面からどのような雇

用政策を築いていくべきか、模索する場を提

供することであった。周知のとおり、中国で

は開放経済以来、無数に進出した多国籍企業

の下で労使紛争が頻発し、また、国営企業の

廃業や民営化が進む中で、労働者の雇用問題

はますます深刻さを増している。中国にとっ

て労働問題への対応は緊急の課題であり、ま

た香港への影響も大きい。この会を主催した

のは、香港理工大学応用社会科学部であった

が、同大学の研究者はもちろん、北京大学を

はじめ中国の大学や研究所から、法律や社会

政策の専門家が多数参加していた。その他、

この会議の協力団体であるアジアモニター資

料センタ一 (AMRC・在香港)の呼び掛け

によって、アジア諸国から数名が参加した。

中国一市場経済化がもたらしたもの

会は、中園、タイ、香港からの基調報告の

後、 50人を越える参加者を3つの問題別グ

ループに分けて分科会中心に進められた。基

調報告ではまず、中国から「再雇用政策と都

市におけるレイオフ労働者Jと題して、農村

から都市への労働力の激しい流出と、それに

追いつかない都市の雇用状況、つまり失業者

の増大について話された。市場経済化によっ

て社会保障の水準が大幅に低下し、多くの労

働者が職業上の地位とともに生活手段を失い、

今や都市の貧困は大多数の労働者の問題とな

っている。政府の政策とその実施に大きなギ

ャップがあり、雇用創出、職業訓練、生活保

障など、トータルに、しかも長期的展望を持

った政策とそれを着実に努ラする政府の姿勢

が求められていることを磁周した。

タイからの報告は、 「工業化とその労働者

階級への影響jとして、工業化過程の問題点

が述べられた。輸出指向型工業化は、女性や

子どもの低賃金労働力への依存を高めながら
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進行したが、結局、農村から都市への人口流

出と農村の疲弊をもたらし、貧富の格差を著

しく増大させた。昨年7月に起きたパーツ下

落と経済危機は、そうして得たバブルが弾け

たものにすぎない。タイはもはや低賃金競争

には勝てず、繊維、電機などで労働者の解雇

が相次ぎ、下請け化、臨時化など雇用の不安

定化と賃金の切り下げが進んでいる。雇用保

障と合わせて、長時間労働や労働災害に対応

する法律の強化が必要であると報告した。

「経済の低迷期における雇用と人的資源の

開発」と題された香港の報告は、香港の労働

者の雇用問題が、中国の動きと連動して起き

ていることを強調したものであった。中国の

市場経済への参入、そして香港の中国への返

還は、香港経済を根本的に変えた。以前は、

香港のGDPに占める製造業の比率はきわめ

て高かったが、今は製造業はほとんど中国へ

移転してしまい、代わって建設業が4害Ijを占

めるようになった。香港の労働者は仕事を失

い、かろうじてみつけた小さな仕事も中国か

ら日々入ってくる新しい労働者に奪われてい

る。新しい産業や職業への対応のために職業

訓練を施しても、状況の変化の早さにすぐ追

いっけなくなってしまう。教育や社会サービ

スなど、労働集約性が高く、持続性のある産

業を発展させるべきだ、と提言した。

雇用問題とジェンダー

分科会は3つあり、私は第3に参加した。

1 )雇用創出、労働市場および雇用訓練政策

2)雇用保護と労働者の権利

3)雇用問題におけるジェンダ一視点

分科会の中で共通の問題となったのは、経

済のグローパル化が女性労働に与えた影響と

いうととで、まずイギリスの女性から概括的

なレポートがあった。

どこの国でも、工業化の過程で性別による

仕事の分離が作り出され、女性は差別され続

けてきた。その上、グローパル化の進展と産

業再編成により、女性労働者の雇用状況は最

近ますます悪化している。 I労働の女性化J

と呼ばれるように、女性労働者の数も比率も

JOQ 

増大してきたが、それはあくまで低賃金労働

力としてであり、またインフォーマル部門に

集中するなど不安定雇用労働者としてであっ

た。資本のボーダレス化によって労働者の低

賃金競争は激しくなり、資本移転が労働組合

活動への脅迫に使われる。女性労働者はいつ

でもその最先端にいる。

インドからは、魚加工業への農村女性の出

稼ぎ状況、香港からは低所得女性の現状につ

いての実態調査の報告、パキスタンからは、

IMFによる SAP(構造調整計画)の押し

つけで自由化、民営化が進み、失業者が増え
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ていると同時に、多国籍企業の下請けで働く

女性たちの労働者としての権利が奪われてい

る実情が示された。

中国の市場経済の導入は、経済のグローバ

ル化に一層弾みをつけたが、それによっても

っとも大きな影響を受けたのは中国の労働者

自身である。市場経済が労働者の雇用機会を

増やし、技術の向上をもたらす一面もあった

が、それはまさに競争の激化そのものであり

とくに女性たちが犠牲となっている、と報告

された。女性たちは高齢である乙とによって

差別され、若い人は母性保護があるという理

由で職場から締め出されているという。

労働法改曹はお亜の問題

私は、日本の労働者が直面している緊急の

課題として、労働去制の規制緩和、すなわち

労蜜去改悪問題を提起した。強い国際競争力

を維持するために、労働規制を緩和して資本

の朝治の良いときに都合の良い方法で労働者

を働かせる。そのための労働法改悪が、各国

で共通して起きているごとを実感した。

分科会では、これらの問題にどう対応でき

るかについても不十分ながら話し合った。第

一に、各国で労働法制や労働政策の見直し、

社会保障制度の整備などに関する研究と政策

提言をしていくこと。第二に、組織活動とし

て女性労働者の組織づくりや労働組合との関

係強化などがあげられた。第三には、多国籍

企業に労働者の樹IJや労働条件について守る

べき行動規範(Codeof Conductlを作らせ、そ

れを監視する運動を世界的レベルで取り組む

ことなどが提案された。(広木道子)

中国・ジリ眼工場火災から4年
ーある女恒労働者のたたかいー

1993年 11月19日、中国の深川にあ

るジリ玩具工場(香港・中国の合弁会社、ぬ

いぐるみ製造)で大火災があり、工場で働く

84人の労働者の命が奪われ、 46人が怪我

をした(Iアジアの仲間J第48号勢百)。

この火災は多くの人々にショックを与え、香

港の人々からの寄付の総額は9万米ドルにの

ぼった。中国の省政府はとの寄付と自らの資

金によって、労働者に補償金を支払った。

火災で亡くなった労働者に比べて、怪我だ

けで済んだ人は幸運だったと考えられたが、

現実には彼女たちの精神的外傷(トラウマ)

は今だに消え去ることはない。金銭の補償で

彼女たちの心の大きな傷を癒す乙とはできな

い。火災から4年経つが、心の傷と身体に残

った障害は現在も労働者を悩ましている。大

怪我をした一人の女性が、火災の後の日々を

どのように生きてきたのかを語ってくれた。

ワン・スーファの話

「私は何も考えたくありません。すべては

悪夢だった、運命だったと思います。 j

夏がやってきた。スーファは夏の暑さを楽

しみたいが、今の彼女にはそれができない。

汗をかくと体中が激しい痛みに襲われる。あ

の大火災で毛穴がとけてしまったのである。

火災の後スーファは村を出た。新しい家は大

きな道路の近くにあり、日々の生活がスムー

ズにいくように障害者手帳を申請した。
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近所の人々や道行く人たちがスーファのつ

らい経験について尋ねるが、自分でも何が起

こったのかよくわからない。工場の階段を気

が狂ったように駆け下りたら、燃えているド

アが彼女の上に落ちてきた。そこで意識を失

い、助けられたのをかすかに覚えているだけ

である。目が覚めると、右手の指1本と右足

の5本の指全部がなかった。

スーファは病院に半年いた。その後、家族

はまだ歩けない彼女を家に連れて帰った。村

に帰ると、彼女がもらった補償金のことを村

人たちは聞き付けていて、これがさまざまな

問題を引き起ごした。親戚が次から次へとお

金を借りにやってきた。いとこの一人は訪ね

てくるたびに、町にアパートを買うお金をく

れと無心した。しかしスーファの母親は親戚

に金を貸すのを拒否し、代わりに町に家を買

った。母親はまた、古い家を工場火災で娘を

亡くしたスーファの伯父に売り払った。

大きな町では、スーファは、村のように人

の噂に悩まされることはない。でも火傷の傷

の痛みから逃れることはできない。脚からも

背中からもよく出血する。母は多くの医者に

相談したが、いつも役に立たない薬の山を出

されるだけだった。お金目当ての医者にだま

されるとともあった。

将来の安定した生活のために、スーファは

家で雑貨屋を始めた。家が大きな道路に面し

ているので、商売はうまくいくと思われた。

けれど税務署の役人は、スーファが障害者手

帳を持っていて所得税を免除されていると考

え、多額の税を要求した。お庖の維持費その

他で儲けは何もなかった。でも、スーファに

とってもっと大事なことは、自分が生産的な

'. r 

人間として社会に貢献していることだった。

スーファは他に仕事を見つけようとしたが

身体的障害が残っていて長く歩くことが困難

なため、今の雑貨屋を続けるしかなかった。

数年の聞に、樹首の申し出が2、3あった。

スーファの将来のことを考えて、母は軍人か

らの申し出を受け入れた。彼の家は貧しく、

結婚の条件も悪かったが、 97年の初めにス

ーファは結婚した。お祝いや会食の席もなく

ただ簡単な車故旨の儀式をしただけだった。ス

ーファは、夫の借金を返すのを援助した。夫

は軍の仕事のために都市に出ている。

スーファは以前と同じ生活を続けている。

雑貨屋の庖先にすわり、両親が町に洋服を売

りに行くのを見ながら、夕飯の準備をして両

親を助けることしかできない。

昔、スーファは街に働きに出ることを夢見

ていた。そして、夢破れて村に帰ってきた。

スーファがこれまでの経験で学んだことは、

"忍耐"ということである。彼女は、これま

での辛い経験をすべて耐えてきた。これから

も何が起ごろうと、勇敢にそして困難には必

ず打ち勝つという断固とした気持ちで、すべ

てのことを耐えていくであろう。

(CAWニュースレター 1997年 10月号)
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1998報交流センター活動計画

「奇跡の経済成長jと讃えられたアジア諸国における突然の通貨危機と経済不況、市場

紛膏の下で大量の外国資本を迎え入れる中国、 IMFや多国籍企業の圧力によって自由化

・民営化を進める南アジア・・・。経済のグローパル化は、アジアの女性たちの労働や暮

らしを大きく変えながらますます深まっています。今年は、交流センター設立15周年。

アジアの女性労働者との交流をさらに進めながら、交流センターのこれまでの活動をまと

める作業にも取り組んでいきたいと思います。

1、第 12回アジア研修ツアー インド・ 7 月 24 日~8 月 1 日

2 、第3 回東アジア女性フォーラムへの参加モンゴル・ 8 月 23 日~2 6日

3、交流センター設立15周年記念事業への取り組み

①「アジアの仲間J1 5年の記録出版準備

② 1 5周年を記念する会 (99年秋を予定)開催準備

4、アジア女子労働問題学習パンフ⑨の発行 99年2月

CAW発行rSI日 &STEELJ (産業再編成下の女性労働ーアジア6ヵ国調査)翻訳

5、労働基準法改悪問題、進出企業問題など、女性労働に関する課題で、他のグルー

プとの共同行動への参加

6、CAWその他諸外国のNGO、女性グループとの国隠車帯・協力活動

7、 「アジアの仲間j発 行年6回

8、英文資料「日本の女性労働」粥子年2回

9、その他、翻訳グループ学習会、講師派遣、資料収集、翻訳など

11 

<事務局日誌>

2月14日 労働去制の規制緩和は許される

ター主催 rNGO就職ガイダンスJ (広木)

3月2日""'3月7日 社会保障に関する国際

円卓会議(香港・広木)

か2・14対話集会(広木)

2月16日 出版社との話し合い

2月18日 翻訳グループ学習会

2月20日 2月定例事務局会議、 「アジア

の仲間J72号発行、 NGO活動推進セン

3月13日 山本恵子さん送別会

3月17日 センター設立15周年言己念準備

男子委員会

3月18日 翻訳グループ学習会

3月25日 3月定例事務局会議
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仁
1997年度決算報告

1997.4.1 -1998.3.31 コ
<収入の部>

会費

カンパ

一食平和基金助成金

事業費

雑収入

運営基金より繰入れ

小計

前年底操越金

合計

<支出の部>

国際変流費

圏内交流費

資料費

調査研究費

交流プログラム費

編集印刷費

翻訳費

通信費

人件費

事務管理費

小計

次年庖繰越金

合計

3.258.000 

2.626.739 

1.000.000 

794. 799 

23.879 

2.000.000 

9.703.417 

61. 461. 818 

8.241. 599 

707.899 

33.184 

613.133 

609.695 

1.152.603 

583.939 

1. 979.918 

722.099 

4.049.450 

594.324 

11. 046.244 

ム2.804.645

8.241. 599 

97年 10月にインドから二人の女性活動家

を迎えて実施した交流プログラムは、立正佼

成会一食平和基金の助成を得て可能となりま

した。基金のご支援に対し、心から御礼申し

上げます。

1998年度会費納入のお願い

多くの方々のご支援により活動を続けるこ

とができ、心から感謝しお礼申し上げます。

昨夏の通貨危機を契機にアジア各国の経済は

混乱に陥り、働く女性たちはますます厳しい

状況の中でより強く連帯し、国際資本の動き

に対抗して自らの権利を守っていかなければ

なりません。当センターも連帯の輪の一環と

して活動を続けたいと思います。

会費およびカンパがセンター運営の基本で

す。どうか新年度もぜひ会員としてセンター

の活動を支えて下さるようお願いいたします。

会費(一口)は以下の通りです

一般会員

a， 3、000円

b， 5、000円

c. 1 0 、000円

賛助会員(個人および団体)

20 、000円

郵便振替

00100-3-70086 

アジア女子労働者交流センター

運営委員長 東海林勤

運営委員・所長 塩沢美代子

運営委員 青地恵

伊藤義清 大津健一

加藤勇 塩原節子

東海林路得子 高戸要

古川幸子 松浦順子

山野繁子
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女性労働者通信 第 74号
アジア女子労働者交 流センター

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田

2 -3 -18-34 

発行人代表者 塩沢美代子

編集主主任者 広木道子

電話 .FAX 03-3202-4993 アジアの仲間
部一 CAWネットワークの共同行動 部町

パート労働、家内労働閣する

ILO斜弛，(1キャンペ-ン

パート労働者、家内労働者など、臨時的で

不安定な形の労働が増えています。ごのごと

は、先進国にも発展途上国にも共通して見ら

れますが、国際競争が激しく経済状況の悪化

しているアジア諸国では、労働コストを引き

下げる方法として採用され、とりわけ女性に

大きな犠牲を強いています。

1 L 0 (国際労働機関)は、パート労働者

や家内労働者に対して、社会保障制度、健康

と安全に関する保護、母性保護、労働組合の

権利など、政見労働者と同等の権利を保障す

べきとして、 1994年、 96年に相次いで

二つの条約を採択しました。

1990年を前後して、錯斉のグローパル

化が急速に進む中で、アジア諸国の女性労働

者は、産業再編や規制緩和、自由化などの影

響を直接受けてきました。 CAWは、その影

響を明らかにするため、調査や交流プログラ

ムなどに取り組んできましたが、今年はこの

条黙批准の運動をアジア全域で共同で取り組

むととにしたものです(二面に関連記事)。

郵便振替 00100 -3 -70086 

主県の中学生センター訪問
一一 修学旅行でNGOの活動学ぶ

5月24日、 三重県松阪市から男女9人の

中学生がセンターを訪問しました。 NGOの

活動について学ぶため、都内20数カ所の現

場をグループ訪問したうちの一つです。

労働経験のない中学生に、アジアの女性労

働者の問題をどのように伝えるられかは難し

い課題ですが、スライドやニュースレターを

使っていろいろ話し合いました。中学生たち

は、 「なぜ女性労働者の問題を考えるように

なったかJr男性の問題はないのかJr子ど

もの労働はどうなっているかjなど率直な質

問をぶつけてきました。その後、 「アジアの

ととをもっと知りたいと思うようになった。 j

とのお手紙を受け取りました。
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パート労働、家内労働t附る
ILO鋤蹴署名にご協力を!

CAW (アジア女子労働者委員会)は、ア

ジア地域に広がっている女性労働者の非正規

雇用化に関連して、 ILO鍬守の批准運動に

取り組むことを決めました。パートや家内労

働者など不安定な労働者にも、労働者として

の権利を認めさせるためのものです。日本で

はすでに、パート労働者法の改正運動と合わ

せて、 r 1 L 0パートタイム労働条約 175

号Jの批准運動が進められています。今回の

署名運動は、国内のみにとどまらず、他のア

ジア諸国の政府にも影響を及ぼそうとするも

ので、 アジア 13ヵ国で取り組まれるもので

す。以下はCAWからのアピールです。

* 
女性の労働は補助的な労働力とみなされ、

女性の仕事は、ますます臨時的で不安定なも

のになりつつあります。パートタイム雇用と

家内労働はその典型で、ごれらの仕事に就く

人は急速に増えています。

パート雇用は、臨時的な労働力として、つ

まり 、必要なときに必要なだけという、 融通

のきく雇用パターンとして、急速に増大して

います。パート労働者はより安く雇えるし、

管理や解雇も容易だと見られており、 労働組

合がパート労働者を組織し、その権利を守る

ために団体協約を結ぶととも困難です。雇用

者は、パート労働者にはほとんど何の責任も

負わずに、手i溢をあげることに最大限利用し

ています。ますます多くの正社員がパート労

働者に転じるように迫られ、その最初の標的

とされるのは、多くの場合、女性なのです。

家内労働者も、パー ト労働者と同じく融通

のきく労働者として利用されています。彼女

たちは、力が弱く、片隅に追いやられた見え

ない労働者の集団です。彼女たちは、出来高

制で家の中で働くかたわら、その同じ場所で

家庭責任も負わなければなりません。下請け

システムが急速に拡大している中で、家内労

働者は一層増えています。家内労働者の大部

分を女性が占め (95%)、児童労働はしば

しば家内労働という形で見られます。

パート労働者も家内労働者も、正社員が得

ているような手当や利益を得るごとができま

せん。たとえば年金、有給休暇、病気休暇、

出産休暇、職業上の健康と安全の保護などか

ら外されており、社会保障もほとんど受けら

れません。研修も昇進の機会も与えられず、

組織化の機会からも疎外されています。

1 L 0 (国際労働機関)は最近、 このよう

な不安定雇用の労働者を守るために、次の二

つの条約を採択しま した。

*パートタイム労働に関する条約(175

号、 1994年)

*家内労働錦句(177号、1996年)

私たちはアジア各国政府に対し、圏内法を

整備し、これらの条約をすみやかに批准する

ととを強く求めます。
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<バングラデシュ・産業再編と女性労働(1)>

農村から工業へ向かう女性労働

5つの産鮒臨

I 開発計画と工業化

政府の第4次5カ年計画(1991-95 

年)によると、製造業部門は国内総生産総額

の7.49%を占め、 309万人に雇用を提

供し、全産業の雇用の 11%を占めている。

製造業においては、公的部門と大規模民間部

門が、付加価値の約58%を創出し、労働力

のおよそ 18%を雇用している。とれに対し

て小規模・零細な産業は付加価値の42%、

雇用の82%を占めており、大規模産業より

も雇用機会を多く提供している。

政府の工業化政策

1980年代の政府の経済戦略は世界銀行

の方針に基づき、①輸入代替工業化、②漏出

指向型工業化、@潤内需要にみあう工業化を

めざしていた。 82年にはとれにそって次の

ような新工業政策を発表した (86年に改訂)。

1.工業政策の自由化と産業の民営化

2.工業化、とくに製造業への民間部門の参

入の奨励

3.投資手続きの自由化

新工業政策を促進するために、必要な資本

財や原材料、中間財の輸入をスムーズに行う

ようないくつかの改革カ主行われた。 89年初

めには海外からの直接投資を促進するために

投資委員会も設立された。

86年の工業政策は、認可の手続きを簡素

化し、外国企業の投資を奨励し、小規模・零

細な産業の発展を強調していた。その結果、

民F揃 1門の産業発展に強固な基礎を築いた。

公営部門の投資を7つの戦略的重工業に制限

するごとによって民間部門が自由に投資でき

る範囲を拡大した。

80年代末には工業部門で働く女性労働者

にとって重要な2つの工業政策が出された。

その 1つは88年のもので、工業化を速め

るために、基本的で広範囲におよぶ次のよう

な改革が行なわれた。

a.工業化の過程における政府の役割は、規

制よりも奨励である。

b. 1億タカ以下の投資額、あるいは外国企

業の投資比率が49%以下の場合は政府の

認可は必要ない。

c. 1億タカ以下の投資の場合、財政やその

他インフラの便宜においては公営・民間部

門の差はない。

d.プロジェクトへの定期貸し付けを事前に

行なう場合、金融機関も民間銀行も企業に

特別の担保を要求することはできない。

e.政府は、類似の品目に対して高い輸入関

税を課すごとにより、外国企業との競争か

ら新設の生産工場を保護する。

f.問題のある産業を改善するため、近代化

に取り組む企業に税の働畠を行なう。

2つめは、工業部門が雇用を創出し、 GD

p (国内総生産)の成長に一層貢献すること

で、国際収支の改善を図ろうとした90年の

工業化政策で、第3次5カ年計画(1985
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-90年)の完成を強調し、輸出指向型産業

への民聞からの投資を奨励した。また、農村

に新たな小規模零細産業をっくり、企業に対

してより自由な操業を認めようとした。

輸出指向型産業と輸入代替産業

独立以前の工業化の初期には、砂糖や紙な

どの消費財の輸入代替に焦点があてられ、ジ

ュートなどの輸出産業の発展が見られた。手

厚い保護と補助金に支えられた輸入代替戦略

は、資本集約的、労働コスト節約的生産方法

をもたらした。同時に、輸入代替に補助金を

出しながら輸出の拡大を開始した。しかし、

輪入代替品の完成には燃料や原材料や資本財

の大量の輸入を必要とするので、輸入代金の

節約にはならなかった。

工業部門で働く女性

労働力および産業政策に関する政府の公式

資料の中に、工業部門の女性労働者の縦十を

見つけるごとは容易ではない。しかし、ごの

20年間に工業剖T守に参入した女性労働者の

数は膨大である。控えめに買績もっても61

年の90万人から85年の270万人へと著

しく増加している。しかもそれは80年代に

おいて顕著である。 83年と 86年に実施さ

れた労働力調査では女性労働者数は250万

人から 320万人に増加し、その多くは農村

の産業で働いている。数の増加に加え、労働

力に占める割合についても、 85年の調査で

は9%であったものが、 86年には 10.3%

に増えた。女性労働者の参力[俸は製造部門に

雇用される労働力の36%にのぼった。との

増加は主に輸出指向型産業(とくに衣料産業)

の急速な成長によるものである。

産業別にみると、女性労働者は食品・飲料

産業、次いで繊維・衣服・皮革産業に従事し

ている。とくに衣料産業での増加が著しく、

80年には4万8000人から、 87年には

667の衣料工場で 22万5000人へと増

えた。衣料労働者組織の縦十によると、 93

年には80万人以上の女性が就業していた。

商業、道路、鉄道のようなサービス産業を

除く他の産業では女性労働者の数は少ない。

崩すと都市の産業を比べると、農村の産業

がきわめて高い比率の女性労働者を受け入れ

ている。 BIDS農村産業調査によれば、全

労働力に占める女性の比率は80年の27%

から87年には40%に上昇している。公営

企業では女性労働者の雇用は少なく全雇用者

数の2%以下である。バングラデシュ繊維会

社は女性の比率が最も高い(3%)。とれは

政府の定めた女性雇用者の割当てに従ってい

るためである。

工業部門におげる女性雇用政策

第4次5カ年計画は、女性の経済への貢献

がほとんど評価されていないことを認めてい

る。また、仕事に就くために必要な基本的サ

ービスを女性が利用できないことも指摘して

いる。平等に教育を受けられずまた平等に雇

用されないため、女性はいつまでも男性より

遅れた状況に置かれている。憲法では女性の

平等な権利を事実上否定している。というの

は財産所有、結婚、子どもに対する権利など
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の基本的権利は民法に従わずにイスラム教に

よって決められるからである。

圧倒的多数の女性は貧困ライン以下の生活

をしている。そのため、政策立案者は女性を

福祉の受け手、困窮者で依存者であるとしか

見なさない。政府の計画では女性の地位向上

の問題は社会福祉の章でしか議論されない。

政策立案者は、女性が経済に直接的な御lを

果たしており、かつ世界経済の変化と非常に

強く結びついているごとを認めずにいる。こ

れまでの5カ年計画はすべて雇用創出と職業

訓線に財諒を割り当ててきた。実際は国の中

心的な経済に貢献しながらも重要視されない

女性を強化するととは考えられてこなかった。

第4次5カ年計画では、女性問題が計画の

あらゆる章で討議されている。工業の章では

「産業発展への女性の参加」という表題のも

とに論じられている。それは次のように述べ

ている。

「製造業部門における女性雇用の主な供給

源は多数の零細企業よりなる農村産業である。

それらの産業は主として家族単位のものであ

り、女性が全労働力の大部分を占める。しか

し、女性の多くは不払いの家族労働者であり

家事と仕事を同時にやっている。これまでの

経験で見ると、より貧しい女性たちが自ら機

能的なグループを組織し、収入を生み出す効

果的な活動を行なうなど、先進的な役割を果

たしている。たとえば、グラミン銀行、ショ

ニルボル融資プログラム、 BRAC、BRD

BのようなNGOに見られる活動である。そ

れゆえ、第4次計画における地方分散参加計

画のもとで、女性、とくに貧しく恵まれない

女性たちがそのようなグループに組織され、

農業以外の収入を生む活動に就くととができ

るであろうと考えられる。その上、女性が融

資を容易に受けられるようにするために、女

性起業家のための銀行設立へと歩が進められ

るであろう、それが存続可能ならば・・・ 1

輸出指向型工業以外では、女性の雇用を増

やそうとする公的政策は無い。開発と工業化

についての一般的な政策、たとえば貿易自由

化、財政改革、公定歩合などは女性雇用に対

して直接影響はない。逆にマイナスの影響を

与える場合がある。

鼠丘、世界舗討論女性に対する教育を強調

している。 81年の調査によれば女性の識字

率はたった 19%(男性は40%)である。世

界街ラは「女性にとって教育は重要であり、

教育を受ければ技術の変化に適応し、職場で

必要な経営管理の能力を伸ばすことができる。

こうした能力を身につければ、市場における

男女差を逆転し、平等な賃金と自営業を営む

機会を得るごとが出来るようになるjという。

とのような教育の必要性については、工業

に関する章では明確にされていないが、女性

の教育についてふれた部分で職業訓練や能力

の育成について記述されている。女性の能力

を適切に伸ばすととができれば、工業部門の

労働力として将来有望であると考えられてい

る。
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11 5つの産業の女性労働者の実態

電子、繊佐、意昔、ガラス、衣料産業の女

性労働者の実態を調査した。また、休日と給

付・手当について管理職と労働者双方から情

報を集めた(表参照)。

公営企業は民間企業に比べ、管理職の人数

が多く、その余菊L人員は経費全般の負担を高

め生産性を低め、競争力を下げている。公営

企業のほとんどは経営が悪化し、人員自l臓が

あるとまず解雇されるのは労働者である。

ガラス工場の女性労働者は臨時雇用で、正

式な労働条件や期間については口頭で告げら

れる。ガチプールにあるガラス工場では、地

元の女性たちは貧しくとも働乙うとはしない。

ガラス工場の女性労働者は、夫と共に他の地

域から移住してきて、他に仕事が見つからな

いために働いている。ごのガラス工場で働く

ある女性労働者は言う。 r他に道がなく、絶

望的な人でなければここでは働きません。出

来酎ムいなので女性たちは、週7日働いて収

入を増やそうとします。唯一の休みは、エイ

ド(イスラム教の祝日)の期間、 3日間だけ

です。 J (つづく)

(CAW発行Ii'SILKAND ST匝LJ] 1 995年)

表 5つの産業の女性労働者の実態調査一貫

企業名 設立年 艶晶 従業員数()内は女性 労働条件

メハールヨ業 民間 1950 カラー・白黒テレビ 管理磁 22人(1人) 休日・休暇 給付
中 天井扇風機など電気 監督臓 64 (8) 

電 公営 1972 機器拠品 労働者 158(60百) 週休1日 エイドボーナス
子 (女性労働者は主に 国民祝日 (年2回)
産 テレビ組立作業) 臨時、病気、出 jJ!臓積立金
業 産、有給休暇あ

り
ラングス電子 問調 カラー・白黒テレピ 管理職 2 

ラジカセ 組立労働者80(70)

繊 カデレア紡績 問調 1961 糸(10--80番手) 管理臓 19 (1) 週休、祝日、そ エイドボーナス
維 ↓ 監督磁 105(5) 他休暇は向上。 (年2回)
産 国営 1972 労働者 579(47) 但し、産休は第 生産手当
業 2子まで 精勤手当

電 シルパシャン 公省 1967 館醐連機器・酷晃 管理強 149 週休2日、祝日 エイドボーナス
話 グスタ電話 労働者 842(102) 臨時、病気、出 (年2回)
産 (TSS) 産休暇 苅通貨・昼食
業 貨の補助など

ガ トリオガラス 民間 1991 ガラス、ピン類、 管理臓 1 年閣を通して、 まったく、なし
フ 工場 水差し、ガラスボウ 監督職 3 休日はエイドの (雇用条件カ寝

ス ル、腕輪など 事務管護職 1 間(年3日)のみ 時顧問、出来高
産 労働者 260(110) 払いである)
業

衣 コンコルド都ヰ 民間 1982 wi出周既製シャツ類 管理職 3 週休1日あるが エイドボーナス
料 労働者 660(437) たいてい休日も (年1回)
産 働く。工渇によ 残業手当
業 つては休日も操

業する。
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24歳のディタ・インダ・サリさんは、 5

年の刑を宣告され、インドネシアの刑書籍所で

服役中です。彼女は苛酷なインドネシアの反

国家転覆法によって起訴され、 1年近くもの

問、夢研IJを宣告されるかもしれないという恐

怖の下で生きてきました。

テ・ィタさんは、 1996年7月8日、最低

賃金の引き上げを要求するデモに参加して逮

捕されました。 NGOrインドネシア労働者

闘争センタ-Jのリーダーとして、インドネ

シアの労働者の賃金と労働条件を改善するた

めに活動を行っていたのです。世界人権宣言

第25条には、すべての人は十分な水準の生

活を営む権利があるととをうたっています。

デモは平和裏におとなわれたにもかかわら

ず、重装備をした軍隊と警察によって封鎖さ

れ、退散させられました。とれは、集会の自

由を保障する世界人権宣言第20条に反して

います。少なくとも 9人の学生や労働者が逮

捕されました。ディタさんを含む多数が殴打

されましたが、ごれは拷問や虐待を禁じてい

る世界人権宣言第5条に反しています。大半

の人たちはすぐに釈放されましたが、ディタ

さんと農民組合のリーダーである学生クン・

フセイン・ポントーさん、学生運動家のモハ

メッド・ショレーさんらが拘束されました。

3人は、 96年7月末のジャカルタでの「暴

動J当時には身柄を拘束されていたにもかか

わらず、とれに関与していたとの疑いで起訴

ディタ・サリさん

かです。

されました。彼らが

世界人権宣言第 10 

条で保障されている

公平な裁判を受けら

れず、平和的に政治

活動をおこなったに

もかかわらず有罪判

決を受けたのは明ら

インドネシア政府は、労働組合を組繊した

り、またそれに参加したりするととを厳しく

制限していますが、ごれは世界人権宣言第2

3条に反します。政府の後援を受けている労

働組合連盟のみが公認されており、独自に組

織された労働組合のメンバーは、暴力を受け

たり、脅迫されたり、逮捕されたりしてきま

した。(キャンベーンリーフレットより。写

真提供:アムネスティ・インターナショナル)

. 小…~…一……

アムネスティ・インターナショナルでは、

世界人権宣言誕生50周年にちなんで、世界

で人権侵害を受けている 11人の人橋舌動家

たちに焦点を当てた"あなたの力を貸して下

さい"キャンペーンを行なっています。日本

では 11人のなかの 1人、インドネシアの2

5歳の女性ディタ・インダ・サリさんを支援

しており、インドネシアの法務長官あてに、

ディタさんの即時無条件釈放を求めるハガキ

を送る乙とを呼びかけています。

資料・ハガキ請求(実費)先:

アムネスティ・インターナショナル日本支部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田

2-18ー23 スカイエスタ2階

TEL 03-3203-1050. FAX 03-3232-6775 
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[公正な自由静Jc'j? 
一製靴工場の労働現場から一

文遺建二(センター会員)

2月中旬、スタンダード靴(以下ス製靴)は

組合に対し、三期連続の赤字経営を建てなお

すとして土地の売却や50名の希望退職を含

む合理化案を提案してきました。ストライキ

を背景に、内外の支援と協力を得てとの争議

は一応解決に至りましたが、今、日本の靴業

界では「倒産jが頻繁に発生しています。

1993年7月、私は全皮労連(全国皮革

産業労働組合連合会)の企画による「韓国・

中国産業視察Jに、鰍住労連靴部会の代表と

して参加しました。当時は、皮と靴の輸入自

由化に反対する国会向けの托たかいをしてい

る真っ只中でもありました。とくに通産省に

対しては「自由化を認めれば、圏内産業は破

滅し、失業が増大するjと訴えていました。

私たちは、アジア諸国の民主化促進と働く

人々の生活向上を実現するために、各国の労

働組合活動の発展を願い、日本企業がやって

いるアジアでの労働組合弾圧を非難してきま

した。日本企業がアジアに大量に進出するの

は、圏内の労働者とは比較にならない低賃金

と労働組合の無権利状態があるからです。

賃金についてみると、中国では、平均月収

3000円、経営者でも 5000円。それに

よって出来上がる「靴製品Jが、 1足200

0円台で日本に輸入されてくるのです。ちな

みに、ス製靴で生産・販売している靴は、上

代 1万5000円から 3万5000円で、底

も中底も甲革も皮という材料です。 一昔日ゴム

底の製品もありますが、それは中国の製甲を

輸入し、日本で組み立て「日本製Jとして 1

万2800円の値札を始めから消して980

0円として売られています。

入手仁頼るヰ掴の工場

中国では、どとの会社、どとの工場へ行っ

ても低価格で、価格の面では日本製品はとて

も太万打ちできません。しかし機械設備に関

しては、日本で 1950年代に使っていたも

のと同じようでした。今日本では、機械をコ

ンビュータで操作するFA化が進んでいます

が、中国では「機械jよりも人手に頼ってい

る感じでした。たとえば、ワニ(皮を引っ張

る道具の一種)でクギを打ち込む時、クギを

口に含んで、口から一本ずつ取り上げる速さ

は「神業jでしたし、そんな作業を若い女性

たちがズラリと並んでやっているのです。

4年前のコメの自由化の問題の裏で、皮-

靴の自由化も決定されました。今は関税も 2

1%まで下がり、年間 1200万足、部品輸

入1000万ピース、海外旅行者の購入70

万足という実態にまでなっています。ス製靴

では、年間の売上げは 120万足分になりま

すが、そのうち圏内仕入品50万足、輸入品

が10万足あり、自社生産は、準自社品(衛

星工場) 50万足、本社工場 10万足で、 3

0年前の約5分の 1にまで減少しています。

日本では、機械化によって商品開発と生産

管理がスマートになり、 「品質jもよりよい

ものを作っていますが、 「消費者Jは「安い

靴Jを買うという「普通のごと」を実践する

ので、今後も「産業の空洞化Jは避けられな
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いでしょう。売れない商品を扱う企業は倒産

し、淘汰されるからです。

続出する中小企業の『倒産j

艶丘の不況は長く厳しいもので、 「但瞳J

が続出しています。樹子の「貸し渋りJが、

中小企業の倒産を多くしていると言われてい

ます。銀行は資金を貸すどころか「危ない企

業Jからの撤収を図っているのです。

5月のある日、職場を一つのニュースが駆

けめぐりました。ス製靴の仕入れ先の業者が

「不渡りJを出し、追い詰められて社長が自

殺したというのです。業界では、ス社からの

発注がストップしたせいだとの噂とともにと

のニュースが広がりました。確かにス社から

の発注は半減しただろうと推測ができます。

親会社は「靴が売れないJ r在庫の増大J

「赤字経営jを避けるために、 「在庫減らしJ

と「発注控え」をし、そごで関連企業の犠牲

が出てきているのです。

今回の会社の合理化案でも、 50名の人員

整理、退職金の30%削減、土地売却と移転

などが出され、とれに連動して衛星工場(関

連子会社)でも人員整理、操業時間の短縮を

しつつ「大幅減産Jを実施しています。大企

業の倒産はニュースになりますが、マスコミ

に載らない中小企業の倒産が、朝撲界では頻

繁に発生しているのです。

アジアの労働者との賃金を比較をしてみれ

ば、コストが「競争jにならないごとは明白

です。 r世界的な分業jが進む中で、 「公平

な自由競争jとは何なのか。アジア諸国の民

主化を望む一方で、労働者としての連帯とは

何かを真剣に考えていきたいと思います。

r 短信

jタイ:解雇された女性労儲のジレンマ

ミッキーマウスやバッグス・パニーなどア

メリカ向け衣料を製造するエデングループは、

昨年末、 1145人の女性労働者全員を解雇

した。会社は91年以来、下請け化を進め、

4000人いた労働者をつぎつぎと減らして

きた。女性たちは、 5カ月にわたり賠償金を

求めて会社や国会、労働制百でデモ行進をし

たが無駄に終わった。彼女たちの大半は中年

で既婚のため新しい職も得られなかった。

そごで彼女たちは共同で資金をため、ミシ

ンを買い新しい技術を身につけ、下請け業者

から仕事をもらうようになった。 r元工場労

働者たちにとって下請けというのは最後の手

段だが、現在の雇用危機にあっては、一つの

解決策である。」と家内労働者を支援するN

GO rタイ正義と平和委員会Jのラカウィン

氏は言う。現在タイでは440万人の日雇い

労働者がいる。タイ政府はとの下請け制度に

ついて、地方の貧困対策にもなり、解雇され

た労働者が最後に行き着く場所、と楽観的だ。

しかし、家内労働者が受け取る賃金は、最

低賃金よりもはるかに低く、その上、危険で

有害な仕事がひとおごす健康問題は、地域や

家庭が責任を負わされるととになる。

(CAWニュースレター・ 98年4月号)
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一プール・サイド W山-.-./.伊山-..-./..-O'/MIP/....... 

民主化闘争の執跡

塩沢美代子

今は地球上のどこで何が起とっても、いな

がらにしてテレビでみることができる。過去

1 0年あまりの聞に、私がテレビにかじりつ

いて、仕事も手につかなかったととが四回あ

った。

1986年、フィリピンでマルコス大統領

追放に至った2月革命、 87年に韓国で虚泰

愚大統領に民主代宣言をさせるに至った民主

化闘争、 89年の中国で、民主化を求めての

学生運動が軍隊につぶされた天安門事件、そ

して今年インドネシアでスハルト大統領を退

陣させた学生運動と民衆の怒りの爆発である。

とのなかで中国の天安門事件は、国の体制

も結末も他の三国とはまったく違うが、韓国

・フィリピン・インドネシアで起こったこと

は本質的には共通なものであった。つまり強

力な独裁政権による長くきびしい弾圧を、つ

いに、ついに民衆の力ではね返したのである。

韓国は朴正照、ついで全斗燥大統領、フィ

リピンはマルコス大統領によるすさまじい弾

圧の時代に、官憲の目をおそれながら、しば

しば両国に潜入し、非合法の草の根の労働運

動関係者と交涜していた私としては、とても

他人ごとではなかった。両国とも日本のテレ

ビが大々的に報道する前に、 10数年にわた

って、さまざまな形で反権力闘争が無数にあ

り、弾圧による学生や労働者、知識人や宗教

家などの、投獄・拷問・負傷・暗殺など数知

れぬ犠牲が積み重ねられていたのである。そ

の集大成ともいえる広範な民衆のたたかいが、

ついに勝利したのである。私は多くの仲間の

顔を思い浮かべながら、テレビの前で、 「ゃ

った!Jと叫ぶとともに、ごとに至るまでの

犠牲者に思いをはせた。

1977年に2回会って、その魅力にとり

つかれたフィリピンの若い女性に、もう一度

会いたいと思うのだが、生きているのかどう

かもわからない。彼女はその年にCCAがは

じめて女子労働問題に関するアジアの国際集

会をマニラで開いたとき、秘密の会場だった

修道院に深夜やってきて、この集会の企画に

あたった私の労をねぎらってくれた。その夜

は徹夜で語りあったのだが、話の大半が一緒

に活動していた若い女性カ培憲に殺された嘆

きであった。"純粋なすばらしい人だったの

に"と彼女はくり返していたが、夜明けとと

もに去っていった。もっとも参加したかった

であろうその集会に顔を出さずに消えたのは、

地下運動をしていたからだろう。名前は覚え

ているが、本名ではないだろうから今や安否

を問うすべもない。

Upward Harmonlzatlon: 

インドネシアには 1977年に、中部ジャ

ワを2週間かけて縦断して、繊維や煙草の工

場などを訪ね歩いたきり行つてはいない。当

時のジャカルタにたった一つ 10数回建ての
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ビルがあり、そごに入っているのがほとんど

日系企業で、隣のプレジデントホテルのコー

ヒーシ ョップで耳にするのは日本語ばかり 、

備えつけの新聞は三種類が日経など日本紙な

のでびっくりした。インドネシア人から最初

にきいた話は獄中の政治犯がいかに多いかと、

日本人ビジネスマンへの批判だった。 74年

に当時の田中首相が訪問したさい、学生らに

よるはげしい抗議新子動があったのは、日本の

テレビでも報じられていたので「私はテレビ

の前で拍手した。 jと話したら、 「そんなご

とをとの国で口にするのは節食Jと注意され、

きびしい言論統制を肌で感じた。

今回のスハルト退陣劇に私が貿奮したのは、

昨秋タイで開催された国際会議で、インドネ

シアの参加者が20年前と変わらぬ低賃金と、

すさまじい弾圧で手も足も出ない嘆きを語っ

た暗い表情が、目に焼きついて離れなかった

からである。

とごろでとの三国の民主化闘争の報道で、

日本のマスコミに欠けていたのは、三国とも

日本の政財界が自らの権益を守るために、独

裁政権を支えてきたのが、長い間民衆が苦し

んだ要因のひとつだという事実である。

女

中国は行ったとともなく、今までの活動範

囲の外だったのに、天安門事件の画面にかた

ずをのんだのは、私の第二の故郷である香港

の多くの仲間たちの将来にかかわることだっ

たからである。長い植民地支配から解放され

る喜びと、これまでの自由や民衆の活動が許

されるのかという不安が伴う複雑なJl;噴を打

明けて、彼らは祖国に復帰していった。

(交流センタ一所長)

く匡司書訴百プ子〉

馬橋憲男・斉藤千宏編

『ハンドブックNGO

一一市民の蝿録的規模の問題への取り組み』

本書では、国車、環境、人権、女性、開発、

人間居住、自治体、開発協力と章を分け、そ

れぞれにかかわるNGOの活動をとりあげ、

総合的かっ世界的な視野から紹介している。

NGO活動の歴史が浅い日本ではまだ実感し

にくいが、世界的には、地球社会の公正で民

主的な運営を目指して、あらゆる分野でNG

Oが国家のパートナーとして大きな儲IJを担

っているという。確かに、国連が主催する世

界会議では、 NGOが政府代表と並んで参加

しているし、対人地雷全面禁止条約制定でN

GOが果した徴収記憶に新しい。

環境とNGOの項で紹介されている環境保

護団体「地球の友オランダJが将来の世代の

資源利用の権利を侵さない限りでどの程度の

資源の利用や消費活動、環境汚染が許される

のか、それを世界中の人々が公平に持とうと

するなら一人当たりの利用限度はどれだけか

を算定提示した活動の重要性など、今の日本

社会に最も欠けている考え方、行動のあり方

として示唆に富んでいる。

さらに、アジア・アフリカのNGOの具体

的活動が、とくに女性のエンパワーメントに

焦点を当てて紹介されている。どのプログラ

ムも「援助」ではなく、地域の人々が地域自

立の主体として活動することを第一の柱とし

ており、 NGOのあり方として大いに参考と

なる。(明石書庖・ 2100円)
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<事務局日誌>

4月9日会計監査

4月13日 交流センター運営委員会

4月15日翻訳学習会

4月30日 4月定例事務局会議

5月9日 国際労働研究センター研究会

(広木)

5月20日翻訳学習会

5月22日 5月定例事務局会議

5月24日 三重県・東部中学校修学旅行生

来室

5月27日 婦人少年協会来室

5月29日 国際労働研究センター編集会議

(広木)

ニュー-フェイス登場

英語担当スタッフ山本恵子さんの後任に、

5月から池田未生(いけだみお)さんが、新

しくスタッフとして参加してくれています。

週2回(火・水)の勤務ですので、どうぞよ

ろしくお願いします。

ヲ
でアクセスできるようになったヨ

お気軽におたより下さいネ

メールアドレス

awwc8.ail.webnik.ne.jp 

食事務所の近くの区営プールは、安い、 i 

広い、きれい、と三拍子そろっている l
ので、最近よく通っています。その上土 (

地柄なのか、中国、韓国、ミャンマー

など、利用者の国際色も豊か。夏が近

付くとあせるのは私だけではないらし

い。今年こそビキニ? (1) 

食「インドネシア暴動まもなく 一カ月J

今朝の新聞の見出しです。今回のイン !

ドネシアの学生を中心とした動きは、 i 

暴動になった部分もあるが本質は民主 (

化闘争です。韓国のハンギョレ新聞に |

は「暴動Jという表現はないという。

日本の新聞はどこを見ている? (K) 

企 V 事務局だより~ .. 

j大週末の渋谷。ハチ公前広場は、瞬電

! 話を耳に当てた若者たちで、ごった返し

ている。あちこちで聞とえる楽しそう

な会話がフッと途切れる。電話が終わ

るとみんな一人。隣の人とは何の関係

もない。寂しいなあ・・・。などとつ !

い若者評をしてしまう私。 (H)

大礼服を新調したら着る機会が相次ぐ。

l 娘の級友のおかあさんはまだ20代。 I

! 倒れてそのまま帰らぬ人に。お世話に

i なった知人は50歳になったばかり 。

( 倒れて 1年4カ月の人工心肺での闘病 i

l 後に。限りある命を思う。 (N)
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女性労働者通信 第75・76:合 併号

アジア女子労働者交流センター

干169-0051 東京都新宿区西早稲田

アジアの仲間
発行人代表者

編集責任者

2 -3 -18-34 

塩沢美代子

広木道子

電話 ・FAX 03 -3 202 -4993 

郵便振替 00100 -3 -70086 

南インド研修ツアー

特集号

白玉Zと主主主舌~司Llsbささアし

空島幸義え玄芳三三てア値動く ~1生式とをう

第12回アジア研修ツアーは、 7月24日

----8月1日、南インドのチェナイ(旧マドラ

ス)とバンガロールを訪問しました。参加者

は18人。南アジアははじめての試みでした

が、東アジアや東南アジアとは発展の仕方も

異なり、文化や完教も違って、ちょっぴり緊

張したツアーでした。

ツアーを受け入れてくれたのは、センター

の昨年の交流プログラムに代表を送ってくれ

たCI TU (インド労働組合センター)の女

性委員会。マドラス輸出加工区、バンガロー

ルの工業地域などでの衣料や電機工場の見学、

またタバコや食品、織物などの内職や零細工

場などの現場を訪問して、さまざまな働く姿

に触れました。

バンガロールでは、女性委員会の熱烈な歓

迎を受け、大きなホールに 100人以上の組

合員が集まり、とりわけ日本の女性労働者の

状況に熱心に耳を傾けてくれました。チェナ

イでも、インフォーマルセクターの女性たち

の組織であるWWFを訪問するなど、あちこ

ちで心の触れ合う交流ができました。

またプログラムの初日に、思いがけず核実

験・核兵器化に反対するチェナイ市民の大集

会に招かれ、日本からのメッセージを送るご

とができ、一層心に残る旅になりました。

省・・r/，・剛院4・・膨湖-/-略V~η.... ，....-r/ .... /..-'/..-昭"..--/..... ，.. ..... ，.....，，.. ..... ，.....，，.. .. 闘r，.....，，...-

インドの働く子どもとNGO招璃プログラム

「日本の子どもは

何をして働いているの?J

「インドと日本子どもの権利"を考えよ

うJというテーマのシンポジウムが、国際子

ども権利センターの主催で開催されます。

1 )開催期間:1 1月20日(金)

----1 1月25日(水)

2)開催場所:大阪、東京

3)問い合わせ:国際子ども権利センター

大阪市北区茶屋町2-30 5階

TEL:06-375-5466 FAX:06-371-7804 

担当者:甲斐田万智子さん
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インド報告①

幅広時間働呼びかける
CITUの識と活動

"団結と闘争"スローガンに

インドには労働組合のナショナルセンター

が7つあるというが、そのひとつであるCI

TU (インド労鰍E合センター)の女性労働

者委員会が、今回私たちのスタディツアーの

受け入れ団体であった。その女性幹部であり、

昨年センターの交流プログラムで来日したラ

ジーさんが、出迎えから見送りまで全旅程に

つきそって下さり、普通はなかなか入れない

輸出加工区の工場内も、多様なインフォーマ

ルセクターの現状も見聞きできたことは、大

きな収穫だった。

2日目の夜、チェナイで男性幹部も交えて

の懇談。3日目、バンガロールでは女性委員

たちから歓迎の横断幕で出迎えられ、女性労

働者との大交流会が持たれた。そごでは私た

ちが日本の状況を話す側になり、女性委員会

の具体的な活動については、充分に聞くこと

ができなかったのが残念だった。

これらを通して知り得たCITUの活動の

概要は以下の通り 。

インドにおける労働組合の結成と運動は、

イギリスの植民地下にあった20世紀初頭か

ら始まった。

1918年マドラスで繊維労働者が組合結

成、 20年にはナショナルセンター「全イン

ド労働組合会議 (AITUC)Jが64労組、

早朝、 CITU女性委員会に迎えられて

300万人の労働者を結集して誕生した。以

来弾圧を乗り越え、労働問題だけでなく民族

独立運動でも大きな役割を果たしてきた。

CITUの幹部も元はAITUCで活動し

てきたが、路線の違いから別の道を選ばざる

を得なくなって、 70年にCITUを結成し

た。本部はニューデリーにあり 、現在全国に

300万人の組合員がいる。

CITUは"団結と闘争"をメインスロー

ガンに、あらゆる分野の労働者、青年、女性、

農民などと幅広く手を結ぶ統一行動を、また

圏内の多様な労組や民主団体との連帯を追求

してきた。

州、地区に個人加盟の下部組織があり、私

たちが訪れたタバコ巻などの家内労働者も組

織している。また、女性労働者の問題も重視

し、中央、州に女性労働者委員会を設けて取

り組んでいる。

生産効率化めざす新経済政策

政府は80年代から、それまでの総斉開発

政策(経済的自立への国内産業の保護と社会

的公正の追求)の見直しをおこない〈とくに
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90年代以降は、自由化・民営化による生産

効率化、国際競争力強化をめざす新経済政策

をIMFや世界餅子と一体で進めている。こ

れはカーストや宗教による分断、支配を強め、

また公共部門の民営化と人ベらし、生活必需

品の物価高騰など労働者に深刻な景簿を及ぼ

している。そのため労働者、労働組合は各地

でゼネストを含むたたかいを組織してきた。

今は、 7月14日の"全国抗議デー"に始ま

り8月12日の全国大会に終結される全国的

なたたかいのさ中にある。 CITUはとれら

のたたかいの先頭に立って、公共部門も民間

も、未組織の労働者もこのたたかいに結集す

る努力をしている。

当面の課題は、①工場閉鎖や失業に反対し

雇用を守る。 ②公共部門の民営化反対。

③病気やけがを防ぎ、労働者を守る。 ④適

正な賃金政策をはじめ、労働法の充実と厳正

実施。 ⑤女性にたいする差別と暴力の撤廃。

⑥核兵器戦略反対。 ⑦労働者、国民の分断

と統合の政策反対。 ⑧多様な被抑圧階層、

宗教的少数派の利益擁護と安全の確保。

インドの国民の三分のーは貧困層であり、

月1050ルビー(1ルビー=約3.5円)

の最低賃金制度も守られず、これ以下の労働

者が何万人もいるのが現状。 CITUは最低

賃金3500ルビーを要求している。

また、人民党政府 (BJ P)がこうした経

済政策と表裏一体で、核実験など危険な核戦

略路線を歩もうとしていることに強く抗議し、

日本で開催された原水禁世界大会にも代表を

送って、世界のさまざまな平和運動や労働運

動との国際的連帯を強めている。

切旧和子)

インド報告②

マドうスEPZの衣料工場

地元償問胎弁企業

<2枚の写真>

私の前に2枚の写真がある。マドラス輸出

加工区 (MEP Z)にある2つの衣料工場で

撮ったものだ。 1枚にはじけるような笑みを

全身で表現している女性が写っている。もう

1枚には、下を向いて気持ちを押し隠してい

るような女性が写っている。笑ってしまうほ

どの表情の違いがある。前者のは、最初に訪

れたインド国内資本の衣料会社ファムテック

ス社の工場でのものだ。冷房設備もなく、ム

ッと暑い室内いっぱいにミシンや裁断台がな

らんでいる。その聞にたくさんの労働者が群

れるように働いていた。異国から訪れた私た

ちに好奇心一杯の目を向け、互いに笑いしゃ

べりあっている。後者のは、やはり衣料工場

の中のものだが、こごはMEPZ初の日本と

の合弁企業だそうだ。空調のきいた室内に、

サリーの上にグレーの制服を着た女性たちが、

脇目もふらずに作業に精を出している。よく

見ると 1枚終わる度にナンバーを押している。

との表情の違いは、何からきているのだろ

う。担味深い。さて 2つの工場の概略と、 M

EPZの簡単な紹介をしたいと思う。

<マドラス輸出加工区>

インドには、 7つの輸出加工区がある。そ

ごで働く労働者の大多数は女性である。いく
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っかの企業では、低賃金で劣悪な労働条件の

もとで、 1日12時間以上も働かなければな

らない。 CITUのたゆまない努力の結果、

最低賃金法や、従業員保険、退職準備基金な

どの社会保険を導入できるようになった。

タミルナドウd州チェナイにあるマドラス輸

出加工区は、 100ヘクタールという広大な

土地に、商務省の管轄のもとに 1984年ス

タートした。外貨獲得と先端科学技術の開発

のため、外国からの投資を誘致する目的で出

発した。 MEPZには、 80の工場がある。

主なものは、電子、衣料、皮革、ゴム、プラ

スチック造花、編み物である。労働者総数は

2万9000人で、そのうち 1万9000人

が女性と子ども。年令は、 7歳から 30歳に

わたっている。

輸出加工区は投資家を保護する基本サービ

ス条例のもとにおかれており、労働法が正し

く実施されていない。

長い髪にサリー姿の女性労働者

<地元企業ーファムテックス社>

現在は冬物のブルゾンを主体に裁断・縫製

・仕上げをしている。布地は韓国から輸入し

ているが、ミシンは日本のジューキミシンを

使用している。従業員は、約1200人。そ

の大部分が女性である。 二階建ての作業場に

冷房設備はない。 1日8時間労働で、交替制

はなく、残業もほとんどない。 MEPZの8

0社のうち 10社にCITUの組合があるそ

うだが、ここもその 1つで、全員が組合員だ

という。委員長は女性であった。 12~1 3 

歳の子供から白髪のお年寄りまで働いていた。

<目印合弁企業ー全インド手織機&日本ア

パレル社>

住友商事と、同社が以前から布地を輸入し

てきたインドの織物会社、石川県の縫製会社

の三社による合弁企業で、それぞれ販売、原

材料、製造を担当している。この工場ではマ

ドラス・チェックのシャツやブラウスを裁断、

縫製、仕上げまで行う。 fB1 G JOHNJ 

fPoloJなどの商標で日本やアメリカに

輸出している。製造責任者である日本人から

話を聞いた。

従業員は700人で、うち男性は30""'4

0人。女性は高卒を採用しているが、平均年

令21歳。下層カーストが多いごともあって、

結婚すると退職するのが一般的だが、アイロ

ンかけなど根気と技術を要する部署には、長

期勤続のベテランもいる。賃金は月給制で、

同一職種では男女ほとんど同じという。一定

時間ごとの生産目標と実数量の対比表をボー

ドに掲示している。 20人に 1人の割合で班

長がいる。従業員教育として、各工程の男性

スタッフを石川県の工場に送って8カ月訓練

し、帰国後彼らが部下の女性を教育するシス

テムという。 8時間労働で3交替制だが、深

夜シフトは女性にはない。産休・生休の規定

がある。労働組合はない。(菊池和子)
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インド報告③

日胎弁のテレビ工場見学

約一TV'i給与の5ヵ月分

ロボットより人力

バンガロールは英国統治時代の避暑地らし

く、建物や木や花壇のある町並みとさわやか

な気候が穏やかな雰囲気を作り出していた。

私たちが訪問した電機会社も、広い敷地の木

々の間に建っていた。

ごとは、地元のBPLリミテッドと日本の

サンヨー電機との合弁企業で、 83年に日本

側出資40%でつくられたBPLサンヨーリ

ミテッドである。 BPLは元々製薬会社であ

ったそうだが、 60年代はじめからサンヨー

などの技術援助でテレビや医療機器などのメ

ーカーとなり、今では合弁も含め 10U上の

企業によって企業グループを形成している 。

半導体とエアコン以外の電機製品は何でも造

っているそうだが、日本には乾電池か輸出さ

れているという。

私たちが訪ねた工場では、カラーテレビを

つくっていた。インドのカラーテレビ消費量

は年間 180万台、サンヨーはそのうち65

万台、 30%強のシェアを誇っている(ちな

みに白黒テレビの年間消費量は450万台で

今なお白黒の方が主流である)。従業員は5

00人で、 6割が女性。女性には潔夜勤務は

ないが、工場は3交替24時間稼働で、 1日

2000台のテレビが生産されている。

工場の中は清潔で明るい。女性たちはサリ

休意時間 一 揖械の聞でホッと一息

ーの上にうすいブルーの市明日を着てベルトコ

ンベアーの前に並び、何種類かの細かい部品

をプリント基盤に張りつける作業をしている。

この作業は日本ではロボットがやっているが、

ロボットはコストがかかる上に技術の変化に

即座に対応するには、人力の方がよいという

ごとだった。生産ラインは建物の 1階と 2階

を無駄なく流れるように工夫されている。騒

音のひどい所もあるが、皆立ったまま静かに

定められた仕事をしている。ラインの最後に

は、時刻ごとの目標台数と達成台数カ漬示さ

れていた。後で聞くと、いわゆる「カンパン

方式Jも採用されているというごとだった。

女性たちの平均年令は23歳。 18歳から

入れるが、年間の離職率は20%と高い。ほ

とんどが高卒で、英語ができるごとが条件。

中途の場合は新聞広告で募集するが、 20名

くらい募集すると 5倍くらいの応募があると

いう。

年間労働日は303日

日本人管理者の話によれば、労働条件は、

初任給は月額1700ルビーで男女差はない。
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平践胎与は2500---3000ルビー。休日

は、週休1日と年間 10日の有給休暇があり、

残業は 1日2時間までとなっているが、通常

はほとんどない。特別な販売が予測されると

き、たとえばワールドカップの前にはかなり

の残業があったそうだ。女性の出産休暇は有

給で3ヵ月あり、希望すれば無給で 1ヵ月延

長できるが、既婚者はきわめて少ない。

その他、福利厚生として、労働者の逃盟パ

スと社員食堂があり、食事は1食2ルビーを

労働者が負担する。労働災害もほとんどなく、

休養室や医務室も要らない平穏な職場で、労

働者はとの会社に入れたことを満足している

ようで、労働組合の要求もないとのこと。

ととろでインドでのテレビの普及率は、全

国平均17%、大都市では90%以上にもな

るという(都市に密集するスラムの住人は数

に入っていないようだ)。価格は21インチ

の白黒で3000---5000ルビー、ごれは

一般の労働者の 1ヵ月分の給与に相当し、カ

ラーだと 1万5000---2万ルピ一、つまり

5ヵ月分の給与と同じで、まだまだ高嶺の花

だ。それでも、人口 10億人におよぶインド

は魅力あるマーケットであり、低賃金労働力

と並んで、日本からの企業進出の大きなメリ

ットとなっている。

今、インドの外資導入は、資本比率49%

以下となっているが、規制緩和で一定の条件

を満たせば 100%も可能となった。すでに

報道されているトヨタ自動車をはじめ、今後

日本からインドへの企業進出はますます盛ん

になるだろう。企業の海外進出は、送り出し

園、受け入れ国双方の労働者に大きな影響を

与える。今日本でおきている労働基準法改悪

の動きも、労働者の働き方を変え企業の効率

を高めるためのものであろう。双方の労働者

の権利と労働条件が守られる仕組みを強める

必要があると感じた。(福原宇子)

インド報告④

パームハウスで働く人々
一一 内蔵、下請け賃加工の町王湯

ヤシ造りの掘っ立て小屋

初の訪印で、いきなり失礼にもスラム(イ

スラム難民部落)を拝見させて頂くという、

まことに無理で非礼なお願いを許して下さっ

たCITUの度量と実力に、まず感謝します。

とこは伝統的な貧困地帯ではなく、近年の宗

教紛争で居住地を追われ西インドから東海岸

に逃れてきたイスラム教徒たちの集落。パキ

スタンの公用語であるウルドゥ語を話し、み

な整った顔立ちをしています。ことで働く男

たちの中には上半身ハダカの人も。でも女た

ちは華やかなサリー姿です。この母親たちに

まとわりつく 2---3歳の男児たちはボトムも

つけずフリちん姿でニコニコと元気。女児た

ちは母親たち同様カラフルに着飾っています。

その住居はヤシの葉を編んだシートで屋根

を葺いてあります。ほかに共同トイレが集落

の斗間にありますが、例年のように雨期には

近くの河川が氾濫、何ヵ月も床上浸水が続く

水害地帯とか。

このココナツ榔子の大樹は南インド二州で

は至るととろで群生していて、その実からは

ジュース・フルーツが楽しめてココナツミル
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クカヰ采れ、かつヤシ油が大量に輸出されて外

貨を稼ぐ。さらに太い幹は建材、繊維は強靭

なロープや敷物に。そして大きな葉は編んで

屋根材、壁材、ザルやカゴと、まさに天の恵

みです。

ピディ巻きやパパッド加工

そのスラムにほど近いパームハウスの戸口

では女性たちが有名なビディの手巻き作業を

しています。とれは安物の葉巻きタバコで、

かつて上流階級が愛好したラム酒入りなどの

太巻きの粗製品ですが(そういえば、部落の

入口付近に葉タバコの乾燥庫らしき建物があ

りました)、まったくの手作業です。じつは

1980年代に『インドのピディ家内労働者』

という報告書がストラスプールで刊行されて

以来、ピディ加工内職がインド家内労働の代

表のように世界中で知られた作業であり 、そ

れを実地に見聞できたのは幸いでした。

このほか同じく有名なパパッド(薄焼きせ

んぺい)の

加工現場、

サリー布地

の機屋を各

一軒ずつ見

学しました

が、ごちら

は家族労働

に通いの従

業員もふく

めた零細な

作業斯(給

料制)。パ ピディを巻く女性たち

ノTッドは生地うちから整形までの一貫作業の

あと販売業者に納品するらしく、また手織り

サリー布地の賃機(ちんばた)工場は、これ

も糸繰り(手紡ぎ)、巻取り、整経、織り

(織機2~3台)の4工程を全部ごなして製

造問屋に納品するもの。それぞれの部分工程

を各軒で分業する西陣など日本の伝新織物の

賃機家内労働者とは少し違う作業方式です。

そして経糸の綿糸(緯糸は多彩な化繊の先染

め色糸で大工場製)は、玄関わきで二人の女

性が手回しの紡ぎ車で、繰っています。あるい

はホームスパンの手織り高級品を誇るショウ

ルーム兼用の実演工房なのかもしれません。

いずれにしても下請け賃加工の町工場=家内

工業といった感じです。

さて2軒のビディ家内労働者はCITUの

組合員で、その指導で得たという家内労働手

帳を誇らしげに見せてくれました。とかく底

辺労働者の所在には目が向かない大労組が、

ごういう就労層にも関心をょせ組織化に努力

しているCITUには敬意を表したい、と思

います。ただ熱心に案内して下さった組合リ

ーダーの指導や援助が、なま身の家内労働者

たち当人の利害や要求にピッタリそうている

のかどうか。わが国でも 1970年代に当時

の総評や同盟の一部リーダーがやはり手帳の

所持や賃上げ団交を唯一の路線と速断して実

行、結果は無論オール失業に終始。彼女たち

の善意と努力は空転し完敗しました。このあ

と訪問したWWFでも(かつてはSEWA'も)、

その労組独善アレルギーと拒絶反応ぶりを実

感させられました。

どうかCITU幹部が組織労働者の限界性

を深く自覚して、その善意を有効に活かせる
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ょう、お互いに認識のスレ違いを克服して下

さるごとを切に希いつつ辞去しました。

(神尾京子)

インド報告⑤

社会郊の担同どして
最腿の女醐織するWWF

女性の状況伝えるロールプレイ

8月31日、ツアー最後の訪問先であるW

W F (Working W棚田 sForum勤労女性フォ

ーラム)を訪れた。事務所へ行く前に屋外で

の交流集会が設定されていて、炎暑の中テン

トを張った会場に市場や路上で野菜を売った

り内職などで働いている女性たちが100名

近く集まり、私たちの到着を待っていた。そ

とではインフォーマル・セクターで働く女性

たちの現状や女性たちを組織するWWFの活

動が、会員のロールプレイによって生々しく

紹介された。

WWFは1978年に、零細な仕事をして

いる未組織女性労働者への無担保融資からス

タートし、現在では本部マドラスを中心とし

てタミルナドゥ州、カルナタカ州、アンドラ

.プラデシユ'州に45万人の会員を持つイ ン

ド最大規模NGOのひとつである。 69年に

貧困層への融資拡大を名目に国営化されたパ

ンク・オブ・インディアは、 当時都市貧困層

の女性たちへの融資を行わなかったため、貧

しい女性たちは高利貸しから借金をしてその

返済に困窮していた。

テントの下に集まってくれたWWFのメンバー

WWF創立者のジャヤ・アルナチャラムは

銀行にかけあって、貧しい女性でも融資する

価値のあるグループへの融資を約束させ、ス

ラムで野菜や花などを売るグループ各人に3

00ルビーの融資が始まった。グループで連

帯責任を負う仕組みのため返済率は高く、つ

いにバンク・オブ・インディアもとの女性た

ちを小口融資の対象として認め、 WWFが保

証人となる条件の下、78年4月に40グル

ープ800人の女性が、融資を受けるごとに

なった。ごれがWWFの創設のいきさつであ

る。今やWWFは、活動の中心となっている

貯蓄・貸付事業を全インドで行う資格を持つ

自前の金融機関へと発展している。

「結婚して家庭に入ったものの、夫は酒浸

りで稼いだお金はみんなお酒に消えてしまい、

私と子供はいつもお腹をすかしていた。文句

を言おうものなら夫は、ベロンベロンに酔っ

た体で殴りかかってくる。 9人もの大家族の

世話で途方にくれている私に、 WWFの会員

は"融資を受けて仕事をする道"を勧めた。

初めのうちは信じられず、まして会費がいる

とともあって秘塞していたが、他の女性が融

資を受けて成功している姿を見て納得し、融

資を受け、野菜を仕入れて小売りすることに
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した。 1日20，.....30ルビーのお金を持ち帰

り、家族が食べられるようになった。今では

娘も結婚し、夫も変わってきていて幸せだj

という女性たちの体験によるロールプレイに、

私は素朴に感激した。との方は今はWWFの

組織者として活躍されている。

彼女たちは小さな村をまわってお金を借り

たい人を捜してグループに入れる。貧しい女

性たちにとって、融資は最も高い要求ではあ

るが、それだけではない。 WWFの目的は、

1 )小売業を営む女性たちを団結させること

2)階級やカーストにとだわらず、すべての

貧しい女性たちに効果的に参加できる組織を

生み出すとと 3)女性だけによる組織をっ

くり、大きな運動として展開させること 4) 

貧しい女性たちにとって必要な事項を要求し

ていくことであり、融資を通して女性たちが

社会変革の中心的な担い手となっていくごと

に意義を見い出しているのである。

底辺を重視した多彩な活動

テントの下での交流会の後、私たちはWW

F本部のある建物へと移動した。案内役は昨

年秋センターの招きで来日されたムスラクシ

ュミさんである。代表のジャヤさんは、 WW

Fは通常、底辺部分とされる女性たちを第一

の優先順位とし、メンバーによって構成され

るグループを主体とする草の根組織である。

それを支えるためにリーダーがいて代表がい

る。という話を、逆三角形に描かれた組織図

で示しながら説明された。 2階には貯蓄・貸

付を行う金融機関があり、実際の事業の状況

を目にしながらメンバーの話を聞いた。

融資を受けた女性たちが一層向上するため

に、組織的にサービスプログラムが組まれ、

児童労働・金融・労働・職業訓練など多彩な

活動が展開されている。私たちは大いに元気

づけられて帰ってきた。(立中修子)

インド報告⑥

州立械の看謝定員臓
粒械で齢ながら待機

6000人の待機者

私は看護婦です。 CITUのご厚意で、チ

ェナイの私立病院で働く 2人の看護婦さんか

らお話を伺うごとができました。

「私たちは高卒後、 3年半の州立の看護学

校を卒業し、資格を取得しました。しかし 1

988年の州令により、州立病院の定員枠が

定められたため、人手不足にもかかわらず、

資格を持つ看護婦でも州立病院(タミルナド

ゥ州では 11カ所)には就職できない事態が

生まれています。現在、 6000人もの待機

者がいますが、待機期間中にはさらに 1年コ

ースの受講を義務づけるなどの圧力もありま

す。男性の看護士はすぐに就労できるという、

女性差別的現状もあり、 32歳で年令制限を

しようとする動きも出てきています。

なぜ州立病院で働きたいかというと、まず

第1に賃金や労働条件のごとがあります。ミ

ドルクラスの人々にとって州立病院で働くと

いうことは、 「ダウリ(女性併説酎穆金)J 

が減額されるほど、信用と金銭の両面で家族
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に安定をもたらします。好条件の賃金(半年

の試周期間は月に750ルビー、その後は6

000ルビー)に加えて、出産休暇や育児休

暇もあり、年金も保障されますから、看護婦

の75%は既婚です。とごろが、ダウリを安

くして結婚したものの、待機期間がダラダラ

と長いために、夫やその家族から暴力的な扱

いをうけたり、離島に至ったりするととも珍

しくありません。

第2には、多くの人々が、医療水準はよく

とも医療費の高い私立病院よりも、医療水準

は低いといわれるけれど、医療費のかからな

い州立病院へ行くからです。

基準は患者8人に看護婦1人

労働条件のことをお話ししましょう。まず

労働時間ですが、変則三交替制です。朝の7

時から 13時、 13時から夕刻の7時、夕刻

の7時から翌朝の7時までというのが基本。

1 2時間の夜勤は1カ月に連続1週間と決ま

っていて、これは州立も私立も同じです。

また、州立病院では、 1 病棟30~40人

の患者さんにスタッフが5人の割合いです。

うち自動帯の看識緋2人位、ほかに縮空の

男性が1人はいます。州の規則では、患者8

人に看護婦 1人の割合いとなっていますが、

母子病院外来の看護婦さん

守られていません。

私は今、州立病院で働けないので、待機し

ている問、私立病院に勤めています。マドラ

スでは一番大きい病院で、賃金もよい方です

が、月 1500ルビーから2000ルビーと

いう低さです。赤ちゃんからお年寄りまで、

各セクションでケアしており、私は神経内科

の病棟で働いています。脳血管障害で片マヒ

の方などがいて、重労働です。民間病院の看

護婦は数カ月の講習で資格をとった者が多い

ので、 500ベットに対し 1000人の「看

護婦Jがいる勘定になります。

今、私たちはごうした州立看護学校を卒業

した人を組織して、就労させるためのたたか

いを組んでいます。先日も就労に年令制限を

新設しようとした州政府に対し、 300人の

看護婦がメディカルサービスの事務局のある

ビルの前に座り込み、この法案を撤回させま

した。また、州立病院の労働組合は、患者に

対する看護婦の割合をもっと増やせという増

員要求をたたかっています。

私は看護婦として、病いに苦しむ患者さん

が、チームのケアにより立ち直っていく時に、

最も喜びを覚えます。 J 新井幸恵)

インド報告⑦

女性の人権t平等求める
女性グトプとの交流

CITU女恒委員会の活動

7月29日、いつもの食事の場所が会議室
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になっていた。やがて、色とりどりのサリー

を身にまとった女性たちが20人ほど集まり、

CITU女性委員会からヴィマルさん、全イ

ンド民主女性協会からミティリさん (2人は

全国的に有名な女性リーダー)、そして私た

ちの側から広木さんが前の席に着いた。

まずヴィマルさんから、インドの女性労働

者の状況と CITU女性委員会の活動につい

て簡単な説明があった。

「インドでは、フォーマル部門で働く女性

は約 10%、インフォーマル部門で働く女性

は80~90%を占め、物売りや織物、ピデ

ィ(葉巻きたば乙)の製造、農業などに従事

している。女性たちの多くは厳しい労働条件

の下におかれ、政府からも無視されている状

態であり、私たちは政府と交渉し、よりよい

環境を得るために活動している。

たとえば、女性の低賃金について、ピディ

労働では同じ仕事をしても女性は男性の半分

の収入にしかならない。製品の仕上がりに男

女の区別がつかないのに差があるのはおかし

い、と経営者と直接交渉するごとによって是

正させる。女性だけでなく男性と力を合わせ

ることによって解決の道が開かれる。さらに

雇用やセクシュアル・ハラスメントなどの問

題を、全インドのレベルで取り組んでいる。」

インドでもセクハラは大陪題

次に、日本とインド双方の質疑応答という

形で多少のディスカッションがあった。

まず日本からの質問には、民主女性協会の

ミティリさんが以下のように答えて下さった。

1)ダウリは法律では禁じられているが、

女恒労働運動のリーダーたち

今でも深刻な問題だ。かつては現金や指輪な

どだったが、今は消費文化の浸透により電気

器具やオートパイなど高価な物が求められる

ようになり、古い慣習でありながら新しい時

代の問題になってきている。サティ(夫の死

に殉じて妻が生きながら焼かれた風習)は今

はほとんどないが、未亡人に対するさまざま

な社会的制約が働いている。

2)セクハラはインドでも大きな問題にな

っており、労組も全国的なキャンペーンを展

開してきた。裁判所の重要な判例もある。職

場ではセクハラをなくすための労使委員会を

作り、委員の3分の lは女性とするという規

則がつくられたが、実施はこれからである。

セクハラは公共の場や家庭にもあり、たいへ

ん深刻な問題だ。

3)男女平等のためのポジティプ・アクシ

ョンについて、市や地方自治体のレベルで、

議員の33%は女性にという条項があり、女

性の市長や議員が増えてきた。大学でもジェ

ンダー学部や女性学講座が増えている。

4)子どもの教育の現状について、公立学

校は無料で誰でも入れるが(12年間)、設

備や内容のレベルは低い。私立は学費が高い。

貧しさのために学校へ行けない子どもも多く、

児童労働の問題は深刻である(そういう子ど

もをあちとちでたくさん見かけた)。

5)町には何もしていないように見える男
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性があふれでいるが、インドは失業率がきわ

めて高く、政府統計でも40%が貧困層であ

る。労働組合は最低賃金制に取り組んでいる

が、貧困と失業はインド最大の問題である。

6)保育、老人、障害者などへの政府の福

祉政策は貧困で、これらの問題については皆

無に近い。また、女性は結婚すると仕事を辞

めるのが一般的だが、 crTUや民主女性協

会は、女性が仕事を継続できるよう支援し、

男女双方の意識改革にも取り組んでいる。

7)インドの核実験について、私たちは絶

対反対で、今後も反核運動を続けていく。日

本の皆さんとも一緒に取り組んでいきたい。

大

日本への質問は、①映画やテレビは女性た

ちをどう描いているか ②女性の教育・就職

・労働の現状 ③女性が働いている場合、子

どもや老人のケアは誰がしているか ④家庭

内暴力の有無⑤国会議員の女性比率など

多岐にわたり、時間が足りないほどだった。

彼女たちの積極的な発言は、日本への関心

の強さもさることながら、自分たちの状況を

労働者同士が力を合わせて改善していくのだ

という確信に満ちたものだった。(柴洋子)

インド報告③

印-峨実験t高まる怒り
反核集会t飛び入り参加

『核は廃絶Jあるのみ

7月26日、思いがけず、チェナイの反核集

会に参加できた。会場に入るや、広島原爆の

写真が自についた。平和に関する(と思われ

る)本、資料、パンフレットの前は人、人、

人。印・パ「両国民」が核実験を「熱狂的に

支持jしているとのマスコミ報道者・支配者

に見せ付けたい光景である。私は、サリー姿

の娘さんに薦められ、絵・カットがふんだん

に入ったパンフを3ルビーで購入し、ヒンズ

一語?タミール語?英語など、多様なごとば

の入り混じる中をかきわけで入場する。中は

千人余り、超満員である。壇上からのメッセ

ージに、怒りのどよめきゃ、共感の拍手が沸

いている。

配られた英文のアピール文は、次の5項目

の要望で締め括られていた。

<核兵器反対集会でのインド政府への要望>

1)核兵器化の計画を中止すること。

2)核軍縮政策を再構築して、インドから世

界へ提言し、不平等な核取引に反対する。

3)パキスタンと直ちに話し合いをする。核

冒険主義による緊張を解き、核兵器の廃

止をめざす。未解決の問題・紛争原因は、

ねばり強く協定や条例を作り上げ、信頼

を築くこと。

4)中国との聞に、信頼と協力の隣国関係を

築くこと。

5) r核エネルギーは、非軍事・平和的に利

用する。科学・技術は人類発展のためにJ

というかつてのインドの主張をくりかえ

し強調するとと。

さすがガンジーやネールを生みだした国!

と思った。第二次世界大戦後、次々と独立を

とげたが未成熟なアジア・アフリカ諸国に対

して、植民地を奪われた列強大国は、先進の
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科学や経済力での新たな支配をしくんだ。そ

れに対しネール等は第三世界勢力をネットワ

ークし、反核・反戦 ・非暴力・非同盟の「平

和5原則Jを生み出した。 2)や5)の要望

は、 「人間の尊厳を哲学的・全的にとらえか

っ実践を呼ひ'かけるj誇り高いインド人のバ

ンドン宣言の今日版である。経済制裁などで

圧力をかける大国への抗議でもある。

3) ・4)は困難を抱えつつ自立をめざす

印・パの苦悩の要望だ。貧困、 4割以下の識

字率、国家予算の5割を越す軍事費等問題を

抱え、 「庶民の暮らしの拡充はとれから」な

のだ。民族、言語、宗教、カーストの多樹主

を対立させて支配した英国! 世界をパニッ

クにした印・パ核実験は、実はカシミール紛

争という植民地支配の後遺症であり、米中等

の大国干渉も原因だと思う。 r核は廃絶Jあ

るのみだ!

女性作家の熱いメッセージ

ステージでは、カメラマンに固まれたイン

ドの新進作家アルンダティー・ロイさん (9

7年英国の7'ッカー賞受賞)が語り始める。

「私がニューデリーの住まいを発っとき"身

に危険が及ぶ"とか"反ヒンズーだ。反国家

の女だ"とかいわれた。」会場に緊鳴惑が走

る。 5月11日・ 13日インド・ポクランで

核が爆発した時、当地の南100キロメート

ルのケトラに、 1メートルの砂壁が盛り上が

り、村人に吐き気や鼻血、皮膚炎が発症した

そうだ。今後予想される放射能の害や核兵器

の及ぼす悪魔の業について、村人は何も知ら

されていない。 6月28日・ 30日パキスタ

ン・チャガイの実験時の周辺の人々もまった

く同じだろう。

「知らされていない印・パの人々は今、放

射能に汚された空気、風、水を共有している。

地球上の40億の人々の空気、風、水につな

がっている。核爆弾は、生きとし、生けるも

のすべてを"無'にし、地球を破滅させる。」

朗々とした、詩のように韻をふんだメッセー

ジが満場に泌みわたる。 r核爆発をさせた支

配者は、反ナショナル、反デモクラシーの極

み、神に対する人間の不遜な挑戦だ!今、考

える時。自分がなすべきことを。」カーリー

へアーに白いスーツ。 38歳の彼女がまぶし

かった。

さてつぎは、ツアーの責任者として広木さ

んが壇上に立った。唯一被爆国日本女性とし

て急漣発言が求められた。広島の酷い被害か

ら反核運動において女性が果たしてきた役割、

そして今直面している"日米新ガイドライン

"まで伝え、 「ともに連帯していきましょう。 j

ときわやかな語り口であった。心に刻む思い

を残しつつ、私たちは次の訪問を約した工場

へと退去させてもらった。(和田章子)
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10年ぶりのインド

'J怯満貴子

1988年 12月にニューデリーを中心と

する北部からカルカッタにかけ、半月の旅を

した私は、 1)その後 10年経ってどうなっ

ているのか、 2)インドは国際舞台で知的貢

献をしている女性が多いが、女性労働者の実

態はどうかというのが、主な関心であった。

そこで 1)についていえば訪問地域がちが

うので比較できないというのが結論である。

どとに行っても群がる乞食や路上生活者が前

より少なかったとと、 「子どもは2人までJ

という看板がほとんど目につかなくなってい

たことについて、帰りのパスでラジーさんに

確かめたら「インドも開発が進んでいるし、

出産制限の効果が上がったということですJ

という答え。 2)についていえば、 CITU

を通じてあれだけ多方面の働く女性に会えた

乙とに、感謝、感激。やはりリーダーの愛国

心と意識の高さは日本の比ではない。ただ私

たちが会ったのはエリートの女性労働者であ

り、草の根の庶民とはいえない。今後、日系

企業に働く女性の調査もしたくなる。またイ

ンフォーマル・セクターは家内手仕事と街頭

や市場の物売りがあり、両方とも伝統的セク

ターに止まって近代化を拒否する人々のよう

に見えた。しかし近代的セクターがそこから

利益をむさぼり続けるなら、脱近代へ飛躍す

る人々になるかもしれない。インド樹ラは色

々な課題発見の旅でもあった。

インドから日本を見ると・.. 

三宅鈴子

国外へ出ると自国の事と対比して考え、答

えられない事ゃあいまいな事が多いと思い知

らされます。

なぜ、日本の経済は半世紀の聞に発展でき、

インドはその間どうしていたのか。

女性のサリー姿は美しいけど活動的でない

し、身を守るに適しているとは思えない。日

本の着物も美しいけど、便利さを優先させて

日常は着なくなったのは国民性だったの?

インドは階層が法律では廃止といっても保

守化して社会の変化を妨げているのではとか。

輸出加工区で日本と合弁の縫製工場を見学

した折、案内の工場管理者が日本人で、見学

者も日本人という事もあってか、皆、無表情

で見学者を無視して仕事をし、時刻ごとに出

来高を黒板に記入していた。一方、別の縫製

工場ではほとんどの若い女工さんは見学者を

見て、ニコニコと目で挨拶をかわし、水飲み

場では握手をしたり、頬にふれたりした。

との日本式管理は品質は高いが、ノルマに

追われている。今、日本国内でごの働き方か

ら過労死や精神障害に追いこまれているもの

がふえている。ごんな働き方を輸出してしま
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って申し訳ない気持ちでした。安い賃金のう

えに肉体と精神をむしばまれる労働から、イ

ンドの誇り高い精神を生かして人間らしい暮

らしを求めてほしいと願いました。

遣しさと優しさカ咲存する美しさ

太田調子

夜行寝台でバンガロールに着いた早朝、ま

だ日の昇り切らない薄暗い駅の構内で、私た

ちを迎えてくれたのは、歓迎の横断幕と一人

一人に手渡された蓄磁の花、そして色鮮やか

なサリーに身を包んだ女性たちのリズミカル

なシュプレヒコールであった。還しさと優し

さ、厳しさと温かさとが矛盾する事なく共存

する女性たちの美しさに、まだ目の覚めきれ

ていない五感が心地良さを覚えていた。

インドにはたくさんの階層や宗教が混じり

合うごとなく存在すると聞いた時、私は倦怠

や挫折・苛立ち等をイメージしていた。とこ

ろが私の見たインド、とりわけインドの女性

はじつにおしゃれでその瞳は輝き、エネルギ

ッシュに見えた。私たちを迎えてくれた組合

の活動家はもとより縫製工場で働く女性工員

もスラムでタバコを巻く女性も、アルコール

コンテナ工場の社員食堂で

中毒の夫の暴力に苦しんでいるという屋台の

おばさんも区別なくピアスに指輪(足の指ま

で)、 プレスレット、マニキュアにペティキ

ュア、黒髪には香りの花を飾り、色鮮やかな

サリーとよく似合う。

目先のことに引き回されている私自身と比

較し、心のゆとり、精神的な豊かさを考えさ

せられた研修鮒ラであった。

インドの人々の反核集会

喜納美代子

それはマドラスの街で行われていました。

一昔前に日本の地方に見られた映画館のよう

なホールの会場一杯に人々が集まって、熱気

にあふれでいました。若い人、年配の人、私

の隣には3歳の女の子を連れた若い両親が座

っていました。

壇上では集会の主催者、労働組合の人、女

性作家の基調演説と次々に続きました。私た

ちスタディツアーの責任者である広木さんが

日本からの参力[盾として挨拶をしました。私

は隣のお母さんに、彼女は私たちの代表なの

よとうれしくなって声をかけました。

集会はタミル語と英語で内容はほとんどわ

からないけど、インドの反核集会に参加して

いるととがとってもうれしかった。日本に帰

ったらきっと、インドの人々は反核運動をや

っているということをみんなに知らせようと

思いました。

日本では、 8月6日、 8月9日を迎えて広

島、長崎の人々の慰霊祭や世界大会が聞かれ、

インド各地の反核集会の様子がテレビニュー

スで伝えられました。
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日本の人々にインドの人々の想いは伝わるは

ず、一緒に反核をしていける。私たちは絶対

に、そして共に"ノ一、ボム (No.Bαnb) "。

牛と人聞が共に生きる街

森文絵

パスから降りたら、 7歳ぐらいの男の子が

お尻をふりながらうれしさ一杯に踊って私た

ちを迎えてくれた。そして、大人の女性たち

は臨時テントの中で、自分たちが置かれてい

る状況を生のままで寸劇で演じてくれた。市

場や路上で花や野菜を売って家計を支えてい

る女性たちのグループ (WWF)を訪ねたと

きのこと。

帰国前の集合時間まで 1時間半というとき

に、サリーのブラウスを買いたいという数人

の念願が叶えられた。オートリキシャ(三輪

車)で信号のない道路をギーギーブレーキを

かけながら、命がけでホテルと屈を往復した

が、良く無事に戻ったものだ。最後の20分

でサリーの着付けまで教わり、インドの民族

衣装を着る私たちに、言葉ではあらわせない

暖かい友情が伝わった。

インドに行って、実際、に街の中で牛と人聞

が共に生きる姿に触れた。乳牛を連れた親子

が住宅の前で乳を絞り、牛乳を売る家族愛の

姿、家計を助けるため、子供たちが賢く労働

している姿に感動した。何よりも、暑いにも

かかわらず、どの階層の女性も皆ロングへア

ーと民族衣装を身に付けていて、伝統を守る

ととがいかに大切であるか、心に染みた。南

アジアの町の匂いを知って、スリル満点、な旅

だったが心が豊かになった。

貧しくても自立した女性たち

天野由紀子

私にとって初めてのスタディツアーは、

「有意義Jなどという一語ではとてもあらわ

せないほどのショックや驚き、希望と共感、

感動に満ちていました。

全行程を通じて印象的だったのは、女性た

ちの花マルじるしの元気です。工場見学や交

流集会など、どとに行っても、小ざっぱりし

たサリ一姿の、堂々と生きている女性たちに

会うことができました。

中でも忘れられないのが、 WWFに組織さ

れた、貧しくても自立した女性たちです。暑

い暑い路上の一角に集まって私たちを歓迎し、

夫の酒乱や借金苦から抜け出すためにどんな

ことをしてきたかを、ロールプレイで伝えて

くれました。共同の知恵と力で理不尽な現状

を変えていく彼女たちの強さに圧倒され、組

織率を高めるために悪戦苦闘している私たち

の労働組合が、とても情けないものに感じら

れました。

あのツアーから 1ヵ月たった今、 「アジア

の人たちと仲良くしたいJと、頭でではなく、

からだ全体で思っています。

ベンガル湾の潮風を受付て
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マドラスで過ごした日曜日

吐跨繁子

7月26日、日曜日。 r今日は市内観光J

というごとで出発。はじめにヒンズ一教の寺

院へ向かう。パスを降りるとすぐ、 7"-'8歳

の女の子が手を差し出してついてくる。裸足

になって境内に入ると地面に座ったり横にな

ったりして膜想している男性が多い。寺院を

出て次に、音楽学校の講堂で聞かれている反

核市民集会に案内される。ケララ州の作家の

大変印象的なスピーチに耳を傾ける。

午後はマドラス博物館で、古いヒンズー教

の神々の像を眺めながら、興味深い説明を聞

く。ガンジー記鎚官や聖トマスを記念する教

会の近くを通過し、マリーナピーチ海岸で夕

方のひとときをのんびりと過ごしている人々

に加わる。小さな箱型のたとを上げながら売

っている少年、ビニール袋に一杯の立派な貝

殻を両手に下げて観光客に売っているおじさ

ん、家族連れでボール遊びしている人たちな

どの姿を思い出す。

その夜の寝台列車で、次の訪問地バンガロ

ールに向けてマドラスを発った。

違ったインド発見

升姻敦子

私はインドのうL激民族の研究をしている大

学院の研究生ですが、今回の参加は今までと

は違った角度からインドを知る機会を持て、

様々な発見がありました。とくにインフォー

マルセクターの現場は印象的でした。

ピデ、ィやパパッドをつくっている労働者は

輸出加工区の槌製工場見学

1 0才の子供を含め、苛酷な条件下にあり、

一男放いようがないように見えますが、それ

でも皆が組織的に団結することにより、賃金

引き上げなど少しずつでも改善してきた自信

が伝わり、皆生き生きとしていてこちらまで

元気づけられるようでした。

また、インドははじめてで、まだ初々しい

感性を持つ女性たちと一緒だったということ

も、すっかりインド人化してしまった私にと

って、インドを見直すよい刺激になりました。

たとえば、ピテ、ィ労働者の働く家を訪ねた折、

労働者でもあるその家の奥さんが跨蕗せず家

の中を見学させるのを見て、 「なぜこんなに

いやがらないんだろう。 Jという 1人の参加

者の疑問は、インド人は外来者の中に神を見

る信仰があり、オープンな性質だという前提

で自明としていた問題を「本当はなぜなんだ

ろう。 j と新しく問い直させてくれました。

そして安い人件費をいいことに、普段値切

れるだけ値切っている力車引きや使用人とい

った肉体労働者も、よく考えれば本当に安い

賃金で働いているのだということに改めて気

づかされ、少しあまく値切るようになった、

というのも今回の参加による大きな違いでし

た。でも、ボラれてるのか、それ相応を支払

っているのか、見極められるようになるのが

今後の課題です。
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<バングラデシュ ・産業再編と女性労働(2)> 

女性的部社が既儲

家族の中の主たる護持

III 女恒労働者の社会的・経済的状況

A.社会的指標

1、年令

ガラス産業における女性労働者の平均年令

は27.5歳、需首産業では37歳、電子は

25. 7歳、衣料は21歳であり、労働者の

63%は30歳を下回っている。比較的年令

の高い労働者が、ガラス、電話、電子産業で

働いているのに対し、若い労働者は衣料産業

に見られる。最年少者は 13歳で、とれはフ

ォーマル・セクターにおける法定雇用年令を

下回っている。

労働者の年令は、産業の存続年数に関連が

ある。たとえば電話産業は 1969年以来操

業を続けてきており、最年長の労働者がいる。

反対に、衣料産業は 10年ほど前から始まっ

たので、労働者がもっとも若い。

2、婚姻上の地位

鵬首女性が家の外で仕事を探す理由は様々

である。既婚者の大多数が必ずしも結婚生活

を営んでいるとは限らない。"別居"や、夫

が2人以上の妻と結婚する"夫の重婚"もあ

る。調査した全労働者のうち33人(9%) 

が別居、 16人が離婚、 37人が未亡人、 3

6人が未婚であった。

ほとんどの既婚労働者が、不安定な結婚生

活を経験している。その状況は各産業で異な

る。たとえばガラス工場では、女性の約21 

%が別居しているか夫が動画であった。これ

は調査をした産業の中で最高である。離婚率

も最も高かった。似たような状況が繊佐産業

の労働者にもみられる。 一方、電話産業の労

働者は、結婚しているか (78%)、未亡人

(21%)であった。未亡人の割合は、他の

産業と比べると最も高かった。それは、この

産業の政策として、夫の死亡後、妻が夫の仕

事に就くからである。電子と衣料産業には、

未婚女性が多い。未婚者の割合は電子産業の

14%に対し、衣料産業では経営者が未婚女

性を雇うごとを好むため38%である。

-・圃.... 
婚姻乃現状
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国男却l

20 

10 圏未婚

。
ガラス電話繊維電子衣料

3、教育

5つの産業の労働者の全般的な識字率は高

く、全労働者の64%は読み書きができる。

これは、女性の識字率についての国民統計の

12.2% (1981年人口調査)に比べて

かなり高い。この数字は、産業部門が主に女

性人口の中の読み書きができる部分から労働

者を引き出していることを示している。

産業別に見ると、労働者の教育水準の違い

は非常に大きい。募集に当たっての教育レベ
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ルの必要条件は、各産業で異なる。ガラス工

場では、労働者は読み書きができないか (7

0%) 、かろうじて自分の名前を署名できる

(10%)程度である。彼女たちは手作業に

従事しており、正式な教育上の資格は必要な

く、正式な基準で雇われることもない。

同様に、繊維産業でも非識字の割合は高い。

労働者の半数以上 (51%)は読み書きがで

きないか、署名ができるだけである。教育上

の必要性は、女性たちが雇われている仕事の

タイプによって異なる。読み書きのできない

労働者は手作業に雇われ、できる女性は機械

を使う場合もある。

電話産業では、 92%の労働者が中等ある

いは高等レベルの教育を受けており、読み書

きのできない人は誰もいない。

同じように、電子産業でも読み書きのでき

ない労働者はいない。約91%が中等か高等

レベルの教育を受けている。

衣料産業では、大多数 (71%)が初等ま

たは中等教育を受けている。この仕事は多少

の読み書きが必要であるにもかかわらず、労

働者の20%は教育を受けていない。この調

査でわかったことは、労働者が前の仕事で何

らかの技術を収得しているため、教育を受け

ていないごとが現在の仕事を得る上で障害に

なっていないということである。

電子や電話のような組立て産業では、 「英

語の文字や数字が読めるJ女性を必要として

いる。外国から輸入される部品には英語の文

字や数字で書かれた仕様書がついており、小

さな部品を正しい場所に取りつけるために、

英語の最低の知識を必要とするからである。

読み書きができないか、自分の名前の署名

しかできない 142名の女性の大半が、見習

いか、非正規の労働者として雇われているが、

63名は正式な労働者となっている。

4、家族状況

鵬首女性が家の外で賃金労働者として働く

理由は、家族の社会的・経済的状況にも関係

している。彼女たちの立場を理解するために、

誰と一緒に暮らしているかを調査した。面接

した女性労働者389人のうち、 95%が家

族と一緒に暮らしており、約 18人 (5%) 

は一緒ではない。単身が最も多いのはガラス

工場(14人)で、残りは衣料 (3人)と電

子(1人)である 。

調査した全女性労働者の34%が世帯主で

あると答えている。彼女たちは家族の中で一

番の稼ぎ手である。若い衣料労働者の場合に

は、母親が世帯主の場合もある。ガラス、電

話、繊維産業では女性が世帯主である割合が、

電子や衣料産業の場合より高い。

女性が世帯主である 134人のうち47人

だけが結婚しており、 33人は未亡人であっ

た。未婚、離婚、別居、捨てられた女性たち

はすべて世帯主であり、家族に対して全責任

を負っている。

世帯主が男性である場合、単に夫だけでな

く父や兄弟あるいは義父の場合もある。 25

2人の男性世帯主の中で、 210人が夫で、

42人は父、兄弟あるいは義父であった。

5、移住

工場労働者に関する重要な特徴の一つは、

地方から都市への移住ということである。調

査した女性労働者の84%がダッカ市へ移住
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してきでいた。夫が都市で新しい仕事を捜す

のに妻が一緒についてきたケースもある。そ

の後、妻が家計を補助するために近くの工場

で仕事をするようになった。こうした女性た

ちは、やれる仕事なら何でもした。また賃金

や労働時間、どんな仕事かについて何も文句

を言わない。ガラス工場や繊佐工場の労働者

の一昔日はとのような人たちである。

未婚の女性、あるいは結婚住活上の問題を

抱える女性は、家族を支えるために仕事を探

さなければならなかった。彼女たちは仕事が

あるという情報を得て移住する。衣料と電子

の労働者はこうして村から都市へやってきた。

電話や電子の女性労働者の中では「夫につ

いてきた」が50%であった。若い労働者は、

家族と一緒、とくに父親の仕事のために移住

している。自然災害を理由にした移住はわず

かであった (2%だけ)。

移住はしていないという労働者は、工場地

域の近隣に住む女性である。ダッカ市交防4に

あるガラスや繊維の工場では、周囲の村から

も女性たちが来ていることがわかった。

B.経済的指標

1、収入について

ガラス工場の労働者は、月平均家族収入が

2000タカ以下で、最も低い収入のグルー

プに属している。繊維労働者も同じように低

かった。 一方、電話産業の労働者は、最も高

い収入のグループに属しており、電子労働者

がこれにつづいた。

溺実の収入状態との関連で、家族の規模に

ついて調べてみた。 80%J:A上が2""5人の

家族で、 一般的に家族規模は小さかった。6

2 人の女性が6~9人と少し大きかった(1

6%) 。規模が大きい家族は、ガラス、電話、

繊維労働者にみられたが、これには拡大家族

も含まれる。ガラス工場では 16人の女性

(4%)が1人暮らしで、家族の誰からも援

助を受けず、貧しい生活をしている。

労働者の家族の間では、少なくとも家族の

2""3人に収入があった。労働者の約73%

が自分の他に 2人の家族が稼いでいると答え

た。核家族では、稼ぎ手は夫、息子、娘であ

った。拡大家族では、兄弟、姉妹、父、母そ

して義父が稼ぎ手である。樹監とガラス工場

の労働者で、はその割合が比較的高かった。

労働者の家族が当該労働者の収入にどのく

らい依存しているかという問いに対する答え

では、全労働者の約3分の2が部分的に依存

しており、 3分の 1が全面的に依存していた。

家族が生活費や臨時支出のために借金をし

ているかどうか調べてみた。全労働者の63

%が生活費のためにお金を借りたことがある

と答えた。この数字はガラスと繊維労働者で

より高い。 一方、電話産業と電子の労働者で
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は家を建てるために借金をしていると答えて

いる。

2、支出について

主な支出は家賃、水、ガス、職場までの交

通費などである。食料、教育(子供)、医療、

衣服などの支出については、調査する時間が

なかった。

a、家賃

女性労働者の 70%が借家に住んでいるが、

電話産業の労働者の56%は持ち家であった。

ガラス工場のほとんどの労働者の家賃は月 3

00タカ以下であり、衣料と繊維労働者は、

500から 1500タカ包L上であった。

ほとんどの労働者が職場の近くに家を見つ

けようとしており、全労働者の約65%が2

キロメートル以内に住んでいた。電話産業の

労働者は会社から通勤手段が与えられている

ので、工場の近くに住む必要はない。

b 、光熱費

全労働者の90%が照明に電気を使用して

おり、 9%が灯油を使っていた。とくにガラ

ス工場労働者は灯油が多かった。労働者の中

にはあまりに貧しいために、日が沈むと眠り、

夜、照明を使うことを避ける者もいた。

女性労働者が市の水道を使うか井戸を使う

かは、どこに住んでいるかによる。市の区域

外に住む者の多くは、井戸水を使っていた。

このように、社会的・経済的指標によって

家族の中での女性労働者の決定権について調

べた結果、家族の収入への貢献が多いほど、

より大きな決定権を持つごとが明らかになっ

た。(つづく)

一一一…山 <新刊のお知らせ>

英文資料「日本の女性労働JNO. 22 

東京都による家庭内暴力の大規模調査によ

ると 、回答者の33%が夫やパートナーから

の肉体的暴力を経験しているというショッキ

ングな結果が報告されました。今号は、この

報告の他、下関地方裁判所で「従軍慰安婦J

に関する初の判決が出され、日本の国家責任

を認めたことを特集しています。

(1)家庭内暴力:妻・女性パートナーへの

暴力に関する東京朝寝周査報告

(2)関釜裁判で初の「従軍慰安婦Jへの

国の責任を認める判決

(3) トピックス

①インドの反核集会へのメッセージ

②児童買春禁止法案

(交流センター発行:1部 400円)

キリスト教アジア資料センター発行

「アジア通信J165号

特集 I想像力の終わりI

南インド研修ツアー中に参加した反核集会

での、アルンダティ・ロイさんのスピーチの

もととなった英語8000字エッセイ「想像

力の終わり」が全文日本語訳され、掲載され

ています。命がけで人類の平和を求める叫び

がつづられています。(1部 400円)

申し込み・問合せ:キリスト教アジア資料セ

ンター (TEL量FAX: 03-3812-1899) 
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<事務局日誌>

6月5日 センター設立 15周年記念準備実

行委員会

6月12日 第3回東アジア女性フォーラム

学習会(広木)

6月17日 翻訳グループ学習会

臨時事務局会議

6月30日 6月定例事務局会議

7月5日 南インド研修ツアー事前学習会

7月15日 翻訳グループ学習会

7月22日 7月定例事務局会議

7 月 24 日~8 月 1 日 南インド研修ツアー

(参加者 17名・広木・小池)

8月19日 8月定例事務局会議

8月21 日~28 日 第3回東アジア女性フ

ォーラム(モンゴル・広木)

8月24日 AALA連帯委員会主催シンポ

ジウム「今、非同盟を考える」パネラー

(塩沢)

多国籍銭のモニタ-閣する
第3困アジア地域セミナー開催

1 )日程:1 1月13 日(金)~14 日(土)

2)会場:東京都工戸東京博物館・会議室

(J R総武線・両国駅前)

3)内容:・ワークショップ

-海外ゲストを囲んでの交流会

・アジア地域セミナー(フィリピ

ン、インドネシア、タイ、台湾などに

おける日系企業のトラブル事例など)

j大車椅子利用の方とツアーをご一緒したJ
; インドではきちんと準備して受け入れ i
; て下さった。ただ主催者としての負担 !

は残る。障害のある方の責任で付き添 ;

いをつけなければ旅行ができないとい i

うのでは不合理だが、負担の平等には i

どういう方法があるだろうか。 (K)

!古今年の夏はどとにも行かなかったけれ!

ど、かわりに夜中の訪問者がたくさん 1

来てくれました。女の人とか、子供と i

か・・・。金縛りだってばっちり。ぉ !

盆にちゃんとお墓参りしなかったのが

いけないのか?おかげで涼しい夏の夜

をすごしました。(1)

企 V 事務局だより~ . 

!食「労基法武悪」が、国会を通過した。

8時間労働制の原則が崩れ、 「雇用」

の概念があいまいになる。誰もかれも i

が技術や資格を身につけるよう煽られ;

る。 r効率Jr競争J、そして不安定 i
雇用。底無しの蟻地獄に落ちていくよ !

うな不安を覚える。 (H)

!食星野道夫写真展を見た。人で溢れる会 !

場がアラスカの静寂に包まれる。子熊 i
i を背に母熊がゆっくり歩いている。じ !

ゃれあう子狐たち。白頭鷲は大空を舞 1

う。生きものたちの息づかいの中で、 ; 

私も一瞬人間という酬になる。 (N);
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女性労働者通信 第 77号
アジア女子労働者交流センター

干169-0051 東京都新宿区西早稲田
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て 1多国籍企業のモニターに関する一一¥

¥ アジア地域セミナー ム

多国籍僕併舌動を監視する

rNGO憲章jの討議と採択

11月 13'"'-'14日、東京で「多国籍企業

のモニターに関するアジア地域セミナー」

が開催されました。主催は、進出企業問

題を考える会。交流センターや日本消費

者連盟、全国労働者安全センターなど16

団体の共催によるものです。これは、アジ

ア地域における多国籍企業の監視活動

を、送り出し国のNGOとしてどう強化して

いくかをテーマに、 2年前に「日韓共同セ

ミナ-Jとして開{寵されたのが始まり。昨年

は、台湾、 香港を加え、多国籍企業に対

するNGOのモニタ ー活動の基準と行動

指針として「多国籍企業に関するアジアN

GO憲章」 を作ることを決め、 草案づくりの

作業を進めてきました。

今回は、フィリピン、タイ、インドネシアか

ら、多国籍企業による問題に直接関わっ

ている人々を招き、討議を深め、 fNGO

憲章jをまとめあげました。これには、多国

籍企業の活動理念、情報公開、雇用・労

働条件、労使関係、消費者保護、環境保

護、紛争解決の責任などが含まれ、また、

郵便振替 00100 -3一70086

アジアのNGOの共同行動指針が明記さ

れています。今後はこれを具体的にどう使

うかが課題です。アジア各国のNGOに

「憲章jへの賛同と監視活動への参加を

呼びかけ、ネットワーク作りを進めながら、

2年後には見なおし作業を行うことも確認

されました。

パ一井労働、家斤労働jご/JIJす-5ILO

条約!1t1ft要求~~lffj渉 (CAW井
/fiJfi6J)への.tolLeご請rjf!i

7月から、 C八Wの共同行動としてと記の

署名活動に取り組んできましたが、12月

10日現在、 2000数名の署名が集まりま

した。多くの方々のご協力に感謝します。

CAWはこの結果を集約しILOとアジア

各国政府に要請 書を送ります。凶内で

も、政府、政党、国会議員等への要請を

行ないます。



2 「アジアの仲間J第 77号 (1998. 12) 

く第3回東アジア女性フォーラム>

体制変換後のモンゴルで

女性たちの力強い歩み

8月23nから26日、モンゴルの首都ウラ

ンパートルで、第3回東アジア女性フォー

ラムが開催されました。東アジア女性フォ

ーラムは、 95年に北京で聞かれた第4阿

世界女性会議の準備の過粍で、複雑な

政治状況を背景にした東アジア地域の女

性たちが、歴史や文化や女性の地位など、

この地域の共通の問題について話し合い

を深めること、交流を通して学び合い自ら

をヱンパワーすることなどを日的に、自主

的に集まったNGO女件ーグループのネット

ワークです。第1回は、 94年に神奈川で、

第21司は韓国で開催されています

さて、今回の主要テーマは、「グローバラ

イゼーションの女性への影響L参加者は、

韓国、台湾、「ド園、香港、 H本から約]0 

O名。開催国モンゴルでは、はじめての国

際的な友性会議とあって、令:1珂各地から2

00名を担える女性たちが参加し、他国の

女性たちと積極的に関わろうとする意欲

的な姿が、たいへん印象的でした。各|詞

報ft7に続き、 3つのワ クショ、ソプをさらに

各々 3つのサプ、グ、/レープに分け、分科会

が聞かれましたっ

・ワ クショップ1:グロ パル化と女性の

労働と生活

・ワーク、ンョッブ:z:女性の権利

・ワーク、ンョッブコ3:政治と女性へのエンパ

ワーメント

このうち、私は1のサブ、ク、/レープrr雇用、

所得創出、女性に対する経済教育」に参

加。その後、ウランパートル市内で女性N

GO訪問やカシミヤ工場見学、女性同会

議員との面談、そしてストリートチルドレン

の施設を訪問するなど貴重な機会が与え

られましたp

日本からは住友グループの差別裁判

サブ、グループ1は、韓国、台湾、中国か

ら各 I名、日本からは大阪の住友;金属な

どで男女差別裁判をたたかっている原告

の方々を中心に7"'-'8名が参加、モンゴ、ル

からは30人を越えていました。会議はま

ず状況報告から始まりました。日本からは

いくつかのレポートが出ていましたが、メイ

ンは住友グループの裁判。ここでは、 IJ本

の雇用現場における女性差別の実態が

いかに厳しいものであるかが具体的に語

られ、その是正をめざす女性たちの運動、

とくに国際社会に働きかけるさまざまな活

動が紹介されました。

韓国からは、 97年11月のウォン下落以

降の経済危機の下、 IMF(国際通貨基

金)の介入による自由競争の激化や失業

の増大、とくに女性の失業と雇用の不安

定化の問題が深刻に語られました。こうし

た経済状況が女性の生活の質をより低下

させているのは、社会保障などのセイフテ

イ・ネットが不十分だから、との指摘もありま

した「

台湾からは、輪山依存の台湾経済が、

世界的な激しし、競争にさらされ、企業はよ

り低い賃金を求めて、東南アジアや雨ア

ジアに工場を移転し、労働者に対する責

任を逃れようとしている。退職金や失業に

ついての制度改革が必要との報告があり

空した，
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プラカード掲げ国会前までデモ行進

11J同では、市場経済化に伴う構造改革が

始まってから10数年が経ち、その聞の女

性の雇用への影響について述べられまし

た改草点としては、女性雇用の伝統的

な概念が変わり、女性の職業選択の範囲

が広がったことや女性の教育レベノレと労

働者としての質の向上が見られたというこ

とです 3 一方、新しい問題としては、国有

企業の改革の深まりによる労働集約的な

製造業女性の大日失業、男女の賃金格

莞の拡大、女性に対する労働保護の無

視などが出されましたっ

モンゴノレの女性と雇用

モンゴルは 1990年に社会主義国から

自由主義国へと体制を変換し、移行経済

に人って 10年足らずです。かつてモンゴ、

ルの友性は、教育レベルが日く、専門的

な能力を身につけ、社会の経済活動にお

いても重要な地位を占めてきましたが、 90

年以降の社会機構の変化は、女性の働く

環境を悪化させました。まず、固有企業労

働者の解雇によって、雇用者の女性比半

が低 1'-しましたい民営企業では、友性は

低賃金部門の手作業に配置され、危険

な作業環境や健康に不安を感じる人が多

くなっていますじさらに、女性の家事労働

負担も電くなりました

正規雇用と非正規雇用、男と女など労

働市場の分離が起こり、経済的格差が拡

大しています v その上社会主義制度の崩

壊とともに、社会保障システムが完全に壊

され、貧困層、とくに母子家庭や身障者、

高齢者ーの生活を著しく骨かしていますコ女

性に雇用の機会を、または経済活動への

アクセスのチャンスと資金を oこれが、モ

ンゴ、/レの女件ーたちが今もっとも強く求めて

いるもので、すの

差別問題より雇用拡大切実

さて、各国の実情報告に続き、今後の

共同行部jについて話し合いを進めること

になりました。しかし、圧倒的な多数派で

あったモンゴ、ルの女性たちには、 H本や

特同の雇用におけるk性差別の問題は

ほとんど関心を持たれず、日本や韓国が

モンゴルの労働者を外国人労働者として

受け入れてくれるように、政府に働き掛け

てほしいとし、う要望が相次いで出されまし

た。彼女たちは、この2つの国で外同人移

住労働者の置かれている状況については

まったく知らされていず、雇用拡大に有効

だと考えているのです。さらに、これまで経

済活動上の友性の役割が社会的に高い

評価を受けてきたモンゴ、ルで、は、日本のよ

うにひどい男女差別がなかったことも事実

なのでしょう ，日頃の情報交換や交流が

いかに大切であるかを痛感しましたのそれ

が共同行動の前提となるものです。

Ilf憐で美しい高山楠物に覆われた大草

原、降るような早空、そして女性たちのパ

ワーと暖かさなど、モンゴ、ルへの想、いを強

くして帰同しました。 (広木 道子)
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=韓国女性労働者会=

政府に適切な施策求め

女性失業対策センタ-設立

今年6月9日、韓国女性労働者会協議

会とソウル、インチョン、プサンなど5つの

地jJ-支部は、女性の失業問題の深刻さを

A 般に広め、政府に対策を求めるために、

女性失業対策センタ を設立しました。こ

こでの主な活動を紹介しましよう。

1、求職者整録キャンベーン

失業した女性たちの多くが、求職者登

録をしていない。国巾で失業問題が騒が

れているにもかかわらず、女性は求職活

動を簡単にあきらめてしまうと考えられ、"

失業者"とみなされないため、公式の統計

と実際の状況に大きなギャップが生じてし

まう。そのため女性失業者に登録を促し、

政府に主性失業在のための系統的で適

切な対策を講じるよう求めている。

2、女性労働者の職業の安定と失業対策

を求める決起集会

8月 181司、与党本部前で開いた決起

集会には、 200人のk性が集まり、職業

の安定と失業女性対策のゴミ現を求める

一方、このような集会を毎刀 l目、連続し

て行なうことを決めたU 政府は最近、失業

k性との話し合い、公共事業へのムー性の

採用、ムー性世帯主のための職業訓練コー

スの設置などの対策を始めたが、これは

女性たちの粘り強い活動の成果であるの

3、失業女性に対するカウンセリング

センターが開設されて以来、 1312件

のカウンセリングを行なったO 内容はほとん

ど解雇と賃金未払い。求職者の特徴を見

ると、第 1に主婦が多い。彼女たちの大半

が40歳を越え、夫の失業を埋め合わせる

ために仕事を探している。2番目に大卒の

女性が目立つこと。最近は、「高卒の若い

女性、低賃金もボーナスがないこともいと

わない者jが好まれる傾向が強くなってい

るからだυ

もっとも困難な状況に置かれているのは、

女性世帯主である。彼女たちの多くが月

極めで部屋を借りて暮らしているため、家

賃が払えなくなれば部屋を追い出される。

年令も:30代後半から50代で、仕事を見

つけるのは難しい。

センターではこの他、孤立しがちな求職

者同士の交流会や医療援助活動に取り

組み、また失業者のための一時的生活保

護、職業訓練や貸付け、子どもの学校給

食費減免などの情報提供活動を行なって

いるJ

女性世帯主交流で語る3人の母たち

ペク・ミギョン(42歳、 1男2女)

92年に夫の会社が倒産。私たちは借金

に追われて暮らしました。そのとき1番下の
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子は3歳。夫が蒸発し、私たちは家賃が

払えずアパートから夜逃げをしました。実

家に戻ろうと思ったけど居心地の悪い思

し、をしたくなかったので、友人に借金をし

て部屋を借りました。それから地獄のよう

なたたかいが始まりましたが、幸い本屋で

の仕事が見つかり、しばらくの閉そこで働

きました。

韓国社会では、夫がいないと思わぬレッ

テルを貼られるので、周りの人に知られな

いようにし、子どもたちには、お父さんは外

凶に働lきに千7っていると話しました。

ある 円、私の姉の友人が小さな応を経

営する話を持ちかけてきましたc けれど、 I

Mドのせいでj占を閉じなければならなくな

りました ，今では家政婦としてさえ仕事を

見つけるのは困難です。今一番困ってい

るのは、チどもの授業料です。できることな

ら何でもするつもりで、すり

リ-・カンジャ(39歳、息子2人)

結婚 I~Îî 、夫 li: 9歳の甥と ー絡に作んで

いると言いましたが、後に、その子は彼の

実の子だとわかりましたcある H、いくつか

の銀行から請求書が崩き、夫が他の友件

のために借金をしていることがわかりました。

夫の収入だけでは、暮らしを建てることも

借金返済もできず、私は仕事をさがし始

めましたが、なかなか見っかりませんでし

たのある小さな作業所で縫製を教わり、ミ

シンを買い家で仕事を始めましたが、わず

かな稼ぎ、で‘したりそのうち夫は解雇され、

私に激しい暴力をふるうようになり、布、は

肋骨を折られました。

自殺したかったけど‘で、きなかった《息子

はちょうど小学校に入ったばかり。夫とは

離婚し、息子と夫の連れ子と3人で部屋を

借りました心

家での縫製の仕事だけでは不十分で、

レストランで働くなど、何でもしました。夫が

私の名義で作った借金をやっと返したと

思ったら、韓国は突然、経済危機に襲わ

れ、 1Mドが入ってきました。もうレストラン

で働くことも、家内労働をすることもで、きな

くなり、ど、うやって暮らしていいかわかりま

せん。

ミン・キヨンスク (51歳、 1男l女)

夫の墓参りに行くと、私はいつも夫を貢

めます ，rそんなに早く死んで、しまって

人で子どもを育てるのはたいへんなのよJ

とc 彼は人と会うのが好きで、お酒も好き

でしたが、 刷iが必く、高血圧でしたυよく病

院へも行っていました。ある夏のこと、夫は

友だちと飲んでいて脳卒中をおこし、亡く

なりました。そのとき上の子は6歳、ドのr
は4歳、私は37歳の主婦でした。

49 t=Jが終わったとき、中学校の前の路

上で物売りを始めましたが、仕事が軌道

に乗り出したとき、学校が移転しました勺そ

れから花売りや、路上でケーキとヨーグノレ

トの販売促進をやり、性宅街で掃除婦とし

ても働きましたのまだ、小さかった娘を連れ

てよく働きましたっチどもたちもよく勉強し

て学級委只長にもなり主した娘が生徒会

会長に選ばれたときは、私もPTA会長に

なりました。

レストランで、馬のように働かされてきまし

たが、解雇されました。他の仕事が見つか

らず、ここ2ヵ月間失業中で、ひどく落ち込

んで・い宝すυ 今、家政婦の仕事を探して

し、ますが、若い人の方が好まれます。悲し

く、不安で、時間だけが過ぎて行きます。

(KWWAじ「働く女性J98年 ]0月号)
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くI~ングラデシュ・産業再編と対生労徹3)>

性別職務分離くっきり

IV労働条件

1、労働者のカテゴリー

調査した5つの産業の労働者は次の4

つのカテゴリーに分けられるc

1)見習い労働者正 式に雇われてはい

ないが、技術を学んだり補助的な仕事

をするc 毎月、わずかな手当が与えら

れる。見習いの労働者は衣料!産業で

多く見られる。通常3"-'6カ月後、正式

に雇用される。

2)非正規雇用の労働者:特定の仕事を

持ち長い間働いてきているが、正規の

労働者にはなれず、労働法は適用さ

れない。この身分はガラス工場の労働

者に一般的である。

3)正規雇用労働者:規定にもとづき正式

な手続きを経て採用される。正式な

労働者として認められ、製造業の労

働者に対するあ らゆる諸手当が得

られるり

4)監督レベルの労働者: 管理職と労働

者の間で、管理職に代わって仕事を監

督する責任がある話手可は労働者よ

りも多い。

面接した389人の労働者のうち、 7:-3%

が正規雇用で、 24%は非 11:規雇用てあ

った。ガラス工場では女性労働者すべて

が非正規雇用で、あったのに対し、竜千七

場では女性労働者全員が正規雇用であ

った。電話、繊維、衣料産業には、4つの

カテゴリーに属する女性労働者がいた。

他に、どの午産段階に従事しているかに

より労働者を分類する方法もある O おおむ

ね次の4つの段階に分けられる。I生産前

の仕事 ii 生産職 111 生産後の仕事 lV

補助職である。

面接をした女性労働者のうち、 68%が

実際の生産職に属し、 25%が生産後の

仕事に従事していた。電話や電子のよう

に組み立て産業の場合は、主な仕事であ

る組み立てが実際の生産の仕事として考

えられている。

ガラス工場では、女性は3つの段階の生

産に従事していた。使用済みのビンを分

けて、洗い、炉に投げ込むとしづ牛産前の

段階の仕事、炉から熔けたガラスを取り出

し、それを饗の目型にいれる実際の生産、

そして生産後の仕事は練ってかたちを作

り、熱をさまし、最終的に製品を磨くことで

ある。女性労働者のほとんどが生産後の

仕事についていた。

電話産業では実際の生産段階に女性

労働者が働いていた。主な仕事は部品の

組み立てや仕J:-_がった製品の検査であるc

繊維産業では、 80%が紡績など実際の

生産に従事していたが、 2"-'3人は生産前

や生産後の段階の仕事もしていた。生産

前の段階は綿を選別したり混ぜたりするこ

とであり、生産後の仕事は糸を束ねること

である。電子産業では女性は部品の組み

立てのみにみられた。

衣料産業では、生産前の段階に見習い

がいる。女性は生産段階ではミシンを動

かしていた。

この調査から、労働者の地位は従事す

る仕事をもとに決められることがわかったO

2、技術の収得

労働者たちは未熟練として採用され、仕
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5つの産業におりる創的匁勝者Uガ働・雇用条件

製雌年数 賃金(月) 昇進 募集方法 磁滞納 lIi.湾鰹
単位:タカ 技術要求 ( )凶転際理由

全体 1 0年比L上 要求された 制蹴験
(調査対象 66% 18% 105人(29%)
389人) 要求されな (内)同業績 80%

い 81% 異業訴重 20%

ガラス 5年以上 1. 000以下 高技術収得後、職 労停措の縁故 衣料、 繊住、製塩

産業 74% 93% 長(監督)の意志 口コミ (工場閉鎖により
1. OOO~ 1. 500 により昇進も可。 事説議)

7% 

繊維 1 0年ιL上 2.000以下 技術収得後、好き 広告・チラシ 要求された 衣料、たばこ、ビ

産業 92% な場所へ移動可 縁故・口コミ 11% スケット(良い賃

金を求め事3銭)

電子 1 0年以上 約2.000 なし 広告・チラシ 要求された

産業 60% 縁故・口コミ 40% 
3.000n上

33% 

衣料 5年ιL上 約1.500 補助からオペレ 広告・チラシ 要求された 同じ産業
産業 74% 87% ーターは可能。 縁故・口コミ 58% (職場が遠いため

長期嬰腕年数で に事iJf&;3 5 %) 
監督のケースも。

電話 10~ 3.000~5.000 技術者や蛤督も
産業 20年 59% 可。なったケー

82% スは少ない。

事を通して高いレベルの技術を宵得した

としてもこの未熟練に分類されてしまう。労

働者が新たに得た技術を認められないと

いうことは、技術をもっ労働者としての賃

金が支払われないとし、うことである。

V 職場や仕事についての認識

1、職務分離

ガラスじ場では11の作業で男女別職務

分離がみられる。製造前の段階は女性労

働者の仕事であるが、カJにガラスを投げ

入れるのは重労働lで‘技術のいる仕事なの

で男性労働者の役割と考えられている。

経営者はこのセクションには男性だけを雇

うと決めていたが、何人かの女性が働きは

広告・チラシ なし
縁故(夫の死後
その仕事を継ぐ
ケースあり)

じめていたo!x性労働者は型の中の辞け

たガラスをさます仕事をしていた。型作業

の後の段階では男女共に働いているセク

ションがいくつかあった。

電話工場での作業は部品製造と組み

立ての2つに大きく分けられる。部品製造

には女性労働者はいないが、組み立てで

は80%が女性で残りの男性労働者も女

性と同 じ仕事をしていた。この L場の操業

開始時には、組み立てセクションは女性

労働者だ、けで、あった。経営者は産休を与

えなければならないので女性の雇用は有

益ではないと考えている

繊維工場では女性は全労働者の7........1

0%である。女性労働者は簡単な機械を

扱うか、機械のないセク、ンョンに雇われて

いる。女性は綿を選別する送風室のような
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退屈で単調な仕事に配置されている。

電子工場では部品は外国から輸入され、

上場で組み立てられる。組み虫てでは労

働者の80%は女性、相包はすべての労

働者が男性である。

{x・料 1:場には裁断、縫製、仕上げ、品

質管理、梱包の5つのセク、ンョンがあるυ

裁断は重要な部門と考えられ、男性労働

者が働いている。技術と経験のある労働

者だけがこの仕事に採用される。縫製で

は労働者の80%が女性で20%が男性で

ある。仕上げには男女両方が働いている

が、品質管理には男性だけが雇われてい

た。梱包は男性と女性労働者両方によっ

て行なわれていたc

2、性別による分業についての認識

電話をのぞく4つの崖業で働く女性は、

十|づ~ IJ による明確な分業があると答えているω

これは経営者が決めたことで、女性がその

仕事ができるかどうかはほとんど関係がな

いと考えている。女性は男性と同じ仕事が

できるのかという質問には、全労働者の6

1%はできると答え、 :31%はできないと答

えた。ガラス工場の労'働者では、できると

できないの回答は同数で、あった。電話工

場の労働者は全員がー致して、女性は男

性と同じ仕事ができると答えた繊維工場

と電子工場の大多数は、女性は男性の

仕事ができるという怠凡だ、った《驚いたこ

とに衣料工場の女性労働イ奇は男性の仕

事にはそれほど興味はなく、 36%しかこの

質問に肯定的な答えをしなかった。

3、機械を使うことについての認識

ここで取り上げた工場では、女性は機械

を使っていた3 機械を使うのに必要な技

術は仕事中に身につけられる。この調査

では機械の使用と技術変化の影響につ

いて知りたいと思った。しかし、調査した工

場の労働者はまだ技術変化は経験して

いなかった。労働者は働き始めたときから

同じ機械を使っている。女性労働者は機

械が輸入品か国産品か分かる。 ガラス J~

場で使われている同庄のエアマシン以外

はインド、日本、パキスタン、中国、韓国な

どから輸入されていた。

4、将来性についての認識

公共部門と民間部門の労働者では違う

認識をもっていたじ民間部門ではたとえー

生懸命働いてもその仕事を続けられると

しづ保障はないと思われていた。一応、公

共部門の労働者は、工場が稼働能力以

下の生産量しかないことが不安ではあっ

たが、公共部門なので仕事を続けられると

思っていた。

技術や教育のある労働者は、失業の心

配はしていなかった戸今の仕事を失っても、

技術があるので仕事が得られるという自信

がある。

5、労働組合加入の権利についての認識

全労働者の半数以上が、労働組合に

加入する権利があると答えているが、労働

者ーの地位によって認識は変わってくる v ガ
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ラス産業の臨時労働者は組合に}]Il入す

る権利はないことを知っていたっ電話と繊

維産業の労働者は組合に加入する権利

があることを知っていたじ屯子版業では6

4%が権利を知っていたの衣料などの輸

出指向型産業では労働者は組合に加入

する権利はないと思っていた電話と電子

産業では、組合に加入する権利があるこ

とを知っていた労働者はすでに組合に加

入していた。98人の労働者が組合に加

入する権利があると答えた繊維産業で1士、

96人がすでに組合員で、あった。労働組合

のある産業では労働者の要求を経営者に

伝えるのは組合であるが、1:<.・料産業には

組合がないので、労働者は要求をI育接経

営者に訴えていた。

労働組合の有無に関しては、ガラス盛

業と衣料産業には組合はないが、繊維産

業と電話産業には強力な労働組合がある0

78子産業では、公営企業には強力な組

合があるが、民間企業では組合加入は勧

められない

6、言葉に反映された認識

女↑生労働者の、自分たちの状況につい

ての認識は彼女たちが話す言葉からもわ

かる。労働者が面接の時に話した言柴を

そのまま書き取ってみた《彼女たちはベン

ガル語や出身地の方言で答えているにも

かかわらず、英語の単語を多く使っていた。

これは受けた教育や英語の知識からでは

なく、仕事をする上で学んだものである。

読み書きができない女性でさえ質問に答

えるときは英語の単語を使うことがあった。

仕事や機械に関する英単語がどのくらい

使われているかは、産業の種類や労働者

の地位によって異なっていた。(つづく)

なぜ、父親が刑務所に入ったのか、どう

して母親が自分や妹を狐児院に置いてい

ったのか、それを知るにはジ・ソンヨップは

あまりにも幼なすぎた。「たいていは父親

が職を失い、長~はやりきれず逃げてし主う

のです。」と、エン、ジェノレス・へブン孤児院

のソーシヤノレ・ワーカーは説明する。

厳密には彼らは孤児ではない o4歳と5

歳の兄弟は、不況の深刻化による離婚の

急用のために親から手放された失業率

の上昇と経済的な圧迫が低収入家族を

おそい、「不況孤児jの急増としづ社会現

象となって現われている。父親が失業し、

破産して刑務所に入ると、母親は子どもを

孤児院に頑けて行方をくらますG こうして

親にここへ連れてこられた「孤児jは、日月

以来、 20人にものぼるc

この孤児院は、朝鮮戦争によって生まれ

た孤児を引き取るために、 1953年に開設

された J I経済的tt理山で孤児とされる今

の状況は、ある人々にとって戦争のような

ものカもしれなしリとカトリックの神父は言う。

彼はまた、ソウノレ中の孤児院で IIMF孤

児Jが増えていると指摘する。IIMF孤児」

とは、 IMFの介入が韓国経済を一層悪化

させたとする韓国の人々の気持ちを表し

ている。

家族の血縁を重視するこの国では、孤

児と養子問題は微妙な問題で、多くの望

まれないチどもたちが家族の外に置かれ

てきた 2 不況のためにこの状況は悪化して

いる。u南中国モーニングポスト、98年6

月20日)
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主呈呈呈プール・サイド 学が実現して10年たっかどうかの頃で、

女子保護廃止は

財界の思うツボ

土台i沢美代子

私が30歳前後の頃、親しい友人たちと

よく天下国家を論じていた "煩l-tb:を呼

ぶ"の例えにもれず、独身で、それぞれの分

野で仕事に青春をかけていた女性たちで、

社会福祉や労働関係が主だったヨ私のよ

うに現場にはりついた者も、研究者をめざ

している者もいたが、その仕事を通じて世

の中がはっきり見えてきた頃だったν した

がってさまざまな形での女性差別は共通

の話題となり、ある友は「女は男の3倍の

能力がなければ、学会での発表の機会を

えられない」と嘆き、私は労働組合のオル

グとして全国を飛び回り、争議のさいなど

日曜もなく徹夜もつづくという、男とまった

く同じ働き方をしているのに、女ゆえに自

立する賃金は必要なしと決めつけられ、ま

ともに暮らせないと憤慨していた。

その話とともに、「男は純粋な志を貫く

者がいない。それにひきかえ女は純粋

だ。」というのが一般論とはいえー致した

見方だ、った3

その話のなかで、「なぜ女が純粋さを保

っていられるかは、いかに 上I'f]にゴ、γ をす

ろうが権力におもねようが、どのみち出世

するわけではないからではf討、か。もし対

等に扱われるとしたら、 kだ、って純粋で、い

られなくなると思うよ。」としづ分析も一致し

た。ときは昭和;-30年前後で、戦後の民主

化で女性 にも選挙権が 17・えられ男女 j七

こうしづ分析は現実感をもたず、あくまで

仮定の抽象論だ‘った。

大

あれから幾星霜、私がこの話しあいを鮮

明に思い出したのは、1978年(昭和 5:3

年)12月のことだったυ ほとんど実効のな

い男女雇用機会均等法を制定するのと

交換に、労働基準法における女性の長時

間労働と深夜業の規制などをすべて廃止

する法案が労働省から公表されたときで

ある。これは労相の私的諮問機関の答申

という形をとっていたが、労働省婦人少年

局婦人労働課が、起草したものであった。

問題の本質は、業種、職種を ー切とわ

ず全廃すること。「男 友-ともに規制Jと言う

目標が全く具体化せぬうちに断行すること

にあるのだが、 78年と同じく昨年の国会で

も、女子保護規制の撤廃が雇用機会均

等法の改正とセットで提案されたため、均

等法ばかり議論され、問題をそらされてし

宝い、撤廃案f-t可決された。すでに多くの

例外規定があり、女性の職場進出の妨げ

にはなっていないのだが。

。-FJ
そもそも労基法は、日本を民主化しよう

としていた初期の占領政策により制定され

たもので、あるO ところが占領政策の大転換

により息を吹きかえした日本の財界が、日

経連や東京1商 ι会議所などを通じて、再

三再開にわたって労働省に働きかけ、女

子の残業や深夜業の規制をなくす執念を

燃やしてきたのである。国際婦人年以降、

“保護より平等を"と主張するキャリアウー
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γンの叫.びは、財界にとって都合のよいか

くれみのた、ったが、昨年の国会審議中に

「この要望は、日経連とか経済同友会、日

本向動車工業会など産業団体が中心だ

ったjと政府側は答弁しているυ

食

前述のようにこの作業を十1:!当 していたの

は労働省婦人少年局だが、戦後に労働

省が発足して以来、女性が局長になれる

のはこの局だけである。したがって東大卒

のキャリアウーマンがこの局にはひしめい

ているらしい。初代局長の山川菊栄氏の

頃は、女(哀史の時代をたちきるために、

下積みの女性たちが自らその力をつける

ような行政を行っていた。

50年を経た今 H、世の中はまったく変

わったのだといわれるだろうが、 2000万

余名の女性雇用労働者のうちキャリアウ

~ -γンは、ひと握りにもならない数で、し、か

に友性を低賃金源として利用するかとし、う

資本の立場は明治も平成も変わりはない。

だから最大多数の女性たちは、ハートや

派遣、その他もろもろの不利な条件で

黙々と働いているのである。女性労働の

行政にあたる者としては、その底辺をふく

む全体像をふまえて、資本の攻撃に抗し

なければ存在の意味はない。しかし自民

党独裁のつづくなか、政財界の意を汲ま

ねば出世はしないぺ

完全な実現は昨年だ‘ったが、 20年前

にこの法案の仕掛人だ、った女性官僚たち

は、後に自民党の国会議員になったり、

国連大使や畑違いの文部大臣になったり、

やはり畑違いの最高裁判事となった。官

頭に述べた若き日の友人たちとの語らい

は、どうやら当たっていたようである。

(交流センタ一所長)

く図書紹介>

中野麻美・森ます美 ・木 下武男編

『労働ビッグパンと女の仕事・賃金』

これまで予想もしなかった大企業も倒

産するほどの大不況のなかで、失業半は

上がりっぱなしである。安定した右肩上が

りの賃金を保証してきた 日本の雇用を流

動化と多様化にシフトさせるため、労基法

の"改正"や派遣法、職業安定法など労

働関係法の規制緩和がすすめられている。

この経済のグローパル化に対応するリスト

ラの最初のターゲ、ットにされるのは、最底

辺を支えてきた女性労働者たちである。こ

のような状況のもとでは、「仕事があるだけ

で、もましJr男友平等はしばらくおいてJと

後ろ向きの声も聞こえてくる。

本書ではまず、住友化学、商社で働く

女性たちの職場における男女差別を訴え

た裁判での闘争を紹介し、パートにひろが

る有期雇用や」正社員との差別化、労働者

の生活を破壊する変形労働制の実態な

ど、女性労働者がますます不安定雇用に

追いたてられている現状を浮き!彰りにして

いる。そして、このような変化の時代だから

こそ、これまで積み重ねてきたたたかいを

もとに職場での男女平等や非正規社員

にも正規社員と同等の権利を実現するた

めの制度や枠組みをつくりたいと、欧米の

制度なども参考にしながら模索している。

女性が生涯働き続けることが当 たり前

になり、家計を一人の収入に頼る時代は

終わりつつあるだろう。先が見えない今、

「人間らしく働き続けるにはJを a 人ひとり

が考える必要に迫られている。(青木書庖

2000円)
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9月 2日

9月 12日

9月 26日

会(広木)

く事務局日誌>

翻訳グループ学習会

南インド研修ツアー反省会

国際労働研究センター研究

9月 30日 「アジアの仲間J75・76合併

号発行

10月 2日 9月定例事務局会議

10月 3日 日本労働社会学会プレセミ

ナー(塩沢)

10月 7日 翻訳グループ学習会

10月 13F'I YWCA・恵泉研究セミナー

講演(塩沢)

10月 26日 国際労働研究センターアド

パイザー会議(広木)

10片 29日 10月定例事務局会議

1 1月 3日 日本労働社会学会報告(塩

沢)

11月 4日 翻訳グ、ノレ』ーブ学習会

11月 6円 日本労働研究機構講演会

(広木)

エポック 10r女と男のゼミナールj講演

(広木)

1 1月 13"'-'14日 多国籍企業のモニタ

ーに関するアジア地域セミナー(広木・

仁田 ・池田)

11月 14日 コミュニティ・ユニオン全国交

流集会(広木)

11月 18日 センター15周年記念準備

実行委員会

11月 23日 シンポジウム・インドと日本

「子どもの権利jを考えよう(広木)

11月 24日 第3回東アジア女性フォーラ

ム報告会(広木)

l女性差別と報道の自由を求める元福岡

KI3Cアナウンサー森部聴子さんの裁

1 判の最高裁判決は上告棄却。でも現

i 状追認の職場で毅然と「おかしいjと

声をあげることで、会社に衿を正させ

てきた功績は大きい。ありがとう。(N)

女親の介護の話が周り中に溢れてい : 

る。そして私の母も腰を痛め立てなく l

なってしまった。打つ手が間に合わな|

いほどのスピードで肉体が衰えていく i
ことに、驚きとまどっている。「老いて l

いく」のは本当に大変。ただ私の周り i
には助け手がたくさんいて感謝。(K)

TA 事務局だより AT

女地下に張り巡らされた給油パイプの

余熱で厳しい寒さをしのぐ、マンホー

ルチルド、レンとよばれるモンゴ、ルの子

どもたち。体制変換後の経済混乱の

中で、父親の失業、飲酒、暴力。両

親の離婚、病気、死。そして貧困。そ

の極限の状況が子どもたちを襲う。

(H) 

大オワム(元)信者たちの手記を読むと、

救いを求めて入信しただけに、あんな

結果になったことがいまだに信じられ

ない人もいる様イ-。善悪って何?イギ l

リスの詩人イエーツは、西暦2000年!

に「獣のようなJ救世主が来るまで、善 l

はその力を失い悪は栄華を極めると l

言うけれど。(T)
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CAWネットワーク共同行動

ILO結批准要求署名運動
パートタイムに関する錦句(175号)・家内労働に関する錦旬(177号)

24ヌョE司 4400毛ヨラヨト宅ど重長来勺

激しい国際競争と経済危機に見舞われてい

るアジア諸国では、パート、臨時、 家内労働

など、女性の非日見雇用化が急速に進んでい

ます。そんな中で女性の労働者としての権利

を保障させるために、昨年7月から CAW

(アジア女子労働者委員会)ネットワークの

共同行動として取り組まれた ILO条約批准

キャンペーンは、 12月に一応終結しました。

「パート労働に関する 175号条約Jr家
内労働に関する 177号条約Jの2条約の批

准を求める署名活動が行われ、日本国内では

201 1名、その他アジアを中心に世界23

ヵ国から約2400名の署名が集められまし

た。ごれらは、 CAWを通して ILO本部及

びアジア支局、そして各国政府に送られます。

アジア女子労働者交流センターは、 2月1

2日、集まった署名簿を携えて労働省への要

請行動を行いました。労働省安性局・足利聖

治女性労働課長と面談し、韓国、香港などア

ジアの女性労働者の実情をふまえ、日本が率

先して条約批准を行うよう要請しました。そ

のためには、まず国内関連法の「パートタイ

ム労働法Jr家内労働法jの改正が必要です。

「パートタイム労働法Jにはもともと施行3

年後の見直しが明記されており、昨年2月に

女性少年問題審議会から見直しについての建

議が出されています。

「審議会Jでは、労働者側委員が、パート

労働者の通常労働者との均等待遇原則を法律

に明記するよう強く主張してきましたが、法

改正の合意には至らず、具体的にどのような

モノサシで均衡を量るかについて検討する研

究会をっくり、 2000年3月末までに「め

やすJについての結論を出すということにな

っています。しかし、労働条件の確保につい

ては、直ちに改善できる面もあり、また、こ

の4月1日より施行される労働基準法の改訂

もあることから、 「パートタイム労働去jの

指針の改訂も必要になり、 2月2日に「一部

改正案jが発表されました。

今後も、アジアの女性労働者との情報交換

や圏内の運動への参加を通して、条幸浦土准に

向けて取り組んでいきたいと思います。署名

にご協力下さった方々に感謝いたします。
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CAW・反グローノてル化キャンベーン i 

経済のグローパル化の深まりが、アジア諸

国の経済危機を招き、労働者の暮らしを脅か

している。 CAWは、実態調査やワークショ

ップなどの活動を通して、グローバル化の女

性労働者への影響について明らかにしてきた。

それは大量失業、労働の臨時化・不安定化

と賃下げ、労働強化、社会保障の低下、そし

て労働者の権利事障などを意味する。

CAWは、このような状況を何としてでも

食い止めようと、ネットワークグループを総

動員して反グローパルイヒキャンペーンを開始

する。 2月24日、マレーシアで4日間のリ

ーダーシップトレーニングを開催するのを皮

切りに、フィリピンでは輸出加工区訪問と労

働者との交流を行い、 IMFの管理下で苦し

む韓国では、労(蜘合や女性団体が組織する

3・8国際女性デーに参加する。各訪問国で

記者会見を行い、活動記録フィルムも作る。

その後、 9月には南アジア地域グループに

よるインフォーマルセクターについてのワー

クショップの開催、 2000年3月には東ア

ジア地域グループのプロジェクトと続き、 2

000年末の全体会議までを、反グローパル

化キャンペーンの流れの中で取り組む。

CAWは、キャンペーンの効果を高めるた

めにポスター、スカーブ、 Tシャツなどを作

成し、ネットワーク内外にアピールする。

主昏宇巷-9.ご'1主主を才ヨそう

タミ請書Eと弓二二ラ宅三主恵尤主主

プンニャイ(香港:中国女性ネット

ワーク運営委員)

香港の 1980年代の産業再編成と、一昨

年におこった金融危機は、女性労働者に一連

の雇用問題を引き起こしました。とくに電子

産業と衣料産業の表退は、女性の雇用に重大

な景簿をもたらしました。 一つは労働力の臨

時化の増大と、それに伴う仕事の増加、もう

一つは失業と不完全就業の増加です。

製造業部門の中国移転

1988年、製造業部門には88万700

O人が従事していましたが、 92年には32

万 7500人になり、 97年にはさらに 30

万 9200人にまで減少しました。 10年以

内に50万人以上の労働者が製造業から「強

制的に」追い出されたことになります。なか

でも電子産業と衣料産業では女性が6割を占

めていますが、 90年代はじめ電子産業では

50%以上が職を失い、 90年代半ばには7

0%以上が失業者となって他の経済部門に回

されるのを待っています。

香港の経済再編成は、 80年代の中国の

「開放政策Jと深く関わっています。中国政

府は、外国投資を促進して輸出加工産業を発

展させるため、 84年終わりまでに、 14の

都市と珠江地区、揚子江デル夕、福建省南部

沿岸の3つの広域地域を開放し、香港の製造

業部門全体がこの地域に移転しました。
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香港の製造業は70年代から 80年代に急

速に発展しましたが、技術的に重要な改良を

遂げたわけでもなく、実質的な研究や開発の

能力を伸ばしてきたわけでもありません。し

かし労働集約型の戦略は、舗宣ラインを中国

本土に移すことを容易にしました。中国には

安い労働力と土地が豊富にあるからです。

1985年以来、香港最大の産業である衣

料と繊維産業は、経済再編成と国際市場の変

化というジレンマに立たされてきました。タ

イ、マレーシア、中国など他のアジア諸国と

の競争が激化する一方、アメリカ、イギリス

など伝統的に香港の繊維・衣料品の輸出国で

あった欧米諸国の保護主義に直面しているの

です。そのため、中国への工場移転によって

生産コストを下げ利益を上げることは、手っ

取りぼやい方法ではありますがそれによって

香港の衣料産業の従業員数は、 85年から 5

雇用保障を求め

衣料産業と比べると電子産業は、中国の沿

岸開発との関係でもっとも利益を上げている

分野です。繊維や衣料産業と遣い、電子産業

には、一定の組立工程は香港内で行うことと

いうような規定はまったくなかったので、産

業全体が同時に移転でき、電子産業の中国へ

の移転は短期間のうちに定着しました。 88

年、との移転に伴い香港では4万人の女性が

職を失ないました。それ以後、香港内に残さ

れた工場は、主に製品の設計と試験場、また

輸出センターへと変わりました。

艶宣業者は工場移転だけでなく、生産規模

の縮小や工場閉鎖を行い、その結果労働者の

失業が増え、 88年以来、製造業部門の従業

員は年に6万人の割合で枇かしました。とく

に、労働集約的な工程ほど移転が激しく、こ

の部分には女t性が多かったために、女性への

影響は男性よりはるかに大きいのです。

失業率と不完全就業率の上昇

香港の失業率と不完全就業率は、 90年代

に急速に上昇しました。その理由はまず、 8

0年代、 90年代の製造業の衰退であり、つ

ぎには、地方紛斉にまで影響を及ぼしている

アジア金融危機による打撃です。 97年の 1

O月金融危機は、香港の労働市場の状況を悪

化させ、労働者のレイオフや解雇が急増しま

した。失業率と不完全就業率を大きく伸ばし

た部門は、小売り、製造、飲食、建設、交通

でしたが、そのうち小売りと製造、飲食は女

性労働者が多い部門です。 98年4月の国勢

調査によれば、労働力総計328万4600

人のうち、雇用者は 319万6700人、 8

万7900人が失業者ですが、雇用者には不

完全就業者が多数含まれています。

不完全就業者とは、希望に反して7日間に

35時間しか働けなかった人で、調査前の3

O日間に仕事を探していた人をいいます。不

完全就業者は、臨時雇用やパート労働者の源
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となる人たちで、その大半が女性であり、状

況は政府統計よりももっと深刻です。

パートタイム労働の広がり

臨時労働は、収入と雇用の保障のない特別

の労働とされ、低賃金、短期雇用、パート労

働、非熟練、無保障、低い社会的地位と結び

つけられてきました。発展途上国では、臨時

労働は労働力のもっとも弱い部分で構成され

ています。たとえば移住者、民族的少数者、

そして女性です。臨時労働は、インフォーマ

ルな経済部門や副次的な労働市場へと周辺化

されています。その増加は主に労働市場の状

況の悪化によるもので、香港では90年代に

起こった新しい現象です。

95年に私たちが行なった調査によれば、

製造業では過去 10年間に 30万人を超える

労働者が職を失い、その60%J;l上が女性で

した。ほとんどの女性が失業と不完全就業の

プレッシャーの下でサービス業に入っていき

ました。男性も景発警は受けていますが、その

現われ方には男女によって違いがあります。

ケーススタディによれば、雇用者は採用や仕

事の配分に当たって、性別による基準を使用

しています。 r女性の仕事Jとみなされると

きは、パートタイム労働者によって行われる

ことが多くなり時給で支払われ、既婚女性は

夫の収入に依存していると考えられ、賃金は

低くなります。

臨時労働が急速に伸びたことはジェンダー

に関連しています。パートタイム労働、時給

労働が発生したのは、女性の労働時間は融通

がきくとみられたためで、 Ij涜り、飲食、ホ

テル、商業、金融、その他サービス部門では

多くの労働がパートタイムや時給労働によっ

て再組織されています。

昨持労働は、パートタイム労働、一時的・

請負的労働あるいは自営業であり、フルタイ

ムの仕事に比べ、賃金が低く、他の手当もな

ければ労働法で守られてもいません。香港の

労働法では、週18時間J-.A上働く者、または

4週間続けて働く者はフルタイム労働者と同

じように保護されることになっています。正

規労働から臨時労働への変更は、生産コスト

を下げるだけでなく、労使関係を弱め、使用

者は労働者に対する責任を逃れることができ、

また労働法を無視し、弱い立場に置かれた労

働者を脅すことができるのです。

女性労働の臨時化とジエンター

70年代から80年代の初期まで、製造業

ブームの最盛期には、女性の労働はフルタイ

ムが主で残業さえありました。サービス部門

にはパートタイム労働者が多少いましたが、

労働力全体に占める割合は比較的低かったの

です。しかし、 80年代後半から、香港では

ほとんどすべての経済部門で臨時労働が急速

に伸び始めました。膨大な数の女性カ宅製造部

門から締め出され、サービス業に職を求めま

した。そのごとが、使用者の雇用戦略として

フルタイムからパートタイム労働に再組織す

ることを可能にしたのです。

香港の女性労働の臨時化は、ジェンダーが

仕事と交わる搾取的過程です。ジェンダーが

労働の構造に入り込み、歴史的、社会経済的

再構築の結果となっているのです。
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市民.NGOから崎駅付
一国連人権委員会を傍聴してー

島岡弘子(会員)

5年ぶりの国連(ジュネープ)。正門前広

場の、脚が一本ボッキリ折れた巨大な椅子の

オブジェが印象的だ。あるNGOが地雷禁止

条約発効促進を訴えたものだが、ジュネーフ'

市は、簡単な手紙一本の願いで、すぐに設置

を許可したという 。この条約自体、 1000

を越す各国NGOといくつかの政府の共同で

作られた。附tはそういうふうに動きだして

いる。

「世界人権宣言jは、大戦の痛恨の反省か

ら「人権ごそ平和の基礎Jとうたっている。

この宣言を法律化したのが「経済的、社会的

および文化的権利に関する国際規約Jと「市

民的および政治的権利に関する国際規約 (以

下「規約J)というこつの錦守である。

規約締約国は、 5年に 1度、自国での実施

状況を人権委員会(以下「委員会J)に報告

する。 r委員会」は、政府代表団との 「対話j

を通して報告書を審議し、 「規約」と一致し

ない点を指摘し、勧告を含めた「見解」を発

表する。市民・ NGOが寄せる情報も、 18

人の委員は必ず目を通し、重大と判断すれば

取り上げる。 r実効ある人権侵害救済の保障J

は鰍咽の義務と規定され、 「規約Jの柱の

一つだからだ。 r委員会」の事務局長は代々

NGOの出身者であるほど、 NGOは対等で

重要な存在として扱われている。

日本政府の第4回報告書は、昨年 10月、

ジュネー

プで審議

された。

前回の9

3年、私

は「国労

だから、
ス

女だから • 
そんな差

別は許さ
の

ない女の

ネッ トワ

ークjの通訳として、 「委員会Jに事実を伝

えに行った。国労差別は大きく取り上げられ、

差別救済が長引くごとを憂慮する「見解Jも

出されたが、その後も事態はむしろ悪化して

いる。採用差別や国労バッジ着用を理由とし

た賃金カットなどについての労働委員会の救

済命令に対し、 JRは労働委員会と国労を相

手に訴訟を起乙し、裁判所はこの救済命令を

覆している。バッジの件では、国労敗訴が最

高裁で確定した。不当労働子為を受けても、

救われる道は閉ざされたわけだ。

私たちは、圏内での状況の変化のたびに

「委員会jに手紙を送ってきたが、昨年は

「規約J違反の判決を中心に報告を送った。

「委員会JはNGOからの情報も得て政府に

質問を予告し、政府は回答を準備する。今回

は労働委員会と裁判所との関わりについても

質問項目に入れられた。

日本のNGOの共同行動は前回より進み、

問題によっては合同で報告書をまとめ、日本

政府との事前の話し合いを持ち、 「委員会j

に対する合同説明昼食会も閉いた。私は日程
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的にそれに参加できなかったので、国際NG

O主催の説明会の時間を5分だけ分けてもら

うことにした。

その説明会では、国労バッジを示し「とれ

をつけているだけで・・・」と始める。眉を

ひそめあきれ顔の委員もいた。人権委員会の

憂慮は無視され、採用差別された人々が12 

年目を迎えること、差別救済を拒む判決が続

いていることなどを{云えた。

f違反ではないjを繰り返す日本政府

他国に例を見ない、委員より多数の政府代

表団のうち女性は実質一人で、そのこと自体

女性が上級職につけない日本の現実として指

摘された。前回の主張をまったく変えない政

府報告は、委員から「デジャブ(既視体験)J 

と皮肉られるほどだった。ポイントには答え

ないまま、 「違反ではない」と言い張り、

「対話」を促されても、用意した文章を読み

上げ続ける。これが作戦らしい。結果的に、

他国の倍以上の2日を要しながら、密度は薄

い。取り上げられた問題に偏りが出たのは、

政府のこの時間の使い方による。国労に関し

ては、労働委員会の救済命令と裁判所の関係

が取り上げられたが、他人ごとのような「事

実結晶」の読み上げ回答で終わった。

女性については、日本がアジアのセックス

・マーケットになっていること、国内外で買

春をどう禁止するか、セクシュアル・ハラス

メントの法規定、強姦罪の成立の難しさ、夫

からの暴力の容認など、従来にない問題が詳

細に質問された。

一方、女性と雇用に関しては、 NGO側の

決定的な情報提供不足だ。取り上げたのは、

ほとんどチリの女性委員キロガさん一人だっ

た。コース制人事に関する彼女の問いに、労

働省の女性は「能力、適性によるものJと答

えた。私は急いで、北京で聞かれた世界女性

会議NGOフォーラムに持参したパンフレッ

トを同委員に渡した。翌日彼女は、 「コース

制がやる気にもとづくものとは思えない、女

性労働者の保諒見定緩和が、平等につながる

というのは納得できない」と発言してくれた

が、その後出された「最終見解jでは、女子

保護規定撤廃など、労基法改悪が「積極面j

として評価された。

だが全体としては、 NGOの情報で、日本

の状況はより正確に把握されつつある。 r規
約の実施に構造的弱点J r民主主義的な原則

がないJ r裁和信は考えを変えてほしいJな

ど、根本的な批判がなされた。最後に委員長

は「いつの日か日本政府を説得したいと願うJ

とまで言い、 「最終見解」の中では、 「憂慮」

や「勧告」事項が 30近くに上っている。

「前回の勧告の未実行、政府から独立した人

権救済機関を作るべき、"合理的な差別はあ

りうる"という政府の考えはまちがい、とく

に裁判官に規系研修の機会をJなど、締約国

の義務に根本的にかかわるものばかりだ。

終了後、キロガ委員は「私にやれることはや

った。あとはあなたたちが圏内でやる番だj

と言った。 r最終見解Jを起草したインドの

パグワティ委員は、来日の折、 「日本政府は

・・・ jという私に、規約の現実化のための

インドのNGOの努力を熱心に語った。批判

と励ましとは、市民 ・NGO側にも向けられ

ている。やはり、新しい矧吃なのだ。
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<バングラデシヱ・産業再編と女性労働(4)> 

自立t労働への繍ち
際競ける女性的

VI 男性労働者の反応

調査した5つの産業では、衣料と電子産業

以外は男性労働者の方が多い。そこで、男性

労働者が女性労働者をどのように見ているか

を知るため、男性労働者にも面接をした。

A 面接した労働者の状況

各産業から 10人(電子産業は9人)、全

部で49人の男性労働者に面接を行なった。

電話、繊維、電子の産業で面接した男性は3

1歳から 50歳であり、ガラス、衣料、電子

の労働者は30歳以下であった。

電話、電子産業の労働者は中等教育(10

年間の学校教育)まで、鱗白衣料、ガラス

産業の労働者は初等教育のみである。ガラス

産業には読み書きのできない者もいた。

49人中35人は、仕事を求め農村から都

市に移住してきた。若い労働者の中で9人は

両親の移住についてきた。家族ぐるみの移住

は15年ほど前から始まり、それぞれの産業

の開始時期と重なっている。電話や繊維産業

は古いが、電子、ガラス、衣料は新しい。

男性と女性のちがいのひとつは、女性が仕

事を求めて都市に出ていく時には、夫である

男性は一緒に移住はしないが、男性の場合、

妻も共に移住することである。

49人中36人は既婚で、衣料産業だけは

1 0人のうち7人が未婚であった。電話産業

では、面接した 10人すべてが既婚である。

既婚の労働者全員が家族と同居している一方

で、未婚の労働者の中には両親と同居してい

る者もいた。

36人の既婚者の中で8人は、妻も工場労

働者であった。ガラス工場で働く 7人のうち

3人は、妻も同じ仕事に就いている。3人の

衣料労働者のうち2人の妻も 、夫と同じタイ

プの仕事に就いている。

電話産業では、男性労働者は家族の中で唯

一の稼ぎ手であったが、衣料産業では独身で

両親や他の家族にも依存している場合が多く、

1人を除いて、家族の中で2人以上の人が働

いているというごとであった。

B 労働経験について

雇用期間は産業の種類によって異なる。た

とえば、ガラスは産業は 10年以下、衣料産

業では5年以下であるし、繊維や電子産業で

は5年から 15年にわたっている。電話産業

の男性労働者全員が同じ仕事に少なくとも 1

5年の経験を持っている。

C 性期属勝分船こついての認識

工場では、男女閣の職務分離がある。面接

した男性労働者49人のうち 39人がこれに

気づいている。性別職務分離がないと感じて

いる残りの 10人は、電話工場の労働者であ

る。分離があるとする人たちの意見は、以下

のとおり。 a)ガラス工場の男性労働者:女

性は男性と同じ仕事はできない b)繊維

工場の男性労働者:機械は女性には合わない

c)電子工場の男性労働者:一部の仕事
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は女性にはとてもきつい d)衣料工場の

男性労働者:男性がする仕事の技術を女性は

もっていない。

半数近い男性労働者は労働における性別職

務分離は正しいとは思わないと考えていた。

女性も男性と同じ仕事ができるかという質問

に、面接した男性労働者の3分の2以上が、

女性も同じ仕事ができると答えている。

VII女性労働者のケース・スタディ

1、ガラス工場の労働者

シャハナ (20歳:非熟麓工)

子供の頃、父親が仕事を求めてダッカに移

住してきた。学校には行ったととがない。結

婚したが、夫は失業しており、シャハナの父

親がダウリとして渡したお金を浪費して、 1

年暮らしただけで妻を残して家を出てしまっ

た。それ以来、シャハナは両親と同居してい

る。父親はリキシャ(自転車による人力車)

曳きである。一番下の妹は学校に行っていて、

別の姉妹2人は夫と暮らしている。

シャハナは腕輪製造工場で月 600タカ

(1タカ=3.5円) 稼ぐ。一部屋の家賃は

230タカで、明かりは一つだけ、料理は陶

器のコンロを使っている。水は家主のものを

使わせてもらう。彼女は毎日徒歩で 1時間か

けて通勤し、交通費は使わない。家族の全収

入は、父親の稼ぎを含めて月 1400"-'15

00タカである。彼女は一家の重要な稼ぎ手

であり、家族の決定にもかかわり、父親に妹

を学校にやるよう頼んだ。

工場で働いたことはなかったが、近所の女

性たちが働いていた腕輪製造工場で働き始め

て2年になる。技術も覚えた。賃金は出来高

で決められ、 1グルツ(12ダースの腕輪)

で 1.5タカ受け取る。シャハナは朝7時か

ら夜10時まで、 1日15時間働くが、残業

手当はない。工場主から6000タカの借金

をしているので、返済が終わるまではここで

働き続けなければならない。しかし彼女は別

の仕事に変わりたいと思っている。できれば

衣料工場のオペレーターに。

2、電話工場の労働者

ファジラ・ベグム (38歳:夫のf母幸)

夫はかつてTSS社の工場で働いていたが

1 3年前に亡くなり、会社の制度によって夫

の仕事を引き継いだ。月に4000タカ稼い

で短大生である2人の娘と息子を養っている。

政府提供の家を月 600タカで借りている。

20キロ離れた工場へのあ重費として 150

タカもらっている。週休2日で国民の祝日は

全部休みである。エイド(イスラム教の祝日)

にはボーナスが出る。

賃金は出来高制で、毎日決められた目標の

少なくとも 75%は仕上げなければならない。

仕事には古いドイツ製自動溶接機械を使い、

ものすごい騒音の中で、 1日9時間J...A上も働

いている。

職場には労信腕E合があり、ファジラは組合

を通して自分の要求を伝えられると考えてい
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る。彼女はこの工場で長く働き続けたいと望

んでいるが、もしこごで、の仕事を失ったら他

では今の技術をいかせず、失業してしまうの

ではないかと不安に思、っている。

3、繊維工場の労働者

レハナ・ベグム (40歳:技術仁自信)

読み書きは出来ないが、署名はできる。北

べンガルのナトール出身で、仕事を求めてダ

ッカにやってきた。夫は家族を捨てて別の女

性と結婚したので、小さな2人の娘を抱えて

仕事を探さねばならなかった。ホテルでスパ

イス挽きの仕事をしたが、ホテル経営者の態

度が悪かったのでそこを辞め、知人の口利き

でメグナ繊維会社の仕事に就いた。

7年間働いてきて、現在糸巻き部門で月給

1500タカもらっている。同じ職場の労働

者から糸巻き機械を使う仕事を習った。今の

賃金には満足している。週休1日で国民祝祭

日も休める。またエイドのボーナスもある。

娘の1人はすでに結婚しており、まだ学校に

通う下の 12歳の娘と一緒に住んでいる。

レハナは仕事に対する自分の腕と能力にか

なりの自信があり、この工場で長く働きつづ

けたいが、他に仕事を見つけるのもそんなに

難しくはないだろうと考えている。

4、電子工場労働者

ザキア・カーン (30歳:熟練工)

中等学校検定資格を持つ。夫も彼女と同じ

教育課程を経ており、水道局勤務で月給は4

500タカである。夫の収入だけでは家計が

苦しいので、ザキアも働くことにした。

就職する時には特に何の技術も要求されず、

最初の3カ月に職場訓練を受けた。現在テレ

ビ苛協の組立部門で働いており、月給は 11

00タカである。

会社は経営上の問題を抱えており、十分な

仕事がない。ごの会社は公営企業なので労働

者は多くの給付、ボーナス、退職準備金など

を享受している。毎年、衣服や靴が支給され、

3年ごとに冬服手当も支給される。

ザキアには息子と娘がいる。小さな貸家に

住んでおり、家賃は光熱費込みで 1500タ

カである。家から工場まで1時間かかり、交

通費に 1日10タカ使う。

彼女は組立工の技術があるので、似たよう

な仕事を容易に見つけられると思うが、今は

子供の世話のために家に居るべきではないか

とも考えている。

5、衣料工場の労働者

シャーナ(17蔵未婚:熟練工)

南部のパリサル出身。父親の小さな事業で

は十分に家族を養うことができなかったので、

姉に続きシャーナと妹もダッカの衣料工場に

働きに出た。姉は昨年突然亡くなったが、彼

女と妹はダッカで働き続けている。 最初、

姉がかつて働いていたアリム衣料工場の補助

の仕事についた。月給は400タカだったが、

会社は彼女が技術を習得するのを怖れ機械の

前に座らせず、残業代も払わなかったので、

6カ月後そこを辞めた。そしてLLファッシ

ョン衣料工場の補助員の仕事に就いた。月給

はわずか300タカであったが、あいている

ときや現場監督がいない時は機械の前に座る

事ができ、すぐにオペレーターの技術を習得

した。現在の月給は850タカで、残業代を
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入れると月 1500タカになる 。労働時間は

午前8時から午後5時まで。5時以降は残業

になる。会社は残業に対しては2倍の賃金を

払う事になっているが、彼女は 1時間につき

2タカしかもらっていない。休日は無い。衿

付けの技術を学ひ守たいと思っているが、新し

い機械を使ってみる時間がない。

衣料工場で働き続けたいと思っているが、

労働条件は悪い。狭いスペースに多くの労働

者が働き、 終日電動機械を使うので、1日が

終わると体が麻樟したようになる。トイレは

各階に一つしかない上、 作製見則で仕事時間

内にトイ レに行けないようになっている。

彼女は読み書きはできないが、失業しても

他の衣料工場で仕事が見つかると思っている。

VIII 労働者の未来

政策立案者はいまだに女性の雇用は家庭を

基盤としたもの、自営業、国B収入のためとし

て、国の工業化の重要な一部とは見なしてい

ない。しかし政府の支援が無いままに多くの

女性が積極的に労働意欲を持ち、さまざまな

産業で働いている。

世界銀行による構造調整計画などの政策に

よって貧困は増大し 、女性は家庭崩壊にさら

され就労に追いやられている。安い労働力を

求めて途上国に進出する企業は既婚女性を採

用しないし、出産休暇も与えない。また労働

組合も認められないので、労働者は基本的権

利のためにたたかう基盤を失いつつある。と

の問題は多くのアジア諸国に共通している。

女性が技術と労働者としての権利意識を身に

つけるために組織化が必要である。 (おわり)

;JY55d向両ブ
労働者搾取工場に反対する北米のグループ

は、ナイキ社に対して、海外の請負労働者に

生活できる賃金を支払うように要請した。ナ

イキ社は最近賃上げをしたが、生産現場の労

働者が基本的な生活をするには見合わない額

であるとする調査結果に基づくものである。

会社は 1998年 10月17日に予定され

ていたカナダやアメリカ国内での要請行動に

先駆けて、 10月15日にイ ンドネシアの工

場労働者の賃金を 25%上げると発表した。

しかし新たな賃金は一人の労働者が生活して

いくには十分ではない、とグローバル・エク

スチェンジの誌丘の調査は語っている。

ごの調査では、独身女性一人あたりの必要

生計費は 1カ月 35万ルピアになるが、ナイ

キ社の賃上げでは、 25万ルピアにしかなら

ない。アジアの経済危機のため労働者の購買

力は低下しており、満足な栄養のある食べ物

を得られない。労働者は田舎の家族のために

お金が必要である。また、弟や妹が学校を続

けられなくなっているケースもある。

一方、ナイキ社社長のフィル・ナイト氏は

靴工場の労働者の5273倍もの年収を得て

いる。会社の宣伝費の3%にも満たない額で、

インドネシアの労働者の生活賃金を払うこと

ができるはずである。グローバル・エクスチ

ェンジでは、今後もナイキ社に賃上げを要求

していくと共に、インドネシアにある他の会

社にも圧力をかける予定である。

(Maquila Network Update 1 9 9 8年 12月)
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く匡司書訴召グ子〉一一一一

関西女の労働問題研究会福

『共生・衡平・自律 一一一

21世紀の女の労働と社会システム』

「目前に追った21世紀に、男女が共に人

間らしい労働と生活を営める社会を築くため

には、どのような変革が必要なのでしょうか?

雇用と社会システムの変革の道をどのように

切り拓けばいいのか?キーワードは、 『共生』

『衡平.!l Ii'自律』・・・」

不況を背景に政府と財界が一体となってう

ち出している労働去制の全面的な規制緩和に

よって、これまで女性たちが築き上げてきた

働き続けるためのさまざまな労働条件が崩さ

れようとしています。本書は、とれに対して

女性たちが変革の主体となり運動を進めて行

くためにと、前述のように呼びかけられ、開

かれたセミナーの報告です。

「経済の仕組みとジェンダーJr賃金差別

とコンパラブル・ワースJrアンペイド・ワ

ーク(無償労働)と社会政策Jr非正規雇用

とパート労働者Jrリプロダクティプ・ヘル

ス/ライツと労働Jの5つのテーマに基づき

労働政策全体を検証しています。具体的な欧

米での実践や日本でのこれまでの取り組みな

どを織りまぜながら、理論と展望を含めた問

題提起が分かりやすく語られています。

セミナー参加者が職場で直面しているさま

ざまな問題や意見も紹介され、難しいテーマ

を身近に感じさせるものとなっています。最

後に、これからの運動の方向が示され、エン

パワーされます。(ドメス出版・ 2000円)

孔枝詠著・石坂浩一訳

『サイの角のようにひとりで行吋』

3人の30代の女性を中心に、それぞれの

結婚生活や人生の葛藤を描いた小説。本書は

1993年韓国で発売され、 65万部をごす

ベストセラーとなる。

韓国では90年代に入って女性作家の活躍

がめざましいが、著者はその中でも最も人気

のある作家の一人。 63年ソウル生まれ。 8

0年代に経験した学生運動は『サイ・・・』

でも重要な縦軸となって登場人物たちの心の

ひだをっくり上げる。

へワンは離婚歴のある 31歳。学生運動真

っ盛りの大学生活を送ったが、今では「かつ

ては希望に満ちていた世代Jと呼ばれている。

あるとき女友達が自殺未遂を起ごし、それを

きっかけにへワンと友人たちは女であること

の葛藤を爆発させる。その語り口はあまりに

も率直で、韓国では「サイの角シンドロームj

まで巻き起とした。妻の座に幸福を見いだす

ことと、自分らしくあるごとが矛盾してしま

う社会の中で、韓国版「女たちのジハード

(聖戦)Jは続く。

ここで描かれていることがそのまま現在の

日本にあてはまるというわけではない。しか

し登場人物たちの、自分自身や家族、周りの

人々に向けられた正直な感情は、日本の女性

たちの共感を呼ぶだろう。

まだ翻訳の少ない韓国の現代小説。本書も

刊行までに2年の歳月が費やされ、関係者の

苦労がしのばれる。(新幹社・ 2000円)
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<事務局日誌>

1 2月1日 国際交流基金へプログラム助成

申請

1 2月2日 1 1月定例事務局会議

翻訳グループ学習会

1 2月7日 第35回センター運営委員会

1 2月12日 国際シンポジウム f2000 

年の『女性国際戦犯法廷』をどう聞くかJ

(広木)

1 2月17日 東京都女性財団へ活動助成申

請

1 2月19日 国際労働研究センター研究会

(広木)

1 2月20日 「アジアの仲間J77号発行

1 2月28日仕事納め

1999年

1月6日仕事始め

1月13日 東京都女性財団活動助成金申請

に関するヒヤリング(広木・小池)

翻訳グループ学習会

1月20日 1月定例事務局会議

CAW主催

反グローパリゼーションキャンベーン

了シマγ民て向/

白地

サイズ:

M/L 

価格: 未定

i大「ある明治人の記録J(中公新書) f城

下の人J四部作(中公文庫)を読み、明

治維新とは何だったのかとしばし考え

る。遠い昔に読んだ fTN君の伝記J

そして林竹二さんの田中正造に関する

著作。維新が壊し伝えてこなかった大

! 切なものがあるように思う 。(K) 

!食我が子が世話になった学童保育所が、

不審火で全焼した。隣接する小学校の

空き教室は校長の使用許可おりず。 1

週間後、地域の方のご好意で空き家を

l 使わせてもらうことになり、狭くても

自分たちの居場所ができて子どもたち

に笑顔が戻った、と親たち。 (H)

A ...事務局だより V 企

!大通りすがりの人に人相を読まれること

が最近よくある。今は f20年に 1度

の大転換期jらしい。見知らぬ人に突 i

然運勢を当てられるのも不思議な感じ ;

だけど、そういう霊感のある人は通り ;

すがる人の運勢がいやでも目に付くの (

でしょうか。それも大変そう。(I)

:古田舎の母カ寝込んでから、実家の妹夫 !

婦を気遣ってくれる本家のおばあちゃ ;

ん。畑も漬物も社交にも貴重なアドパ !

イザー。長年の経験が光ってる。おか !

げで、との冬も田舎のご馳走の漬物や !

煮物を堪能できました。謝々。 (N)
しー一一一一一一ー一一'ーーー一一-- 一ー 一一一ー_______J
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CAW東南アジアキャンベーン・ツアー

グローバル化反対!女性労働者の権利を守れ!
急速に進む経済のグローバル化がアジアの

女性労働者の暮らしを脅かしており、 CAW

(アジア女子労働者委員会)は、反グローバ

ル化キャンペーンを開始したことを「アジア

の仲間J78号でお伝えしました。

その第一陣として東南アジアグループが、

大量解雇反対、女性の雇用の安定を保障せよ、

労働条件を守れなどのスローガンを掲げ、 2

した。ツアーの目的は、 (1)グローバル化

の影響で苦しんでいる東南アジアや韓国の女

性労働者の状況を世論に訴える。 (2)訪問

先の女性労働者や活動家、運動団体などとグ

ローバル化の下での経験や意見を交換する。

(3)女性労働者のネットワークの方向をさ

ぐる。 (4)ツアー参加者がアジアレベルで、

あるいは国際的なレベルで反グローバル化の

展望をもつこと、などがあげられています。

ツアー最後に行なわれた総括では、参加者

は帰国後労働組合や所属グループにキャンペ

ーンツアーでの経験を伝え、グローバル化に

関する情報を集め、反対運動を組織すると語

りました。 CAWに対しては、グローバル化

が女性労働者に及ぼす影響の調査を今後も続

け、労働者のセイフテイネットについての研

究をして欲しい、女性労働者グループの間で

オに収めた『捨てられた"人形".!1 (CAW 

制作)日本語版も完成しましたので、ぜひお

求めください。またCAWが、産業再編が女

性労働者に及ぼす影響を調査して作成した報

告書『シルク&スティールー←産業再編の嵐

の中で』を翻訳して、学習パンフとして近日

発行予定ですので、合わせてご利用ください

(関連記事2"'4面)。
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C AW東南アジアキャンベーンツアー報告

勝根から縫動で
反グローバ州協連帯を

マレーシア

14日間にわたるキャンペーンツアーは、

まず参加者全員がマレーシアのクアラルンプ

ールに集合し、女性開発グループによるリー

ダーシップトレーニングから始まりました。

ツアー期間中には、集会や記者会見など多く

の人々の前で意見を発表する機会があるため、

相手に印象づける話ができることは重要です。

参加渚 1人ひとりの 1分間スピーチをビデオ

に撮り相互に批評し合ったり、呼吸法により

緊鳴惑をほぐすなど技術的な訓練を受けたと

とで、ツアーの中で自信を持って主張ができ

たと参加者には好評でした。ごのプログラム

はまた、参加者がお互いに打ち解けあい共通

の目的をめざすツアーチームを作ることにも

なりました。

最終日には、ツアーの目的の一つである記

者会見が行なわれ、タイやインドネシアの参

加者の歌を交え、参加各国がグローバル化の

下で悪化する女性労働者の現状を報告し、各

国政府が対策をとるよう訴えました。最後に

CAW制作ビデオ『捨てられた"人形"Jlを

上映しました。後日、ニューストレイツ・タ

イムスなど数紙に記事が掲載されました。

輔君・国際女性デー集会で広がる共感乃輪 i

フィリピン

政府の企業擁護の政策により、労働者の団

結する権利が侵害されているフィリピンでは、

マニラでツアー受け入れ団体NFLの女性部

委員長から、フィリピンの女性労働者の実状

と労働運動に関してレクチャーがありました。

2日目はカラヨム衣料労働組合とジルマー

ト衣料労働組合を訪問し、続いて労働組合女

性部によるオープンフォーラムが聞かれ、フ

ーーや~ Ii"捨てられた"人形"l 〈 日 本 語 劇

ビヴ八 一 グーJゼーシヨンとアジアの糊働者 一

鉛斉のグローバル化の下で、アジアの女性労働者の権利が奪われています。

スリランカ:団結する権利を奪われた自由貿易地域の女性たちは組織化に取り組みます。

タイ:経済成長を支えた女性たちは職期丙に苦しみ、政府に職業上の安全保護法を求めます。

韓国:悪化する雇用条件の中、失業した女性たちは協同組合をっくり仕事を生み出します。

CAW制作 60分 5000円 <助成> 財団法人東京女性財団
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ィリピン側からは20人ほどの労働者が参加

しました。ツアー参加者が各国の女性労働者

の状況を報告すると、フィリピンの労働者も

共通の問題を抱えており、お互いの経験を交

流することで連帯を深めました。

翌日、ツアーメンバーはミンダナオ島ザン

ボアンガに飛び、受け入れ団体の大歓迎を受

けました。ミンダナオ島はイスラム教徒が多

数を占め、マレーシアやインドネシアからの

劉暗にとっては同じ文化圏です。翌朝、ザ

ンボアンガからフェリーで 1時間の島にある

バジランに渡り、農地改革制度の下で労働者

がプランテーションを譲り受け、協同組合形

式でゴムやパームオイル、コーヒーを耕音す

る農場を見学しました。その夜のマー水産加

工工場の労働組合のメンバーとの交流では、

スウェーデン系企業で、ある会社が経営難に陥

っており、いつ工場が売却されるかと労働者

は不安を募らせていました。ミンダナオ最後

のプログラムは、 NFL傘下のミンダナオ女

性会主催のオープンフォーラム「グローバル

化が女性労働者に及ぼす影響Jでした。 10 

0人もの女性労働者たちが集まり熱気に包ま

れる中、ツアーメンバーが各国報告の後、グ

ローパル化反対の声明を読み上げ、歌を披露

しました。

ツアーメンバーはマニラに戻り、簡単に感

想を話し合った後、韓国に向かいました。

韓国

IMFの管理下で、インフレや大量解雇に

よる失業に労働者が苦しむ韓国では、まず、

いくつかの労働関係NGOから、韓国の政治

状況と労働運動の現状についての説明を受け

ました。韓国での最大イベントは、二つの国

際女性デーにちなんだ集会への参加です。そ

の一つは民主労組や韓国女性労働者会協議会、

女性民友会など労働運動のリーダー的役割を

担う労働組合や団体が共催したヨンドンポ市

民ホールでの「国際女性デー・女性労働者集

会Jでした。集会では、ツアーのメンバーも

紹介されグローバル化反対の声明を読み上げ、

歌を歌うと、参加した2000人もの労働者

から大きな共感の拍手を浴びました。

もう一つは、全国の女惜姐織から約100

0人が集まった韓国女性団体連合主催の r3

月8日国際女性デー集会」で、集会では、前

日と同様にツアーグループは声明を読み上げ、

歌いました。集会に続くデモは子供連れも参

加し、家庭的な雰囲気の中で行なわれました。

韓国の女性労働者運動の中心的役割を担う

二つのCAWネットワークグループを訪ねま

した。サービス部門の女性労働者を支援する

近日時汗定

アジア女子労働問題学習パンフ@

『シルクaスティール
一践再編の患の中でi

輸出指向型工業化政策の下で、経済成長

を支えてきた韓国、インドネシアの女性

労働者たちの産業再編が進む中での失業

の苦しみ。産業の中心的労働力でありな

がら認められないバングラデシュの女性

たちの叫び。 CAWが行なったアジアの

女性労働者の実態調査報告の一部日本語

訳。(交流センター粥子 500円)
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女性民友会は、職場でのセクハラ問題や男女

平等の促進に取り組んでおり、ツアー参加者

から熱心な質問が出されました。製造業の女

性労働者を主に支援してきた韓国女性労働者

会協議会では、元CAWスタッフでもある会

長のリー・マリアと話し合い、 CAWのグロ

ーバル化キャンペーンについて、各国レベル

でもグローバル化を深刻にとらえ、 CAWの

ネットワークグループがそれぞれの国で運動

を発展させていくことが重要だというアドバ

イスを得ました。

ツアーを終え、記者会見に臨むメンバー

カナダのテレビ局を含む6社が参加して行

なわれた記者会見では、韓国企業の海外の進

出先での現状に焦点があてられ、タイとイン

ドネシアからの参加者に質問が集中しました。

5つの新聞が記事に掲載し、反グローバル化

キャンペーンはマスコミの注目を浴びました。

(キャンペーンツアー報告資料提供:CAW) 

短信

インド:「スチュワーデスjの定年

インド航空の「スチュワーデス」は、職場

での女性差別に対して会社を訴えると怒りの

声を上げている。問題の発端は、 1989年

に政府が国家公務員の定年を58歳に引き上

げる法律をつくった時にさかのぼる。国営の

航空会社であるインディアン航空とインド航

空にも法律に従うよう指示が出され、インデ

ィアン航空はすぐに乗務員の定年を男女とも

58歳とした。国際線を持つインド航空は女

性が60歳まで働けるようにはしたが、 50

歳からは機内製厳からはずすごとを決定した。

「乙れは明らかに差別です。健康で活動的

な女性が50歳になったら、突然、不健康で、

仕事ができなくなりますか。男性は50歳以

上でも機内勤務ができるのに。 Jとある「ス

チュワーデス」は憤る。インド航空の規則に

よると「スチュワーデス」は50歳になると

退屈な事務作業の地上勤務に格下げされ、賃

金は25%もカットされる。

ほかの「スチュワーデス」は不満をあらわ

にしながら、 r Ii'スチュワーデス』はもう結

婚への切符ではありません。今日では、女性

は『スチュワーデス』をキャリア職と考えて

いるし、独身者、離婚者、家族で唯一の稼ぎ

手の者もいます。 Jと言う。インド航空は男

性中心の会社だと女性たちは訴える。という

のは、男性だけがアシスタントパーサー、パ

ーサ一、監督と昇進できる。女性の方が、男

性よりもはるかに経験豊かである時でも。

(W叩 enEnvision 1998年9~10月号)
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グローバl陥c'i何か?(1) 

.、.<"1 Y1" 

南アフリカで労働問

題の調査研究、情報

サービスを行なって

いるNGOである I

'J"-司届~ LRIG発行の小冊

l子『グローバリゼーション』の翻訳を41

1
回のシリーズで紹介します。

l 

今日、 「グローバル化Jという言葉がよく

使われている。テレビでCNN(アメリカの

放送局)のニュースを見たり、ホテルで外国

人を見かけたり、道路を走る現代(韓国の自

動車会社)の車を見て、 「これがグローバル

化だ」と人々は言う。サッカーのファンが自

国の最強選手が植汐4のチームに入ったのを聞

いてグローバル化を嘆く。ビジネスマンが海

外から 25通もの電子メールが来ているのを

見て「グローバル化はすごい」と言う。工場

に新しい機械が入り人員削減が発表されると、

労働者はグローバル化のせいだと思う。

「グローバル化Jは、人によって違った意

味を持っている。対立した立場の人が使うか

らである。たとえば、資本主義は南アフリカ

商工会議所の指導者にとっては最も良い経済

システムであるが、社会主義を支持するCO

SATUの指導者にとっては、労働者搾取を

基盤とする経済システムである。

グローパル化を支持する人々

グローバル化の主な支持者は多国籍企業と

国際金融機関、そして先進資本主義国である。

かれらはグローバル化を「自由経済への過程J

と規定している。この考え方では、グローパ

ル化は国家聞の貿易を容易にし、生産やサー

ビスを増大させ、経済成長を確実にする最良

の方法としている。また、 「自由化Jは企業

経営者には利益向上の機会を与え、生産者や

サービス提供者としての国家の役割を減らす

ことを意味している。支持者の意見をまとめ

てみると、グローバル化とは:

・自然で避けがたい歴史的変化の一部。

・すべての園、そして労働者も含めたすべて

.の人々にとって富が増し、繁栄する 0

・世界経済にとっては唯一の可能性。

グローパル化に反対する人々

反対する人々は、グローバル化を「労働者

の生活を攻撃するもの」とよんだり、 「資本

家が生き残るための戦略Jとよんでいる。グ

ローバル化は新たな植民雄折5成、 「世界戦争J

でさえあると考えている人々もいる。反対者

の意見をまとめると、グローバル化とは:

・貧困が増大し、労働者の生活水準カヰ丘下0

・金持固と貧困国との格差が拡大。

圃国内での金持ちと貧困層の格差が拡大。

反対者の中には「グローバル化」という言

葉を使うごとを拒否している者もいる。この

言葉は資本家の搾取をあいまいにしてしまう

ので、 「資本の国際化Jのような言葉を使つ a

ている。

わたしたちの定義:グロー

パル化は世界経済の再構築

の過程であると考える。こ

れは 1970年代に始まっ
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た資本主義経済の危機への対応策である。主

な目的は、最大限の利益を上げるための新し

い方法を捜すことである。

再構築の特徴は何か。再構築は次のような

さまざまなレベルで行なわれている。(1)

投資や貿易の方法 ( 2 )国際的組織や合意、

規約の運用の仕方 (3 )政府の政策のタイ

プ (4)生産過程のやり方(たとえば、職

場でのリストラ (5)開発計画の決め方

(6)人々の生活上の変化 (7)自由市場

経済の考え方の景簿の増大

世界経済の再構築は、多国籍企業や先進工

業国の政府、国際金融機関に導かれている。

国や地域のレベルでは、経済界や政府のリー

ダーたちがとれを支持している。

グローパ)1イkの背後の考え

グローバル化の進行は、自由市場経済の考

えに基いている。自由市場紛斉の中心となる

原則は、国の発展には企業活動が最も重要で

あるということである。もし企業が大きな収

益を上げれば、だれもがその"恩恵に浴する

，ことになる。

自由市場経済は次のように機能すると考え

られている。企業は利益を上げると、再度投

資して新しい工場を作ったり、既存の工場を

拡大する。この再投資をする時には、より多

くの労働者を雇用し、より多くの製品を生産

する必要がある。より多くの労働者が雇われ

ると、労働者はより多くのお金を使うことが

できるようになる。労働者がより多くのお金

を使うと、より多くの生産が必要となってく

る。之れにより大きな収益、再投資、多くの

仕事といった新たな循環を生むのである。乙

のモデルで成功する鍵は、個々の資本家の利

益である。そのため、自由市場経済の考え方

は個人主義を促進し、とくに個人の事業主ま

たは企業の利益と成功への欲求が促進される。

自由市場経済の考え方によると、国家の役

割とは企業の利益を促進させることである。

そのために、民営化、規制緩和、貿易と金融

の自由化の3つの政策が、一般にグローバル

化と関連づけられている。

民営化

自由市場経済の支持者は、生産者、所有者、

サービス提供者という形で、国が経済に介入

することに反対する。国が製品を生産したり

サービスを提供することは、民間が行なうほ

ど効率的ではないと言うのである。そのため

支持者は、南アフリカをはじめ世界中で、民

営化を求めている。その結果、多くの国で国

営企業が売却された。国営企業売却以外にも、

次のような民営化の方法がある。

・外注または下請け:国が行なっていたサー

ピスが、民間企業によって請け負われるこ

と。たとえば政府が、民間の警備会社と契

約すると、それまで公務員だった警備員は

民間会社の警備員にとって代わられる。

田政府と民間部門の提携の促進(半官半民)

・国営地の売却

・受益者負担の増大(教育、電気、水道)

規制援和

規制緩和とは、国の生産者やサービスの提

供者、社会福祉の促進者としての役割を減ら

す寸車の方法のごとである。
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補助金の廃止:国が無料または低価格で提

供するサービスは多い。たとえば国がある種

の建材を無料で提供するごとで、住宅建築に

補助金を出している。南アフリカでは過去に

いくつもの補助金があった。学校や公共輸送

機関、主要な食品である黒パンやひき割りと

うもろこしなどに補助金が出ていた。

価格管理の廃止:国は多くの商品の倒名を

規制している。側各規制はたいていパン、ミ

ルク、肉、卵、調理油、ひき割りとうもろと

しなどの生活必需品にかけられている。規制

緩和によって販売者は独自の価格をつけるご

とができる。

直接税の削減または廃止:直接税は収入や

収益に課せられる。規制緩和によってごれら

の税金が引き下げられる。との裏にある考え

は、裕福な個人や企業はより多くの商品を生

産したり、サービスに投資ができるという乙

とである。

企業活動に関する国の規帝l緩和または廃止

:規制緩和は企業活動の方法に関して規制す

る法律にも適用される。之の法律には最低賃

金、労働条件、環境に関する法律が含まれる。

貿易と金融の自由化

貿易と金融の自由化とは、国際的な企業活

動をやりやすくするために、商品、サービス、

お金が容易に国墳を渡れるようにすることで

ある。

貿易の自由化は、投資協定や政府の政策と

密接に結びついている。実際、政府は貿易の

自由化を利用して外国投資家をひきつけよう

とする。たとえば貿易協定は、外国からの投

資家が税金と法律を免除される「自由貿易j

地域をつくることをねらいとしている。自由

貿易の鍵となる次のような政策がある。

1、関税(輸入品への税金)の廃止

2、輸入割当制度の廃止(ある輸入商品の金

額的・量的規制)

3、外国人経営の会社に対する規制の廃止

金融の自由化は、国境を越えるお金の動き

に対する規制を廃止する。これによって、企

業がある国から利益を得て、他の国に投資す

るととが容易になる。

自由市場経済に関する議論

自由市場経済に対する批判は多い。この議

論の中心となる問題は、自国の経済に対し政

府はどのような役割を担うべきかということ

である。とれは、 二つに分けることができる。

一つは、政府は積極的に経済を規制し、企業

の力と影響をコントロールして労働者を保護

すべきだとする立場をとり、社会民主主義者

または「混合総膏jの支持者、ケインズ派と

呼ばれる。

もう一つの立場は、民間部門は圏内経済で

の儲Ijを果たすべきではないと主張する。労

働者と国民の大多数の支配の下に、国は資源

とすべての大規模な生産を所有し、経済をコ

ントロールするべきだという。国家経済の決

定には、国民の要求が最も重要な要因である

と主張する。この立場の人々は社会主義者、

共産主義者、マルクス主義者と呼ばれている。

立場1:混合経済アプローチ

この立場の人々はビジネスを経済のあるが

ままにされてはならないと考える。民間企業

は国の経済に重要な役割を果たしていると主
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張する一方で、利益を制限し国民の福祉を促

進させるために国は介入しなければならない

と考える。

ごの視点に立つ人々は次のような政策を支

持している。

(1)企業や裕福な個人に高い税金を課して、

社会的サービスのための資金とする。

(2)重要なサービスは国が所有する(電

気、電話など)。

(3)主食、住宅、衣料などの基本的必需品

に国が補助金を出したり、価格規制をする。

(4 )保健、教育などのサービスを国が提供

する。

(5)労働者を保護するための規制(賃金や

雇用条件に関する法律)をつくる。

(6 )国民を保護するための規制(差別や公

害に対する法)をつくる。

立場2:社会主義アプローチ

社会主義者は資本主義を否定し、企業活動、

農場、鉱山が集団的または共同的に所有され

て機能することを主張する。この考え方から

すると、民間企業の利益は労働者の搾取に基

づいているため、資本主義は国民の需要に応

えるととができないとしている。さらに規制

された経済や混合経済であっても、自由市場

経済は常に危機を抱える傾向にある。危機が

起これば、大規模な失業と貧困が広がるだろ

つ。

このように社会主義者は、集団的または共

同的な所有形態だけが、私的利益のためでは

なく国民の需要に応え、安定した経済を提供

し、国の資源が大多数の国民の最大利益のた

めに使われると主張する。(つづく)

く図書嘗紹介〉

崖正銭著

加藤美蘭訳・石坂浩一監修

『韓国版男も子育て パンチョギの育児日記』

レストランでお父さんにトイレにつれて行

ってもらうハエリンちゃん。女の子だけどお

父さんと一緒に男性用トイレでしたい!とね

ばって試してみるけど、結局失敗しちゃいま

す。しばらくして今度は「ママ、シー!Jと

言って、驚くお母さんを後目に男性用トイレ

に意気揚々と入っていく・・・・。本書は父

親である著者が育児に奮闘する様子を楽しく

まんがにしたものです。シンプルな絵と絶妙

の聞がとぼけた昧を出していて、雰囲気はス

ヌーピーの「ピーナッツJに似ているかな。

著者の崖正絃さんは 1960年生まれ。ソ

ウル大学で油絵を学ぶかたわら、軍朝虫裁政

権に対する抵抗運動の影響を受け、大学新聞

に政治風刺まんがを描き始めます。

80年代には政治的な抑圧に対して直接的

な表現が用いられていましたが、 80年代後

半から人々の生活が豊かになるにつれて、美-

術は新しい表現が求められるようになってい

きました。そんな時、 90年にハエリンちゃ

んが生まれ、崖さんは女性新聞にこのまんが

を連載するごとになりました。 95年には女

性新聞社と第2政務長官室から第一回「平等

夫婦賞jを贈られています。

子どもと暮らす楽しきゃ男性ならではの育

児経験だけでなく、子どもの行事や託児所な

ど、韓国の育児事情を垣間見られるのも魅力

です。 (社会評論社・ 1800円)
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一プール・サイド '/- ち''-臥-/.・"'/.-'/A・V〆圃・"/.--，.

この道はいつか来た道

塩沢美代子

3月24日の夜半、テレビのニュースが、

日本海を航行中の不審船を海上保安庁の巡視

船が追いかけたが追いつけず、はじめて海上

自衛隊が出動し威嚇射撃を行ったと伝えたと

き、とっさに私の頭にひらめいたのは、これ

は"やらせ"だ。日本軍(名前はなんであろ

うと、軍隊には違いない)が仕組んだ芝居だ

ということだった。ときあたかも日米安保条

約の新ガイドラインなるものの、 国会審議が

はじまったときで、あまりにもタイミングカま

よすぎたからと、かつての 15年戦争の発端

となった満州事変の史実が連想されたからで

ある。

そのとき小学校1年生だった私は、その真

相を知る由もなかった。いや大人だって同じ

であり、戦後に日本のアジア侵略の歴史が明

るみにでるまでは、誰も知らなかったのであ

る。満州と呼んでいた中国の東北部は、日本

が日露戦争後に新京(長春)と旅順閣の鉄道

とその附属の利権を獲得し、関東州を租借し

て以来、日本の資本主義にとって重要な地域

となり、関東軍と呼ぶ軍隊が駐屯していた。

その幹部らは満蒙領有を計画し、 19 3 1年

9月18日夜、奉天(渚陽)郊外の柳鉛胡村

で、自ら満鉄線路を爆破し、とれを中国軍の

仕業だと称して軍事行動を起とし、翌日には

奉天市をはじめ満鉄沿線の主要都市を占領し、

中国侵略がはじまったのである。

交

ところで日本海上の不審船については、そ

の後のマスコミによれば、存在したととは事

実らしいが、海上自衛隊が出動して威嚇射撃

をする必然性があったのかどうかは、きわめ

て疑問である。テレビ番組では軍事評論家の

肯定論者と否定論者を登場させるが、後者の

ほうがはるかに説得力がある。小掛l首相は海

上自衛隊の出動命令を20分で決断したとい

うが、絶好のチャンスとして利用したのであ

ろう。

この事件とほぼ同時期から、ユーゴスラピ

ア連邦セルビア共和国コソボ自治州をめぐる

紛争で、北大西洋条約機構 (NATO)軍の

ユーゴ空爆がはじまり、もう 3週間も続いて

いる (4月12日現在)。

紛争そのものについては、予備知識のない

私にはまことにわかりにくいのだが、ユーゴ

大統領と警察や軍隊によるアルバニア人への

弾圧や攻撃をやめさすための空爆だという。

NATO軍といっても、イニシアチブをと

っているのはアメリカ大統領のようだが、国

連の安全保障理事会の討議も経ず、ロシアの

強い反対にもかかわらず、なぜ他国の民族紛

争に武力介入をするのか。私にはアメリカは

滞貨した兵器を消費するチャンスを、なんら
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かの大義名分をつけて求めているように思え

てならない。 1日1億ドルの戦費という報道

もある。そして日本が軍事同盟を結んでいる

相手は、こういう国であり、新ガイドライン

とは今後の米軍の軍事行動に日本を巻き込む

ための具体策で、いわば戦争マニアルである。

女

太平洋戦争による日本国内の民間人の被害

者に限った場合でも、私の受けた被害は少な

いほうである。住んでいたのが沖縄でも広島

でもなかったし、おなじ東京でも3月10日

の大空襲の被災地からも外れていた。それで

も1945年(昭和20年)8月15日の終

戦に至る前、半年間の空襲下の日々の恐怖感

は、 54年たっても、少しもうすらいでいな

い。たまたま耳にするなんらかのサイレンが、

当時の空襲警報のサイレンに似ていると今で

もビクッとするし、我が家に焼夷弾と小型爆

弾が落ちたときの心臓を直撃するような轟音

も、私の身体に残っている。そしてテレビに

うつる現地の人々の恐怖にひきつった表情が、

私の顔に乗りうつる。相手国の権力者をこら

しめ、軍事施設をたたくためと称する軍事行

動も、結局は民衆を苦しめるのがおちである。

正義のための戦争などありえず、武力行使そ

のものが絶対的な悪であるごとを、戦争体験

者は肌で知っている。

2月25日に、車いすの 100歳の櫛田ふ

きさんを先頭に、反ガイドラインの女性のデ

モが銀座通りで行われた。そのとき沿道の人

たちがまったく無反応か、好奇の目でしかな

かったのが、 60年安保闘争のときの状況と

あまりにも違い、私の焦燥婚と危機感を深め

た。( 交 流 セ ンター所長)

<事務局日誌>

2月10日 翻訳グループ学習会

2月12日 CAWネットワーク共同行動・

ILO条約批准要請労働省交渉(塩沢・広

木・池田)

2月15日 日立男女差別裁判傍聴(池田)

2月20日 「アジアの仲間J78号発行

2月23日 2月定例事務局会議

2月25日 「新ガイドライン法反対!女性

のデモJ (塩沢)

2月27日 国際労働研究センター研究会

(塩沢・広木)

3月7日 国際女性デー「おんなたちの祭りJ

(塩沢・広木・池田)

3月8日 パート研究会(広木)

3月10日 翻訳グループ学習会

3月17日 機兵市従国際女性デー講演(広

木)

3月20日 国際労働研究センター研究会

(塩沢)

3月23日 3月定例事務局会議

一暢<新刊のお知らせ>ー

歎餅I日本の女性労働 NO.23
(1) CAWのILO条京蹴准を求めるキャ

ンペーン共同行動で労働省に批准要請

(2)改訂労働基準法、雇用機会均等法施行

(3) トピックス

-北朝鮮系学生への人権侵害調査委員会

・フィリピン・台湾「従軍慰安婦J裁判

.家庭内暴力加害者男性の自助グループ

(交流センター発行 400円)



「アジアの仲間」第 79号 (1999・4) 11 

お知らせとお願い

会員の皆様の暖かいご支援によって、センターは 15年にわたり、充実した活動を

つづけることができ、心から感謝しております。しかし、財政上の限界により、当セ

ンターは今年度をもって現在の活動を終結せざるをえなくなりました。

発足当時はアジア第3世界に関する活動というごとで、 WCC(世界キリスト教協

議会)、 CCA(アジアキリスト教協議会)、アメリカのキリスト教団体から、年間

予算の半分近くの活動資金の援助がありましたが、円高により激減し、数年前からは

すべて打切りとなりました。国内の会費・カンパも大口だった方々は退職されたり、

亡くなったりで減少しております。しかし会費やカンパの減少は、 15年間に、アジ

アの民衆に連帯する多様な活動が生まれ、支援の志をもっ方々のお金が分散している

ためでもあり、喜ぶべき現象の結果ともみられます。その点でセンターはアジアに目

を向ける役割を果たしたとも考えられます。

そこで運営委員会で熟慮の結果、本年度をもって現在のセンターを閉じるごとに致

しました。

したがって本年 12月には、アジアから活動をともにした数名の仲間を招き、最後

の交流集会を開催いたします。そのための経費も含め本年度は予算もかさみます。詳

細は追ってご案内いたしますが、交流集会成功のために、会費、またはカンパとして

以前にもましてご協力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

1 999年4月20日

会費 (年会費一口以上)

A 一般会員 a 3.000円 b 5.000円 c 10.000円

B 賛助会員(個人及び団体 20.000円

<郵便振替> 00100-3-70086 

アジア女子労働者交流センター

アジア女子労働者交流センター

運営委員長 東海林勤

運営委員・所長塩沢美代子

運営委員 青地恵

加藤勇

高戸要

伊藤 義 清

塩原節 子

古川 幸 子

大 津 健 一

東海林路得子

松浦順子 山野繁子
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融贈っ <支出の部>

国際交流費 724.807 1998.4.1 ~ 1999.3.31 

圏内交流費 54.985 

資料費 673.866 

<収入の部> 調査研究費 642.945 

会費 2.809.000 15周年記念プログラム準備費 774 

カンパ 2.121. 664 編集印刷費 570.040 

事業費 823.840 翻訳費 469.425 

雑収入 3.825 通信費 653.107 

運営基金より繰入れ 2.000.000 人件費 3.875.370 

借入金 1.195.355 事務管理費 955.947 

小計 8.!l53.684 予備費 4.126 

前年度繰越金 ム 2.804.645 小計 8.625.392 

合計 6.149.039 次年度繰越金 6 2.476.353 

合計 6.149.039 

1999年度交流センター活動計画

1、交流センター 15周年記念事業

1)言己念ワークショップおよびシンポジウムの開催 (1999年12月)

招待者 :CAW、香港、韓国、タイ、インドネシアからオルガナイザー

内容:労働基準法女子保識見定、セイフテイネットをめぐって

2) 1 5周年記念パーティ(1999年 12月)

3) rアジアの仲間J1 5年にみるアジア女性労働者との交流諮差出版

2、CAWグローパリゼーション・キャンペーンへの参加

1 )ビデオ『捨てられた"人形".!Iの日本語版作成と普及・販売

2) CAW東アジア地域ワークショップへの参加 (2000年3月・台湾)

3、女性労働問題、進出企業問題に関する課題についての圏内共同行動への参加

4、CAWその他、諸外国のNGO、女性グループとの国際連帯・協力活動

5、「アジアの仲間J発行 年6回

6、英文資料「日本の女性労働J発行年2回

7、その他、醗Rグループ学習会、語朝市総量、資料収集、翻訳、国際・圏内連帯活動等
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女性労働者通信 第 80号
アジア女子労 働者 交流センタ ー

干169-0051 東京都新宿区西早稲田

2 -3 -18-34 

アジアの仲間
発行人代表者 塩沢美代子

編集責任者 広木道 子

電話 ・FAX 03-3202-4993 
郵便振替 00100 -3 -70086 

センタ←音位15周年記念シンポジウム(予告)

12月-アジアの仲間招3、本音で語る熱い交流を
アジア女子労働者交流センターは、今年 1

2月、アジアの女性たちを日本に招き、設立

1 5周年を言己念するシンポジウムを開催しま

す。来日を予定しているのは、韓国、香港、

タイ 、インドネシアの女性たちで、とれまで

CAWの活動やアジア研修ツアーを通して親

しくしてきた仲間たちです。

それぞれの国の女性労働者にとって、今最

大の問題は、労働条件の悪化と雇用不安、そ

して非正規雇用化です。これは日本の女性に

も拘置しています。これまでも度々とりあげ

てきた問題ですが、経済のグローバル化とい

〈ご妻子吾平予詮ラ壱ct:::>

う大きな流れとの関連でしっかりとらえなお

してみたいと思います。

なお、これカキ交流センター最後のプログラ

ムとなるため、パーティーも予定しています。

アジアの女性たちは、日本の女性たちとの熱

い交流を望んでいます。多くの皆さんのご参

加を期待しています(詳細は後日)。

* 
-開催日時 1 2月11日(土)

シンポジウム:午後 1時"-'5時

同日 言己念パーティー :5時"-'1時

.場所 主婦会館プラザエフ(四谷)

ビデオ「捨てられた"人形" j (時蜘

グローバリゼーションとアジアの女哲労働者一一

総斉のグローバル化の下で、労働条件の新ヒや職期青、失業など厳しし、状況のなかで声を

あげ、たたかうスリランカ、タイ、韓国の女性労働者を記録した最新の貴重な映像です。

60分 5000円 <助成>財団法人東京女性財団

女大学や地域の女性センター、公的図書館などに視聴覚資料として備えていたいただく

ょう、こ溜介下さい。
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<移住労働者と連帯する全国フォーラム>

繍でなく移住労蜘注儲，:! 

6月5日から 6日にかけて、東京で「移住

労働者・家族と共に生きる社会をめざして」

と題して第3田耕主労働者と連帯する全国フ

ォーラムが開催された。

1980年代から、海外からの移住労働者

の数は増加し、バブル期の人手不足を補うた

めに、日本政府もブラジルやペルーなと宵米

の国々の日系人や、研修生制度という名のも

とに外国人労働者を積極的に受け入れてきた。

しかし、最近の長引く不況のなかで、不利な

立場にある移住労働者は多くの困難に直面し

ている。

今回のフォーラムは、 このような状況の中

で日本各地で移住労働者を支援してきたグル

ープが中心となり、これまでの活動を振り返

り、グローバル化の影響の中での今後の方向

を探ることを目的として開かれた。 2日間で

延べ1100人もが参加し、会場から人が溢

れるほどの活気に満ちた集会で、移住労働者

が日本の社会の一員として、確実に定着して

きていることを努惑するものであった。

しかしパネルディスカッションでは、性産

業で働く女性たちへの暴力や人権侵害が相変

わらず深刻なごとや、日本政府は外国人・移

住労働者に対する管理をますます強化してお

り、彼らを社会に受け入れようとする方向性

をまったく持っていないことが報告された。

これを受けて 15の分科会に分かれ、テー

マ別に討議が深められた。私が参加した分科

会「アジアにおける移住労働者の連帯Jでは、

海外から 2人のゲストが報告した。

香港にあるNGOrアジア移住労働者セン

ター(AMC)Jのレックス・パローナさんは、

移住労働者・支援する人々のアジアレベルの

連帯をめざした取り組みを語ってくれた。

海外への出稼ぎは、自圏内での貧困や失業、

仕事があっても低賃金で生活ができない状況

のために起きる。 96年には 1千万人が貧し

い国から豊かな国へ出かけている。経済のグ

ローバル化が進展する中で、経済危機に陥り、

IMFや世界鋭ラの構造調整プログラムを受

け入れた国々は、海外への出稼ぎを増加させ

てきた。 98年には、それまで受け入れ国で

あった韓国やタイ、マレーシアなどカ耀済危

機にみまわれ、約 100万人の移住労働者が

本国へ送り返された。しかし、送り出し国の

経済状況が改善されたわけではないので、依

然として移住労働者は跡をたたない。

移住労働者グループのネットワークを

では、現状をふまえ、どのような移住労働

者の連帯が可能であろうか。労働者の移住先

では、これまで支援グループが相談活動を中

心に行ない、インターネットで他の国へ移住

労働者の状況を伝えたり、国連の移住労働者

と家族に関する人権規約の批准を政府に呼び

かけるなどの活動を行ってきた。しかし 、こ

れらの活動には移住労働者は主体者として関

わってこなかった。

ますます深化するグローバル化の下で、移

住労働者が権利を主張するためには、救済で

はなく、新しいものをつくる必要がある。 A
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MCではそのために、 2つの具体的な取り組

みをしている。その 1つは、移住労働者に対

する're-integration' (再統合)の呼びかけ

である。これは移住労働者が海外で収入を得

た後、自国に戻り何か仕事を始めることをす

すめることである。もう 1つは各国にある移

住労働者の組織や支援組織を圏内レベル、ア

ジア地域レベル、世界レベルにネットワーク

することである。実際にアジア各国にある移

住労働者・支援者の組織をネットワークした

M F A (Migrant Forum in Asia)はアジアレ

ベルで、活発な情報交換を行なっている。

このMFAに韓国から参加している「外国

人労働者対策協議会Jの李今淵さんが韓国の

状況を次のように報告した。この協議会は、

全国各地でキリスト教会や人権団体、労働組

合などがつくっている 21の移住労働者の支

援センターから構成されている。

IMF管理下の韓国では、 "不法な"移住労

働者に対する監視が厳しく、移住労働者の組

織化は難しい。協議会の具体的な活動は、未

払い賃金や労災、健康についての相談活動が

中心である。半数のセンターではシェルター

を持っており、スタッフが一緒に生活をして

いる。移住労働者は自国で仕事がないので帰

れない状況にあるが、韓国内でも失業が増大

し、政府は外国人の替わりに韓国人を雇用し

た企業に、 6カ月間、 1人当たり月額50万

ウォン(約5万1千円)支払うことを決めた。

韓国にいる移住労働者は日本へ行きたいと

願っており、 500万ウォンほどブローカー

に刃ムうと日本へ行けるという。日本と韓国

の支援グループがネットワークを強め、情報

交換をすることが大切である。(仁田裕子)

大阪から修学旅行の附

NGO見学でセンター来訪
5月23日、大阪・泉南郡の熊取中学校か

ら修学旅行の3年生7人が、センターを訪れ

ました。彼女たちは2年生の 1学期からNG

Oについての学習を深め、昨年秋の文化発表

会では保護者や地域の人々にも呼びかけて 1

円玉と5円玉の募金活動を行ない、また「環

境・人権・平和」をテーマにしたビッグアー

トをつくるなどの活動を通して、地元大阪の

NGOと交わってきたそうです。

センターを訪問した熊諏中学校の皆さん

センターを訪問した彼女たちからはまず、

①どのようなきっかけで、いつ活動が始まっ

たのか ②なぜこの活動をしようと思ったの

か③仕事の中で一番つらかったこととうれ

しかったことは何かなど、センターの活動に

ついての質問がありました。その後、ビデオ

「捨てられた"人形"ーグローパリゼーショ

ンとアジアの女性労働者jの中のタイの部分

を観てもらい、アジアの女性労働者の問題、

アジアの子どもたちの生活や学校の問題、日

本の生徒たちカ粕食で食べているエピとアジ

アのつながりなどについて話し合いました。
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"女性労働者の権利は女性労働者の力で"

翻t女性労醐組
r Ii'今はダメだ。後にしろ。』女性の問題は

いつも後回しにされてきました。女性解放、

労働の平等を夢見る私たちは、もう待てませ

ん。今まさに女性労働者の問題を解決する時

です。 J経済危機の下、失業や不安定雇用に

さらされる女性労働者たちが立ち上がり、 1

999年1月、相次いで韓国初の女性労働組

合をっくりました。ソウル女性労働組合とソ

ウル地域女性労働組合です。ごこでは、設立

資料を送ってくれたソウル女性労働組合を紹

介します。

98年2月、女性労働者活動家と小企業で

働く女性労働者、合わせて 15人が集まり、

韓国で最初の女性労働組合設立に向けて話し

合いを持ちました。現在の労働組合の家父長

的風潮をなくし、女性労働者の低い組織率

( 91年 12月現在、 5.6%)を改善する

ためには、女性労働組合が不可欠という結論

に至りました。参加した女性の多くは小企業

の労働者や臨時雇用の労働者で、急いで女性

労働組合をつくる必要性に迫られていました。

しかしだれも労働組合設立の経験がなかった

ので、ゼロから始めるごとになりました。

まず、韓国の労働運動がかかえる根本的な

問題の検討から始めました。韓国の企業内労

働組合や産業別や地域別の労働者組織の状況

を分析しました。そして韓国の女性や女性労

働者一般が置かれている実態を調査しました。

これをもとに、女性労働者が連帯を強める方

向を話し合いました。女性労働者の組織化に

成功した例も検討しました。また改訂された

労働関係法に照らして、労働運動と女性運動

に関する問題を研究しました。

この間一人の仲間が、結婚を理由に退職を

強要されたことに抗議し、たたかっていまし

た。これは、それまで私たちが検討してきた

ことを行動に移すきっかけになりました。

98年7月、 20年以上も働きつづける中

で、労働組合を設立した経験を持つ女性を招

き、体験談を語ってもらいました。彼女の話

に勇気づけられ、早急に女性労働組合をつく

ることの大切さを再認識しました。そこで、

雇用機会均等月間である 10月にソウル女性

労働組合を設立することに決めました。

8月には、地域レベルの労働組合の面接に

よる実態調査を行いました。建設現場の日雇

い労働組合や全国農業協同組合労働組合、印

刷労働組合、ソウル地域衣料労働組合、靴職

人労働組合です。この調査を通して、厳しい

状況にもかかわらず、組合が労働環境の改善

にむけてたたかっているごとがわかりました。

また小企業で働く女性労働者が経験を語り

合う機会を持ち、職場で女性労働者カ守包えて

いる特有の問題を理解することができました。

9月、具体的にソウル女性労働組合設立の

準備に入り、 「希望と喜びを与える労働組合

をつくろうJと題したワークショップを聞き、

徹夜で討論し、女性労働者を非人間的な労働

条件から解放する労働組合結成をめざすこと

になりました。組合員の声をきちんと聞き、

組合員の活動を最も大切にする組合です。

資金難のため 10月に予定していた設立を

延期せざるを得ませんでした。しかし政府や
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企業には資金援助を求めないと決めました。

1 1月には組合の規約をつくったり、渉外、

調査、宣伝、教育などの各部門を組織し、最

終的な行動計画もできあがりました。

99年に入り、 200人u上もの人々から

資金援助を得て、ようやくソウル市の中心に

事務所を持つことができました。支援者の半

数は男性で、少ない給料からカンパをしてく

れました。 1月10日、設立大会後、市役所

に届け、ソウル女性労働組合が誕生しました。

<組合員の寺記> 女恒川静jのためにたたかう女性1こちと共に

イ・ミニョ

ウルサンからソウルに号|っ越し、荷物の片付けで痛む体を引きずって公共勤労(日本の失業

対策事業に該当)の仕事を終えてソウル女性労働時E合の事者問を訪ね、組合に加入しました。

昨年1月夫は退職勧告をうけ、 6カ月の聞に3回も配転されたあげく、辞表を強要されて退

職しました。夫の失業は家族の生計問題でした。退職金とわずかな慰労金は借金の返済に消え、

残った千万ウォンの借金のため、私は足に豆をつくって仕事を捜し、やっと公共勤労者になる

ことができました。私の収入が芸窃実の唯一の生計手段となりました。私はウルサンがいやにな

りソウルへ引っ越すことを提案しました。夫は何の展望もないソウルへの号|っ越しは、私の仕

事まで失うと反対し、けんかになりました。しかし、幸か不幸か、ソウルでも公共勤労ができ

ることになりました。

夫は失業してから変わりました。被害者意識が強く、小さなことにもかんしゃくをおこしま

す。すべてに自信をなくし、決断ができなくなっています。会社人間だったので、家にいて家

族と過ごす時間が多くなったことで、私を恨むようになりました。

夫の失業による家庭弓4日の話は、他人事として知っていま

したが、実際にその立場になると私も伊桝ではありませんで

した。朝から晩まで、家事や子供の教育・育児、そのうえ公

共勤労と、寝る暇もないほどめまぐるしい一日ですが、夫は

助けてくれません。マスコミでは夫が失業した家庭の話にな

ると、"夫を生かすのは女次第"という話ばかりで、毛先ま

で怒りがこみあげてきます。夫の失業で家族全員が苦痛を昧

うにもかかわらず、妻が夫の苦痛を癒してあげなければなら

いというのは、できないことです。どこにも女性の苦痛に耳

を傾けてくれる所はありません。

女性労働者として生きて行くためには、同じように女性の

権利のために悩みたたかう女性たちと協力する以外にはない

と考え、ソウル女性労働組合に加入しました。
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グローバル化計調か? ( 2 ) 

111 今、なぜグローバルイ~)O?

世界資本主義システムの

危機が主な要因であるが、

他にもグローバル化を可

能にしている次のような

ものがある。

・技術の進歩、とくにコンビュータ化

・旧ソビエト連邦と社会主義諸国の崩壊

次にこれらの要因を詳しく検討してみよう。

資本主義の危機

グローバル化は資本主義の勝利であると考

える人々がいる一方で、資本主義の瀕死の段

階と考える人々もいる。 1945年から60

年代の終わりにかけて、資本主義国は急速に

成長したと前者は指摘する。この成長は政府

による福祉の増大を伴い、新たに独立した第

三世界の国々でさえ、この時期に国民の生活

水準が急速に改善されたという。

資本主義の危機を語る人々は、 70年代の

初期までに資本主義は問題を抱えるようにな

ったと主張する。資本主義経済には大きな問

題が2つあった。 1つは、大量な生産物を生

み出したものの、それを購入できる消費者が

十分にいなかったこと(過寮性産) 0 2つ目

は、多数の大企業が巨大な利潤を蓄積してき

たが、それを投資するところがなかった(資

本の過剰蓄積)。その結果、西側の資本家は

利潤を生む新たな方法を求めた。

まず、モノとサービスの生産を続けた資本

家は、新しい市場とより低価格で生産する方

法を模索した。これは、アジアやラテンアメ

リカなどに向けた貿易と生産の拡大をもたら

した。他の資本家は生産をまったく諦め、利

益を求めて金貸し業と投機に向かった。 70

年代には多くの資金が途上国に向かい、 80

"-' 9 0年代には融資を受けた途上国の債務危

機をもたらした。融資の拡大に加え、 70年

代初めから 90年代半ばにかけて、巨大な資

金が生産への投資から投機へと移動した。

2つ目は、資本家が労働力の生産性を上げ

ることによって、新たな利潤を得ょうとした。

生商品程に“減量生産"とか“職場再編"と

いわれる新しい方法が現れた。これによって、

企業や労働者には“国際的競争"に強くなる

ようさらに圧力が加わった。競争力強化が意

味するところは、労働者が同じ時間、同じコ

ストで、より多くのものを生産するよう要求

される乙とである。労働者は“多技能多職種

"といわれる新しい仕事や異なる仕事を押し

つけられた。多くの場合、競争力強化は人員

削減を伴った。それは、 “規模縮小" “適正

規模化" “合理化"などといわれている。

グローバル化を資本主義の危機の結果と見

る人々は、グローバル化の進展には限度があ

ると主張する。新しく利益を生む市場には限

りがあり、労働者の生産性をあげることにも

限界があるという。その上、投機的な投資の

増大が世界経済に大きな問題を引き起こして

いる。投機は短期、あるいは中期的には利益

を生むかもしれないが、長期的には生産への

投資のみが安定をもたらす。 “紙切れ"の売

買による利益は、どのような製品にもサービ
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スにも裏づけられていないので、結局は崩壊

するに違いないという。

技術の進歩

この20年間に、技術が目覚しい進歩をと

げたことは、衆議一致するところである。グ

ローパル化にとっては、次のようなコンビュ

ータの役割がとくにおおきい。

・コンビュータは世界中の情報やお金を一瞬

にして移動させることができる。これによ

って、人々が世界中で今何が起きているか

をこれまで以上に早く知ることができるよ

うになった。ごの情報によって、以前なら

できなかったやり方で意思決定をし、事業

活動を行うことができる。

たとえば、南アフリカの会社経営者は、

インターネットの検索によって英国の製品

についての情報を得て、電子メールで会社

に注文し、支払い金は会社の口座に電子送

金する。 20年前はこのようなことは不可

能で、郵便のスピード加何によっては、完

了までに数日、あるいは総圏問もかかって

いた。

・電話技術の進歩は世界中いたる所の人々と

昼夜関わりなく、いつでも話せるようにな

った。携帯電話で、車で移動中であろうと、

山頂を歩いていようと、会議中であろうと、

連絡するごとができる。

このようにコミュニケーションが速く、

容易にできるようになったので、世界経済

のさまざまな面でさらに変化が進んでいる 0

・高度に組織化されたハイスピードの航空旅

行システムと結合して、コンビュータはモ

ノや人を世界中どこへでも非常にスムーズ

に移動させる。

インターネット

インターネットは90年代に世界規模で使

用されるようになった。インターネットを使

って、コンビュータの前に座った人は数分の

うちに、図書館から溢れるほどの情報にアク

セスできる。南アフリカでは、企業や政府機

関と同様に大衆組織もインターネットを利用

している。インターネットを使い、人々は政

府資料や法律、労働組合の政策などを読んだ

り、最新のサッカーのニュースを読むことが

できる。労働組合でもインターネットで、ス

トライキ行動などへの連帯を要請するごとが

できる。

ソビエト連邦と他の社会主義国の崩壊

グローバル化の台頭を説明する時には、ソ

ビエト連邦と他の社会主義国の崩壊が注目さ

れる。最も重要なことは、社会主義の崩壊が

世界の力のバランスを変えたことである。ソ

ビエト連邦の崩壊後、アメリカが唯一の超大

国になり、残りの主要先進国はすべて資本主

義国であった。多くの人々はこのバランスの

変化が、自由市場の一層の拡大につながった

と主張する。 “新世界秩序"とも呼ばれるも

のである。

しかし、ソビエト連邦および他の社会主義

国の崩壊の原因とグローバル化との関連につ

いては、さまざまな見解がある。グローバル

化を支持する人々は、社会主義は崩壊する運

命にあった機能不全のシステムと考えている。

この崩壊は資本主義の最終的勝利であり、人

類の偉大な前進であるとみる。
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グローバル化に反対する人々は違った立場

を取る。社会主義国の崩壊は、今のところ、

グローバル化に替わる選択肢がないことを意

味すると考えている。しかし彼らの多くは、

ソビエト連邦および東欧諸国の社会主義は、

資本主義に替わるものとしては、非民主的で

非効率的であったと主張する。資本主義の勝

利は現時点のものであり 、最終的にはグロー

パル化に替わるものが現れるであろうという。

なぜ今、グローバル化か?

グローバル化の支持者は、グローバル化は

“自然"な過程と考える。とくに、技術的進

歩がグローバル化をもはや止められないとこ

ろまで推し進めているという。これを“情報

時代"とか“情報資本主義"と呼ぶ。情報が

権力の最も重要な源である剛tであり、最上

の情報技術と最高の技術技能(“知的資本") 

を持つものが、世界経済において最高の力を

持つと主張する。ごの新時代に成功する鍵は、

世界中の金と情報をできるだけ速く動かせる

能力である。生産力や軍事力でさえ、今や重

要性においては二番手であるという。彼らは

資本主義の危機などまったく予想しておらず、

資本主義に何か問題があっても、技術がその

解決に使われるであろうと考えている。

批評:技術はわれわれの仕

事や暮らしを楽にするとい

う。しかし、コンビュータ

や飛行機、武器システムな

どの最新技術を手にできる

のは金持ちゃ権力者のみである。経営者の多

ては機械を導入し、労働者の首を切る。技術

はわれわれを解放するのだろうか、それとも

奴隷にするのだろうか。

IV 国際的システムの中での変化

グローバル化の支持者も反対する人々も共

に、 70年代初めから世界の政治経済に大き

な変化が起きていることは認めている。しか

し、その変化の性質やそれが労働者や民衆に

とって何を意味するかについての考え方には、

大きな違いがある。この章では、技術、生産、

投資、貿易、文化の分野での変化をみてみよ

う。

技術の変化

70年代初めより、技術の進歩はめざまし

かった。最も重要な変化は通信の分野で起き

ている。最近ではさまざまな通信技術のおか

げで、情報は速いスピードで世界をかけめぐ

る。これらの技術には、電子メール、ファッ

クス、電話(携帯電話を含む)、テレビ(衛

星放送を含む)、ラジオ、国際的に連携した

銀行システムがあげられる。

通信技術は80年代半ばから、大きく変化

した。ごの 10年間のコンビュータの台頭に

よって、どんな情報も世界中に瞬時に送るご

とカ泊I能になった。 90年代初めから電子メ

ールの利用が広がったために、 200，.....，30

Oページの書類を数秒のうちに世界中に送れ

るようになった。この技術によって多くの企

業や政府、団体、そして個人が通信によって、

一緒に仕事をする事を容易にした。

通信の他、働時は世界紐斉の再構築の他の

分野にも大きな影響を与えてきた。コンピュ
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ータが職場に普及し、それを利用するごとで、

以前には3~5人、時には 1 0人もの労働者

が必要だった仕事を、 1人でできるようにな

った。コンビュータの利用は、多くの企業や

政府の部門で生産性が増大したが、それはま

た、職場で人員削減をもたらすことにもなっ

ている。

支持者と反対者の意見

グローバル化の支持者は、通信や他の技術

の利用が広まることで、私たちは"地球村"

に住んでいるようなものだという。インター

ネットの利用は日増しに増えており、 97年

には、北アメリカに住む5千万人以上の人々

がインターネットでつながっていると指摘し

ている。この技術の利用は、すべての人々が

"却獄村"の一員になるまで広がると考えて

いる。

グローバル化に反対する人々は、"却ま求村

"のようなものはないし、そんな方向に私た

ちは向かっていないという。技術は一部の人

々が所有しており、北アメリカでは5千万人

の人々がインターネットでつながっているか

もしれないが、南アフリカのイースタン・ケ

ープの81%の学校では電話もないし、北州

では79%の学校に電気が通っていない。こ

の数字は、大多数の民衆にとっては食料や住

宅、教育のような基本的な必要性が切実な問

題となっていることを表している。技術は人

々の基本的な必要性を満たし、生活の向上に

役立つよう使われるべきであり、金持ちのぜ

いたくや権力のために使われるべきではない

と主張している。

(つづく)

γ 短信 …………叶

スリフンかFTZて和国際女性デー

3月7日、 およそ400人の女性労働者が

カトナヤケ自由貿易地域 (FT Z)で、女性

センター主催の国際女性デーを祝った。この

中には、最近工場閉鎖をして、女性労働者を

置き去りにしたままのラスマラーナにあるJ

NSアパレル社の40人の女性労働者や、コ

ロンボの北のモネラガーラにある工場の40

人の女性労働者、近くのビヤガマにあるカト

ナヤケよりも小規模の自由貿易地域の35人

の女性労働者など、カトナヤケの外からの参

加者も多かった。

国際女性デーのデモ行進が、自由貿易地域

で行なわれたということは画期的なことであ

る。 デモ行進する沿道には、地域の労働者た

ちが大勢並んでいた。カトナヤケの近隣の住

民の中にも、連帯の気持ちを表してくれる人

が々いた。

デモ行進の先頭は、紫色の服を着て自転車

に乗った20人の女性たち。今年のメインテ

ーマは「女性労働者の虐待をやめろJ0 r路
上で、パスの中で、職場での女性へのセクハ

ラ反対J r女性労働者の安全を保障しろJ

「私たちは機械ではないJr女性労働者をお

もちゃのように扱うなjなど、参加者はさま

ざまなプラカードを掲げて行進した。

デモ行進の後、女性センターで集会が聞か

れ、女性労働者たちが自由貿易地域での生活

を語った。最後に、劇と文化グループが女性

労働者のたたかいと団結の歌をうたった。

(CAWニュースレター・ 99年4月号)



10 「アジアの仲間j 第 80号 (19 9 9・6)
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ビデオを見てください

塩沢美代子

この度、 CAW(アジア女子労働者委員会)

がつくったビデオを見て、さまざまな意味で

感慨無量の一語につきた。これは原題が rD
OLLS & DUSTJという英語のビデオ

だが、日本人に近年のアジアの女性労働者の

実態を知ってもらうのに最適な映像なので、

センターのスタッフが苦労して日本語版をっ

くり「捨てられた人形~グローパリゼーシ

ヨンとアジアの女性労働者Jと題して、完成

したばかりである。経済のグローバル化のな

かで、いかに女子労働者が使い捨てされてい

るかをスリランカ、タイ、韓国で取材したも

のである。原題が"人形とゴミ"となってい

るのも、女子労働者が人間として扱われずに、

使い捨てされているという完惑がこめられて

いるのであろう。

日本語版をつくるには経費がかかるのだが、

キリスト教視聴覚センター (AVACO)が、

採算を度外視して大幅に協力して下さり、東

京女性財団から助成金が受けられたので実現

した次第で、感謝はっきない。

古

このビデオを見てまず感じたのは、"CA 

Wがこういう映像資料をつくるまでになった

のだなあー"ということだった。私がはじめ

てアジアの"女工哀史"について知ったのが

1973年で、アジアキリスト教協議会 (C

CA)の呉在植(オー・ジェーシック)氏か

ら、この状況を改善していくための、国際連

帯の運動をしたい。それでアジア各国の草の

根でごの問題に取り組んでいる人たちのネッ

トワークづくりをやってもらえないかといわ

れたのである。そのとき私は、そういうこと

ができたらすばらしいが、現実には夢のまた

夢、この人の都艮はすごいけれど、まるで雲

をつかむような話だと思っていたのである。

ところがその後3年もたたぬうちに、私は

ごの雲をつかむ話に乗ってしまったのである。

食

香港での3カ月の英語研修を経て、各国を

歩き始めた76年は、韓国は朴正照、フィリ

ピンはマルコスの独裁政権による戒厳令下で、

草の根でもり上っている労働運動は、すさま

じい弾圧にさらされていた。その他の国も香

港以外は似たような政情だった。ひたすら耳

から英語を覚えていった私が、 f逮捕Jとか

「拷問」という言葉をいち早くキャッチした

ような状況で、最初の試練はそのなかで活動

することにいかに馴れるかということだった。

しかし各地で出会う人々は、初対面とは思え

ないほど親愛の情にあふれ、人間的魅力に満

ちていたので、きびしくも楽しい日々だった。

はじめはひとりぼっちだった国際オルグは

間もなくカトリックのシスターたちと共にや

ることになり、 81年にはCAWがつくられ

た。しかし私カ宝現場を歩いている聞は、各国

とも政治状況は変わらず、国際会議も極秘で

しかできないので大変だった。

ごのビデオで韓国やタイで女子労働者の堂

々たるデモやたたかいをみていると、隔世の

感がある。しかもそれは他ならぬその国の人
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々が勝ちとってきた結果なのである。

私がアジアを歩きはじめた頃、当然のこと

ながら誰もが日本の状況を知りたがった。

日本では労働組合は合法的にできるのか?

争議権は保障されているのか? 思想言論の

自由はあるのか? 政府批判を公言できるの

か? などなどである。

いずれの質問にも答えはイエスである。公

務員のスト権が認められていないくらいの制

約しかない。彼らはこれを聞いて、日本はま

るで天国のように感じたらしい。それなのに

私が、日本の労組、とくに大手の民間企業の

労組の大半が御同化していて、たとえばアジ

アに進出している企業の日本国内の労組が、

進出先の争議に連帯できる体質ではないと話

すと、理解に苦しむようだった。

また当時、彼らを弾圧していた独裁政権は

クーデターによるものだったが、彼らは民衆

の力でついにこれを倒したのである。ところ

が日本では選挙により選んだ政権で、ガイド

ライン法、盗聴法、君が代・日の丸が矢つぎ

早に国会で議決される。この点が救いがたい

ところである。(交流センター所長)

く図書事召プ子〉

女性の人権カマラード編著

『タイからのたよりースナック『ママj

殺害事件のその後』

1992年、千葉、東京、茨城で、タイ人

女性によるスナック「ママj殺害事件が相次

いで起こりました。ケーオは、その一つの事

件で加害者となった女性で、ごの本は、彼女

が鍬笠6年の実刑判決を受けて服役中に書い

た手記を中心にまとめられています。

人身売買、監禁、暴力、脅迫、罰金、強制

売春・・・人間として、女性としての尊厳を

奪われ、命の儲実にさらされている多くのア

ジア人女性たち。被害者である彼女たちが、

加害者として法廷に立たされるという何とも

悲しくやりきれない事件でした。

そんな事件がどうして起こってしまったの

か。ケーオの生い立ち、家族のごと、貧困と

のたたかい、そして日本に売られてくるまで

のことが静かに語られます。さらに、人身売

買組織のしくみと暗躍ぷり、スナックでの

「ママjによる虐待、ヤクザや日本人客のこ

となどが赤裸々に綴られており、彼女たちが

いかに見えない存在とされているかを痛切に

思い知らされます。

最後に、乙の本の編著者である「女性の人

権カマラード」のメンバーが話し合ったとと

を、グループを代表して大島静子さんがケー

オへの返事として書いています。日本でもタ

イでも、彼女たちを励まし続ける人々がいた

ことが心に刻まれます。(発行=パンドラ、

発売=現代書館・ 1700円)
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<事務局日誌>

4月7日会計監査

4月12日 第36回センター運営委員会

4月13日 東京女性財団説明会(広木)

4月14日 早大社会科学部自治会講演

(塩沢)、翻訳グループ学習会

4月19日 主婦会館プラザエフ下見見学

(広木・小池)

4月20日 「アジアの仲間J79号発行

4月28日 4月定例事務局会議

5月17日 国際労働研究センター研究会

(広木)

5月20日 ビデオ「捨てられた"人形"J 

日本語版完成

5月23日 大坂府・熊取中学校3年生修学

旅行受け入れ

山一一刊日一<新刊のお知らせ>~山小一

アジア女子労働学習問題パンフ@

シルク aスティール
一一産業再編の嵐の中で

安価な労働力として輸出指向型工業化を底辺

で担ってきた韓国、インドネシア、バングラ

デシュの女性労働者たち。街斉のグローバル

化の下ですすむ産業再編にどのように立ち向

かおうとしているのか。 CAWが行なった実

態調査報告 rsi 1 k & S t e e 1 Jの中か

ら部扮訳したもの。ビデオ「捨てられた"人

形"Jと合わせて、お求め下さい。

(交流センター発行・ 500円)

i大リクルートスーツを着て駅の中を(た i
いてい)走っていると、 「がんばって;

Jと声をかけられることがたまにあり;

ます。超氷河期だから大変だけれど、 l 

その分周りの人が応援してくれている j

のが分かり嬉しくなります。夏が来る i
前にスーツがぬげますように。(1)

!大先日の新聞で、韓国の図書の収集に力 i
i を入れる公共図書館が増えているとの i

記事を目にした。利用状況も好調だそ

うだ。以前、原書は英文ばかりで、韓

国語の本をおく図書館があまりに少な

いと指摘した本を紹介したが、国際化

志向が良い方向に作用し嬉しい。 (K)! 

企 V 事務局だより V 企;

!大4月から女性の深夜労働と残業規制が !

1 解禁になった。 一方では長時間・過密 1

1 労働、他方でリストラ。 r失業率やや

低下jの中身も、女性のパート就労の

増加と求職活動をあきらめて非労働力

化したことによるとか。統計数字のマ 。

ジック。雇用不安は続く。 (H)

!大ビデオ好評発売中につき、事務局は発 i
! 送作業で大忙し。文字(本)よりも、 ; 

映像に訴える方が"今風"を実感して!

いる。もっと大勢の方に見ていただき!

たい。発送作業等、ボランティア募集;

! 中。できる方はご連絡下さい。 (N)
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女性労働者通信 第 81号

アジア女子労 働 者交流 セ ンタ ー |

干169-0051 東京都新宿区西早稲田

2 -3 -18-34 

発行人代表者 塩沢美代子

編集責任者 広 木 道 子アジアの仲間 電話 ・FAX 03-3202-4993 

タイ・通貨危機下で

相次ぐ女性のレイオフ

1997年夏、タイ・パーツの急落に始ま

るアジア諸国の通貨・経済危機は、アジアの

労働者に深刻な雇用不安、生活不安をもたら

しました。

タイの「女性の友jによれば、タイでは、

IMFの救済融資条件として、民営化やイン

フレ抑制を口実とした最低賃金の据え置きが

行なわれ、労働者のレイオフや失業がふえて

います。レイオフされた女性労働者の多くは、

繊維や衣料、靴、玩具、食品、 宝石など重要

な輸出産業に働いていました。それはまた、

銀行、金融などのサービス部門に広がってい

ます。失業者の数は労働省の発表でも 200

万人 (6.2%)に達しています。

98年8月から新しい労働去が施行され、

それまで最高 180日分で、あった解雇補償金

が劃続6年以上で最高300日分まで増額さ

れることになりました。そのため直前の7月

に工場閉鎖が相次ぎ、 1万人の労働者が解雇

されました。ごのうち半分は、タイ最大の繊

維工場であるタイメロン社の労働者であり、

そのほとんどは女性でした。その多くが、家

郵便振替 00100 -3 -70086 

族を養う責任をもっていました。

レイオフの一方で、コスト削減のために下

請け化が進んでいます。また、労働日数や時

間を短くして賃金を減らすため、臨時雇用が

ふえ、労働組合の交渉力が弱められてきまし

た。レイオフされた女性労働者の多くが、何

の補償もなく職場を追われているのです。

;『m
2 一 女性労働者との交読15年JJ ~ 

rドメス出版Jからまもなく刊行 i 

Pーが誕生して 16年が丈

ました。来年3月にセンターを閉鎖する

どうして

アジアの女性労働者との交流をどのよう

に進めてきたかを 15年の交流記録とし

てまとめました。これはまた、工業化以

来のアジアの女性労働者の実態と、女性

:たち自身の組織化および運動の記録でも

!あります。国の経済成長を支える重要な t

i役割を担いながら、見えない存在とされ !

;てきたアジアの女性労備に光をあて i 

勇気と力とやさしさを持って生きてきた !

?性た仇しカに…… !

ものです。(予価 :1800円
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〈ご女子雲平ラ詮ラ壱仁ド>

ビデオ「捨てられた"人形"J (日櫛)

一一 グ口ーバリゼーションとアジアの女恒ヲ掲緒 一一

ビデオ「捨てられた"人形" ー グローパ

リゼーションとアジアの女性労働者J (原題

rDolls & DustJ )は、全国各地の女性セン

ターや大学図書館、労働団体など多くの機関

や個人に買っていただき、ご好評いただいて

います。日本経済新聞の夕刊 (7月5日)の

「女性かわらばんJでも紹介されました。

* 
紛斉のグローバル化が急速に深化していま

すが、その具体的な実態は日本の私たちには

なかなか見えてきません。このビデオは、グ

ローバル化がアジアの女性労働者にどのよう

な景発警を及ぼしているかが、スリランカ、タ

イ、韓国の現状を通して、たいへん分かりや

すく描かれています。そのグローバル化の大

きな波の中で女性労働者たちは、それぞれの

場で生きるために力を合わせてたたかってい

ます。

交流センターでは、これまで「アジアの仲

間Jやアジア女子労働問題学習パンフなどで

アジア各国の女性労働者の実情を伝えてきま

した。このビデオはその集大成的な内容で、

視覚に訴える貴重なものとなっています。 一

人でも多くの方にみていただき、日本の私た

ちの置かれている現状とも合わせて一緒に考

えていただければと思います。ぜひ、授業や

グループでの学習会などにご利用下さい。

(ビデオ :5000円・送料 :390円)

<会員の感想から>

どの国も息をのむような状況です。rDolls

& DustJ ー グローバルリズムとは、大資本

や先進国のためのものだと思いました。働く

人間として、横につながるという「インター

ナショナリズムJを今こそ、と思います 0• まだ前半しかみてませんが、とてもすばらし

い内容です。グローバル化ということは、こ

ういう意味なのですね。日本はすっかり侵略

する側にまわり、女たちは、少しでもラクな

道を選ぼうとするとの現実。どうしたらいい

のでしょうか。もっとアジアのごとを知らな

いといけませんね。• 「世界理解」の授業で使わせて頂きます。• 女性たちが生きるために、人間としての誇り

をもって生きるために、こんな闘いをしてい

るということを初めて知り、感動をもって見

ました。働く女性たちに対する差別もある中

で、また同じ働く男性労働者からもイヤがら

せを受けるなど、女性であるが故の困難さと

も闘いながらのこと。登場する女性たちのだ

れもが美しく輝いて見えました。とくに韓国

でおきていることは、現実の日本でもこれか

らおきることかもしれない、という不安を感

じ、身をひきしめなければと思いました。
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台湾の元「慰安婦J蹴へ

柴洋子(センター会員)

1993年、アジア女子労働者交流センタ

ー恒例のスタディツアーで、台湾へ行った。あ

のときは、戒厳令が解除されてそれほど年月

がたつていなかったので台湾の女性たちの運

動は、雨後のたけのごが勢いよく伸びゆくよ

うな元気があった。

このとき、私たちは87年に設立された台

北市婦女救援社会福利事業基金会(以下、婦

女救援基金会)を訪問している。当時婦女救

援基金会は、山地民族の少女たちが貧しさの

ために売られ、売春をさせられていることを

大きな問題として取り組んでいた。現在はそ

のほかに家庭内暴力・日本軍元「慰安婦」問

題等に取り組んでいる。とくに、 「慰安婦j

問題には精力的にとりくみ、日本の「女性の

ためのアジア平和国民基金J (以下、国民基

金)が「償い金Jを受け取らせようと直践す

るのに対抗し、あくまでも日本の公式謝罪・

個人賠償を請求するため努力してきた。台湾

政府が毎月 1万5000元(約6万円)の生

活支援金を元「慰安婦jの女性たちに支給す

るように働きかけ、また、 「国民基金」が強

硬に支払おうとする「償い金」額に相当する

50万元(約200万円)をオークションを

聞いて得たお金で各被害者に支払った。台湾

政府も、日本政府が賠償するまで立て替える

というかたちで50万元ずつ支払った。

99年7月14日、韓国、フィリピン、中

国等に続いて台湾の日本軍元「慰安婦」被害

提訴をアピールして裁事閉まで歩く原告団

当事者が日本政府に対して謝罪と賠償を求め、

東京地方裁判所へ提訴した。 r慰安婦j訴訟

として、 8番目のケースである。

韓国などで元「慰安婦」被害者が名乗りで

ていても、台湾では元「慰安婦Jの女性の存

在は確認されていなかった。しかし、 92年

2月、日本の防衛庁研究図書館から発見され

た台湾軍司令部から南方方面軍にあてた3通

の電報が、台湾の女性50名をサラワクへ送

る渡航許可証発行の許可を得る内容だったた

め、台湾にも「慰安婦jにさせられた女性が

いることを確信し、すぐさま同年2月、ホッ

トラインを設け、寄せられた66件の情報か

ら調査を開始したのが始まりとなった。

現在42名の元「慰安婦Jの存在カヰ確認さ

れている。このなかには96年に婦女救援基

金会に申請した原住民の女性たちも含まれて

いる。裁判の原告は、 42名中9名である。

数年前、証言のため来日した当事者たちは、

公に名前と顔を出すことを避け、衝立の陰か

らしか証言しなかった。もちろん台湾社会に

おいては沈黙を続けていたが、韓国やフィリ

ピンなどの被害者と交流するなかで、勇気を

もって顔と名前を最初に出した女性が黄阿桃

さんだ。黄さんは、 23年生まれ。家が貧し

かったので住み込みで写真館で働いていた。
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20才のとき、看護婦を募集していることを

友達が教えてくれる。読み書きができなかっ

た黄さんは炊事でもいいといわれ、応募した。

高雄から浅間丸という船でマカッサルへ行き、

そしてパリックパパンへ行く。途中、爆撃に

あい、片目を失明し、卵巣も摘出する。

仕事が実は「慰安婦Jと知り、怒り、抵抗

したが無駄だった。どうせ死ぬしかないのな

らと泣く泣く従った。以後 1 日 20~30人

の相手をさせられたが、金は帰国するときま

とめて払うといわれ、 1銭も受け取っていな

い。 45年にようやく帰国した。

は幽民族の女性たちの中にも

台湾の女性が「慰安婦Jにされた状況は、

2種類のケースがある。前述の黄さんのよう

に仕事があると編され、東南アジアへ送り出

されて、強制的に日本軍の性の処理をさせら

れたケースと、山地民族の女性たちのように、

居住地の近くに駐屯していた日本軍の部隊で

裁縫など仕事をするようにと、派出所の日本

人警官に呼び出され、最初の2"-'3カ月は裁

縫や洗濯など雑用をさせられたが、住み込み

で働き始めて3カ月ぐらいたった頃、軍曹に

部隊内の洞窟にかわるがわるつれだされ、強

姦された。その後、毎日の仕事を終えたあと

強姦される日が続いたケースとである。山地

民族の女性の中には強姦されたとき妊娠し、

子どもを産んだ人もいる。

山地民族の多くはクリスチャンである。 一

人の女性は、日本軍の軍夫としてフィリピン

にとられていた婚約者が帰国したとき、すべ

てを隠したまま糊脅したが、夫に秘密をもっ

ていることに耐えられず、 92年、夫がガン

で亡くなる前、すべてを告白した。夫は何十

年も苦しんできた妻を許した。

これらのいずれの女性も貧しい家庭で育っ

か、親に早く死なれているため、学校にもろ

くに行けず、とにかく働かなければならなか

った。少しでも家計を助けたいという気持ち

に日本軍はつけこんだのだ。

日本は、台湾を 50年余も長きにわたって

植問也にしてきた。そして日本は中国と国交

が成立した時点で台湾と断交した。そのため、

2国間条約は結ぼれていないことは良く知ら

れている。日本政府は、台湾に対しては補償

はすんでいると弁明できないのだ。

とはいえ、今や日本の現状は、日の丸・君

が代の法制化など右旋回へ足並みそろえた感

があり、このなかで日本政府の戦争責任を明

かにしていこうとすること、元「慰安婦Jに

された女性たちの人権と正義を回復していこ

うとすることは前途多難である。

しかし 50年もの沈黙を台湾の女性たちが

破り始め、みずからの尊厳をとりもどしてい

こうとすることの意義をかみしめながら、加

害の側の私たちも、阿嬬(あま。中国語でお

ばあさんの意)の思いに応え、共に歩んでい

きたいと思う。

(台湾の元「慰安婦J裁判を支援する会)

会の連絡先:世田谷区北烏山1-51-12

東京告白教会気付

Te1/Fax:03-5540-5513 

年会費 1口3000円

郵便振替:00120-9-120613 

台湾の元「慰安婦j裁判を支援する会
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中国のディズニー製品工場で

労働者の人権侵割Q~t

衣服、帽子、靴などウォルト・ディズニ一

社の製品を製造している中国工場では、労働

者が極端な低賃金で体を壊すほどの長時間労

働を恒常的に強いられていることが、香港キ

リスト教工業委員会 (HKCIC)の最新の

報告で明らかにされた。ごの報告について英

米の人権団体は、 「このような過酷な労働条

件をやめさせるために、第三者監視団が直ち

にディズニー工場に入る必要性がある。」と

語っている。

報告書は、ディズニー製品を作っている中

国の4つの工場の労働者数十人に面接し、 工

場における労働者の権利侵害の実態を明らか

にしたものである。 8カ月におよぶ調査の結

果、各工場が残業、賃金、雇用契約について、

中国労働法とディズニ一社の行動規範双方に

違反していることが分かつた。

中国の労働法では労働時間は週49時間ま

でと規定されているにもかかわらず、ある工

場では、生産のピーク時には労働者は 1日1

6時間、週に 7日間働いているという。別の

工場では、 3カ月も賃金が刃ムわれず、労働

者は春節(中国の正月)に実家に帰ることがで

きなかった。調査したすべての工場の労働者

が、わずかな賃金で残業を強制されることに

不満を訴えている。ある工場では5時間の残

業に対し、政見の賃金にわずか10セント(1 

セント=約 1円20銭)しか上乗せされない。

どの工場でも、労働者は就職する時、経営

者に「保証金」と「就職料jを取られる。労

働者が最低2年間工場に留まらないと、その

「保証金jが没収される工場もある。また他

の工場では、 「工具の保証金Jを毎月支払わ

されていた。

調査した労働者の時給は、 13.5""'36セ

ントである。香港にある民間の調査グループ

によれば、中国の大都市で核家族が生活して

いくためには、最低1時間87セント稼がね

ばならない。

海外で操業する他のアメリカ企業と同様、

ディズニー社も海外の工場の労働者に公正な

待遇を保証するような行車規範を採用してい

る。しかし報告書が示すように、ディズニ一

社の規範の中には労働者保護のために残業に

関することがらや労働者への行動規範の配布

などが規定されているにもかかわらず、ほと

んど実施されていない。

「このような情報には、ショックを受ける

し困惑させられるが、驚くに当たらない。以

前から中国では行なわれていたことである。 J

過去4年間アメリカの企業に対し、海外での

労働条件を改善するよう強い要請を続けてき

たサンフランシスコの人権団体グローバル・

エクスチェンジのメデア・ベンジャミンさん

は言う。 rこの報告が出たことで、ディズニ

一社のように中国で操業する企業に対して、

工場の所在地の公表、生活できる賃金の支払

い、第三者監視団の受け入れなどの国際的な
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要求が強まるのは必歪である。 j

fディズニ一社の行動規範は立派なもので

ある。」と言うのは、イギリスのカトリック

教会海外開発機関であるCAFODのメアリ

・マツコラムさんである。 rしかし、彼らが

中国の工場に第三者監視団の視察を受け入れ

ないのであれば、労働者に対する著しい権利

侵害は会社の評判を落とすことになるだろう。 J

株主総会で待通安善要求案

ここ数年間、リーヴアイス、ナイキ、リー

ボックのようなアメリカ企業は、中国工場で

の労働者の待遇を批判されてきた。しかし、

ディズニ一社の中国下請け工場が組上にあが

るのは初めてである。

労働者酷使の報告が届いたのは、ディズニ

一社の投資家たちがシアトル(アメリカ)で

の年次株式総会に出席しようとしていた時で

あった。

合わせて 100万株以上のディズニ一社株

を所有する宗教家や社会的責任を考えている

投資家たちは、人権グループからの要求を反

映させた株主決議案を提出した。彼らはデ、イ

ズニ一社に対する消費者の評判を懸念して、

工場への第三者監視団の受け入れに同意する

よう求めた。さらに生活可能な賃金を苅ムう

方針をとること、職場改善の進展状況を投資

家に定期的に報告することなどを要求した。

そしてこの株主提案に関して、 「行動規範の

実施が進んでいることを確認する報告がなさ

れなければ、会社の評判、ブランドの価値、

長期的な利益を今後損なうごとが有り得るだ

ろう。 Jと警告した。

(CAWニュースレター ・99年4月号)
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生産の変化

生産方法にも多くの変

化が起きている。最も重

要な変化は生産手段の所

有関係である。多国籍企

業は次の数字でも分かる

ようにこれまでになく大きな力を持つように

なってきた。

・トップ企業300社の資産の合計は、世界

の全資産の4分の 1を占めている。

・世界の約3万7000の多国籍企業は、 2

0万社以上もの下請け会社を持っている 0

・フォード自動車会社のような大多国籍企業

の年間売上高は、南アフリカの総生産高よ

りも大きい。

所有関係のほかに大きく変化したことは、

製品の生産過程が多くの国々にまたがるよう

になったととである。自動車生産の例をとっ

てみよう。かつて自動車は一つの工場内だけ

で生産されていたが、グローバル化にともな

い、もはや一つの工場やー圏内だけで、行なわ

れてはいない。エンジンやタイヤ、カーラジ

オなどの部品はそれぞれ異なった国で生産さ

れ、最後に世界各地で生産された部品を一つ

の工場へ運び、自動車に組み立てられる。

とのことは、生産のグローバル化について

次のようなことを私たちに教えてくれる。

・経営者の決定は国内レベルではなく、世界

的レベルで行なわれる。

・会社は会議を聞くのに技術を使う。
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-材土が会社の重要な役割を演じている。

・会社はコスト削減のためグローバル化を利

用し、次のようなごとを行なっている。

-下請け化 一 部品製造に賃金の低い会社を

使う(労働組合がない部品会社など)。

・さまざまな工場間で生産調整をする。

-標準化によりデザインコストを削減する。

生産の国際化とは別に多くの会社が、 「職

場でのリストラjや「新しい技術の導入」に

よって、労働者を解雇したり、生産を工場の

外のインフォーマルセクターに移している。

これは女性労働者に大きな景簿を及ぼす。衣

料、繊維など女性を多く雇用している会社で

は、新しい技術を導入して労働者を大量解雇

している。解雇された女性労働者の多くは選

択肢がなく、露庖商や内職仕事しかない。

支持者と反対者の意見

グローバル化の支持者は、生産は"地獄工

場"に向かっているという。"地球工場"で

は、どこで自動車のタイヤを生産するかや、

コンビュータの半導体をつくるかの決定は、

だれが最も安い僻各で、最も質のよいものを

つくれるかによって決められる。そこでは資

本と労働の双方が、条件の変化に合わせて、

世界のどこにでも移動していく。生産のあら

ゆる側面が、効率や、最終的には利益の増大

のために変化するということである。

グローバル化に反対する人々は、生庖晶程

が世界中に広がっていることを認める一方で、

グローバル化されない二つの面を指摘してい

る。その一つは本社の場所である。世界の最

大多国籍企業200社のうち、 173社の本

社はアメリカ、ドイツ、イギリス、フランス

と日本にあるという。多国籍企業の利益は、

本社のある国の政府と密接につながっている。

その利益は、脱税や政治家からの優遇、教育

や訓練機関とのつながり、産業基盤の利用、

危機の時に軍隊や警察を利用できる可能性な

どを含んでいる。

二つ目は、多国籍企業の研究開発部門は本

社のある国に残されていることである。これ

は、知識や新しい技術は多国籍企業と本国政

府の力の源泉となるものだからである。もし

研究開発が世界中に広がったならば、どこの

国でも最新のコンビュータや携帯電話をつく

る能力を開発して、世界市場で競争できるよ

うになるだろう。しかし、研究開発は多国籍

企業では秘密裡に注意深く守られている。

最後に、グローバル化に反対する人々は、

労働者は移動しないという。世界には多くの

移住労働者がいるが、彼らは母国で仕事が見

つからないために、砂トへ移住している。多

くの労働者が母国に個人的なあるいは社会的

な結びつきゃ責任を持っており、移住労働は

それほどうまくはいかない。

貿易の変化

世界貿易の中で最も重要な変化は、一つの

国から他の国へ動く商品やサービスの量が全

体に増えたことである。国際貿易の総量、と

くに製品やサービスが大きく増加している。

1970年から90年の聞に、国家間で取り

引きされる商品とサービスの割合は25%か

ら45%に増えた。 80年から 93年の聞に

は世界市場における製品輸出は年間7%の割

合で増えている。しかし貿易の増加は必ずし

も製品だけに限らない。サービスにおける貿
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易は工業製品の貿易よりももっと急速に拡大

してきでいる。今日、多くの法律事務所や教

育機関、会計事務所、ホテルは"地球"レベ

ルで営業している。

この貿易の広がりは、 二つのととによって

より容易になってきた。その一つは電話通信

と輸送の技術変化によってである。たとえば、

電話や電子メール、ファックスで製品の船積

みが手配できたり、国際線の飛行機で、製品

は地球上どこにでも 24時間以内に到着させ

ることができる、などである。

二つ目は、国際貿易の推進や調整をするた

めに、国際的組織や国際協定がつくられてい

ることである。これらの組織や協定は貿易の

自由化を促進し、それまで国内の産業を保護

する政策をとっていた多くの国々に市場開放

をさせている。国際貿易の分野で活動してい

る最も重要な機関は、世界貿易機関 (WTO)

であろう。またヨーロッパ連合 (EU)や北

アメリカ自由貿易協定 (NAFTA)など、

地司法見模で強力な貿易圏もつくられている。

支持者と反対者の意見

支持者は、自由化によって全世界が一つの

大きな自由貿易地域("国境なき世界")に

なるよう動いているという。それが達成され

ると、商品もサービスも規制なく市場の力が

命じるままに、一国から他国へと動かすこと

ができ、"国際競争"の理想的な状況を促進

することになると考えている。広く聞かれた

国際競争では、最も安い価格で高い品質を生

産することのできる会社のみが生き残ること

ができるであろう。彼らは、ごの競争は、世

界中の消費者に大きな利益をもたらし、消費

者は世界市場から手ごろな値段で、最も良い

ものを買うことができるようになるという。

これに対して反対者は、必ずしもすべての

国々が、自由貿易から利益を得るわけではな

いし、労働者の多くは、恩恵を受けていない

という。規制カ緩和されているにも関わらず、

世界貿易の70%は、ある先進工業国と他の

先進工業国との取引きによるものである。世

界貿易の40%は多国籍企業同士の取引きで

ある。そのうえアフリカや最貧の国々は、国

際貿易ではますます周辺においやられている。

反対者はまた、アフリカ諸国から輸出される

ほとんどの原料の価格が80年以来、値下が

りしている事実を指摘している。そのためこ

れらの国々では、トラクターやコンビュータ

を輸入するために、コーヒーやココアを増産

する必要に迫られている。 一方、貿易はヨー

ロッパと北アメリカ、アジアの三つの地域に

集中しているという 。

第二に、グローバル化に反対する人々は自

由貿易は不公平に行なわれていると主張する。

低開発国は市場を強制的に開放させられる一

方で、欧米の超大国は、アフリカなどから商

品が自国に入ることを妨げているという。

批評 70年から93年

にかけて、世界の48の最

も貧しい国々(合わせて5

億7千万人の人口を持つ)

からの輸出の割合は、 O.

6%から 0.3%に落ちている。 48カ国の

うち32はサハラ地域のアフリカの国々であ

る。アフリカはなぜ、増大する貿易の利益を

得ていないのだろうか。
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投資の変化

国際投資には海外直接投資と投機的投資の

二つのタイプがある。海外直接投資は外国企

業が生産やサービスを他の国で始める時に行

なわれる。これには労働者の雇用やその国の

産業基盤の利用が含まれる。投機的投資は通

貨を買ったり、株式市場で投資したり、利益

を生み出す"紙きれ" (国債など)を買った

りすることに使われるお金である。投機的投

資は、何の生産も行なわない。

国際投資のこの20年間の最も大きな変化

は、海外直接投資から投機的投資に変わって

きたことである。国際投機に関わる人々は個

人の投機家の他に、銀行や保険会社、退職金

や年金を運用する会社が含まれ、金融資本と

も呼ばれる。 70年代には金融資本は国際取

引の中ではまだ比較的小さな割合で、 76年

には国際取引総額の80%カ製品やサービス

の売買だった。しかし 97年には、製品やサ

ービスの売買は国際取引のわずか2.5%を

占めたにすぎず、 97. 5%は投機となった。

投機的投資に対する海外直接投資の割合が

変化する一方で、すべてのタイプの投資の全

体額も増大している。 86年から 93年の聞

に、海外直接投資は年 15%の割合で増えた。

海外直接投資が増えた理由はさまざまだが、

規制緩和や貿易の自由化は、外国企業の投資

をしやすくした。 93年までに、約80の国

々で民営化計画カ当ラわれた。国営企業の民営

化は外国企業に対して、投資の機会を与える

ことになった。

支持者と反対者の意見

グローバル化の支持者は、海外直接投資の

増大はすべての国々にチャンスをつくるとい

う。自由市場経済政策で海外投資家をひきつ

け、 一度投資家が来れば、仕事の機会と新し

い技術をもたらすと主張する。海外直接投資

は低開発国の紹膏成長促進の鍵となるという。

世界経済の自由化に向けての第一歩として、

金融資本の動きが活発化するとみている。お

金が一つの国から他の国へ容易に動く限り、

世界中の何百万人もの人々が投資で利益を得

る機会があり、金融資本の台頭は、国が自由

市場経済政策を維持することを確実にする方

法だと考えている。もしある国が貿易を閉鎖

し、強い経済統制をしいたり、私企業を国有

化しようとするならば、投機家はその国を

「攻撃Jし、お金を引き上げてしまうだろう。

その結果、通貨の価値が下がり、圏内の株価

が暴落するだろう。

一方、グローバル化の反対者は、海外直接

投資は低開発国に利益をもたらしていないと

いう。世界で最も開発の遅れた48カ国は、

91年から 95年にかけて、発展途上国に流

れている海外直接投資のうち、わずか1.8%

しか受け取っていないことを指摘している。

その上、工業国は、低開発国と発展途上国へ

の海外直接投資からその2倍近くの利益を受

け取っている。

また、世界硲斉の中で金融資本によって占

められる役割が増大していることを批判して

いる。世界経済は生産を通して、富や仕事を

っくりだし、生活水準を向上させることがで

きる。投資が民衆の必要性(製品の生産やサ

ービスの提供)によらず、そのほとんどが金

融市場にもとづいている限り、失業と貧困は

大きくなるであろうという。(つづく)
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プール・サイド J"/"-'/"-''';;;伊..-..... ..-./..-./..-. ... 伊串

兵士もまた I被害者j

塩沢美代子

日本の近・現代史を全く習っていない世代

に、朝鮮半島と台湾の植民地支配やアジアの

侵略戦争のごとを知らせることに専念してき

た私だが、それだけではだめなのだと近頃し

きりに思う。

どうして日本の民衆すべてが、軍部が主導

権を握る国家権力によって、将棋の駒を動か

すように戦争に動員されてしまったかを知ら

なくては、話ははじまらない。かつて大学生

に、 「なぜ戦地への百集令を断れなかったの

ですか?Jとほんとうに不思議そうに質問さ

れた時、あまりの時代感覚の隔たりに、 一瞬、

言葉を失ったことがある。彼らは日本に徴兵

制があった乙とも、それが絶対的なものであ

ったことも全く知らない。やはり明治の「富

国強兵J政策から知る必要があろう。しかも、

近・現代史を学んでいない世代は、すでに日

本社会の指導層にまで及んでいるらしい。若

手の教授となった元同僚が、私も全く習って

いませんといっていた。"日の丸・君カ主代"

問題に対してのマスコミの鈍感ぶりも、その

ひとつの現れであろう。

大

一方で、かつての侵略によってアジアの民

衆に与えた被害の補償について、戦争を知ら

ない世代も含め、問題提起し運動している人

たちがいる。そして、 「従軍慰安婦j、虐殺、

略奪など耳をふさぎたくなるような事実につ

いてアジアの人々の証言が明らかになってい

る。それを聞く場合も、その時代を知らない

世代と私とでは大きな違いがある。アジアの

人々にとって、直接そういう蛮行に及んだ日

本兵が憎いのは当然である。しかし私として

は二重に胸が痛く、やりきれない気持になる。

兵士は全く抵抗できない国家権力によって、

妻子とひきさかれ死地に赴かされ、 100パ

ーセント人権を無視され、人殺しを仕事とし

て強制された日本の民衆なのである。また戦

地では相手を殺さなければ自分が殺される極

限の状況にある。そして兵士たちをそのよう

に動かす軍の首脳部は、食糧を略奪する必要

も、慰安婦を華街する必要もない生活で、攻

撃の命令を出していたのである。兵士らは、

国が戦争をしなければ、 郷里の田畑を耕し 、

または会社で働き、あるいは芸術を仕事とし、

夜は妻や恋人を抱いていた人たちである。な

かには当時は合法だった売春宿に通った者も

いるだろうが、予想もつかぬ異境の地で、見

も知らぬ女性を暴行して性欲を満たすなど、

思ってもみなかった人たちである。

また南京大虐殺は、食糧の補給も追いつか

ずに進軍させられた兵士たちが、自らの食物

をえるために、民家を略奪したことからはじ

まったらしい。空襲下の東京で飢餓体験のあ

る私は、その状況の想像がつく。

加えてわが世代は、日本人以外のアジア人

蔑視をたたきこまれてきたから、狂言[;[犬態の

兵士は、動物を殺すような感覚で殺裁がエス

カレートしたに違いない。彼らは自分たちを

こんなに苦しめる軍の命令、つまり国家権力

には抵抗できないので、その恨みを目の前の
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敵兵や住民にぶつけたともいえよう。

* ごういう乙とをいうと、兵士の行為を正当

化しているように誤解されるであろう。それ

を恐れて、私もなかなかいえなかった本音で

ある。しかし私のいいたいのは、最前線の兵

士は、不可抗力の国家権力によって、 「加害

者jに仕立てられた「被害者jだったという

ことである。そのうち200万人ιL上が、自

らも命を落としている。

私がこのさい誤解を恐れず言わねばならな

いと思ったのは、この一年の国会をみている

と、かつての国家権力に再びじわじわと近づ

いているからである。安保の新ガイドライン

により、何事か起これば港湾・交通関係など、

民間機関も命令に反抗できない。またかつて

の権力は、天皇の名によって行使されたのに、

「君が代Jがほとんど議論もなしに国歌とな

った。かつての侵略戦争を検証している人た

ちは、アジアで何が起こったかと同時に、当

時の圏内の状況を、徹底的に検証してほしい

と思う。私自身もその証人としての役割を、

死ぬまで果たしていきたいと思っている。

(交流センタ一所長)

〈ご匡司書讐車百プ予三〉

変えよう均等法ネットワーク/働く女性のた

めの弁護団他発行

『職場を変える、あなたが生きる

一一一 新畦博法積極活用』

男女雇用機会均等法が改正され、 4月1日

からスタートしました。改正前の均等法では

違反があっても、雇用者の努力義務で制裁制

度もなくザル法といわれました。本書は、そ

の均等法を実効性のあるものに改正しようと

運動してきた複数のグループが協力して発行

したもので、働く女性たちに、新均等法を積

極的に活用して声を上げ、職場を変えていっ

てほしいという期待がこめられています。

そのため、法律のポイントや行動方法が女

性の立場から分かりやすく説明されています。

たとえば、配置・昇進昇格差別の項では、

「女性も管理職につくことができますか?J

「子もちゃ中高年女性に対して嫌がらせの配

転をしていませんか?Jと職場での差別のチ

ェックポイントを具体的にあげています。も

し差別があったら、労働組合に訴えたり、女

性j;年室に申し立てをして、是正勧告を出さ

せ、それに従わない企業には企業名公表の制

裁を出させましょうとアドバイスしています。

新均等法成立とセットで労働基準法の女性

の深夜業が解禁になりましたが、本書では人

間らしく働きつづけるために、どう権利を守

ったらいいかが具体的に示され、働く女性に

は必携の一冊です。

(連絡先:変えよう均等法ネットワーク

TeljFax03-3940-3892 ・300円)
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<事務局日誌>

6月2日 5月定例事務局会議

6月9日 翻訳グループ学習会

6月16日 臨時事務局会議

6月19日 センター 15周年記念準備実行

委員会

6月21日 センター臨時運営委員会

6月26日 国学院大学国際問題研究会講演

(塩沢)

6月30日 6月定例事務局会議

7月10日 「アジアの仲間J80号発行

7月16日 国際労働研究センター(広木)

7月21日 7月定例事務局会議

7月28日 翻訳グループ学習会

国際労働研究センター(広木)

多国籍企業研究会(塩沢)

本 ****CAWの移転*****

CAWは事務局をバンコク(タイ)へ移しま

した。香港の事務所も99年12月31日ま

で聞いています。

<新住所> c咽 itt田 forAsian撤回

386/60 Soi Ratchadaphisek 44. 

Ratchadaphisek Rd.. Ladyao.山atujak.

BKK 10900. Thai1and 

Te1 662-9305634-5 Fax 662-9305633 

E-mai1:伺 W伽lozart.inet.co.th

・・インドネシアの女性活動家釈放一

「アジアの仲間J74号で紹介したデ

ィタ・インダ・サリさんは、 7月5日、

青敬されました。ハガキキャンペーンへ

のご協力ありがとうございました。

女月 1回山形からやってくる有機野菜の

荷物の中に女性たちが書く通信が入っ

ている。いつもは農作業のことだが、

今回は「日の丸・君が代J法をはじめ i

とした自由の侵害に危機感を抱く文が i

あった。人ひとりが平和を守る覚悟を ;

しなければと私も今強く思う。 (K)

!古就職の圧迫面接は何度受けても慣れま !

せん。圧迫面接官は無表情に迫ってく

るタイプと笑顔で突っ込んでくる人と

に分けられます。この組み合わせで来

られるのが一番手ごわい。ジョークで

かわしたりまじめに答えたり、いろい

ろしてるけどハマるのは難しい。(1) i 

.-..事務局だより V 企 ! 

!女「福祉の仕事jに期待をもって、ホー !

1 ムへルパーの資格をとるために勉強し !

ている人が身近に何人もいる。けれど i

その実態は低賃金と重労働。働き続け !

られるかどうかと不安を訴える。利用 ;

者とへルパーの負担を増やす矛盾だら !

けの介護保険がまもなく始まる。 (H)i 

女「政治や宗教団体をパックにもたず、

首都圏に事務所と専従を抱える女性団

体が幾つあると思う ?Jと言われたこ

とがあるが、そんな事務所の一つ、交

流センターも今年度で閉庖。ぜEト度 i
i ご来訪を。@人、資料、お茶。 (N)i
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女性労働者通信 第 82号
アジ ア女子労 働 者交 流セ ンタ ー

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田

2 -3 -18-34 

発行人代表者 塩沢美代子

編集責任者 広 木 道 子アジアの仲間 電話 ・FAX 0 3 -3 2 0 2 -4 9 9 3 

郵便振替 00100 -3 -70086 

交法センターの閉鎖，:当たり、長い聞のご支援に心から感謝します
アジア女子労働者交疏センター所長 塩沢美代子

暑くて長い夏がやっと終わりましたが、皆

さまお変わりなくお過ごしでいらっしゃいま

すか。

さて本紙の79号でお知らせいたしました

通り、皆さまの暖いご支援により、 15年間

活動してまいりました当センターも、 12月

に、アジア数カ国より、関係者をお招きして

行なう交流集会を最後に、一応の終止符をう

つごとになりました。財政上の限界にいたっ

た要因は79号に記しましたので重複をさけ

ますが、いかなる運動もお金がなくてはやっ

ていけないことを痛感いたしております。

最初に募金を呼びかけて下さり 、センター

の礎を築いて下さった初代の運営委員長であ

る故高倉徹牧師が、発足のさい「アジア女子

労働者交流センター」という名称について、

"大きな看板をかけてしまったが、やってい

けるかな"とつぶやかれたことを思い出しま

す。しかし今では第三者から、固定した財源

はゼロのまま、 15年間も積極的な活動を続

けられたことはたいしたごとだともみられて

おります。これはひとえに、長きにわたって

会費やカンパを寄せて下さった方々と、毎年

クリスマス献金を頒って下さった教会やクリ

スチャンスクールの貢献によるもので、 言葉

につくせぬほどの感謝の思いでいっぱいです。

また私にとってまことに幸いだったことは、

センターは、この活動に精魂を傾ける優れた

スタッフとボランティアに恵まれたことでし

た。アジアの草の根の人たちとの交流には、

自に見えず形にあらわれない、沢山の手間ひ

まがかかり心労がありました。しかし、スタ

ッフは報いを求めずに地道に対応し、皆さま

か献げて下さった資金は、120%と表現し

たいほど有効に生かされたとご報告できると

思います。

経済のグローバル化が進み、アジアの女子

労働者にさまざまな問題が起こっているなか

で、センターを閉じることに痛みを覚えます

が、明るい展望も開けてきました。センタ一

発足時には、独裁政権下で労働者がきびしく

弾圧されていた韓国や台湾などが、民衆の力

で民主化され、アジア各地で女性たちが自ら

問題に取り組み、活発に運動していることで

す。また、日本でも何らかの形でこの運動を

継承する活動が模索されつつあることです。

長い間、ほんとうにありがとうございまし

た。
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IMF糊!下の翻で
女性労備繍枇付む

1 ホームヘルパーカ苦労働組合結成

99年4月15日、ソウル市家庭トウミ労

働組合(以下トウミ労組)が結成され、韓国

労総傘下公共サービス労働組合連盟に所属し

ました。トウミ労組イー・オクドン委員長に

話を聞きました。

「トウミ制度は96年、ソウル市が一人住

まい老人や障害者を援助するために導入した

ホームヘルパー制度で、現在活動中のトウミ

は627名です。 1日8時間、時間給330

Oウォン(約300円)で働いています。老

人たちの食事から沫浴、トイレの手助けまで

一人で7"-'8人を受け持っています。

ソウル市は4月1日、私たちトウミには一

度も相談なく、 1日8時間労働を4時間に減

らし、また契約制に転換して活動期聞を1年

単位で評価して、不誠実なトウミは辞めさせ

るという内容の公文書を出しました。生計型

トウミをなくし、長期的には無給の奉仕者に

転換しようと計画しているのです。

けれども私たちの働きは無給奉仕者たちが

消化できるような仕事ではありません。有給

トウミ制度が施行された理由も、無給奉仕者

では活発にならず責任感が不足しているため

でした。さらに私たちはホスピス教育まで受

けた専門トウミです。現実も知らずに出され

た公文書に反発し、労働組合を作って私たち

の権利を求めようという結論になりました。

私たちが市の改訂案に対して反対の立場を

話すと区長側は「辞めるなら辞めろjという

反応でした。私たちは各区毎の代表集会を持

って対策を論議しましたが、大部分が主婦で

ある組合員たちは、はじめは労働組合に対し

て否定的でした。けれども労働組合について

の説明会、懇談会などを通して徐々に考えが

変わり始め、 4月15日、 106名が集まっ

て設立総会を開くことができました。申告証

書も問題なく出されました。私たちははっき

りと労働者なのです。

*労働組合の今後の活動

現在組合員対象者627名中約460名が

加入していますが、 3つの区では加入者がい

ません。今後、労働組合の活動内容とその進

め方などについて説明会を計画しており、 一

緒にできるようになると期待しています。

私たちは4月26日、副市長に面会し、 1

日4時間に短縮した後のトウミ追加募集の中

止、労組活動の保障、制度運営に対する労組

との実質協議等を要求しました。副市長は詳

しいことがわからず担当者を通して連絡する

と言ったまま連絡がありません。そこで5月

4日には保健福祉局を訪ねました。福祉局で

は、奉仕者であるはずのトウミがどうして労

組を作るのか腹立たしく思っているようです

が、私たちは奉仕者である以前に労働者であ

り、使用者はソウル市なのです。

トウミ労組は今後、待遇改善、 1日8時間

制固守、労働法の適用、定年65才認定など

を要求しながらたたかっていきます。」

韓国労総女性局長は、 「トウミ労組の結成

は非正規女性労働者の組織化に拍車をかける

でしょうJと期待を述べています。
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2 !i助会っくり助け合う失業女性

昨年9月、仁川市で失業克服女性互助会が

発足しました。 99年5月現在、会員は45

3名。女性失業者たちは互助会を通して失業

の問題に主体的に対応し、互いに力を与え合

っています。

97年1年間に仁川女性労働者会の「平等

の龍白にかかってきた相談件数は、全部で

400件で、大部分が賃金未払いと不当労働

行為でした。しかし 98年になると 3月だけ

で148件(雇用不安など84件、就業64

件)と急増しました。 4月にはとうとう相談

を専門にするために"整理解雇、賃金未払い

根絶と就業促進のための女性相談センター"

を開設するようになりました。

この間、生活苦に悩む40""50代女性、

とくに女性家長たちの失業は深刻でした。こ

の問題についてだれも関心を示さないときに

韓国女性団体連合(以下女間車合)などに提

起すると、女性家長問題がソウル放送で報道

され、募金運動が展開されました。

7月3日、女間車合とソウル放送、韓国女

性団体協議会は共同主催で募金講演会を行な

いました。 300名の参加者のうち 6割以上

が女性家長でした。"家長の心が傷つくとき

"というテーマで、参加者の心を解きほぐしな

がら、解決を模索する集団相談を行ないまし

た。その後女性労働者会は、"失業に対する

衝撃緩和と自信を持つこと"を目標に、毎月

1回「女性家長の夕べJを始めました。

6月に女性労働者会が女性失業対策センタ

ーの活動をはじめて以来、求職登録をする女

性は400名を超え、彼女たちに就業や生活

支援の情報を提供するために集まることが多

くなりました。その中で、失業問題に受け身

でなく主体的に対応できる自主的な集まりを

やろうという意見が自然に提起されました。

そして困難を抱えた女性失業者たちが互いに

助け慰める親睦の集まりである"互助会"が

発足することになったのです。

互助会発足当初、加入人員は 100余名で

まず総務と編集部長を選任して活動に入りま

した。月 1回発行する会報「よい隣人たち」

で消息を分かち合い情報を共有することから

始め、会報を通して互助会加入を呼びかけま

した。その後、 “失業克服出会いの日"や“

互助会出会いの日" “忘年会"などの開催を

通して加入率はいっそう増加しました。

98年 11月から互助会総会に向けて集会

を持ち、 「韓国士会の女性労働者問題Jr女
性失業対策センターの役割Jr互助会の役割」

などの学習をしてきました。

互助会会員は400名を超え、会員たちの

生活苦と悩みをーヵ所で相談することが難し

くなりました。そこで各地域を分割し、行事

出席率がよい積極的な人たち 25名を地域長

に選任し、月 1回の出会いの日の行事案内と、

生活苦など悩みを聞いて後で報告するなどの
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ネットワーク役割を任せました。

女性たちの共同体として

99年2月6日総会を聞き、この間の運営

に合わせて規約を改訂しました。また会長、

総務、副会長、会計監査、編集部長など幹部

を選出し、地域長たちが紹介されました。

現在互助会費は月 2000ウォン、主に慶

弔費に使っています。月例会議は互助会新規

加入者の求職票受付と就職情報提供、相談な

どを行なっています。その他失業女性たちの

健康検診、共同体集団プログラム、婦人病講

座、家族野遊会、失業政策学習会などを行な

っています。いま互助会は運営委員たちの責

任感と地域長たちの積極的な意志、互助会が

まるで実家のようだという会員たちの愛情に

支えられています。これからさらに積極的な

会員間の交流で、女性たちの大きな共同体を

イ乍っていくべき責任を持っています。

3 出帆 1全国女性労働組合

去る8月29日、全国女性労働組合が出帆

しました。女性労働組合は業種、企業、地域

を越えて働く女性すべてを加入対象にしてい

ます。今年 1月からいろいろな地域で女性労

働組合が作られてきましたが、全国単一の女

性労組は今度が初めてです。全国女性労組建

設の趣旨と意義について委員長のチェ・サン

リムさんに聞きました。

r 99年8月29日、韓国女性労働者運動

にとって非常に重要な日が始まりました。過

去 10年間女性労働者の団結と権益向上のた

めに働いてきた全国の女性労働者会が基盤と

なって、志ある同士たちが集まり全国と地域

で一緒に全国女性労働組合を結成したのです。

女性の64%が4人以下の事業所に従事、

女性の70%が非正規労働者、女性優先解雇

と結婚・出産退職強要、低下する女性組織率

(97年5. 6%)。これが21世紀を目前

にした韓国女性労働者の現実です。持続的に

悪化している女性雇用の現実、女性労働者は

もうこれ以上衡呈する所はないのです。全国

女性労働組合は働く女性の要求を第一に、女

性労働者の組織化と権益確保のために働いて

いく組織です。また女性労働組合は女性の成

長を企図し、女性たちが持っている関心と悩

み、結婚・出産と育児、職場と社会の中での

不平等な地位の改善などを主要な活動とする

労働組合です。

両性平等の担会発展の道

女性たちは一つの職場で長期勤続すること

はまれであり、結婚・出産・育児・家族介護

などの理由で職場をしばしば変えることにな

ります。事務職、生産職、主婦、ときには家

内労働もし、子どもたちが大きくなれば保険

の勧誘もしたりという具合で経済活動の形が

替わる場合がほとんどです。このような女性

の生き方の変化にみあって働く女性であれば

だれでも入れるのが女性労働組合なのです。

韓国の産業化は、伝統的に女性の低賃金と

家事負担、景気変動による優先解雇など女性

の犠牲を基盤に成長してきました。女性労働

組合を通して女性労働者の組織化を進め力を

強めることは、女性が犠牲となる発展の仕方

をやめさせ、韓国経済の体質改善を図って両

性平等の社会発展を追求していくことです。

( r働く女性J99年6月号、 9月号)
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γ短信

韓国・ウォンジンみどり病院成

韓国のウォンジン ・レーヨンが、 1966

年に東レの老朽機械を購入してレーヨンを製

造し、その過程で、二硫化炭素中毒による多

くの職業病患者を出したことは、 「アジアの

仲間Jでも何度か報じてきた。ウォンジン・

レーヨンで職業病認定患者の存在が表面化し

たのは、退職した被災者とその家族たちによ

る団体や市民団体等による対策会議ができた

87年以降のこと。その後、職業病の認定と

謝罪・補償を求める運動に加え、認定基準改

正の運動が取り組まれてきた。

韓国政府は93年5月、認定基準の全面的

な改正を実現する一方で、封土を廃業させる

ことを一方的に決め、工場を落札した会社は

レーヨン製造機械をそのまま中国に売り付け

た(韓国と日本で労働者の抗議ヲ動があった)。

廃業に当たり、ウォンジン・レーヨンの労働

者と労働組合は、労働者の雇用確保と同時に、

廃業以降も職業病が発生することを見通して、

職期丙専門病院の設立、労働者全員に対する

毎年の精密検診、患者に対する十分な補償の

人めのヂ金確保を求めた。実際、 98年 11 

月までに、ウォンジン・レーヨンの職期丙患

者は792各ι達している。

政労使三者協議の結果、 93年 11月、非

営利法人として「ウォンジン職業病管理財団」

が設立され、 99年6月5日に職業病専門病

院であるみどり病院を含む「職業病総合セン

タ一」がオープンした。

( r安全センター情報J99年 10月号参照)

民営化された香港の清蹴働
労際件低下まねく請負い制度

典型的な低賃金・ 3K労働

香港における公的サービスの多くは、民営

化の波に押し流され、民間会社の下請け化が

急速に進んでいる。その一つは、政府の住宅

団地の清掃作業である。

香港の公的住宅の提供は、政府が直接行な

うのではなく、香港住宅局と香港住宅協会と

いう二つの半官的な機関によって管理されて

いる。住宅局は 166の住宅団地を持ってお

り (98年7月)、 1万2000人の清掃労

働者を使っているが、彼らは全員民間会社に

雇われている。政府の住宅団地をすべて加え

ると、労働者数は3万人を超える。住宅ブロ

ックを昇ったり降りたりしながらゴミ収拾車

を引いたり押したりする労働者は、たいてい

中年の女性たちである。そのうちのある人々

は工場の海外移転のために製造業から追い出

された人たちであり、また他の人々は、家族

の世話のために二重の責任を背負っている母

親たちである。さらに非常に多くの人々が、

中国本土から来ている新しい移住者である。

住宅団地における清掃の仕事は、極端な低

賃金で典型的な3K労働である。仕事の内容

は住人の生活パターンや習慣などに左右され

る。天候も重要だ。雨の日は、ゴミはより重

くなり、祭りの頃はゴミが飛躍的に増える。

大きくてかさぼる家具類の処分はもう一つの

“エキストラ"だ。しかし、 “エキストラ"

は、特別なものとは考えられていない。労働
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者はどんなゴミでも一定の時間内に処分し掃

除しなければならず、これは結局、労働者の

健康と安全を犠牲にして行なわれている。

清掃会社は、手袋やマスク、ゴーグル、長

靴などの保護具をまったく支給しない。あっ

たとしても家庭の掃除に使う程度の簡単なも

ので、壊れたガラスやチューブ、お皿、家具

などの尖った破片から清掃労働者を守ること

はできない。もう一つ危険なものは、ゴミを

一階の収拾室に集めるためゴミ投棄口の側に

立っていなければならない労働者の目に、ゴ

ミや汚水などの異質物が当たることである。

さらに、濡れた所や暗い場所で、労働者はよ

く滑ったりごろんで足首を捻挫したりする。

ゴミ収拾室の換気や証明について、会社はま

ったく考えてもいない。会社にとっては“効

率"がすべてなのだ。

清掃労働者の実情を訴えるために、香港女

性労働者協議会は98年7月、以下のような

6ヵ月の教育プログラムを組織した。

-政府住宅団地で働く清掃労働者の生活に

ついての展示とパンフレット作成

-労働安全と健康についてのクイズ

-清掃労働者の健康と安全を改善する方法

についての、住人の意識周査

メーデーで要求を訴える香誕扮働者

私たちが清掃労働者を訪ねたとき、彼らは

労働災害、解雇、人員整理などさまざまな労

働争議に直面していた。私たちは清掃労働者

が労働問題を解決し、健康と安全の問題を改

善していくための援助として労働条件につい

ての追跡調査を行なった。

この調査は98年7月から 6ヵ月の問、 5

つの政府住宅団地に働く 150人の清掃労働

者に面接して行なったものである。この調査

は、これらの問題の根本に目を向けること、

すなわち不公正で不適切な政策を明らかにす

る上で意味があった。

請負い制度の問題点

低コストと高い付加価値を求める入札政策

は、住宅局が業者に低い入札価格で請負わせ、

業者がより少ない人員をより低い賃金で雇う

ことを奨励している。その上住宅局は業者を

監視せず、業者は労働法や規則を守らない。

調査の結果、以下のことがわかった。

1、低賃金と劣悪な労働条件

清掃労働者は基本的な法的保護を受けてい

ない。彼らの90%は休日もなく 1年に 1----

2回の休暇があるだけである。

2、健康や安全への無関心

会社は安全のための道具を提供せず、ゴミ

収拾室の換気や照明も十分でなく、労働者は

すべったりぶつけたりすることが多い。

3、インフォーマル労働

清掃労働者は一定の時間内に膨大な量の仕

事を終わらせるために、自分の家族の手を借

りなければならない。これが彼らがどうにか

稼げる方法である。

4、監視の不足
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住宅局にこれらの諸問題を報告し、業者に

対する効果的な監視を行なうよう要請したが、

住宅局は労働争議については労働部に持って

いくべきだと言うだけだった。住宅局は主要

な難句者であり、請け負い会社をしっかり監

視することから逃れることはできない。

5、不明確な雇用期間

業者は、雇用期間について明確な契約を持

たない。もし契約が更新されれば、 10年続

くこともあるが、入札に失敗すれば、労働者

を減らすだけである。しかし非常に多くの会

社がそれを解雇とは認めず、退職金の支払い

を拒否する。住宅局はこの“グレイゾーン"

に対する何の政策も持っていないし、関車す

る法もない。

* 
敷け れば、公共住宅団地の清掃作業にみ

られるような請負い制度は、周辺化された女

性労働者を危機におとしいれる。それは、す

べて“コストの効率性"に名を借りた清掃会

社の残忍な搾取を作り出し、それを黙認する

政府の無責任な態度を助長している。

政府に対する要求

1、適切で監視できる請け負い制度

-適切な仕事量と賃金の確立、 “最低入札

"制度の見直し

-会社の労働慣行、労働法や規則の違反、

労働者の苦情の記録にもとづく評価制度

.会社の法違反に対する罰則

2、労働者の法的保護

3、職業病の予防と補償

4、苦情処理機関の設置

(香港女性労働者協議会99年レポートより)

げ 短信

山ネシア日系ニット工場で争議

東ジャワにあるインピアン・プサナ社は、

1990年創立の日本企業の子会社。日本へ

の輸出用セーターを作っているが従業員は4

00人で、そのうち 315人が女性である。

98年 12月9日、 9人の労働者がはっき

りした理由がないまま解雇された。彼女たち

がこれを拒否すると、会社は労働者を普段使

わないさびついた機械を扱う工場へ移した。

彼女たちは他の労働者と話をすることも許

されず、服地1枚当たり 200本もの糸を機

械の上に注意深く並べなければならない。毎

日10枚の服地のために 1万4000本の糸

を整えなければならず、労働者は頭痛や足腰

の痛み、腕のこわばりなどを訴えた。その上

ここで作られたものはただ倉庫に積み重ねら

れているだけで、労働者への嫌がらせのため

であることがわかり 、12人の労働者がいや

けがさして辞めていった。

99年3月、労働者はこの仕事の停止や賃

上げなどを要求してストライキに入ったが、

会社はこたえず、 5月には活動的な 15人の

女性労働者が古い機械の工場に移された。会

社は労働者の親元に、娘の悪口を書いた手紙

を送って親を工場に呼び付けた。

労働者たちは議会に対し、 42人の労働者

の解雇と経営者の暴力について実情を訴えた。

解雇については人力省の地方事務所に行くよ

うにいわれ、暴力については警察に報告した

が、解決に至っていない。

(CAWニュースレター・ 99年7月号)
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グロィカレ化と聞か? (4 ) 

文化の変化

テレビのような電子通

信メディアは、文化を国

際的なものにするごとに

大きなf錯 リをはたしてい

る。多国籍企業カ宅裂を世界市場にむけて宣

伝することが、容易に文化を世界中に広める

ことになっている。たとえば、音楽家やスポ

ーツ選手などの有名な人々は、世界中のだれ

にも知られているということからも分かる。

グローバル化に賛成する人々は、メディア

や広告は、世界中の人々がιれまでに触れた

ことのないような広範囲の文化や情報を得る

ことができるようにしたという。これは教育

上の大きな進吟であり、他の人々や文化をよ

り深く理解することは、平和の促進につなが

ると主張する。

これに対してグローバル化に反対する人々

は、多国籍企業の力は人々の考え方や味覚に

まで影響を与えていると言う。世界のメディ

アは工業国の少数の白人によって支配されて

おり、メディアの広がりによって、地域の文

化や生産物は破壊されている。それは、地元

の音楽はほとんと放送されないととや、外国

製品がステイタス・シンボルとなっているこ

とに現われている。言葉でさえ、英語やヨー

ロッパの言葉が母国語よりも重要視されてい

る。メディアを通して広がる欧米文化は、ほ

とんどの国々.で平等を促進することにはなら

ないという。

V 国内経済の変化

グローバル化の影響は、圏内経済の動きに

もおよんでいる。この章では多くの国の経済

が自由市場型へと動いていることをみてみる。

国内経済の変化

圏内経済を自由市場経済に向けようとする

プログラムを三つに分類することができる。

1 )先進国(とくにアメリカとヨーロッパ)

における緊縮財政計画

2)旧社会主義国における「ショック療法J

3)アフリカ、アジア、ラテンアメリカの国

々における橋室調整プログラム(SAP) 

この三つのプログラムは、世界の多くの国

々で民営化、貿易の自由化、規制緩和に重点

を置いて実施されている。とくにショック療

法とSAPについては、国際通貨基金 (1M 

F)と世界銀行がプログラム作成に主要な役

割を演じている。

実際には緊縮財政、 「ショック療法j 、S

APは、次のような意味を持っている。

-固有企業の広範な民営化

-企業および資産家に対する税の軽減

-社会支出の削減、あるいは「国庫統制jと

いわれているもの(公務員の大量削減を含

むのが特徴)

-政府の物価統制と補助金の廃止

.関税基準と輸入割当の号|き下げ

-輸出用生産、とくに構造調整およびショッ

ク療法下の輸出用生産の促進

-関税免除やインフラの無料使用のような外

国投資家への便宜の提供

-圏内通貨の切り下げ
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-労働市場の"弾力化"への移行(最低賃金

の切り下げ、労働基準の緩和)

これらの変化はヨーロッパの社会福祉国や

ラテンアメリカ、アフリカの民族主義国、そ

してソ連や東欧のかつての"社会主義"国を

はじめ、多くの国々で起きている。

支持者と反対者の意見

グローバル化の支持者たちは、自由市場政

策が円滑にすすめられてきたわけではないが、

前述の経済政策は肯定的な結果をもたらして

いると主張している。とくに、経済成長をも

たらし、インフレを抑えていると強調する。

投資を自由化することにより、市場の変化に

対して効果的に対応することができるという。

また、産業の民営化をたたえ、独立時に、南

アフリカ政府によって固有化された鉱山の多

くが、民間会社に売却されたことを歓迎して

いる。その上、多くの第三世界の国々が、輸

出加工区を設置するなどの低邑政策で外国人

投資家に圏内経済を開放していることに満足

しており、アフリカの国々は、香港や韓国、

台湾、シンガポールなどのアジアの「虎Jを

見習うようにと言っている。ごれらの「虎J

は、世界市場向けの輸出品の生産を増やす鍵

として輸出加工区をつくってきた。

最後に、グローバル化の支持者たちは、政

治的自由もまた自由市場と共にもたらされる

と主張する。その証拠として、過去20年間

に独裁体制から選挙による民主主義へと政治

体制が変わったアフリカやラテンアメリカ、

アジアの国々をあげている。

グローバル化に反対する人々は、自由市場

経済は世界各地で、とくにアフリカで災難を

もたらしてきたという。自由市場経済は、あ

らゆるレベルで不平等を増加させている。北

と南、国内の貧しい者と富める者、男と女、

都市と農村などである。市場経済が世界の国

々の経済を支配するようになって以来、貧富

の差が増してきたという。

また、多くの国々や地域の自立が損なわれ

ていると主張する。アフリカの多くの国々が

70年代には、食糧を自給していたが、 90

年代にはほとんどの国が、主食でさえも輸入

しなければならなくなった。世界市場向けの

輸出作物生産の圧力が、殺防や野菜からコー

ヒーや生花のような換金作物へと農業生産を

転換させてきた。換金作物はより多くの収益

を生み出すが、干ばつや市場輸出価格が下落

した時、農民は自分で生産したものを食べて

生き延びることができないのである。

最後に、国の経済政策のグローバル化を批

判する人々は、自由市場紛斉と民主主義との

聞には何の関係もないという。グローバル化

の進展は民主主義の構築ではなく、衡昼を示

していると主張する。これについて二つの点

を上げている。第一に、多国籍企業や国際金

控えめな提家 (11.493)
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融機関の力が増大すると、選挙で選ばれた政

府や他の民主的機関、コミュニティグループ

が独自の活動を発展させていく力が失われる

という 。第二に、 グローバル化と共に、民主

的には見えるが実際には企業の力を強める政

策がつくられていくという。"合意形成"と

して知られているこの方法は、決定の鍵を握

るすべての"利害関係者"と"政策当事者"

が一緒に登場する構鴇を作り上げることを特

徴としているが、グL -パル化の批判者はこ

のような構造は民主的ではないという。なぜ

なら、この構造は企業と政府が、労働組合や

地域目織、草の根グループのような"利害関

係者"よりも強い力を振り回すからである。

このような合意形成のやり方が民主的に見え

たとしても、結局は、実際の合意よりもかな

り以前に企業が下す決定を支持するめくら判

として使われていると批判者は主張する。

VI グローパリゼーションへの対応

この章ではグローパリゼーションにどのよ

うに対応するかをみていく。

グローパリゼーションを支持する人々

T 1 N A ( r他に選択はないjという言葉

の略)は、グローバリゼーションを支持する

立場をとる人々である。彼らは南アフリカの

ような国では、国際競争に向けて自由市場経

済をすするめる以外の道はないと考えている。

この立場をとる人々は、 二つの陣営に別れる。

一つは、自由市場経済を発展と繁栄の唯一の

方法として、全面的に支持している。もう一

方は、自由市場の弱点、をみて、多国籍企業や

国際金融機関、西側諸国の力が強くなるので、

南アフリカのような小国は大きな力に便乗す

るしか選択肢はないと考えている。

グローパリゼーションに反対する人々

多くの人々は、グローバル化を止めること

はできないが、その影響は規制すべきだと考

えている。そのために、多国籍企業や世界銀

行の力を制限したり、 IMFと世界銀封切影

響を抑制し、世界の大多数の人々の生活水準

を向上させようとする運動が行なわれてきた。

そして、世界各国のさまざまなグループをネ

ットワークしようとしている。彼らがとりあ

げている問題には次のようなものがある。

*企業の行動規範

企業がある国に出資する場合、従うべき労

働条件や環境保護などに関する規範。

*社会条項

多くの労働組合が、政府間の貿易協定に社

会条項を盛り込むことを支持してきた。ごの

社会条項は、どの国も貿易協定に調印すると

きは、労働や人権にかかわる一定の方針に従

わせるものである。

*児重労働

多国籍企業は児童を労働に従事させて告発

されてきた。推定では、世界中で7000万

人の学齢期の少女たちが労働に従事している。

*女性の搾取

多くの女性団体や労働組合が、女性が著し

く搾取されている問題をとりあげ、輸出加工

区の女性や農業労働者を運動の対象としてい

る。ナイキのような会社は、中国や他のアジ

ア諸国で若い女性たちを搾取していると訴え

られており、反対運動の的になっている。
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グローパリゼーションに4切コる選択肢をっ

くりだす人々

多くの人々が、グローバル化は世界を分裂

させると主張している。グローバル化を支持

するか、他の道を捜すしかないという。他の

道を捜す人々は、社会主義的な立場を取るの

が、典型的である。

世界各地で、労働組合、住民組織、女性団

体などの組織が、グローバル化に代わるもの

を求めて、 一緒に活動している。そして、次

のような戦略を掲げている。

*民主的に納得されるかたちで地方、国の政

府をつくる。

*多数者の基本的ニーズに焦点をあわせる。

*人種、性別などあらゆる種類の差別に反対

する。

*開発は、当該国に主導的儲tJをもたせる。

*労働者、女性、農村の人々の連帯を促進す

る。このグローバル化に代わるものを作り

出す運動にかかわる多くの人々がキャンペ

ーン運動に積極的に参加し、意識化をすす

める。

批評: グローバル化とい

うのは、私たちがそれに代

わるものとして小さなプロ

ジェクトを組んで対応でき

るほどの力なのだろうか。

あるいは、国際的レベルの運動を展開するこ

とによって、ようやく抵抗できるというほど、

その力は大きいのだろうか。あるいはまた、

地域、園、そして国際的なそれぞれのレベル

で、グローバル化に代わるものを創出すべき

なのだろうか。(おわり)

くこE司書讐来百グrコ〉

西野瑠美子著

『エルクラノはなぜ殺されたのか 一

日系ブラジル人少年・集団リンチ殺人事件』

1997年 10月4日。愛知県小牧市内で

日系ブラジル人少年たち寸数人が、日本人の

少年たち20数人に一斉に襲われ、うち 14 

歳のエルクラノ君が暴行され、亡くなった。

警察は暴定族同士のケンカとして処理しよう

として、なかなか犯人捜査を始めなかった。

ブラジルから家族で働きに来て、何もして

いない大切なd息子を突然に失った両親は、こ

れに納得できず二人で署名活動を始める。さ

まざまな非難を受けながらも署名の輸が広が

り、ようやく警察は加害者の少年たち 11人

を新ラや傷害致死の疑いで逮捕した。そして

両親は、 二度と悲しい事件が起きないよう暴

力追放キャンペーンに取り組んでいく。

この事件に関心をもった著者は、エルクラ

ノ君や事件に関わる人々に丹念に聞き取りを

し、丁寧に事実を拾い集め事件の全貌を解き

あかそうとしている。それは、被害者の両親

が声を上げて訴える「命の大切さJの日本社

会の現状を浮き彫りにしている。少年がパッ

トで殴られるのを見ても「他の人の迷惑にな

るから外に行け。 Jというだけの駅員。息子

の急を聞き病院に駆けつけた両親に「ビザは

もっているか」と冷酷に聞く警察。紗トから

の移住労働者を低賃金の単純労働力として必

要としていながらも、社会の一員としては認

めようとしない私たちの社会。深く考えさせ

られる。(明石書盾・ 1800円)
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<事務局日誌>

7月31日""'8月2日

働く青年の全国交歓会(塩沢)

8月25日 多国籍企業研究会(塩沢)

8月30日 8月定例事務局会議

9月14日 CAWネットワークグループ・

おんな労働組合(関西)との話し合い

CAWネットワーノラグループ・女の労働わ

くわく講座との話し Jい

9月18日 国際労働研究センター研究会

(広木)

9月23日 全労連女性部国際シンポジウム

(広木)

9月24日""'25日 NCC-UIM総会

(塩沢)

9月29日 9月定例事務局会議

*** 新flJ'のお知らせ *** 

歎餅「日本の女性労働JNO. 24 
(1)労働の規制緩和が女性労働者に及ぼ

す影響

(2 )事実上の憲法改悪:平和・民主主義

-人権を侵す法律の大量生産

(3)トピックス

台湾元「慰安婦jが日本政府を提訴

(交流センター発行 400円)

合本[アジアの仲間J1'"'-'84号

2000年3月発行予定 5000円

<ご予幸りください。>

i食病院の待合室はいつも満員。座る椅子 i

! も足りなくて壁によりかかっているとJ
l 隣りに立っていた中年の女性日く「身 i

体が丈夫じゃないと病院通いはできま !

せんねJとは、けだし名言?因みに私 l

は1日に3つの病院をはしごできたの i

だから、身体が丈夫な証拠。(S) 

!大東海村で起こされた昨訴事故。その直

後に担当大臣になった中曽根氏は、 「

何が問題だったと思うかJとの問いに

まず"従業員の無責任さ"をあげた。 i

また別の大臣は、 「日本も核武装して !

もいいのではJと。乙れが世界唯一の !

被爆国日本の政治家たちなのだ。 (H)i 

企 V 事務局だより V 企 !

!女母がベッドの上だけでの生活となって !

1 0カ月。なりゆきでとうなりこの事 !

態に本人もさして抵抑惑はないらしく、i

私も「まあ、いいかJ位。母のお友達 ;

から電話がかかり率直に事態を報告し i
たら電話口で泣かれてしまいあわてた。!

寝たきりは"可哀想"なのだ。 (K)

;古息子の中学校の運動会。 一日中、校庭 i
! での競技を応援。帰りがけ、校舎前の !

i ポールをふと見上げると、校旗はない !

のに「日の丸Jだけが風にはためいて

いた。国旗掲揚はなかったのに。 r日
本的静かに浸透」が一番恐い。 (N)
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韓国からか吋つ吋た呉在植

さんから:{Dt.[を受け取る塩

初荷長

交流センター 15周年記念プログラム
アジアの女性たちとともに15年

1999年 12月11日、東京・四谷の主

婦会館プラザエフで、アジア女子労働者交流

センター設立 15周年を記念するシンポジウ

ムと感謝のつどい(立食パーティ)が開かれ

た。 r経済のグローバル化に挑戦するアジア

ともに活動してきたアジアの付帯司たち

の女性労働者」をテーマにしたシンポジウム

に130人の参加者が真剣に聞き入った。

パーティには、 CAW結成の立役者であっ

た呉在植さんをはじめ、センターを支えて下

さった50人の方々が参加された。

席をうめつくし、熱以こ耳を傾吋る参旗盾
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<シンポジウムから>

断危機ヒインドネシアの女性労働者

インドネシア:アユニ

(Ke1棚 pokKerja HUMANIKA) 

ポスト・スハルト

インドネシアは、 1997年の中頃から、

32年間におよぶスハルト政権の悪政によっ

てもたらされた厳しい経済危機に見舞われて

いる。経済開発の名の下に軍が国を支配し、

その統制不能の軍事体制は、大きな社会的格

差や政治腐敗を引き起こした。党の政策も流

動的で、大衆組織は管理されたり吸収された

りした。

改革運動は、 「スハルトの後継者」によっ

て体制全体を変えることなくトップが変わる

だけで終わった。合法性を認めてもらうため

に、スハルトの後継者であるハピピは、組織

化の余地などの政治的な可能性を聞いた。そ

の結果、 10におよぶ新政党が設立され、約

20ものナショナルセンターが出現した(こ

の半分以上は政治家によってつくられた)。

短期間に非常に多くの労傷跡E合がつくられ

たが、それが労働運動の力を反映しているわ

けではない。それはむしろ労働者が非常に多

くの問題に遭遇しているということである。

もう一つの大きな問題は、外国からの債務

の増大である。 1000億ドル以上を多国籍

金副機関 (MFI)やお金持ちの国に返済し

なければならない。この債務は、インドネシ

アのMFIへの依存など他の問題をもたらし

た。彼らは、インドネシア政府に自分たちの

方針にそった特定の政策

(構造調整プログラム=s
AP)を採用するよう圧力

をかけた。その一つが民営

化であり、多くの解雇問題

を引き起こしている。また、 アユニさん

水道、電気、電信電話、病院、教育機関など、

人々に公共サービスを提供するという公企業

の儲Ijを利益優先指向へと変えている。

1、経済危機カ幼働者に与えた影響

急激なインフレと賃金水準の低下

インドネシアの労働者は、国を直撃してい

る経済危機によってさらに貧困に追いやられ

ている。政府は98年8月、最低賃金をわず

か 15%上げたが、その時のインフレ率は7

7. 63%で、あった。以下の数字は、 98年

と99年の三大都市の地域別最低賃金である。

月あたりの地域別是低賃金

1998年 1 999年

メダン 174，000ルピア 210，000ルピア

ジャカルタ 198，500 231. 000 

スラパヤ 152，500 182，000 

注:98年 (8月)1米ドル=13.000枇.Y 99年

(11月)1米ドル=6.850枇'y

スマラン(中央ジャワ)のワーユ社会基金

の調査によれば、労働者の賃金の80%以上

が食費に使われている。それも、食の質を落

とすことによってなんとか足りているのであ

る。テンポ・ニュース・マガジンによると、

西ジャワのベカシでは労働者は 1日2食しか
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とっていない。空腹をとらえるために彼らは

眠るととにしている。

経済危機が衣料や繊維、鱒It、電子、食品

加工など労働集約型産業の労働者にどのよう

な影響を及ぼしているのかについての調査に

よれば、労働者の消費パターンは経済危機の

前後できわだった変化はない。労働者はすで

に最低限の生活水準以下の生活をしていたの

で、経済危機によって支出のパターンが変わ

るわけではなく、レベルが下がるだけである。

貧困層の割合は、人口の 15%から 60%

へと増えている。

大量解雇と雇用不安

大量解雇は労働者にとってもう一つの大き

な脅威である。企業閉鎖が続いており、最近

38の民間銀行で人員整理が行われ、その結

果、推定 1万1000人の備予員が解雇され

た。国営4銀行の合併も解雇をもたらした。

人力省の正式な数字によると、 98年7月ま

でに少なくとも 1540万人の労働者が解雇

されている。また、別の筋によると、 98年

末までに 2000万人の労働者が解雇され、

2500万人が半失業状態におかれている。

雇用主の中には、実際に経済危機のために

労働者を解雇する者もいれば、経済危機を口

実に活動家を排除したり、効率のために労働

者を解雇する者もいる。数週間あるいは数カ

月後には工場を再開し、より若くて安い労働

者を採用する雇用主もいる。

さらに、 1年に約250万人の若者が労働

市場に参入する。すでに労働市場にいて仕事

がない数百万人の人々がいる。そこに新たに

解雇された労働者が加わるのである。

ILO結句は批准したが

政府は、結社の自由と団結権の保護に関す

るILO条約第81号と、団結権と団体交渉

権の原則の適用に関する 98号条約を批准し

たが、現在の労働法は条約にそっていない。

その上労働者カま組合を組織したり組合活動を

活発に行おうとするとき、人力省は労働者を

保護するという力を発揮していない。ジャカ

ル夕、バンドン、スマラン、ボゴール、スラ

パヤなどでそのいくつかの例が思い当たる。

バンドンでは、 2つの繊住工場の労働者が

労鰍E合を組織することになり、彼らは集会

を開いて規則や細則を作った。しかし、両工

場の労働者は解雇された。

またスラバヤのエピ加工工場では、労働者

の代表が団体交渉を要求したが、その代表全

員と地域労組の組合員の数人が解雇された。

スラパヤの縫製工場で働く地域労組の組合員

も、ストライキを行って交渉を要求した結果、

解雇された。労働争議で経営者側に立つとい

う古い慣行が、同じように古い行政機関であ

る人力省にそのまま残っている。

その上、労働争議の解決のために軍や警察

を導入するなど強圧的な権力を使うことがい

まだに行なわれている。艶丘の新しい傾向と

しては、労働者を脅かすために暴力団を使う

とともある。メダンでは、暴力団に刺されて

数人が怪我をした。

2、女性労働者特有の問題

こうした問題の他に、女性労働者は職場の

内外で多くの問題に直面している。

*工場の内外でのセクシュアル・ハラスメン
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トー とくに夜勤で働く女性の場合。

*月 2日の生理休暇の権利が多くの工場で否

定されているか、取得手続きが複雑になっ

ている。たとえば、女性労働者は政府が管

理する医療クリニックに許可を申請し、検

査の後で会社に提出する証明書を出しても

らう。労働者が地域の行政機関から許可証

をもらい、それを監督に提出する場合もあ

る。

*生理休暇を取る労働者は皆勤手当をもらえ

ないという工場もある。

*刻安手当は夫(男性労働者)だけに苅ムわ

れる。

*労働組合やその他の労働者組織の中で女性

はリーダーシップをとれない。

*職場の外でも、家族が女性労働者の活動を

制限しようと厳しく管理したり、結婚後の

仕事と家事の二重の負担、夜外出する女性

に対する警察による任意拘留、尋問や嫌が

らせなど、さまざまな問題がある。

3、労働者の抵抗と戦闘性

葬溌するストライキ

労働者は、工場の敷地内でも政府関連機関

の中でも、地方議会や州議会など公的機関で

も、個人による抗議や警察への通報、集団で

のストライキやデモなどを行ってきた。 99

年 1月から8月にかけてのストライキ件数は

148件を下らない。

活動に参加する労働者の数は増えている。

東ジャワのメランでは、 99年、組合のリー

ダーの釈放を求める労働者のデモに 5000

人の労働者が参加した。また98年には、ス

ラバヤの大工場でのストライキに 2万500

0人、 97年のケディリ(東ジャワ)では、

4万人にもおよぶ労働者が参加した。

労働者の抵抗の形と強さは、インドネシア

の労働運動の力をはかる重要な指標となって

いる。 99年8月、労働法を守るよう主張し

て死ぬまでハンガーストライキをしたジュジ

ュ・ジュリアはその最初のケースである。

最長のストライキは、ボゴール(西ジャワ)

のプラスチック手袋工場の労働者がおとなっ

たものである。彼らは、 9人の組合活動家の

解雇撤回を求めて5カ月間ストライキを継続

した。

労働者の交渉力はまだ弱いので、たたかい

の成果は今のところは少ないが、その戦闘性

と犠牲的精神には希望が持てる。

変化する労働NGOの役割

労働者グループと NGOとの関係も変化し

ている。 NGOの中には状況の変化に即対応

し、労働者グループからできた労働組合との

間で話し合い、新しい仕事分担や役割を決め

るところもある。しかしすぐ対応できずに、

NGOと労働者グループとの問で小さな摩擦

をおこしているところもある。

この新しい状況の中でNGOがどのような

役割を担うのかは、議論の余地がある。 NG

Oがもっと固有の役割を果たし、専門家にな

るべきだという意見もある。

労働運動にはさまざまな障害がある。大量

解雇、実質賃金の低下による労働者の交渉力

の低下、低い組織率、雇用主の敵対的な態度、

反組合的な法律などである。 NGOと労働組

合の協力がますます重要になっている。
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IMF体制下の翻の女性労働者

韓国:マリア・リー

(韓国女性労信賭会協議会)

女性の失業の増大

1 MF (国際通貨基金)による経済支援計

画の厳しい条件が施行された 1997年 12 

月から、韓国ではおよそ 200万人から 30

0万人の労働者が{士事を失っている。わずか

8カ月足らず‘の聞に仕事を失った労働者の数

が6倍に増加したことになる。社会保障制度

が弱く、国内の紛膏が外国の投資に大きく依

存している国では、急激に増加する失業は国

全体が極度の財政不安、社会問題の激化、深

刻な情緒不安に陥ることを意味している。

女性労働者は、リストラ戦略や民営化政策

の景簿をより大きく受けている。性や年齢、

結婚の有無による差別のために、 40歳以上

の女性、子どものいる女性、妊婦は真っ先に

解雇される。これらの女性たちは将来、賃金

労働に雇用される可能性はほとんどない。

女性労働者の65%が、勤労基準法の適用

を受けない零細企業で働いている。人員削減

や解雇の最初のターゲットにされるのは女性

労働者である。また、正規雇用の女性労働者

も即時職やパート、日雇い、派遣労働者にさ

れる。これは、韓国社会の家父長制によると

ころが大きい。

99年5月現在、女性失業者は 55万90

00人となり、これは全失業者の32.8% 

に当たる。女性の失業者の増加率は男性に比

べて高く、雇用された女性の3人に2人が臨

時雇用である。男性はその

61. 4%が正規雇用であ

るのに対し、女性の場合は

わずか30.8%が正規雇

用である。さらに、組合に

マリア・リーさん 加入している女性労働者は

わずか5%である。

女性労働者の非正規雇用化

98年9月の韓国の経済活動人口は216

2万2000人である。これは、 15歳以上

の人口の61.2%に当たる。下の表を見る

と、賃金労働者は 97年には 1322万80

00人であったが、 98年9月には 11 2万

7000人減少して 12 1 0万 1000人に

なった。賃金労働者の数は減少したが、賃金

を苅ムわれない家族労働者の数は増加した。

さらに、正規労働者の数は著しく減少したが、

臨時職や日雇い労働者の数は増加した。

雇用形態別賃金労働者数 (単位:千人、%)

1 997年 1998年 9月

賃金労働者 I13，228(100.0) 12，101(100.0) 

正規雇用 7，133(53.9) 6，247 (51.6) 

臨時臓 4，204 (31.8) 3，931 (32.5) 

日雇い 1，890 (14.3) 1，923 (15.9) 

97年と比較すると、 98年9月の男性賃

金労働者の総数は減少したが、 63.4%を

占める男性の正規労働者の数は変わっていな

い。しかし女性の場合、政見雇用者はわずか

32. 9%で、臨時職と日雇い労働者がそれ

ぞれ46.6%、20. 5%を占めている。
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これは、女性の賃金労働者の67. 1 %が非

正規雇用であり、雇用が非常に不安定である

ことを示している。

経済危機の下でのリストラを口実に、女性

の正規雇用を非lE規雇用に変えるさまざまな

不当な労務管理が行われている。解雇された

り、自主退職を強要され、その後斡旋業者を

通して臨時契約で再雇用される。この結果、

女性の非正規雇用は急速に増加した。

労働法改訂で条件悪化

仕事を継続している労働者の場合も労働法

の改訂後は、長時間労働や労働強化などの困

難をかかえている。原則は週44時間制だが

週56時間まで、月 12時間は残業手当なし

に働かせることができるようになった(変形

労働時間制による)。そして、派遣労働法

(2 1業務)が制定されてからは、多くの労

働者が派遣労働に雇われている。

I自主退臓jの強要

経済危機の中で、女性労働者は労働市場の

周辺部に追いやられている。女性たちは自主

退職を強要され、結婚や妊娠、子育ての後に

臨時職として再び労働市場に参入しているの

である。

とくに金融関連企業の構造調整プログラム

の下で、最初に解雇されたのは女性労働者で

あった。 H保険会社は 98年4月、 7年以上

働いた人をターゲットに自主退職計画を実施

した。自主退職した労働者の75%が女性で

あり、 10人のうち4人が既婚女性であった。

会社が女性労働者の自主退職を奨励し、残り

づらい雰囲気をっくり出した結果である。

不当解雇、臨時職への転換の強制

KWWAU男女平等権利カウンセリングセ

ンターの99年第 1四半期の相談ケースのう

ち、雇用不安についての相談は85. 3%に

のぼった。女性は、まず最初に退職のターゲ

ットとされるが、夫と同じ職場で働いている

場合にはとくにそうである。公営企業では、

適切な手続きや説明なしに解雇通知が渡され

る。零細・小企業で、は、合理的な理由なしに

解雇される。妊娠した女性や産休後の女性へ

の退職強要、産休中の賃金未払いなど産休に

関する相談ケースが増えている。 KWWAU

はこの相談活動を通して、女性労働者が直面

している不利な状況をあらためて確認した。

IMF経済危機の旗の下に生理休暇や出産休

暇が取りづらくなった。公営企業でも、女性

技術者が臨時職にされたり、新しい労働者を

臨時契約で採用するために退職を強要される。

賃金不払いも多くなっている。

失業した女恒拘状況

失業した女性のための活動センターによる

と、相談件数は 1649件で、 35歳以上の

女性が64.9%、75.3%は高卒で、 8

1. 9%が既婚の女性であった。これは学歴

の低い女性や中年の女性、既婚女性が仕事を

手に入れるのがもっとも困難であることを示

している。

家族の経済を背負っている女性でも仕事を

得る機会は多くない。年齢制限もあり、 60

歳巨人上では仕事のチャンスは全然ない。彼女

たちの多くは月々の家賃を払わなければなら

ず、生活費の補助は不十分である。職業訓練

コースも短かすぎて、仕事に必要な資格は取
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れず、多くの人が仕事を得られないでいる。

女性たちの運覇防前進

雇用状況の悪化の中で、女性労働者はとき

には集団で、あるいは一人で苦闘している。

運動によって仕事に復帰した人たちもいる。

観光センターの女性研究者は、性差別的な解

雇に対して裁判をおこした。馬山輸出自由地

域の勇敢な8人の女性たちは、 5カ月におよ

ぶたたかいを通して仕事に復帰した。大字建

設の女性労働者は、性差別的な解雇に対して

裁判に訴え勝訴した。ゴルフクラブのキャデ

ィは、 40歳以上のキャディに対する解雇通

知とたたかい、全員仕事に復帰した。結婚し

たら退職するという宣誓書にサインしたため

に、結婚で退職した既婚女性たちのケースは、

裁判で争われ勝利した。このようなケースが

女性労働者を大いに励ましている。また、臨

時職の労働者をB見の契約に変えたり、組合

への加入を奨励している会社もある。

未組織の小さな会社で働いている女性労働

者が解雇されると、未払い賃金も支払われな

いことが多い。その多くが家長である。その

ため昨年6月に失業女性のための活動センタ

ーが設立された。その目的は、女性の失業の

深刻さを広く社会に知らせ、政府に女性労働

者のための政策をつくらせることである。

ごの活動センターは、仕事の相談や情報の

提供、職業訓練、調査活動、医療援助などの

さまざまなプログラムを通して女性労働者に

実質的な援助を提供している。女子学生もま

きこんで、政府与党本部や国会の前で毎月集

会を行い、女性労働者の仕事の安定や失業防

止対策などを要求している。

日本における非噸用の鶏

日本:酒井和子

(東京ユニオン)

女帽拘失業と非正規雇用化

1 999年8月の総務庁

「労働力調査特別調査jに

よると、雇用者は4955

万人で、そのうち正規職員

・従業員は3688万人 酒井和子さん

(74.4%)、パート・アルバイト 106

8万人(17. 3)、派遣・嘱託・その他 1

99万人 (4.0)である。 95年からみる

と雇用者全体では 150万人増加しているが、

正規職員・従業員は 100万人減少、パート

・アルバイトは250万人増加している。す

なわち正規職員が減ってパートが増加すると

いう非正規雇用化が進んでいる。男女別でみ

ると男性の正規職員は88.3%、パート・

アルバイトは8. 1 %であるが、女性では正

規職員54.9%、パート・アルバイト 40.

6%で、非正規雇用は女性に顕著である。

完全失業者は320万人で、失業率は男性

5. 1 %、女性4.4%と女性の方が低くな

っているが、これは女性が求職活動をあきら

めたこととパートでの再就職という結果であ

る。失業者の5人に 1人は 1年以上の失業者

となっており、失業期間が長期化する傾向に

ある。

学卒者の就職状況は不況を反映して低い水

準にあるが、男女別をみると四大から高校ま

で女性の方が 10%前後低くなっている。



8 「アジアの仲間j第 83・84号 (2000・3)

労働法制の規申暖和

規制緩和の流れの中で労働法の改正が急速

に行われた。 98年改正均等法、労働基準法

の女子保護規制の撤廃、パート労働法見なお

しの見送り、 99年新派遣法と女性労働にか

かわりの深い労働法が矢継ぎ早に施行されて

いる。

改正均等法は差別禁止が明確にされるなど

改善された点もあるが、間接差別の禁止には

至らなかった。

1 2月1日から施行された新派遣法は、対

象業務を専門的26業種から臨時的・ 一時的

業務へと拡大し、原則自由化された。

アンケートとヒアリングから

女性のワーキングライフを考えるパート研

究会が実施した『働く女性の均等待遇を考える

アンケートとヒアリングJ(99年9月派遣を

除く民間と公務の女性対象)から非正規労働

の実態と意識をみてみたい。

1)パート労働

非正規労働の大半がパートであるが、その

7割が女性である。パート労働者は被扶養者

の主婦が自分の好きな時間に働いているので、

責任も拘束も軽いとみなされ、家計補助、補

助労働、自由な濁尺がパート差別を合理化す

る理由とされてきた。しかし調査結果からわ

かるように、政見労働者と非正規労働者間の

学歴、勤続の差は縮小傾向にある。民間非正

規労働者の34.8%に配偶者がおらず、 2

4.5%は本人が生計維持者で、シングルや

シングルマザーも多い。生活のために働いて

いるにもかかわらず家族責任や非自発的な選

択として非正規労働にならざるをえなかった

のである。

.1(1 平均{F~ ・ {FJ(l(・鋤鋭

一示iム~l 三云-rふIムールス~I-~-r~;.…一
民IIIJJhE.ll.!I 6!l 1 A I -1 3. Y ~ I 1 !i 1 IiM I 7. ()平

公務JIi正.ll.!II022 1 1¥3.-1 120Y 9.8 
民!l1JJ!.:，I，Il1 1¥ 5 1 I:{ 8. 2 1 -1 1 8 1 1 3. 0 

公務1E.ll.!I 1 6 -1 1 1 1. 3 1 6 2 5 1 1 8. 5 

総計 2319 142.11261110.3

従来日本のパート労働を特徴づけていたの

は、製造業におけるフルタイムパート(疑似パ

ート)の存在であるが、経済構造の変化に伴い

正社員の削減とパートの基幹労働力化が進ん

でいる。スーパーなど流通業では週労働20

時間以内で雇用保険や社会保険の加入資格の

ない短時間パートと、週労働30時間前後の

長時間パートを組み合わせ、正社員と同じ職

務につかせている。

しかし女性労働者と女性パートの賃金格差

は広がっている (77年80.7%、97年

表2 同居している人(%) 表 3 主な生計維持者(%) 表4 働いている理由(%)

一一一一一一一一一

民

公

庭用形態

」

-A8らし

7. 9 

3. 0. 

19. 7 

1 2. 2 

配属音あり 子どもあり

65. 2 72. 8 

74. 3 89. 0 

44. 8 44. 8 

55. 5 7 1. 3 

本人

24. 5 

I 6. 3 

19. 1 

61. 2 

一ー一一一「一ー

配偶者 親 生活的ため 自立・向上心 ゆとりのため

66. 1 1 1. 5 43. 7 26. 3 29. 0 

74. 2 1 1. 9 55. 9 23. 5 1 9. 9 

4 O. 4 20. 9 41. 8 36. 2 20. 8 

9. 4 36. 8 45. 0 1 7. 2 

一 一 ー
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68. 0%)。労働時聞が減らされ、ダブル

ジョブで生計を支えるシングルマザーも増え

ている。コミュニティユニオンの複合就労調

査では年間3000時間働いて年収がやっと

300万円というパート労働者の事例もある。

2) 有期摸約労働

航空業界では国際競争の中で人件費削減の

ため94年に客室乗務員の短期契約制を導入

した。同時に国内線勤務の正社員を強制的に

国際線に転属したため、家族責任のある女性

は退職に追い込まれた。契糊土員は3年後に

正社員に採用されるが、賃金制度は元の正社

員とは差別され低くなっている。

パートでも有期契約が増えている。従来は

期間の定めのないパートが多数であったが、

パート労働法で雇入通知書に期間の定めの項

目を置いたため、その後有期契約が増えた。

前述の調査では民間非正規の74.6%が有

期難句であった。契約期間を2"'3カ月と短

期間化し長期にわたって反復更新を繰り返し

たり、 6カ月働くと 1カ月空き期間を設ける

不連続雇用によって年次有給休暇や雇用保険、

社会保険の適用を逃れようとする脱法的契約

もまかり通っている。最近の労働相談では有

期難句のため育児休暇が取れないとか、妊娠

・出産を契機に契約更新を拒否されたという

訴えが目立っている。

3)派遣労働

派遣労働のトラブルでは圧倒的に中途契約

解除が多い。禁止されている派遣先による事

前面按や違法派遣なども後を絶たない。

女性正社員の採用をやめて派遣社員に置き

換えたり、業務全体を派遣会社に移して解雇

か派遣会社の派遣社員になるかという選択を

迫るという事例もある。

派遣ネットワークの調査では、 94年には

時給平均 1704円、年収266万円であっ

たが、 98年にはそれぞれ1660円、 25

6万円と低下し、新派遣法施行を前にして 1

400円台にまで下がっている。派遣会社の

競争が激化し、派遣料金の引き下げ競争の中

で、臨時的・ 一時的派遣の時給はパート並み

に号|き下げられるごとが危慎される。さらに、

派遣先が容姿端麗で若い女性を要求するとい

う女性差別も当然のように行われている。

女性労働者と労働組合のとりくみ

丸子警報機の臨時社員賃金差別裁判は96

年に長野地裁で勝訴した後、 99年 11月に

高裁で原告勝利の和解をした。地裁では正社

員と同じ仕事をする女性臨時社員に、正社員

の8割の賃金を支払えという画期的な判決が

出された。高裁での和解は日給制を月給制と

し、 一時金や退職金の支給基準を正社員と同

一にすることなど、非正規労働者のた痔待遇

に与える影響は大きい。

労働組合の取り組みとしては、コミュニテ

イユニオンや女性ユニオンによるパートや派

遣の組織化も行われているが、非正規の女性

労働者の組織率はきわめて低く、これからの

課題である。

非正規労働者の組織化とともに均等法ネッ

トワークや派遣ネット、女性のワーキングラ

イフを考えるパート研究会、有期雇用ネット

などの課題別ネットワークやホットライン活

動などの取り組みも増えている。
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シンポジウムでの

質問に答えて

<韓国のマリア・リーさんへ>

( Q)女性ユニオンは、失業者を含む組合か。

それは合法の組合か。

(A)女性ユニオンは産別組合ではないので、

女性であれば誰でも加入できるが、失業者

は組合員になれない。 8月に結成された全

国女性労働組合は合法だが、ソウル女性ユ

ニオンは別の組織で、失業者を含むため法

的に認められた組合ではない。

( Q)女性のための IMF危機の家(アクシ

ョンセンター)はどんな活動をしているか。

(A)アクションセンターは98年6月に作

られ、まず工場閉鎖や解雇に反対する活動

をしている。構造調整計画以前から、中小

企業の女性たちは退職金も社会保険もなく

解雇されていたのに、女性はどうせ家庭に

入るのだからという考えで政府はまったく

関与してこなかった。政府の雇用対策事業

は男性主体のものだったため、女性に対す

る雇用保障政策を要求してきた。次に性差

別に関すること。解雇も真っ先に女性が狙

われる。とくに金融などでは、女性から解

雇リストが作られている。さらに不当解雇

を止めさせること。女性を解雇して非正規

で再雇用するというような不当なことが行

なわれている。労働組合の女性部と女子学

生が共同で、国会や与党へのアピールなど

もt=rなってきた。

( Q) リストラされた労働者の自主操業、協

同組合作りの経験について紹介してほしい。

(A)まず縫製労働者のワーカーズ・コレク

ティプを支援した。彼女たちは20年間工

場で働いたがパーツだけを縫ってきたので、

服 1着をどうやって作るのか誰も知らない。

という問題があった。またマーケッティン

グや経営のノウハウもわからない。そのた

め私たちは政府に対して、場所の確保、技

術訓練、経営のやり方、そして作った物の

信機先などについて便宜を図ること、たと

えば弁当を作って公立の学校に納めるなど

を要求した。私たち自身も喫茶屈を開いて

2人のシングルマザーに経営を任せている。

( Q)ワークシェアリングの要求は賃金水準

が低い中ではなかなか難しいのではと思う

が広く労働者に支持されているのか。

(A)現代自動車の例をあげると、ほとんど

の労働者が毎日 2'"""3時間の残業をして、

ようやく月給が 1200米ドルくらいだっ

た。はじめ労働者は、残業なしでは食べて

いけないと言っていたが、今では残業なし

で少しでも多くの労働者が働けるようにし

ようということに同意している。政府には

週40時間制を要求し、 1年間やってみて、

賃金の問題などは改めて話し合おうと提案

している。

( Q)労働組合や労働運動それ自体に女性差

別を感じることはあるか。男性の運動家た

ちとどう連帯していくか。

(A)男性の労働組合リーダーは女性の問題

に敏感でないので、女性の労働組合ができ

たという経緯もある。このようなことを通

して男性の意識も変わってきた。韓国の2

つのナショナルセンターは、来年から非正

規雇用者も労働組合に受け入れられるよう
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にしようという方針を固めている。

<インドネシア・アユニさんへ>

( Q)労働組合は女性労働者に対するセクハ

ラ防止にどう取りくんでいるか。

(A)労働組合としてセクハラ問題を取り組

んでいる例はほとんどない。以前スラパヤ

で実際にあったケースで、女性が会社の警

備員のセクハラにあった。相談を受けたN

GOは、警察に届けるごとを勧め、はじめ

は警察も親切だったが、結局わずかなお金

を払っただけで何も解決しなかった。しか

し今はいろいろな労働組合もでき、セクハ

ラに取り組む組合も出てくるだろう。

( Q)子どもがいる女性はどのようにして働

いているのか。

(A)夜のシフトがあったり、都会では生活

費が高いため子どもを実家に預けて働き、

週1回くらい子どもに会いに行くというの

が普通。今、スラバヤで労働組合と一緒に

保育所を作ろうと計画している。労働者が

休日に田舎に行ってしまうと、私たちが労

働者と話す時間がないので、保育所があれ

ば労働者の組織化にもつながる。

( Q)解雇された女性はその後どうしている

か。

(A)わずかな補償金をもらってたいてい 1

度は田舎に帰り、また仕事を探しに戻って

くる。しかし結局仕事が見つからず、イン

フォーマル・セクターで働く人が多い。

<日本・酒井和子さんへ>

(Q) ， r女性のワーキングライフを考えるパ

ート研究会」について。

(A) 93年、パート労働法ができたときに、

その中身があまりにもひどいので、法の見

直しをさせようと、関西と首都圏で同時に

立ち上げた。パート労働者の現状をきちん

と把握して、労働省に対抗しようと活動し

ている。メンバーは研究者、弁護士、労働

組合の女性たちが中心。労働省はパート法

の改正を行なわず、均等待遇のものさしに

ついての研究会をやっている。その中で問

題なのは、パート労働者を年収 130万円

以内で働く人と技術をもったパートにタイ

プ分けしようとしていることだ。男性が長

時間労働をしているのに、残業はしない、

配転はいやだというような女は均等待遇に

値しないという考え方である。これは 1L 

Oの家族的責任条約や同一価値労働同一賃

金原則に違反するものなので、条約のレベ

ルに引き上げるために取り組んでいる。

( Q)非正規雇用の下に、 ILOではAtypic

a1 workerといっている雇用性のあいまい

な非定型労働が多数いる。女性が多数を占

めるとの非定型労働をどう思うか。

(A)非定型労働者は雇用されてはいないが、

実際はどとかの企業のために働いている。

規制緩和の中で、雇用難句ではなく労働法

の適用も受けられない時間単価だけの労働

者を増やすという方向が出されている。パ

ートで働いてきた人が突然、業務委託など

といわれる。業務委託では有給休暇も産休

もとれなくなり、最低賃金など基本的な労

働者の権利が奪われてしまうというごとが

すでに起乙っている。この問題は企業内だ

けでは解決しない。法の網をかけることが

必要だ。
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<シンポジウム佼渡婁想から>

アジアの女性たちの力に感動

*自分はまだあまりにも知らないのだと実感

させられました。これまでの過程および現

状を知るとともに、日本、そして私がとれ

からどのようにしていけばいいのか、また

どのようにしていくべきか考えていきたい

と思いました。 (20{-t・学生)

*アジアのお二人の話で、困難な中でも立派

に活動を継続されている様子がわかり、学

ぶことの多い一日でした。私たちの身近な

暮らしの上のできごとが、こんなにもアジ

アの中で連動しているのだと驚きも大きい

です。 (50{-t・パート)

*とてもよいシンポジウムでした。高齢化時

代を迎えるにあたり 、女性の労働(介護)

が増えると思うので、その方でも男女平等

の労働を期待します。 (70代・自営業)

*基礎資料も整理されていて、効果的な討議

の流れでした。参加している人たちの質問

も、さすがにポイントをJ[A号ているものば

かりで興味深かった。との質の高いネット

ワークを大切につないでほしいと思います。

(50代・団体職員)

*アジアの女性労働者が互いに顔を見ながら

交流することの大事さ。交流センターが果

たした役割はとても大きい。新たにどんな

ネットワークを草の根で広げていくのか。

たくさんの種が蒔かれ、いたるところで芽

が伸びていく ととでしょ う。今後、 働き方

への労働者自身の主体的創造についても検

討してみたい。 (40代・団体職員)

*とても有意義でした。インド、香港の方に

も発言していただけたらもっと良かった。

日本の正規労働者の実態についても少し触

れられると良かったのではと思います。

(40代・公務員)

*アジアの運動が国際独占に対するきわめて

実践的な連帯行動として発展しつつあるこ

とを実感した。 (60代・教員)

*はじめての参加でしたので、うなってしま

うことばかりでした。アジアの女性労働の

実態について、もっと知りたいと思います

ので、スタディツアーを今後とも企画して

いただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 (50代・公務員、教員)

*酒井和子さんの日本の報告はたいへんよく

まとまっており、現在女子労働とはあまり

関わっていない私にもよくわかりました。

アジアの女性労働運動のリーダーの発言を

直接に伺える良い機会で、彼女たちの理知

的で能動的な活動の報告に刺激を受けまし

た。 (60代・元教員)

*グローパリゼーションは必ずマージナル化

を引き起こす。その危険についてもっと多

くの議論がされるべきである。グローバル

化は国墳を越え、共通の問題を弱者の聞に

引き起こしている。他のアジアの女性の問

題は日本の女性の問題でもある。こうした
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問題に取り組むには、女性の組織力、エン

パワーメント、交渉力が不可欠である。

(40代・会社員)

*王則犬を変えるため労働運動の必要性がある

とは思っていてもなかなかできないでいる。

中には関わりたくないと思う労働者もいる。

めざすものが大きすぎるからでしょうか。

ささいなことからでも取り組みたいと思い

ます。 (20代・歯科助手)

*日常レベルで浸透しつつあるグローバル化

を、消費者・生活者としてどう防げるかに

関心がある。側各の低下などグローバル化

の“おいしいところ"はエンジョイし、自

分の身にふりかかる部分だけ反対するとい

うわけにはいかない。今後、とくに日本で

は、労働者という側面だけでなく、消費者

・生活者としての行動を考えたい。 (30

代・団体職員)

*労働組合主催ではできない形での女性労働

者の連帯が表されてとてもよかった。セン

ター閉鎖後も CAWを通して日本でもとの

ような交流ネットワークを存続させていき

たいと思いますが、計画はあるのでしょう

か。日本の改悪された労働去が輸出されて

いる現状に、日本の私たちは共同してたた

かう責任があると思います。 (40代・会

社員)

*働く者の貴重な時間と心が酷使されて作ら

れる富は、大企業に集中されることで死に

金になってしまいます。生き金としてきち

んと働く人間にもどされること、そういう

社会は、今日の世界経済の歪みを正してい

くと思います。経済のグローバル化ではな

く、働く者の自立的社会をめざすグラスル

ーツの労働運動が国際連帯する乙との大切

さを感じました。 (40代・無職)

*日本での状況について漠然と感じていたこ

とがはっきり説明され、非常によい勉強に

なりました。新聞等では法のデメリットな

と報道されていないと強く感じました。ま

たインドネシアや韓国でも日本と同じよう

な状況が進んでいることを知り、びっくり

しました。少しずつ自分でできることから

しなければという気持を持ちました。 (4

0代・教員)

*ビデオ「捨てられた人形jは非常に衝撃的

でした。一つひとつ立ち向かっていかなく

てはいけないことに改めて気づかされまし

た。火災で亡くなられた人々の姿が目に焼

きついてはなれません。 (20代・学生)

*厳しい状況に中で、スリランカ、タイ、韓

国の女性たちが、前向きに勇気を持ってた

たかっているごとに感動しました。日本で

も、非正規雇用者がリストらにさらされて

いる中、たたかっていくごとの大切さを実

感しました。 (40{-t・公務員)

*充実したシンポジウムと胸が熱くなるリユ

ニオンの機会と、ありがとうございました。

地味な「ふつうのj人々が、それぞれの輝き

方をしてその人のやり方で寄与して、みん

なで何かを成し遂げる ー そのすばらしさ

に心を打たれました。 (50{-t.翻訳家)
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<ワークショップ(12月10日)> 

労働者保護凶作テイネット

グローパル化が進み労働条件が悪化する中

で、各国の労働者保護や社会保障はどうなっ

ているかをめぐって、ワークショップを聞き

ました。アジア5ヵ国の参加者とともに、日

本からは女性労働運動のリーダーとして活躍

している7人の女性たちが参加し、各国の実

情を出し合いながら意見交換をしました。

はじめに働く女性のための弁護団の黒岩容

子弁護士から、労働条件の確保、雇用継続へ

の保障、非正規雇用の問題、また社会保険や

公的扶助など社会保障について、日本の法律

や半I}f?lJなどを紹介してもらいました。アジア

各国の報告はつぎのとおりです。

湖 9枠組カ王弱b省港

もっとも基本的な労働時間と賃金に関する

法的枠組が弱く、最低賃金制もない。

解雇に関しても何の制限もなく、この 18

カ月間は解雇が相次ぎ、失業率の上昇が続い

ているが、失業保険はない。数年前に(男女)

平等機会条令ができ、雇用における性差別禁

止、男女同一労働同一賃金、セクシュアル・

ハラスメント禁止などが盛り込まれたが、平

等機会委員会の権限は弱くほとんど実安加主が

ない。またこれと引き替えに、工業に働く女

性労働者の時間外労働は年 120時間以内と

いう制限が廃止された。香港の経済状況は悪

く、解雇、賃下げ、下請化が進む中で、労働

者の不満や不安が広がっており、組合の組織

率は高まっている。

限りなく日本に近い韓国の規制巌和

週44時間労働が原則だが、変形労働時間

制が導入され、週56時間まで残業手当なし

で労働者を働かせるごとができるようになっ

た。 IMF体制下で作られた整理解雇制は、

労働省に「構遊間整を行なう」というだけで

労働者を解雇できる。労働コストを減らすた

めに、勤続年数の長い人から解雇する傾向が

あり、とくに女性が多い金融業ではB見を解

雇して臨時で再雇用するケースが増えている。

派遣労働も合法化された。

パート労働に関しては特別な法律はないが

労働去がすべての労働者に適用されるよう要

求している。また、従業員4人以下の事業所

には労働法が適用されなかったが、女性の7

0%は4人以下の零細企業で働いており、 9

9年4月から適用されることになった。

女性の深夜労働と残業についての規制、ま

た生理休暇の撤廃については毎年議論になっ

ているが、全体の労働環境整備が前提。

長WJ;

〆司副，，--

控訴榊組話し合うワークショップ

全体として、労働者の生活が非常に不安定

になっている。労働災害や、過労死も増えて

いる。生活費は上昇し給料は下がる。新卒女

性の90%は非正規雇用という状態だ。

東南アジア、南アジアの状況

インドネシアでは午後6時から午前6時ま
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での女性の労働は禁止されているが、女性の

健康と安全への措置を前提として雇用主が人

力省の許可を得れば働かせられるため、工場

での深夜業は当たり前になっている。

タイでは98年に労働保護法の大幅な修正

があり、雇用の機会均等や同一労働同一賃金

原則が明記され、深夜労働についても労働者

に選択権が与えられた。しかし現実は、大量

解雇、賃金水準の低下などの問題に直面して、

有効に活用されていない。 90年に社会保障

法ができたが、従業員 10人以上の企業に適

用される。 30歳以上の解雇労働者はインフ

ォーマル・セクターに流れ、労働組合もなく

社会保障からももれてしまう。

インドでは女性労働者の90%以上が家内

労働や露天商などインフォーマル・セクター

で働き、労働法の適用を受けない。女性の深

夜労働禁止や時間外労働規制について廃止す

る動きはあるが、労働組合が抵抗している。

日本 -11唾労働と人員開臓

4月から改正均等法・労基法が施行されて

いるが、月 100時間におよぶ残業、深夜労

働への従事など女性の加重労働が深刻になっ

ている。若い未婚の女性が長時間労働のため

に無月経になることも多い。男女ともに、健

康を守れるような法規制が必要。

人員削減もすさまじい。仕事が見つからず

ホームレスが増えている。 r整理解雇の4要

件」があるが、人選の合理制に有夫の女性が

入れられるなど問題もある。女性の場合、再

就職はほとんど非正規雇用。解雇制限、雇用

保障にういては、パートや派遣も含め、もっ

と包括的な法規制が求められている。

γ… 海外短信 一………………叶

;エルわしバドル:衣料I場で労働者麟;
し一…一………一…一一一一一一…J
1999年 12月12日、北米のNGO団

体からの抗議により、アメリカの女性衣料製

造業リズ・カリボーン社は、その多くの製品

を生産しているエルサルバドルにある下請け

工場のドゥオール衣料工場に対して、労働組

合加入を理由に不法に解雇された 39人の労

働者の復職を求めるごとに同意した。また、

ドゥオール工場がカリボーン社の行動規範と

エルサルパドルの法律に違反していないか、

独立したモニター機関に監査を依頼した。

1 1月28日、セトデサ労働組合設立の届

けを出した日に、組合委員長と書記の二人は

ドゥオァル社から辞職届にサインするよう求

められたが、断った。翌日、 39人の組合員

全員が解雇された。北米にある労働者に連帯

するグループは、解雇された労働者支援の運

動を開始した。クリスマスシーズンに予定し

ていたクライボーン社の工場直営販売庖での

ピラ撒きの予定を早めて開始し、会社が解決

に動き出すまで続けた。

ドゥオール工場での労働条件は、労働者を

組合づくりにかりたてるような劣悪なもので

あった。 96年には工場での妊娠テストの強

要など労働者虐待の状況が明らかにされたが、

カリボーン社の副社長はそのような虐待を黙

認するはずはないと否定した。現在もドゥオ

ール工場の労働者は、残業の強制、上司から

の言葉による虐待、不当な生産割当、トイレ

の制限などの虐待に苦しんでいる。 (maqui1

a network update • 2 0 0 0年 2月号)
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CAWアジア地域会議
豊かな経験分かち合って

1月23日"'27日、タイのバンコクでC

AW(アジア女子労働者委員会)主催によるア

ジア地域会議が開かれました。これは3年に

1回開催される CAWネットワーク・グルー

プの全体会に当たるもので、 13カ国28の

グループから 33名が集まりました。主な議

題は過去3年間の活動の総括と今後3年間の

活動計画をつくることです。

CAWは、昨年8月に香港からバンコクへ

事務炉万を移しました。書記局のスタッフも大

幅に変わり、新しい環境の下でどんな活動が

作り出せるか、蛸寺を持って参加しました。

バンコクは東アジア、東南アジア、南アジア

の中心にあります。そのためかアジア地域の

NGO事務所もたくさんあり、互いに情報や

経験の交流をしながら活動できそうです。ネ

ットワーク・メンバーも活動歴の長い人と若

い人が適当に交じり合って、皆がCAWを大

事に育てていこうとする熱意を感じました。

匡際機関の動きにも注目

CAW全体会は、 「グローパリゼーション

とアジアの女性労働者Jをテーマとする助言

者の基調報告から始まりました。

多国籍企業の利益追求の中で90年以降グ

ローパリゼーションが深化し、外国からの投

資 ・投機がバブル経済を生み出し、バブルが

はじけてアジアの通貨危機をもたらしました。

その結果、労働者の賃金低下、長時間労働、

CAWの事事野丙鋳元を歓迎するタイの女性たち

労働災害、そして解雇や失業による生活不安、

社会不安など深刻な問題がいろいろ起きてい

ますが、タイではそれが労働組合運動の弱体

化を招いているということでした。

報告者は、との時期に大事なととは、組織

労信踏が農業やインフォーマル・セクターに

働く人々や貧しい人々、そして外国からの移

住労働者など、さまざまな階層の人たちと手

をつないで問題解決に取り組むこと、またそ

のためにジェンダー問題を中心に据えること

だと強調しました。

初日の夜に特別に聞かれた学習会では、 U

NCTAD (国連貿易開発会議)について国際

NGOの方から話を聞きました。昨年 11月

のシアトルでのWTO(世界貿易機関)会議は、

世界中から集まった多くの人々の抗議桁動に

よって失敗に終わりましたが、まもなく UN

CTADの総会がバンコクで開催されるとあ

って、その動きが注目されていたのです。私

たちは、生活や労働の現場でグローパリゼー

ションと向き合っていますが、同時に国際機

関への働きかけも必要になっています。

ビデオの翻訳と上映運聾防広がり

さて、 97年から 2年間のCAWの活動を

特徴づけるのは、各国でグローパリゼーショ
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ンについての学習が進んだことです。 98年

1 0月にはグローパリゼーションの女性労働

者への影響を記録したビデオ rDOLLS量DUSTJ

(英語版)が完成し、アジア数カ国語で翻訳

され、上映運動が広まりました。日本でも交

流センターが日本語版として「捨てられた人

形」を作成し、すでに 230本以上のビデオ

が売られた他、あちこちで上映会が聞かれて

います。

東南アジアグループは、 99年春に反グロ

ーパリゼーション・キャンペーンツアーを行

い(詳細は「アジアの仲間J第79号)、南ア

ジアグループも秋にはワークショップを開催

して、組織活動への女性労働者の参加とエン

パワーメント(力をつけること)について話し

合いました。東アジアグループは、この3月

に台湾でワークショップを聞き、女性の不安

定雇用化に対する運動と組織化戦略について

話し合うことになっています。

CAW全体の共同行動としては、 98年7

月""'99年 1月まで取り組んだ ILO錦旬批

准要求の署名活動があります。 一つは家内労

働に関する 177号条約、もう一つはパート

タイム労働に関する 175号条約です。非正

規雇用化、インフォーマル化が進んでいるア

ジアの女性労働者の現状からすると、どの国

にも共通する課題でしたが、パートや家内労

働という言葉は同じでも、具体的な中身には

それぞれに違いがあり、十分な取り組みがで

きませんでした。しかし、 ILO条約批准の

要請書を受け取った多くの国々の政府からC

AW書記局に返事が届いており、各国での批

准要求運動はこれからというごとです。

CAWネットワーク・グループの具体的な

取り組みとして、タイや韓国の労働者共同組

合や貯蓄を含む共済活動、共同作業所の運営

などが紹介されました。

スリランカでは、この 1月から自由貿易地

域に働く労働者に労働組合の権利が認められ

ることになりました。スリランカでは70年

代の終わりに自由貿易地域が作られて以来、

労働者に団結権はありませんでした。長い間

の労働者の大きな犠牲と努力の末に、数年前

に合法的につくられた労働者合同協議会と労

働者評議会が、 「影の労働組合Jとしてさま

ざまな活動に取り組んできましたが、正式に

労働組合が認められるのははじめてです。

日本の労働者への大きな期待

CAWの今後の活動計画について、グルー

プに分かれて話し合いましたが、とくに東ア

ジアの女性労働者の状況は日本とほとんど同

じようでした。とくに労働去制の規制緩和、

すなわち労働法の改悪が進み、 1日8時間労

働制の原則や安定雇用という考え方は大きく

崩されようとしています。

アジアの状況が日本に似ているということ

は、日本の状況が悪化しているということで

もあるのですが、日本で起きている労働問題

は即座にアジアに波及していっているという

ことを実感しました。そのため、アジアの女

性たちは(女性に限らず)日本の労働者との経

験や情報の交流を強く求めています。

交流センターはこの3月に解散することに

なりましたが、その後CAWをはじめとする

アジアの女性労働者との交流をどのように発

展させていくか、大きな課題が残りました。

(広木道子)
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CAWネットワーク-グトプの
メンバーとして

和田弘子(おんな労働組合・関西)

バンコクで開催されたCAW会議に参加し

ました。はじめは緊張しましたが、イメージ

トレーニングでリラックスしてから討議に集

中させるという見事な進行方法も取り入れら

れ、大いに感心しました。

毎日、朝8時半~夜7時まで昼食とティー

.ブレイクを除いてはびっしり会議に追われ

ましたが、それでも時間は少なく、お茶や食

事の時間は、とくに個人的な交流に欠かせな

い貴重な時間帯でした。

グローバリゼーションの深化と経済危機の

中で、そのしわ寄せは女性労働者を直撃して

います。輸出競争は激化し、同じ仕事でもタ

イでは月 4000パーツ(1パーツ=約3.

4円)の賃金が、ベトナム北部では800パ

ーツ、カンボジアではもっと低いという中で、

労働者同士が競争させられています。タイの

繊維や電子産業では、 80"'90%が女性労

働者ですが、美化されるハイテク産業(電子産

業など)では、若年労働者の問で化学薬品障害

や労働の単純化がおごり、単純労働=未熟練労

働は女性労働と位置付けられ、女性の低賃金

と男女賃金格差の根拠とされています。

また環境破壊や、職場での労災や安全衛生

問題は東南アジア、南アジアの他の国でも共

通の緊急課題として多くの発言がありました。

さらに地域的特徴として、東アジアにおけ

る工場閉鎖、東南アジア・中国への移転によ

る失業率の高さは深刻です。女性労働者の非

正規雇用化も進み、韓国では女性労働者の7

0%が非正規労働者です。東南アジアでは、

海外出稼ぎ問題や女性の労働市場が狭められ

て家内労働が増えているごとなどが問題にな

っています。南アジアでは、女性の93%が

家内労働や露天商などインフォーマル部門の

仕事に従事し、労働者保護法の適用からも除

外された無権利状態にあること、また工業化、

都市化の陰で環境が破壊され、貧富の格差が

拡大していると報告されました。

サリーを着て踊る積回弘子さん

この会議で、 10年前のCAW日本会議で

会った数人の女性たちとの再会もあり、嬉し

く、懐かしく、またグローバル化に反対する

連帯行動を築くという大きな課題のあるごと

を完惑しました。また日本のネットワーク・

グループがCAWの一員として、今後いかに

継続的なつながりを作っていけるのか、アジ

ア女子労働者交流センターの今後とも関連し

て一緒に考えていきたいと思いました。

最後の夜は、 CAWの事務所が香港からバ

ンコクに移転したため、バンコクの女性団体

やNGOを招いてCAW披露パーティが催さ

れました。パーティでは、ネパールの女性が

サリーを着せてくれて私もネパールに仲間入

り。みんな本当によく歌い、よく踊りました。
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センターを支えたスタッフたち

塩沢美代子

いよいよニュースレターも最終号になって

しまった。思えば塩沢事務所として発足して

から20年、アジア女子労働者交流センター

を名乗って 16年、ねばり強く活動をつづけ

られたのは、資金を提供して下さった会員と

優秀なスタッフ・ボランティアに恵まれたか

らであった。最後にあたってスタッフのプロ

フィールをご紹介しよう。

* v広木道子さん事務局長として活動の中心

になり、 CAWの運営委員を任期いっぱいの

6年つとめ、後半の3年は望まれて委員長の

役を果たした。その会議や国際集会が多い上

に、センターのスタディツアーのほとんどに

引率役をしたから、しばしば海外出張があっ

た。それはひとり息子がまだ赤ちゃんのとき

からはじまったので、茨城県の山奥にある

(と本人のいう)実家から、すでに70歳を

越えたお母さんが、留守宅に来て家事・育児

にあたって下さる生活が 10数年つづいた。

もちろん夫君の理解なしにはできないことで、

広木さんの働きのかげには、ご家族の限りな

い協力があったのである。

また私にはセンターに託す悲願があった。

共通な目的のために、あらゆる立場の人がと

もに集う場にしたいというごとだが、広木さ

んはその実現のために忍耐強く、とことん協

力して下さったことに感謝している。

V小池恵子さん 一貫してセンターの会計を

担当して下さった。これほど明朗・清潔な財

政はないだろうと、私はひそかに誇りに思っ

ていたが、それは小池さんのおかげである。

また韓国語をこつごっと勉強し、韓国から

くる資料は小池さんが読んで、ニュースレタ

ーにのせるものは翻訳して下さった。近年は

寝たきりになられたお母さんの介護をしなが

ら、時間をやりくりして面倒な会計を全うし

て下さった。

V仁田裕子さん NCCキリスト教アジア資

料センターで働いた後、センターに来て下さ

った。夫君の研究生活のため、 二回にわたり

滞米生活をしたので、英語も達者なのだが、

センターではマルチプル人間として、縁の下

の力持ち的な働きをして下さった。募金によ

って運営される団体の事務局には、つねに多

くの事務処理があり、また海外との連絡など

目に見えぬ仕事の処理役であった。最丘はこ

のニュースレターも、仁田さんのコンビュー

タで編集されている。

朝日のセンタースタッフを紹介する塩沢所長

V山本恵子さん 2年前に夫君の仕事の関係

で札幌に転居されるまで、もっぱら菊苦担当

スタッフとして働いて下さった。アジア各国

の情報はほとんど英文でくるからその翻訳、

交流集会やスタディツアーでの通訳などを引
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き受けていた。また日本の労働事情について

海外に伝える英文ニュースレターは、大きな

役割を果してきたが、山本さんのおかげで発

行できたのである。

古

さらに 15年の閣のある時期に働いて下さ

ったスタッフがいる。

V山野繁子さん英国でインダストリアル・

ミッションを勉強され、 1983年に帰国早

々にリクルートし、広木さんの前にCAWの

運営委員長をつとめた。

圏内でも教会やキリスト教団体とのコーデ

ィネータ一役や優れた英語力で3年半貢献し

て下さった。今は聖公会で初の女性司祭にな

り、神学校で教職にある。

V説田尚子さん永年の会社勤務を終えたあ

と、会計事務で小池さんを手伝い、英文タイ

プで山本さんの手伝いをして下さった。

女

労働問題をライフワークとした私としては、

スタッフの仕事の質と量からみてサラリーは

世間並のせいぜい半分で、社会保険も全くな

いごとが悩みの種だった。にもかかわらず、

精魂を傾けて働いて下さったごとに感謝はっ

きない。誰も大病もせず、スタディツアーの

劉暗に大きな事故も起こらずに終わったと

ともまごとに幸運だったと思う。

ところで肩の荷を下ろした私が、張りあい

を失い淋しくなりはしないかと案じる方もい

るかもしれない。その点は心配ご無用。もと

もと遊び好きの人間で、水泳、山歩き、音楽

を楽しむ上に、書いてみょうかなと考えてい

るとともあり、淋しがる暇はなさそうである。

(交流センター所長)

〈ご匡~芸書奉召グγ:::>

中島通子 ・中野麻美 ・黒岩容子 ・岡部玲子著

『働く女性の法律Q&A~
働く者の権利を守るための法律があるとと

は知っていても、実際の職場で直面するさま

ざまな問題にどの法律がどのように利用でき

るかは、 一般にはほとんど知られていないご

とが多いのではないでしょうか。

本書は、働く女性たちから多くの相談を受

けてきた弁護士である著者たちが、 「こんな

法律があることを知っていたらトラブルは解

決できるのに、と思うことが少なくありませ

ん。 jとの思いから書かれています。具体的

な質問に答えるかたちで、どのような法律が

適用されるのか、どうすれば女性労働者とし

ての権利を守り、働き続けるごとができるか

を分かりやすく説明しています。目次も「キ

ャリアアップするJ r賃金を支払わせるJ

「子どもを生むJ r健康に働く Jr育てる・

介護するjなど働く女性の視点、に立つ構成に

なっています。そして、最後に現在の法律を

有効に使って、各自の職場で男女平等を進め

ていく積極的な手段もアドバイスしています。

不況でなかなか就職口がみつからない昨今

では、職場で不当な待遇を受けても労働者と

しての権利を主張しにくい雰囲気もあります。

でも、くやしい、おかしい、不当だ、など、

働く上で、疑問や困難にぶつかったときに本書

を開いてみると、きっと、解決に向けてのヒ

ントになる回答が見つけられると思います。

働く女性にとっては、強い味方となる必携の

書です。(有斐閣選書 ・1600円+税)
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<事務局日誌>

1 0月15日 均等法ネット学習会(広木)

英文資料「日本の女性労働J24号発行

1 0月17回 数日労働研知行総会講演

(広木)

1 0月27日 1 0月定例事務局会議

1 0月29日 「アジアの仲間J82号発行

1 1月2日 法政大学大原社研創立80周年

記念シンポジウム(広木)

1 1月13日 1 5周年記念プログラム準備

努ラ委員会

1 1月24日 1 1月定例事務局会議

1 1月26日 均噂法ネット学習会(広木)

1 1月27日 東京女性財団98年度助成報

告会(広木)

1 1月30日 塩沢美代子監修・広木道子著

『アジアに生きる女性たち』発行

新派遣法シンポジウム(広木)

1 2月4日 1 5周年記念プログラム準備実

行委員会

1 2月8日'"'-'1 3日 1 5周年記念プログラ

ム

1 2月10日 ワークショップ「労働者保護

とセイフテイネットj

1 2月11日 シンポジウム「経済のグロー

バル化に挑戦するアジアの女性労働者J • 

パーティー「感謝のつどいJ

1 2月20日 1 2月定例事務局会議

1 2月28日仕事納め

2000年 1月6日仕事始め

1月21日 1月定例事務局会議

1月22日 塩沢美代子所長東京女性財団賞

受賞式

1月23日'"'-'28日 CAW全体会議(バン

コク・広木)

2月4日会計監査

2月5日 国際労働研究センター研究会(広

木)

2月9日 均等待遇2000年キャンペーン

発足の集い(広木)

2月18日 2月定例事務局会議

2月19日 都立府中高校講演(広木)

2月22日 第35回センター運営委員会

2月28日 均等待遇キャンペーン努子委員

会(広木)

3月5日 国際女性デー 「おんなたちの祭り j

(広木)

3月8日 国際婦人デー中央集会講演(広木)

3月10日 「アジアの仲間J83・84合

併号発行

3月11日 NCC女性委員会プレミーテイ

ング(塩沢)

交流センターオープンハウス

3月21日 3月定例事務局会議

3月26日'"'-'31日 CAW東アジア地域ワ

ークショップ(台湾・広木)

3月31日 英文資料「日本の女性労働J

25号発行

一 菊す干IJ 館

合本「アジアの欄Jl"'84号
5000円(申込み受付中)

* * * * 
塩沢美代子監修・広木道子著

『アジアに生きる女性たち

一 女唖労働者との交流 15年』

(ドメス出版・ 1800円+税90円)
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仁三00叩月 31日班決均七
<収入の部>

会費

カンパ

事業費

雑収入

助峨金

基金繰り入れ

合計

<支出の部>

国際交流費

国内交流費

資料費

調査研究費

1 5周年プログラム費

編集印刷費

翻訳費

通信費

人件費

事務管理費

予備費

次月繰り越し

合計

2.241. 000 

2.981. 329 

229.845 

1. 915 

500.000 

3.000.000 

8.954.089 

595.692 

6.000 

598.247 

628.550 

1. 749.533 

534.415 

86. 700 

492.908 

3.326.890 

345.910 

10.000 

579.244 

8.954.089 

2月1日"'3月31日の2カ月間に収入100.

000円、支出2.053.000円が買込まれます。そ

こで99年度末不足額約138万円と前年度繰

越金ム2.476.353円及び借入金1.523.647円の

合計約538万円は運営基金により精算します。

当センターが83年以来 17年近くの長期

にわたって活動を続けるごとができたのは会

費、カンパをお寄せ下さった皆様のおかげで

す。改めて心から御礼申し上げます。

骨骨 改めてお力をお貸し下さい。

「交流センター解散後、アジアとの関係は

どうなるの?Jというお問い合わせをたくさ

んいただいています。 15周年記念プログラ

ムの中でも、今とそ日本とアジアがつながら

なければ、という熱い思いが寄せられました。

アジアの女性たちも、日本の働く女性たちの

経験やホットな情報を強く求めています。そ

ごで、とにかく rCAW(アジア女子労働者

委員会)の活動に参加するJことを中心に据

えた活動を開始したいと思います。

新しいグループの名前は、

CAWネット-ジャパン

まず情報収集、そして圏内向け rCAWネ

ットニュースJと英文ニュースを発行。女性

労働問題に関心のある個人と圏内のさまざま

な女性労働者グループが、直接CAWのプロ

グラムや交流に参加できる活動をめざします。

<ご協力いただきたいこと>

-資金カンパ

・翻訳・通訳(英語・韓国語など)

.情報の提供や原稿執筆

'CAWプログラムへの参加

・たくさんのアイディアと活動への参加

<連絡先>

〒359-1151所沢市若狭小2555-15

CAWネット・ジャパン

Tel & Fax 042-949-5231 

Eメール:cawnet@japan. email.ne.jp 

<郵便振替)> 00100-9-186394 

CAWネット・ジャパン


